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決算審査特別委員会

８月２６日（金）午後２時１５分開議

議題１ 委員長の互選について

２ 座席の指定について

３ 副委員長の互選について

４ 決算審査順番

５ 決算事業現地調査

６ その他
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 大 野 敏 行 委員 ６番 青 柳 賢 治 委員

７番 川 口 浩 史 委員 ８番 松 本 美 子 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 畠 山 美 幸 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長 長 島 邦 夫 議員

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 青 木 正 志

書 記 安 在 洋 子
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〇森 一人議長 初めての委員会でありますので、委員会条例第９条第２項の規定によ

り、年長の松本美子委員さんに臨時委員長をお願いいたします。

〔松本美子臨時委員長、委員長席に着席〕

〇松本美子臨時委員長 それでは、議長のご指名がございましたので、年長ゆえ私が臨

時委員長の職務を行いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

◎開会の宣告

〇松本美子臨時委員長 ただいまから委員会を開会いたします。

（午後 ２時１５分）

◎委員長の互選

〇松本美子臨時委員長 これより委員長の互選を行います。

慣例によりまして、副議長が委員長職を務めることになっておりますが、これにご

異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、畠山委員を委員長とすることにいたします。

ただいま委員長に当選されました畠山委員長から就任のご挨拶をお願いいたしま

す。

〇畠山美幸委員長 それでは、今選ばれましたので、しっかり進めていけるように頑張

ってまいりますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。

以上です。

〇松本美子臨時委員長 どうもありがとうございました。

それでは、委員長が決まりましたので、交代をさせていただきます。ご協力ありが

とうございました。

〔臨時委員長、委員長と交代〕

◎座席の指定

〇畠山美幸委員長 それでは、早速ですが、座席の指定を行います。
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座席は、議席番号順といたしたいと思います。なお、最終番席は委員長席といたし

ます。これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。

それでは、指定をいたします。１番席、小林智委員、２番席、山田良秋委員、３番

席、犾守勝義委員、４番席、藤野和美委員、６番席、大野敏行委員、７番席、青柳賢

治委員、８番席、川口浩史委員、９番席、松本美子委員、10番席、渋谷登美子委員。

以上であります。10番席が畠山美幸……あれ、私ずれた。すみません、もとい。青

柳さんから間違えました。６番席、青柳賢治委員、７番席、川口浩史委員、８番席、

松本美子委員、９番席、渋谷登美子委員、10番席、畠山美幸です。

◎副委員長の互選

〇畠山美幸委員長 これより副委員長の互選を行います。

どのような方法により行いますか、お諮りいたします。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 指名でお願いします。

〇畠山美幸委員長 指名推選の声がありましたので、副委員長の選挙は指名推選の方法

によることにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。

副委員長の選挙は指名推選の方法によることに決しました。

それでは、ご指名をどうぞ。

青柳委員。

〇青柳賢治委員 小林委員にお願いいたします。

〇畠山美幸委員長 ただいま小林委員が副委員長に指名されました。

ただいま指名されました小林委員を副委員長と定めることにご異議ございません

か。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。

よって、小林委員が副委員長に当選されました。



- 5 -

ただいま副委員長に当選されました小林委員から就任のご挨拶をお願いいたしま

す。

〇小林 智委員 副委員長に就任させていただきます小林です。委員長を補佐して、決

算委員会がスムーズに行くよう微力ながら努力したいと思います。よろしくお願いい

たします。

〇畠山美幸委員長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

◎決算審査順番

〇畠山美幸委員長 次に、決算審査の順序についてお諮りいたします。

お手元に令和３年度決算審査予定表をお配りいたしました。審査の順序は配付した

表のとおりでご異議ございませんか。

川口委員。

〇川口浩史委員 聞きたいのですけれども、９月６日、まちづくり整備課が２番目に来

ていますよね。何かこれは理由があるのですか。

〇畠山美幸委員長 局長。

〇青木正志事務局長 まちづくり整備課なのですが、２日目の９月７日にちょっと予定

が入っておりまして、先にさせていただきたいということで先に入れさせていただき

ました。

以上です。

〇畠山美幸委員長 よろしいですか。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 それでは、ほかにないようですので、審査の順序は配付した表のと

おりといたします。

◎決算事業現地調査

〇畠山美幸委員長 次に、令和３年度事業現地調査の件についてお諮りいたします。

令和３年度事業において、現地を確認することが必要な事業等ございましたらご意

見をお願いします。何かございますか。ここに行ったほうがいいとか、ご意見ござい

ましたらどうぞ。

〔発言する人なし〕
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〇畠山美幸委員長 なければ正副委員長で一任させていただきたいと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 それでは、正副委員長へ一任いただきたいと思います。

◎散会の宣告

〇畠山美幸委員長 これにて委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ２時２０分）
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決算審査特別委員会

９月５日（月）午後１時２５分開議

議題１ 「令和３年度決算事業現地調査」
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 大 野 敏 行 委員 ６番 青 柳 賢 治 委員

７番 川 口 浩 史 委員 ８番 松 本 美 子 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 畠 山 美 幸 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長 長 島 邦 夫 議員

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 青 木 正 志

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

馬 橋 透 地域支援課長

安 藤 浩 敬 地域支援課人権・安全安心担当副課長

高 橋 喜 代 美 教育委員会事務局長

川 上 力 教育委員会事務局生涯学習担当次長

教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館吉 川 壮 司 主席主査

長 島 邦 夫 監 査 委 員
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◎委員長挨拶

〇畠山美幸委員長 皆さん、こんにちは。本日は、決算審査特別委員会のご案内を申し

上げましたところ、委員の皆様にはご出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。

現地調査及び審査を本日から行います。よろしくお願いいたします。

◎議長挨拶

〇畠山美幸委員長 それでは、ここで議長に出席いただいておりますので、森議長から

ご挨拶をいただきたいと思います。

〇森 一人議長 改めまして、こんにちは。決算特別委員会大変ご苦労さまです。今回

の決算特別委員会から試行的にいろんなことを試させていただきますが、ぜひとも今

後の町の発展につながるよう慎重なる審査をお願いしたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ありがとうございました。

◎開会の宣告

〇畠山美幸委員長 ただいまの出席委員は11名でございます。定数に達しておりますの

で、決算審査特別委員会は成立いたしました。

（午後 １時２５分）

◎開議の宣告

〇畠山美幸委員長 直ちに本日の会議を開きます。

◎委員会開会日の決定

〇畠山美幸委員長 委員会の開会日につきましてお諮りいたします。

本委員会の開催は、本日９月５日、６日、７日、９日及び12日の５日間といたした

いと思います。これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。
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よって、本委員会の開催は、本日９月５日、６日、７日、９日及び12日の５日間と

決定いたしました。

◎諸般の報告

〇畠山美幸委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本委員会に付託された案件は、認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決

算認定についての件から、認定第６号 令和３年度嵐山町下水道事業会計決算認定に

ついての件まで並びに議案第39号 令和３年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について及び議案第40号 令和３年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金

の処分についての件、以上決算認定６件並びに議案第39号及び議案第40号の２件でご

ざいますので、ご了承願います。

次に、本委員会の決算審査予定表をお手元に配付させていただきましたので、ご了

承願います。

次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、今委員会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表とし

てお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で委員長よりの諸般の報告を終わりにします。

◎審査の方法

〇畠山美幸委員長 審査の方法についてお諮りします。

認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審査は、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書等の添付書類を含め、決算審査予定表に

基づき、課局ごとに議会事務局から順に行います。次に、認定第２号 令和３年度嵐

山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての件から、認定第６号 令和３

年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件までの審査を順次行います。次に、

議案第39号 令和３年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び令

和３年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を審査し、最後

に総括質疑といたします。これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。
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よって、認定第１号から認定第６号並びに議案第39号及び議案第40号については、

先ほど申し上げたとおり審査することに決しました。

なお、認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件につ

きまして総括質疑をする委員は、９月９日金曜の午後１時までに委員長に届け出てく

ださい。

◎現地調査

〇畠山美幸委員長 それでは、これより決算審査特別委員会現地調査を行います。よろ

しくお願いいたします。

現地調査 午後 １時３３分

現地調査箇所：日本赤十字社埼玉県支部旧社屋保存工事

嵐山町消防団第１分団第３部消防車庫新築工事

嵐山町立図書館換気用窓設置および空調強化改修工事

現地調査終了 午後 ３時３５分
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決算審査特別委員会

９月６日（火）午前９時００分開議

議題１ 「認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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〇出席委員（９名）

１番 小 林 智 委員 ３番 犾 守 勝 義 委員

４番 藤 野 和 美 委員 ５番 大 野 敏 行 委員

６番 青 柳 賢 治 委員 ７番 川 口 浩 史 委員

８番 松 本 美 子 委員 ９番 渋 谷 登美子 委員

１０番 畠 山 美 幸 委員

〇欠席委員（１名）

２番 山 田 良 秋 委員

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 青 木 正 志

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

佐 久 間 孝 光 町 長

髙 橋 兼 次 副 町 長

杉 田 哲 男 総 務 課 長

木 村 公 正 総務課庶務・人事担当副課長

金 子 守 総務課財政契約担当副課長

馬 橋 透 地域支援課長

安 藤 浩 敬 地域支援課人権・安全安心担当副課長

加 藤 憲 史 地域支援課政策創生担当主席主査

田 畑 修 税 務 課 長

内 田 富 惠 税務課課税担当副課長

岡 野 富 春 税務課収納対策室長

贄 田 秀 男 町 民 課 長
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柳 澤 純 子 町民課戸籍・住民担当副課長

吉 田 信 子 町民課保険・年金担当副課長

前 田 宗 利 福 祉 課 長

太 田 直 人 福祉課社会福祉担当副課長

内 田 淳 也 福祉課児童福祉担当副課長

福 嶋 啓 太 技 監

伊 藤 恵 一 郎 まちづくり整備課長

久 保 雄 一 まちづくり整備課道路担当副課長

安 在 知 大 まちづくり整備課都市計画担当副課長

大 島 真 弓 会 計 課 長

大 島 行 代 会計課会計用度担当主席主査

奥 田 定 男 教 育 長

長 島 邦 夫 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇畠山美幸委員長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席委員は９名であります。定足数に達しております。よって、決算審査

特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎町長挨拶

〇畠山美幸委員長 次に、佐久間町長からご挨拶をいただきたいと思います。

佐久間町長。

〇佐久間孝光町長 本日から決算審査ということで皆様にご審議いただきますけれど

も、我々のほうも誠意を持ってしっかりと答弁をしてまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ありがとうございました。

◎諸般の報告

〇畠山美幸委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

傍聴について申し上げます。当委員会への傍聴の申出がある場合は、原則許可いた

したいと思いますので、ご了承願います。

◎認定第１号の質疑

〇畠山美幸委員長 それでは、直ちに本日の審査を始めます。

委員の皆様に申し上げます。質疑は、質疑発言通告書に基づいて行います。また、

質疑の回数は３回までとしますので、ご了承願います。同じ質問をされる方は再質問

からになりますので、ご了承願います。

認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題とい

たします。
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既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

まず、議会事務局に関する部分の通告はございませんでしたので、本日、まちづく

り整備課に関する部分の質疑を行います。

それでは、質疑をどうぞ。

大野委員。

、 。〇大野敏行委員 主要な説明書の22ページ 道路占用料17社で800万3,883円とあります

この詳細を知りたいと思います。ちなみに前年度は15社でした。よろしくお願いしま

す。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 お答えさせていただきます。

22ページの道路占用料の関係ですが、昨年度、令和３年度は17社、前年度は15社に

、 、 、なりますが 私の数え方が間違っているというか カウントの仕方が違っていまして

電力会社が数社から、電力会社のほうが出ております。前年度につきましては、その

電力会社１とカウントさせていただきましたが、昨年度については支社ごとという形

で２社から出ておりましたので、２とカウントをさせていただきました。昨年は17に

なりますので、あと１社につきましては、新規の会社が１社追加になりましたので、

そこにつきましては、昨年は17社という形になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 電力会社が電柱立てたりしたりしているので、そこらの使用料を払っ

。 、ているというのはよく分かるのです 例えば志賀地内やなんかで太陽光発電があって

それは納税課のほうで出ているのか。赤道やなんかの使用料とか出ていますよね。こ

の契約されている会社等は、契約内容というのはどうなのでしょうか。１年１年度の

更新になっていくのでしょうか。それとも規定の中で何年間はお貸ししますよと。５

年なら５年して、それが過ぎれば、また継続してやっていくとか、契約内容というの

はどのようになっているのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 お答えさせていただきます。
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太陽光とか、そういうところにつきましては町道ではなく、町道を外していただき

、 。まして普通財産になりますので 総務課さんのほうで契約をされているかと思います

、 、 、ほかに道路占用の関係ですが 東電さん電柱を立てさせたり あといろいろな会社で

太陽光であれば排水管を伏せたり、ケーブルを入れたり、そういうものについては、

道路の占用料の徴収の料金によってお金を取らさせていただいて、最長５年という形

で更新のほうはうちのほうはさせていただいております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 花見台やなんかに一般企業があったり、町内にも企業は点在したりし

ているのですけれども、そういった一般企業にお貸ししている道路というのはないの

でしょうか。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 お答えさせていただきます。

一般企業につきましては、自分の敷地の中に看板だとかそういうものを立てている

ところについては道路の占用料とかは取っていないのですが、道路敷地の通行に支障

がないのり面ですとか、そういうところに看板等をいろいろ立てたりなんだりという

ところにつきましては、一応申請を出していただいて、うちのほうで判断させていた

だいて、大丈夫であれば許可という形で、占用料という形で取らさせていただいてお

ります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、質問する方。

犾守委員。

〇犾守勝義委員 私は、平沢土地区画整理事業ということで、主要の説明書のほうの

115ページ、お願いしたいと思います。町道、これどうなっているのかなということ

でちょっと気にしていたときに、前回の全協で説明いただいたので、ある程度のこと

は理解しているつもりなのですが、今日は平成６年から28年間の事業ということでこ

の前説明いただきました。これから計画完了までどのくらいの期間を見込んでいるの

か。令和３年度は3,600万円ほどの補助金が支出されているけれども、今後どの程度

の補助金の支出が見込まれているのか。さらにこれまでのこの計画の進捗状況という

のは計画どおり進んでいるというふうに見ていいのかどうか、その辺のことをお聞き



- 20 -

したいと思います。

〇畠山美幸委員長 安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、区画整理事業について説

明いたします。

平成６年度から始まり、28年目を終えました。区画整理事業の事業期間は、事業計

画第７回変更において、平成６年度から令和８年度、令和９年の３月31日となってお

ります。また、先週の金曜日、令和４年の９月２日に換地処分の公告がされました。

この換地処分の公告をもちまして、公告日の翌日から区画整理地内の地番が新しい地

番に全て変わりました。実質的な区画整備事業は換地処分により終わりますが、個別

の清算金事務等がございまして、清算金事務が３年間、令和の５、６、７年度で行う

予定となっております。令和３年度の事業内容はこの換地処分に向けた内容で業務委

託等をさせていただきまして、そちらのほうで3,600万円の使用をさせていただいて

おります。

また、今後の事業費につきましては、令和４年度でもう既に保留地等の所有権の保

、 、 、存 移転登記等の業務委託等で一応1,500万円 令和４年度の予算措置となっており

令和５年度以降につきましては、公共施設の引継ぎの関係の図書とか、組合の解散申

請とかの絡みの業務が残っておりまして、そちらのほうでおおよそまた3,600万円ほ

どかかる予定になっております。

進捗については、おおむね第７回の変更の事業計画において進めている内容につき

ましては順調に来ている形になっております。事業費ベースでおよそ99.1％の進捗率

という形になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 確認ですが、この前の全協の資料で補助期間という形で、例えば平成

６年から、補助期間の６年から15年というのはこれはどういう意味だったのか、それ

をちょっと確認しておきたいと思うのですけれども。

〇畠山美幸委員長 １つだけでいいのですね。

伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、今県のほうの土地、彩の国の区画整理で

公開されている土地区画整理事業の概要の中で、補助機関とあるのは、国の補助をも
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らった期間ということでございますので、それが15年度まででございました。それ以

降は町の補助や、その他の補助でみんなやっている状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 犾守委員、一問一答制ではないですからね。３回までですから、聞

くことは全部聞いていいですからね。どうぞ。

〇犾守勝義委員 はい、分かりました。一応この件に関しては、また総括質疑のほうで

もしたいと思いますので、私はこれでオーケーです。

次の、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、２項目質疑させていただきたいと思います。

まず、主要な説明書のほうでお願いをしたいと思いますが、ページ数が59ページに

、 、 。なると思うのですけれども そこで 駐輪場の管理事業というものが中段にあります

そちらの予算も決算も金額的には同じようですけれども、まずお聞きしたいのは、こ

この駐輪場は現在何年ぐらいお借りしていて、平米単価で借りているのか、全体で幾

らというふうにして借りているのか、お聞きをまずさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 松本委員、次の質問も全部、３回までになりますので。

〇松本美子委員 では、すみません。まず駐輪場、それから、道路の照明のほうで２点

あります。

〇畠山美幸委員長 置き去りの自転車の台数も言っていただいていいでしょうか。通告

どおりに進めていただけますか。

〇松本美子委員 ２回目からということで最初からね。分かりました。では、こちらに

お願いしたとおりに、駐輪場の事業ということで、駅の東口自転車の、先ほど言いま

、 、した平米数とか何年とかということはもちろんですけれども 年間の利用台数ですね

それと前年度と比較して現在はどうなのかなということ。

それから、片づければ一番いいのですけれども、利用者が必要なくなったというよ

うなことで、自転車の処分といいましょうか、処理といいましょうか、そういうこと

が前にも行われたというお話も出ておりましたけれども、それが年間でやっているの

か、半年ぐらいでやっているのか分かりませんが、そこの辺をお尋ねをさせていただ

きます。

２問目といたしましては、道路照明灯の設置状況につきましてお尋ねいたします。

ページ数としましては、主要の説明の111ページになります。こちらの照明ですけれ
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ども、町民が要望をし、あるいは区長さん等が町のほうへというような流れにほぼな

っているのかなというふうに思っておりますが、現状につきましてはどのようになっ

ており、また令和３年度で設置できなかったところがありましたら、その理由もお願

いしたいと思っております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、駐車場管理事業について

説明いたします。

駐輪場は、武蔵台むさし台側の線路に沿った部分と、駐在所の脇の２か所がありま

す それぞれのキャパは 線路沿いが195台 駐在所脇が135台となって 合計の330台。 、 、 、

になります。駐輪場の管理としましては、主に職員によりまして草刈り及びごみ拾い

等を行っております。

続きまして、置き去り自転車、放置自転車についてなのですけれども、こちらの処

理は環境保全条例に基づき行っております。令和３年度に放置自転車の撤去は実施し

ておりません。前年度に、令和２年度に20台を撤去しまして、令和２年度以前に撤去

した車両と合わせて35台の処分を行いました。また、令和４年度なのですけれども、

今年度、撤去の警告を貼らせていただきまして、64台の自転車をこちらのほうに撤去

しております。現在防犯登録等の照会を警察のほうにかけている状況です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 111ページの道路照明灯のほうをお答え

させていただきます。

道路照明灯ですが、区長さんからの要望という形で、道路照明灯のほうの申請を上

げていただいております。うちのほうで現地を確認させていただきまして、周りの状

況とか、近くに道路照明灯ないかとか、そこら辺を判断させていただいて、道路照明

灯の設置のほうをさせてもらっています。昨年度につきましては、全て要望書どおり

つけさせていただいております。１基、年度末に来てしまいましたので、そこのとこ

ろにつきましては、今年度設置のほうを予定しております。令和３年度は７基つけさ

せていただきましたが、令和２年度につきましても８基と、最近ではほぼほぼこのく
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らいの数字なのかなと考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 先ほど私駐輪場の関係で、平米数はどのくらいでお借りしているので

しょうかというふうにお尋ねしたと思ったのですけれども、答弁漏れでしたら、２回

目でお願いできれば。

それから、何年間ぐらい長期的にお借りしているのでしょうかということお尋ねし

たつもりでしたけれども、お願いします。

それと、撤去した部分につきましてですけれども、こちらには登録の自転車の番号

とかそういうものもついているかなと思うのですけれども、その辺につきまして、分

かるものについてはどのような対応がなされているのでしょうか。一緒でいいのです

か。

〇畠山美幸委員長 次の。

〇松本美子委員 次のもいいですか。

〇畠山美幸委員長 照明のほうも。

〇松本美子委員 それでは、照明のことは区長さん要望でということがこの要望という

ことになりますから、今現在はスムーズにつけられているということで、町民も明る

くて、交通安全のためにも大分助かっているというふうに思っております。その中で

主要な説明書の中には、むさし台と川島と菅谷地区というふうに書いてあり、それで

７基というようになっていますけれども、全部つけられたということであれば、この

ほかからは、もちろん全部ということですから、要望があくまでもなかったからとい

う理解でよろしいですか。

それと、照明灯がついている周りに立木だの何かがかなり生い茂っておりまして、

役目をあまりにも果たさないところがかなりあるというふうに見受けております。そ

の中で、町のほうではそういったところの把握でしょうか、管理でしょうか、そうい

うものはどこにお願いをしたり、町がどのくらい把握をしているのかお尋ねします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 駐輪場の関係なのですけれども、申
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し訳ございません、平米数については現在把握しておりません。

自転車の番号ついている車両についての処理のほうなのですけれども、こちらのほ

うにつきましては、警察のほうに自転車の防犯登録があるかないかというところを確

認させていただきまして、まず自転車の所有者を確定させまして、そちらの所有者の

ほうに一応盗難車両とかもありますので、その部分、把握できたものにつきまして当

事者に通知を出させていただきます。引取りがあったものについては、こちらのほう

で返却になりますけれども、それでもやはり撤去したものについて引取りがない場合

につきましては、所定の手続を取らせていただいて、衛生組合のほうに自転車を処理

しているという状況になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 安在副課長、何年借りたかは分かりますか。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 何年借りているかは申し訳ございま

せん、今分かりません。

〇畠山美幸委員長 次に、答弁を求めます。

久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路照明灯のほうを答弁させていただき

ます。

昨年度につきましては、３地区から要望があり、ほかの地区は要望がありませんで

したので、この３地区の道路照明灯を設置させていただきました。

立木のほうにつきましては、立木の箇所についてなのですが、町のほうののり面と

かそういうところから木が出ていたり、遮るような形になっている場合につきまして

は町のほうで職員でやったり、業者にお願いしたりさせてはいただいております。民

地のほうから出ているものについては、その民地の方、所有者を調べさせていただい

て、通知のほうを発送をさせていただいております。それで、道路照明灯なので、電

力とか危険も伴うこともありますので、あまりにもひどいようであれば、電力会社に

相談をさせていただいて、その周りだけでも伐採をさせていただいているような相談

はかけさせていただいております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 駐輪場のほうは、平米数でどのくらいの平米をお借りしているか、何
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年ぐらいの長期の契約なのか分からないというご返事だったですか、はい、分かりま

した。

それから、撤去に至るまでは警察に連絡を取り、あるいは名前だとか番号だとかが

分かる自転車であれば所有者にということですけれども、これは撤去後につきまして

は、あれですか、衛生組合のほうへ持っていくということですけれども、ここ２～３

、 。 、年ぐらいの間にでも結構ですけれども 何台ぐらい撤去があったのか 決算ですから

令和３年度だけでも結構ですけれども、比較させてもらえればありがたいなと思いま

すが。もしあれでしたら、令和３年度だけでいいです。

〇畠山美幸委員長 それ１問でいいですか。

〇松本美子委員 町のほうの道路の照明の関係ですけれども、そちらにつきましては、

なかなか立木の件につきまして、もうちょっと周りを切れば、少し枝を切れば、もっ

とすごく明るいのになというふうに思うところがいっぱいあるのですけれども、町で

は、あれですか、民地の場合は特にですけれども、民地の方へは通知は差し上げます

、 。けれども 差し上げた後のことについて把握はどのようになされているのでしょうか

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安西副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 駐輪場の撤去の台数のほうの関係な

のですけれども、令和２年度につきまして20台を撤去しております。令和２年度以前

に撤去した車両と合わせまして、令和２年度に35台の処理をしております。今年度、

令和３年度は撤去のほうを行っておりませんので、令和４年度、今現在64台の自転車

を引き上げている状況になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路照明灯のほうを答弁させていただき

ます。

通知後でありますが、基本的には民地のものはうちのほうで切れたりなんだりはし

ないので、通知をさせていただいて、現地を見させていただいて、それで、なかなか

切ってもらえないようなのであれば、また再通知をするなり、そういう対応を取らさ

せていただいております。
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以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点目ですけれども、主要の説明書の108ページです。道路橋りょう

費、この原材料費が150万9,950円の決算額ですけれども、この効果についてお尋ねし

ておきます。

さらには、109ページから110ページにかけまして、高規格道路整備事業ですが、前

年度から繰越明許、さらにはまた先に、次年度に繰越しとなっている事業にもなるの

ですけれども、この業務委託の内容、進捗についてどのような状況にあるのかという

ことについてお尋ねしておきます。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路維持費のほうの答弁をさせていただ

きます。

原材料費でありますが、道路維持に関して、うちのほうで、職員のほうで作業をや

ったり、そういう形のために原材料費という形で物を買わさせていただきました。昨

年度につきましては、常温合材が120体、あとはそのほかに側溝等を買わせていただ

いて、舗装にちょっとした穴が空いたりしたときには、うちのほうで常温合材で埋め

させていただいたり、あと蓋の亀裂で割れたりなんだりというときのために側溝の蓋

等を買わさせていただいております。

続きまして、高規格道路の委託料の進捗であります。昨年度、令和３年度につきま

しては１―23号線、都市計画道路になります。昨年度につきましては、測量、設計、

あと設計業務等に伴う地質調査を全て完了しております。昨年度の年度末に用地測量

の業務を発注させていただきまして、今用地測量の業務を繰越しにて実施のほうをさ

せていただいているところです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 まず、この道路橋りょう費なのですけれども、このところいろいろと

議会が行われるたびに専決処分などもあって、ちょっと気にかかっているところなの

です。それで、これからましてや線状降水帯のような雨があったりしますと、簡単な

ことでえぐれてしまったりとかということも出てくるので 予算自体が前年比も140幾、

万円ぐらいだったと思うのです。今回もこれ不用額が20数万出ていますけれども、そ
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の辺については、金額について、今役場の職員さんがやってくださるような内容につ

いてはこの材料で賄っているようなお話ですけれども、どうなのでしょうか、その辺

のところについては、やっぱりもう少し担当課だけでなく、いち早くそういったとこ

ろを見つけていくというようなことも、この決算を機に考えていくような必要もある

ような気がするのですが、その辺について不用額を含めて、決算ですので、ここのと

ころをどのように判断されているか、お尋ねしておきたいと思います。

２点目については、今の答弁で結構でございます。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 道路橋りょうの原材料費、基本的に常温合材を購入

させていただいて、基本的に不足するということはないのです。やっぱりまちづくり

整備課の職員が主に現場に行くことが多いので、それを見て、穴があったらすぐ埋め

ますし、職員等に対しても現場というか外に出たときに穴があったら教えてください

とか、また通勤のときに走っていらっしゃる町道に穴が空いたら即座にやりますよと

いう体制は変わっておりませんし、そのようにさせていただいております。ただ、頻

度が多くなってくるときもありますので、ちょっと令和４年度になってしまうのです

、 、 、 、けれども 令和４年度については業者のほうで加熱という かなり 常温ではなくて

加熱の対応で長くもつようにさせていただきました。ただ、緊急的な、穴が空いてそ

のまま加熱をするまでも時間がかかりますので、基本的にはこの常温合材ですぐに埋

めて、穴を塞ぐということをやっているところでございます。基本的に常温合材が不

足しているという状態はありませんので、必要な分だけ順々に買わせていただいてい

るということでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 この７月の雨なんかもそうですけれども、私も見ていると、グレーチ

ングがあるところの排水のところなんかありますよね。ああいったような材料という

のは全く業者さんに任せていくような感じで、担当課としてはなかなか手が出るとこ

ろではないような気もするのですけれども、その部分などについてもたまに見ると、

雨ですから、この間の質疑にもありましたけれども、はけ切れなくて、グレーチング

のところにもすごい草葉ですね、落ち葉とかたまってしまっているような状況もよく

見受けられるのです。その辺については、今私が答弁お願いしたところとはちょっと
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違うのかもしれないけれども、そういった部分の材料費的なものとかというのはある

程度補充しておいてできるようなものなのかどうか、それについてもご答弁いただけ

ればありがたいのですが。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

グレーチングについても今現在ストックもありますので、必要なものについては随

時買わさせていただいております。要望どおり全部グレーチングというのはなかなか

、 、できなくて グレーチングがずらっと並ぶのもなかなか難しいものでございますので

それは必要に応じてグレーチングは要望が来たら基本的につけさせていただいており

ます。ただ、下の草とか土については、なかなかこの原材料費が出なくて、今年度に

なってしまいますけれども、こういう補助金等を活用して、側溝さらいとか、そうい

うのをさせていただいているところございます。基本的には今まで道普請等でやられ

て、側溝とかをやっていただいているところが多いと思いますので、そういうのにお

願いしているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の方。

藤野委員。

〇藤野和美委員 それでは、私３点質問いたします。

最初は、決算書の170ページ、このところの道路新設改良費の中の委託料と工事請

負費の不用額がここに出ておりますけれども、その内容と理由をお聞かせください。

それから、決算書の176ページです。これは武蔵嵐山駅西口地区整備事業というと

ころについてです。いろんな繰越し等々ありますけれども、この中で翌年度繰越しが

１億5,550万円というのがありますけれども、もう一つ翌年度繰越しがありますけれ

、 、 。ども この金額で最終的にこの西口事業が終了するのかと 要するに予算的にですね

それと併せていろんな形でこれまで繰越しが続いておりますので、その西口事業の総

額が出るのであれば教えていただきたいと思います。

それから、３点目が決算書の180ページ、これは公園費ですけれども、この中の工

事請負費の、これも不用額が474万3,750円というのがありますけれども、この内容と

理由ということ、この３点お聞きいたします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。
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久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 最初の不用額のほうの説明をさせていた

だきたいと思います。

委託料のほうの不用額になりますが、繰越額の不用額になりまして、幹線道路整備

事業の委託料といたしまして、都市計画道路の用地測量業務の繰越しの金額になりま

す。繰越しのときは当初まだ少し追加になるような要素もありましたので、この繰越

しをさせていただいたのですが、すみませんでした、都市計画道路の測量設計地質調

査の繰越しの費用になります。測量設計と地質業務の中で変更が生じるおそれがあっ

たために、繰越しのときはその金額を繰越しをさせてはいただいたのですが、実際に

業務のほうをやらせていただいて、そこまで変更増がなかったので、580万円という

形で不用額になってしまっております。

続きまして、工事請負費のほうになります。工事請負費につきましては、町道１―

３号線、七郷小学校から嵐山パーキングに抜ける県道と県道を結ぶ道路になります。

そこの改築工事になりまして、交差点付近の最終年度になります。そこのところも繰

越しのときには、当初最終年度で交差点等もありまして、周りの擦りつけとか何とか

で費用が、変更増が一応見込まれたのですが、そこまで変更に至らなかったというこ

とで270万円ぐらいの不用額という形になりました。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、公園費の工事請負費の不

用額についてお答えいたします。

公園トイレ整備等工事の発注工事による請負差金になります。発注の時期が１月契

約であったため、３月補正の予算の入力時期と時期が重なりまして、補正への対応が

できなかったため生じたものです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、駅西につきましてお答えさせていただき

ます。

駅につきましてはやっぱり用地交渉でなかなか時間がかかりましたので、繰越しや

事故繰越をさせていただいて対応させていただいたところでございます。今現在現状
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のとおり用地交渉が全て終わりましたので、順次工事にかかっているところでござい

ます。工事費につきましては、都市再生整備計画を公表しておりますので、これにつ

きましては、現状では約６億7,000万円の事業契約で今現在進んでいるところでござ

。 、 、 、います 先ほど繰越しした１億5,000幾らと 今年度 令和４年度の事業を合わせて

基本的には最終的には終わるかなと考えているところでございます。先ほどこの繰越

しにつきましては、６月議会に発注させていただきました道路工事等を含めて今発注

をして進めている状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 公園費のところ、今補正への対応との関係でいわゆる不用額が出たと

おっしゃっていたのですけれども、もう少し詳しく。要するに不用額というのは予算

、 、 、計上して 実際には使わなくて済んだという金額なのですけれども 補正との関係で

すみません、ちょっと関係が、理解が、私もうひとつできなかったので、もう少し詳

しく教えてください。

それから、西口のところなのですけれども、これも確認ですけれども、この１億

5,500万円を入れて６億云々かんぬんの、こういうふうなことで理解してよろしいで

すか、ちょっと確認です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。

基本的に工事等を発注する予算をいただいた場合は、早期に発注して、その内を見

て、12月とか３月に補正減をさせていただいて、不用額をなくしていくというのをさ

せていただいているのですけれども、今回の公園トイレにつきましては設計等に時間

を要しまして、契約が１月になってしまいました。その後、ちょっと変更等も見込ま

、 、 、れますので その状況を見ながらしようかなと考えていたのですけれども そこまで

この金額までいかないと。あとは、３月の補正予算を編成するに当たりまして、その

時期が大体１月下旬になりますので、ちょうど、まず契約をして照査というか、内容

を業者と確認しながら打合せしていくのですけれども、その内容の精査が間に合わな

かった状況ですので、契約の補正、どこまで予算を落としていいのかというのが判断

できませんでしたので、そのまま補正減をせずにいたので、不用額が出たという状況
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でございます。

駅西につきましては、先ほど言いましたとおり、全体の事業費は都市整備計画上は

６億7,000万円程度でございますので、それは今言った１億5,000万も含めて、今現在

の予定ではさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の方。

渋谷さん。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の24ページになりますけれども、開発許可の申請手数料

、 、72件の119万7,660円の内訳ですけれども これはほとんど住宅になるのか商業施設に

そういうふうな形でお願いしたいと思います。

それから 次が決算書の177ページで 耐震化促進事業ブロック塀撤去費補助金11万、 、

2,000円ですけれども、町内に危険箇所が３件あったというふうに覚えています。そ

れは、危険なブロック塀の撤去はこれで全部完了したというふうになるのかどうか伺

いたいと思います。

それから、主要な施策の114ページで、先ほど伺いました藤野さんの答弁と同じな

のですけれども、武蔵嵐山駅西口の整備事業8,114万3,311円で、これは令和３年度の

進捗率は、事業ベースと金額ベースでお願いしたいと思います。

その次が、主要な施策の115ページで、都市計画事業でエリアリノベーション講師

謝礼37万円の具体的な事業、そして委託料の都市計画基礎調査業務委託で390万

5,000円、この結果とその効果を伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、開発許可申請のほうにつ

いて説明させていただきます。

令和３年度の実績なのですけれども、都市計画法の第29条、これが開発許可申請に

なります。これが22件ありました。この開発許可の変更で５件、それから都市計画法

の43条、これ建築許可というものなのですけれども、こちらが４件、それから適合証

明と言われるものが35件、開発登録簿が６件になります。先ほど予定建築物の関係な

のですけれども、主に開発許可申請の22件の内容については、専用住宅が16件、分譲

住宅が２件、共同住宅等が１件、店舗１件、事務所が１件、工場が１件となっており
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ます。

、 。続きまして 耐震化促進事業ブロック塀の撤去費補助金についてお答えいたします

危険箇所の３件は申し訳ございませんが、まちづくり整備課のほうで把握している

ものはございません。撤去が必要なブロック塀については、国土交通省において示さ

れている危険ブロックに該当したものが対象となります。個人から申請があったもの

、 。について行われているもので 今回令和３年度に初めて申請がされたものになります

ちなみに今年度、令和４年度は今現在２件の申請がありました。

続きまして、エリアリノベーションの関係と基礎調査の関係を説明させていただき

ます。

まず、都市計画事業のエリアリノベーションなのですけれども、こちらのほうは講

演会を１回、それからワークショップを４回やらせていただいております。講演会に

なります。講演会は、参加者が18名ございました。ワークショップのほうは参加者が

17名となっております。

あと、すみません、基礎調査の関係がございました。基礎調査は都市計画法の第６

条に基づきまして全国的に行われる調査でございまして、都道府県が行う法定の調査

になります。そのうち各市町村の内容については県からの調査委託といたしまして、

各市町村のほうで都市計画の区域につきまして、おおむね５年ごとに人口の規模、そ

れから土地利用、交通量等の現況及び将来の見通しを把握し、県内の都市化の動向等

明らかにして、都市計画に関する基礎資料を得ることを目的としているものになりま

す。ですので、この委託によりまして町として効果が出るという内容のものではあり

ません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 駅西地区の進捗についてお答えさせてい

ただきます。

令和３年度までで契約済みの進捗率でありますが、事業費ベースで87.1％になりま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 再質問どうぞ。

渋谷委員。



- 33 -

〇渋谷登美子委員 そうすると、開発許可の申請手数料なのですけれども、私29条はぱ

っと分かるのですけれども、43条は具体的には何を言うのかお願いします。

それと、耐震化ブロックの撤去補助金については何年前だろうか、聞いたことがあ

るのです。町内で３か所というふうに、ご自宅のもので３か所と言われていて、それ

で２か所はやったと思ったのですけれども、今年度初めてということなので、そうす

ると嵐山町では国土交通省の危険ブロックについて、町内全体で把握しているという

ことはないということなのでしょうか。

それと、駅西口の事業の進捗率は87.1％というのは、これは契約率で、実際の事業

の進捗は令和３年度ではどのくらいとか、金額的にはもう87.1％全部支払ったという

ことでよろしいのでしょうか。

それから、次のエリアリノベーションの話なのですけれども、講演会１回、ワーク

ショップを４回ということで、最後のワークショップは商工会のホームページか何か

に突然出てきていて、それでちょこっと見たことがあるのですけれども、具体的には

皆さんどのような形でなさっていて、どこをワークショップとしてしたらいいかとい

うのを提案されていたような気がしているのですけれども、その点についての効果と

いうのか、どんな形でそれが発展させていくことができるのか伺いたいと思います。

それでいいです。

〇畠山美幸委員長 安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 43条の許可の関係につきましては開

発許可を取っていない区域のもので、要は都市計画法の中で開発許可が不要の物件と

いうのもございまして、そういうものを再度建て替えたり行うときには、開発ではな

くて新たに建築許可という形で取っていただく手続になります。こちらのほうは開発

許可とは違いまして、もともとあった建物を建て替えたりですとか、そういった物件

の内容になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 久保副課長。

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 駅西の関係で答弁させていただきます。

完了している進捗状況につきましては、令和３年度末で53.2％が全て工事が終わっ

ていまして、支払いのほうはさせていただいております。この間議案のほうで提出さ

せていただいた工事請負費、２本の工事の契約済みを足させていただきまして87.1％
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という形になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 ブロック塀撤去につきましては、３件はどういう関

係かというのがまちづくりで分からないのですけれども、基本的には例の東日本のと

きに、通学路については学校関係者の方が見ていただいて、見た目危ないだろうとい

うのはないとか、あとの場合についても指導したりしている状況だなと思います。今

回は補助金を使った額でございまして、初めてなったというものでございます。国土

交通省の耐震ブロック塀については、控え壁もないと耐震化していないという判断に

なります。控え壁は宅地の中に入らないと分からないものですから、外から見ただけ

では分かりません。また、あと中に鉄筋が入っているか入っていないかというのもや

っぱりやってみないと分からないものでございますので、そういうのについてはこの

補助金が使える。ただ、見た目だけで判断するというのはないので、今まで嵐山町で

は大規模に控え壁や鉄筋が入った壁があるかないかという調査はしておりませんの

で、今回このような補助金がありますので、ご自宅の壁について国土交通省でこうい

う壁は危ないよというのが出ておりますので、それを建て替え等するとき、撤去する

ときは補助金を支給させていただくというものでございます。ですから、基本的には

ご自宅でご自宅のブロック塀を見てみて確認したり、今回は何かをする場合にブロッ

ク塀を撤去をしたいというときに耐震化していないというのがある場合は、この補助

金を活用したというものであるかなと思うので、ちょっとどこはどう、全ての壁を町

が見て耐震化しているか、していないかというのは今現在把握している状況ではござ

いません。国土交通省のその耐震化です。

エリアリノベーションのワークショップにつきましては、今現在町の公式のユーチ

ューブのほうに全て出ておりまして、最後のワークショップの発表会においても全て

公開しているところでございます。ワークショップの最後については、最初の講演も

そうなのですけれども、４回のワークショップについてはエリアリノベーションの専

門的な見地にあって、もう実績のある方を講師にお呼びして、とあるものを、例えば

むさし台の東側公園を舞台にしてこれを活性化するにはどうしたらいいかとか、民家

をちょっとお借りというか、民家を使うというか、その古民家をどうエリアリノベー

ションして、どう使ったらいいかというのをいろいろそのワークショップの中で考え
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ていただいて、それについて発表して、その講師の方に講評していただいたというも

のでございます。

エリアリノベーションついては、町としてはそのエリアリノベーションをつくるエ

リアリノベーター、そういう活性化させていただく人を発掘しようという事業でござ

いまして、それに向けてやっぱり種をまいている状況です。エリアリノベーター、そ

ういうエリアリノベーションの事業を行っていただくという人を見つけるのは大変難

しいかなと思っていますし、嵐山町規模ではなかなか見つからないのが現状です。や

っぱり大きな熊谷市とか本庄市とか、そういうところにはいらっしゃるのですけれど

も、そういう人を見つけて、発掘して、嵐山町で活躍していただく、そういう芽を今

現在まいて、いろいろな講演会をやったり、ワークショップをして、こういうものが

エリアリノベーションだよ、こうやれば町が元気になるよね、活性化できるよねとい

うのを皆さんに教えていただいて、その仲間を募って、エリアリノベーションやって

いただく方をどうしても嵐山町として確保していただきたいと、その芽を今つくって

いる状況だというふうに考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 耐震化ブロックの事業というのは令和３年度初めてということだっ

たのですけれども、私が記憶している限りでは耐震化に関してあったと思うのですけ

れども、そしてそれは神戸でお子さんがブロック塀で倒れたということがあって、そ

れをどなたかが質問して、それでそんな形の答弁をいただいたと思っていたのですけ

れども、では嵐山町では耐震化に関しては初めてで、ブロックの中に鉄柱が入ってい

るかどうかという検査はしたというふうな形なのですか。実際に鉄柱の入っていない

ブロック塀もあるなというのは感じてあったのですけれども、それはなくて、それで

これからも耐震化に関しては、ブロック塀に関しては、令和３年度にはやったけれど

も、ご自分で手を挙げた方がという形ということでよろしいのでしょうか。これはち

ょっとなと思って。分かりました。

あと、エリアリノベーションのことでは仲間をつくっていくということでしたけれ

ども、実際に仲間というのは嵐山町の中でできたのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えさせていただきます。
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耐震化事業につきましては令和２年、その前からブロック塀の補助を予算をいただ

いて始めさせていただきました。最初の年は日にちがなかったもので、今回初めて、

令和３年度になって初めてこの補助金を使って耐震、ブロック塀を改修していただい

たところでございます。基本的には何回も申しますけれども、ブロック塀につきまし

ては国土交通省がこういうふうな壁を耐震化しますよというのを出しておりますし、

前も何回かブロック塀を確認してくださいという広報等もさせていただいたかなとい

うふうに思います。これも補助金でございますので、100％の補助ではないので、自

己負担がどうしても２分の１等発生しますので、ご自分が危険というふうに、ブロッ

ク塀をやり替えるときに撤去費用を補助させていただいて、耐震化を促すというもの

になっておりますので、あとはご自分のブロック塀でございますので、基本的には管

理しているご自身の方が本来やるべきなのですけれども、町がこの補助をさせていた

だいて、耐震化に向けて進んでいくというものでございます。

また、先ほどエリアリノベーションにつきましては、作業のワークショップにおい

てもライングループをつくって、利用化への講演ではなくて、それ以外でも皆さんお

話をしながら話合いをさせていただいて、駅東側公園についてはその後一度盆踊りを

しようとか、そういう流れにもつながっております。また、今回もそんな大きな輪で

はないのですけれども、中で集まってきた方が連絡を取り合って、そんなに大きなイ

ベントではないのですけれども、簡単なイベントやったり、それに向けてやっている

よってグループが少しずつできつつあるかなというふうに考えています。皆さんお仕

事を持ちながらエリアリノベーションを進めていますので、そういう輪がつながるよ

うに積極的にこういうエリアリノベーションの講演会をしたり、ワークショップをし

て、輪をつくって、嵐山町が一番欲しいのはエリアリノベーター、それを先導して、

、 、町はなくて民間の方が 先ほど言いました熊谷とか本庄とかにいらっしゃいますので

。 、 、そう方が そういう方を嵐山町でも活躍していただいて 空き家を改修して造ったり

イベントも定期的にやって、そういうのをやっていただくというのに取り組んでいき

たいと考えているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 私もブロック塀のこと１点だけなのですけれども、そうすると今まで

の答弁聞いてて、今回はどういう理由で撤去したのか。町が働きかけたわけではない
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というふうに感じたのですけれども、どういうことで撤去したのか伺えればと思いま

す。

、 、 。それから これ場所はどこだか もしお話しできるのであれば伺いたいと思います

以上です。

〇畠山美幸委員長 安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、ブロック塀の補助金につ

いてお答えいたします。

周知につきましては、広報紙と、あと町のホームページに掲載をさせていただいて

おります。先ほども申し上げましたけれども、ブロック塀の基本的な維持管理につき

ましては 所有者・管理者という形になっておりまして ホームページのほうにも ブ、 、 「

ロック塀の安全点検について」ということで、こういったところを確認してください

ということで掲載をさせていただいております。今回申請、個人の方でありましたけ

れども、ご自分でこのチェック表に基づいて該当するのではないかということで、町

のほうもその書類と現地のほうを確認しまして、申請があった場所につきましては、

大蔵の地内で、通学路に該当する道路に面している箇所の物件になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 大蔵の２つの物件と言ったの。物件って２か所という意味で、２件と

いうことでいいのかな。ちょっとこれ確認ですけれども、分かる。

それから、今おっしゃったように通学路なのです。一般の道路は対象ではないので

す。通学路からはみ出たというか、外れたところは。今後方向性として一般の道路だ

って人は歩くのですから、子どもは歩くのですから、やっぱり拡大をしていく必要が

あると思うのです。ちょっと外れてしまうのですけれども、質疑の方向が。時間があ

れだから、もしその点を伺えればと思います。

それから、やっぱり町が基本的には働きかけるべきだと思うのです。ちょっと斜め

のようなところがあったりするわけです。私これ質問しているから。ある場所でちょ

っと斜めではないですかということを。斜めではないですかというか、でも町が点検

したときには通学路はそのときは全部安全でしたと、こういう答弁で何も町はやらな

。 、 、 、 、いのです 向こうから 町民から来て これもそうですよね 基本的なところは町が

教育委員会など調査するわけです。それに基づいて町が働きかけるべきではないかと
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思うのですけれども、伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 安在副課長。

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 私のほうからも先ほど２件というこ

となのですけれども、令和３年度は１件です。今回令和４年度につきまして、今回２

件申請が出ております。その２件につきまして、志賀と越畑地内でそれぞれ１件ずつ

となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えてさせいただきます。

今回もブロック塀については広報を２回出すなど、ブロック塀を改修した場合は撤

去の補助が出ますよというので、基本的には皆さんに促しているかなというふうに考

えています。町では耐震化地域計画というのを、住宅の耐震化計画つくっております

ので、それに基づいてこういう補助金をつくっているわけでございまして、基本的に

は一番優先するべきところは通学路ではないかということで、通学路を主にやってい

ただいている状況です。やっぱり優先順位をつけて施策としてはやらせていただきた

いと思いますので、まず基本的には通学路を主としてやらせていただきたいと考えて

いるところでございます。

以上ございます。

〇畠山美幸委員長 いい。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員長 伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 先ほど言いましたとおり、やっぱり広報に出してや

っていただきたいというのが町の働きかなと考えているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 以上で質疑が終わりましたので、まちづくり整備課に関する部分の

質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。10時15分までといたしたいと思います。

休 憩 午前１０時００分

再 開 午前１０時１４分
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〇畠山美幸委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。

それでは、１番の方からどうぞ。

犾守委員。

〇犾守勝義委員 私は、資料は決算書、ページ数としては14、15ページ、特に15ページ

です。歳入のところの町税の収入未済額、これ見たときにちょっと数字大きいなとい

うことで、特に町民税及び固定資産税の収入未済額について例年と比べたときに、特

に令和２年度と比較したときにこの数字はどういう状況と考えればいいのか。また、

こういう数字になったのはどういう要因というふうに分析、考えているのか。その辺

を先にまず聞きたいと思います。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えをいたします。

ちょっと順番が逆になってしまいますが、固定資産税については収納率は令和２年

度と比べてもそんなに変わりがないので、担当としては特に問題がないと言ったらお

かしいですけれども、そういったような状況かなというふうに考えております。町民

税ですけれども、まず個人のほうですが、個人のほうについてはお一人の方なのです

けれども、町県民税のベースで250万円、町民税で150万円ぐらいの課税がされてしま

いまして、それが収入未済のほうに行ってしまっているという状況です。もう一つ、

法人につきましては、これも１社なのですけれども、課税額が470万ぐらいございま

して、それについても結果として収入未済のほうに行ってしまっているという状況、

その２件が大きく影響されているものかなというふうに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 そうしますと、この大きい金額の課税の方が未済額のほうに回ってい

るということで、大体例年と比べてそんなに変わりはないような状況だというふうに

判断しているわけですか、これを除いた形で考えれば。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えをいたします。

まず、個人の町民税のほうですけれども、この方が仮に課税がされなくてというこ

とで計算をいたしますと徴収率が99.1ぐらいになりますので、それほどは変わりがな
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いかなというのと、あと法人のほうにつきましてもこの分を除くと99％以上の例年並

みの数字になりますので、仮定の話ですけれども、この２件について今後滞納整理を

進めていって早期に解決できればよろしいのかなというふうに考えております。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 私はこの大きい金額見たときに、場合によっては例えばコロナでの不

況とか、そういうような部分のところの影響があるのかなというふうに思っていたの

ですが、そういうことはあまり考えなくてよかったということなのですか。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えします。

まず、個人の町民税のほうですけれども、この方については国税のほうから追徴の

、 、 、課税がございまして それに伴って町県民税と あと国保税もそうなのですけれども

それも遡っての課税になってしまったので、コロナの影響とは直接は関係がないかな

というふうに考えております。また、法人ですけれども、こちらについてはその会社

の売掛金というのですか、その回収が滞ってしまったという理由で徴収猶予の申請を

受けておりまして、ということですので、これもコロナには直接影響はないのかなと

いうふうに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次、青柳委員。

〇青柳賢治委員 私は犾守委員と同じような質問でございますから、再質問からでよろ

しゅうございますね。

〇畠山美幸委員長 はい。

〇青柳賢治委員 今の説明ですと、確かに14ページ見ていただきますと、調定額自体が

かなり、昨年と比べて法人、個人も減額になっているわけですね、調定額が。その中

でさっき言った徴収率が個人の場合だと今回98.9 昨年は99.1 今回も法人だと98.0で、 、

すね。99.9ということでちょっと心配になる数字だなと思いました。それで、収納未

済額があるということは、今法人が１件、それから個人の追徴があったことによって

の250万ぐらいの１件ということで、影響額として非常に大きいわけです。その辺の

令和４年３月の状況とすると、この大きな金額を占めるものの中で、個人の方の納付

、 。 、の状況というか そういったものはかなりまだ大変な状況にあるのかどうか それと

法人ですから、これは猶予が出ているということですけれども、この辺の見通しとい
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、 、 。うのだろうか ３月時点でいいのだけれども どんなふうな状況にあるのでしょうか

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、個人の町民税の件ですけれども、こちらについては実際国保税も含めた課税

額が約500万でして、国税のほうで追徴課税ということで、国税のほうは既に納付を

されたというお話を聞いていまして、残るのは町税と、あとは県税のほうにもあると

いうことです。どうしても一括ではお支払いができないということで分割納付で受け

ているわけなのですけれども、先日ある程度まとまった額を納付はしてもらっており

、 、 、まして お話を聞いている限りだと これまで滞納があった方ではございませんので

今後なかなかすぐすぐというわけにはいきませんけれども、続けて納付いただいて、

折衝のほうも引き続きなるべく早く収めていただけるように進めてまいりたいという

ふうに考えております。

法人については、猶予を許可しますと、その後の差押えだとか、そういったものは

当然できませんので、その辺状況を注視しながら、こちらについても県税ですとか、

国税のほうにも猶予が出ていまして、そちらと連携してどういった方法でということ

も検討しながら滞納整理進めていきたいなというふうに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 今回のこの収納状況、よく理解しました。納税があっていろいろな財

源しながら事業展開していけるわけですので、やっぱり課税の公平性といいますか、

そういった意味では債権管理をしっかりしてもらいながら、丁寧なお願いをして回収

できるような形で進めていただきたいと思います。

終わります。

〇畠山美幸委員長 意見は言わないようにお願いしたいと思います。

藤野委員。

〇藤野和美委員 それでは、私のほうから。これは決算書の14ページが該当いたします

けれども、花見台工業団地の企業からの法人税及び固定資産税等の金額を教えていた

だきたいと思います。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、まず花見台工業団地の法人税、令和３年
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度の法人税額からお伝えいたします。

法人税額5,177万9,300円、こちらは相当税額ということで概算になります。続きま

して、固定資産税４億4,377万1,800円、同じく概算の数字となります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 これは前年比、それから次年度というか、今後の見通しというか、も

しあればその辺を教えていただきたいと思います。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、まず前年比でございます。法人税につき

ましては、前年から76％ということで減でございます。ちなみに前年の額が6,807万

7,900円となります。

続きまして、固定資産税でございます。前年比でいきますと101.38％、少し上昇し

てございます。金額、前年金額につきましては４億3,772万7,500円でございます。見

通しにつきましては、今年度につきましては、固定資産税につきましてなのですが、

若干上昇はしているのですが、令和３年度につきましては評価替えということもござ

いまして、多少家屋等は本当は減少する年になっておったと思います。それと、令和

３年度のみ家屋、償却につきましては、この花見台工業団地の中でも令和３年度のみ

のコロナ特例がございましたので、そちらを６社ほど申請されていまして、その影響

。 、額が約600万ほどございました あとは土地の据置きということもございましたので

評価替えの中でも増やせるところが増やせなかったということもございますので、固

定資産税につきましては令和３年度はちょっと特殊だったのかなと思っております。

法人税につきましては、今後法人につきましてはこちらでどうしても事業者さんで

いろいろ、３年度につきましても業種ごとに決まっているわけではないのですが、増

加したところもございます。減少したところもございます。なので、特にこちらは減

額、何か税のそういったものがなかったので、花見台につきましては減少のほうが大

きかったという結果でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

、 、 、〇藤野和美委員 そうしますと 法人数 数そのものには変化がなかったということは

その辺の確認だけにしましょう。
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〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 法人数につきましては若干、主要な施策の16ページ

になりますか、そちらのほうに納税義務者の数が入っているのですけれども、均等割

につきましては前年から２社増です。法人税割につきましても12社増ということにな

っております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次が渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の16ページで、個人町民税のうちの寄附控除と他市町…

…

〇畠山美幸委員長 すみません、マイクをしっかりお願いします。

〇渋谷登美子委員 個人町民税のうちの寄附控除と他市町村へのふるさと納税の件数と

金額を１点伺います。

それから、町税の固定資産税のうちの償却資産の内訳、太陽光発電、それから他の

機械器具についても伺います。

その次、主要な施策の16ページ、令和３年度の個人町民税、法人税を見ると、結果

としては１人当たり、１社当たりは減額になっていますが、総務省の決算見込みでは

個人住民税には変化がなく、法人税では2.4兆円の増となっていました。そして、そ

れは嵐山町とは若干違うのかなと思いますが、評価はどうであるか伺います。

それから次、主要な施策の63ページ、コンビニ収納及び口座振替件数と金額を伺い

ます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、私のほうから２点、先にご説明させてい

ただきます。

まず、個人町民税のうちの寄附控除と、そのうち市町村へのふるさと納税の件数と

。 、 、 、金額についてでございます まず 全体の寄附に関しまして 人数につきまして466人

控除額1,394万9,000円。そのうちふるさと納税分でございます。人数は424人、寄附

控除額につきましては1,357万7,000円でございます。

続きまして、固定資産税のうちの償却資産の内訳でございます。まず、償却資産の

調定額でございますけれども、令和３年度、４億4,331万9,389円、そのうち太陽光の

相当額2,774万7,972円、このうち償却資産に対する太陽光の構成比につきましては
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5.58％でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 田畑税務課長。

〇田畑 修税務課長 私のほうから３番目の個人町民税、法人税の嵐山町の評価はとい

うことでご答弁させていただきます。

渋谷議員のほうからお示しいただいた総務省の計算見込み等見させていただいたと

ころによりますと、国的にはあれなのですけれども、市町村税のほうにつきましては

個人ではマイナス1.1、法人ではプラス1.5％のように決算見込みになるようでござい

ますが、嵐山町の状況は先ほど来収税の副課長さんからもお話があったように、調定

額は落ちてはおるのですけれども、収納率といたしましては、先ほど来の案件がクリ

アがあれば前年並み、法人については99.9％という状況にあります。それを鑑みます

と、嵐山町の評価としてはこういう状況下でありながら、住民の方の納税意識と、あ

と事業者の方の納税の意識というのですか、大変収納にご協力いただいていることに

関して感謝すると、評価できるものだと思っております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうから最後のコンビニ収納と口座振

替の件数、金額についてお答えをさせていただきます。

件数と金額ですけれども、国保税を含めて本税のみで、あと現年の件数と金額とい

うことでお答えをさせていただきます。まず、コンビニ収納の件数ですけれども１万

7,238件で、金額が３億598万8,075円となっております。割合につきましては、件数

ベースで見ますと全体の28％、金額ベースで見ますと全体の14％といったような状況

でございます。また、口座振替ですけれども、件数のほうが２万6,784件、金額が７

億9,563万6,400円ということで、割合については、件数ベースで考えますと全体の

43％、金額のベースでお答えをいたしますと38％といったような状況になっておりま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員、もういいですか。

次に、川口委員。

〇川口浩史委員 初めに、15ページの不納欠損の関係で、普通徴収の無財産の方の金額
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が増えているわけですね。考えられる理由を伺いたいと思います。

それから、差押えも多分あったと思いますので、その件数と理由を伺いたいと思い

ます。どんなことをしているのか伺いたいと思います。

それと、差押えの中に、これは毎年聞いていますけれども、200万円以下の低所得

者の方は含まれているのか伺いたいと思います。

それから、16ページの一番上の町民税、普通徴収の調定額が大きく下がったわけで

すね。理由を伺いたいと思います。

それから、平均所得は幾らだったのか。令和元年から３年までの間の金額を伺いた

いと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは不納欠損の関係と差押えの

件についてお答えをさせていただきます。

普通徴収の無財産の方というと、この不納欠損処分状況の表の真ん中の普通徴収分

ということかなというふうに思うのですけれども、こちらについてはお二人ほど実際

、 。いらっしゃるのですけれども 内容についてご説明をさせていただきたいと思います

この対象の方については大分前の、平成26年、27年度ぐらいに課税をされたものなの

ですけれども、その頃は普通に収入もあって課税もされていたという状況なのですけ

、 、 、れども その後収入がなくなって 借金とかもあって自己破産になってしまった方で

その後こちらとしても状況をお伺いしたりはしたのですけれども、納付の能力がない

ということで判断をいたしまして、今回不納欠損ということで金額を載せさせていた

だきました。もう一人の方も同じような状況になっております。

あと続いて、差押えの件数です。３年度につきましては、全体で73件の差押えをい

たしました。金額については274万425円です。内訳については、預金の差押えが48件

で171万2,322円、続いて給与のほうが５件で46万6,260円、所得税の還付金について

は10件で28万679円、続いて売掛金が７件で17万6,600円、購入電力料金が１件で８万

864円、差押えの債権残余金として２件で２万3,700円というような状況になっており

ます。

また、収入が200万円以下の方ということでお答えをさせていただきます。全部で

19件で、金額については67万6,262円。その内訳につきましては、預金が16件で37万
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6,698円、給与が１件、21万1,700円、所得税の還付金も１件で7,000円、購入電力料

金につきましても１件で８万864円といったような状況になっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、続きまして町民税、普通徴収の調定額が

大きく下がった原因ですけれども、大きな原因としましては、まず普通徴収に関しま

しては、納税義務者が前年よりも105名少なくなっております。それと、令和３年度

から適用される個人住民税の税制改正がございまして、どのような所得にでも適用さ

れる基礎控除の控除額の10万円の引上げがございました。この控除額、33万円だった

ものが43万円に引上げがございました。それと、内訳としましては長期譲渡所得分に

関しましても普通徴収で見ますと480万円ほどの減少がございました。

続きまして、平均所得でございます。令和３年度の平均所得でございますが、まず

給与所得者303万8,000円、営業所得者318万円、農業所得者202万1,000円、その他の

所得者183万2,000円でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか 200万円以下の方が16件 16件と言ったかな 19件 19件。 。 。 。

。 、 。 。 、だね 大丈夫なのですか 生活が その辺はきちんと見ているのか 200万円ですと

もう全部もらっててかつかつという状況ではないかなと。そこからお金取られるわけ

ですから、きちんと大丈夫なのかどうか確認しているのか伺いたいと思います。

、 、 、 、それから 調定額の関係なのですが なるほど 税制改正の関係が一番大きいかな

。 。 、これ聞いていますと 10万円の引上げね それ自体は町民としてはありがたいわけで

控除額が増えたわけですから。なるほど、よく分かりました。コロナによる所得の減

というのは、ここだと分からないですか、担当課だと。あまりないというふうに判断

しているのか、やっぱり影響はあるのかなというふうに判断しているのか伺えればと

思います。

、 、 。それから 平均所得なのですけれども これ私コロナの関係で推移を見たいのです

令和元年はコロナなかったでしょう。それで、令和２年、３年ってどうなのか。令和

２年はそんなに変わっていないのですよね、町民税の金額が。今回は落ちているとい

うことで、なぜ令和２年度はなぜ落ちなかったのか不思議だなと思っていて。令和３
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年度に落ちたというのは。コロナによるのかなって思っていたのですけれども、ちょ

っとその辺も見たいので、平均所得は資料としても後でもらいたいのですけれども、

今答えれる範囲で答えていただければと思うのですけれども。令和元年、２年という

分をね。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、今お話のありました平均所得、今は全体

の数字ということでよろしいですか。給与所得と、それごとに今お話しして。

、 。 、それでは 令和元年につきまして順番に申し上げます 給与所得者が297万9,000円

営業所得者336万1,000円、農業所得者171万3,000円、その他の所得者174万7,000円。

、 。 、 、続いて 令和２年でございます 給与所得者296万7,000円 営業所得者342万2,000円

農業所得者230万2,000円、その他の所得者177万6,000円でございます。議員さんのお

っしゃるとおり、そんなに全体としても数字があまり動きがないというのが印象でご

ざいます。こちらに関しては、コロナの給付金等もこちらの収入に入れているからな

のかなというところでしかちょっと検証が分からないのですけれども。

すみません、以上でございます。

〇畠山美幸委員長 あともう一つ。

岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは差押えの件についてお答え

いたします。

収入200万円の方に対して差押えすると生活がということでございますが、差押え

に当たっては、財産の調査等、預金調査を中心になりますけれども、を行っておりま

して、給与の差押えには差押えの禁止額というのがあるのですけれども、それに基づ

いて預金の差押えも行っておりますので、生活を脅かすような取立てはしていないと

いうふうに認識しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑が以上で終わりましたので、税務課に関する部分の質疑を終結

いたします。

暫時休憩いたします。入替えのみです。



- 48 -

休 憩 午前１０時４６分

再 開 午前１０時４８分

〇畠山美幸委員長 休憩前に続き会議を開きます。

続いて、総務課並びに会計課に関する部分の質疑を行います。

それでは、大野委員から、どうぞ。

〇大野敏行委員 まず初めに、臨時財政対策債についてお尋ねします。

、 、 、令和２年度は２億8,405万3,000円 利率0.03％ 令和３年度は４億4,050万3,000円

0.08％。大幅に調達しているわけですけれども、その使い道というか狙いは何なので

しょう。

次に、主要の施策の53ページです。行政バス運行利用料193万9,905円。令和１年度

が623万8,737円、令和２年度は92万1,405円ということで、２年続けて通常の使われ

ている金額より大幅に下がっております。コロナの影響とはいえ、２年続けての低金

額実績。武蔵観光との契約内容はどのようになっていて、継続維持は問題ないのかお

尋ねしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から臨時財政対策債の件につきま

してお答えいたします。

、 、臨時財政対策債につきましては 令和３年度の発行額が４億4,050万3,000円となり

令和２年度に比較して１億5,645万円の増額となったものでございます。臨時財政対

策債の使い道でございますが、臨時財政対策債につきましては、本来交付税で措置す

るべき地方交付税の財源不足額について、国と地方が折半して補てんするために発行

する地方債でございまして、交付税同様に使途が定められていない一般財源となるも

のでございますので、使い道につきましては歳出全般にわたり使用をしたところでご

ざいます。

なお、臨時財政対策債を昨年より発行したことによりまして、歳入面で財源のほう

が増えたために、結果的には令和３年度の繰越金、そういったものが増えたことにつ

ながったものでございまして、最終的にはそれらを今年度の、令和４年度の補正予算

等で基金のほうに積立てを行ったところでございまして、最終的には基金の増加につ
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ながったものでございます。

続きまして、行政バスの件につきましてお答えいたします。

行政バスの契約内容でございますが、武蔵観光との契約内容につきましては使用の

内容に応じて委託料を支払う契約となっております。基本運行委託料が基本時間３時

間、基本距離50キロといたしまして、税抜き２万9,450円、超過時間運賃１時間当た

り4,500円、超過距離運賃10キロ当たり1,000円、深夜早朝運賃、こちら22時から５時

までの運行になりますけれども、こちらが850円となっております。行政バスの継続

維持につきましては、委託業者の武蔵観光は、やはりコロナの影響を全体として受け

ていることでございますが、国からの助成金等により事業は継続しているということ

でございまして、行政バスも、継続維持についても問題は特にないというところでご

ざいます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 臨時財政対策債のほうですけれども 結果として積立金が４億7,000万、

という積立てができたということにつながってくるのかなというふうに思うのですけ

れども、これは多分に代表監査から昨年あのような指摘を受けたことも要因としてあ

るのでしょうか、お尋ねしたいと思います。

行政バスのほうですけれども、国の助成金を武蔵観光さんがいただいているために

今のところは問題ないということでございますが、嵐山町がお借りしているバスは嵐

山町という名前が載っていますので、ほかのところで使うことはできませんよね。運

転手さんは武蔵観光の中のバスをシフト変更したり、いろいろしながら、そちらの人

件費は賄えると思うのですけれども、働かないバスを何年も置いておくというのは企

業とすれば大変困難なことではないかなと思うものですから、国の助成をいただいて

、 、いる間は大丈夫だよということまでで いただけなくなったらどうされてしまうのか

ちょっと心配なところもありますので、その辺をところをもう一度お尋ねしたいと思

います。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

臨時財政対策債の件、代表監査からのその辺の意見の関係はどうかということでご

ざいますが、嵐山町は財政状況といたしまして、非常に基金、そちらのストックのほ
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うが少ない状況がずっと続いておったわけです。それを解消するためには財源を、歳

入を、臨時財政対策債、借入金でございますが、そういった形でも増やして、そちら

の基金、ストックのほうを増やしていく必要があると考えましたので、その辺の代表

監査の意見等も当然加味しながら財政運営のほうは行ったところでございます。

続きまして、行政バスの件でございますが、今は国からの助成金があるので何とか

やっているけれども、なくなったらどうなのだというお話でございますが、その辺に

つきましては、当然委託業者のほうとその辺のバスの維持費ですとか、そういったも

のは現在の状況であれば、恐らく維持費のほうは維持はしていけるような収入にはな

っているとは思うのですけれども、その辺は行政バスの委託業者としっかりお話をし

ていきながら、運行のほうはし続けていきたいと考えておるところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 最初のだけ再度お尋ねしたいと思います。

行政運営をするについて、手持ちのお金だけで行政運営をするというのは決められ

た仕事しかできません。ところが、しっかりした財政運営ができている自治体におい

ては、町長方針にのっとって信用機関からお金を借りて運営することが町民から負託

を受けていることへ対しての最大の恩返しというか、できる仕事を最大してあげると

いうのが一番いい運営方法だと思っておりまして、借金もそのうちの一つかなと思っ

ております。嵐山町の実力の中において、嵐山町の予算の中、決算の中において、借

金を何％ぐらいまでうまく使っていこうというような思いは町のほうでは描いている

ところはあるのでしょうか、その点をお尋ねしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 お答えいたします。

借金をどのぐらい使っていくという思いがあるのかということでございますが、当

然借金際限なくできるものではございません。今の方針としましては、臨時財政対策

債につきましては、これまでもそうだったのですけれども、交付税の振替の財源とし

て町が発行してもいいよということで発行しているものでございますので、そちらの

ほうは今後もその方針にのっとって発行はしていかなくてはいけないかなと思ってお

ります。一方、普通の建設事業に充てる地方債でございますが、そちらにつきまして

は、今現在は方針としては町の当初予算組む段階ですとか、その辺のときに一番考え
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ていることは今返済している額、それ以上には借金はしないようにできるだけ抑えて

いこうという方針で借金、町の借入金のほうは行っているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、質疑をさせていただきます。

まず、主要な説明書の52ページでございますけれども、ただいま大野委員さんが行

政バスの件も質疑をなさいましたけれども、違う観点からお尋ねをさせていただきま

す。まず、行政バス運行事業でございますが、コロナ禍での利用と、これは宿泊ある

いは日帰りの件数等があると思いますから、お尋ねします。

２点目につきましては、無料でのバスの利用、あるいは有料でのバスの利用の件数

をまずお尋ねさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から行政バスのことについてお答

えいたします。

コロナ禍での行政バスの利用につきましては、マスクの着用や消毒の実施、乗車当

日の検温の実施、バスの窓を定期的に開けて換気の実施等の感染防止対策を行った上

で利用をしていただいた状況でございます。また、有料団体におきましては密を避け

るために乗車人数を定員の半数の17名に制限して利用をしてもらっていたところでご

ざいます。宿泊と日帰りの件数でございますが、有料団体につきましては、宿泊がゼ

ロ件、日帰り２件でございまして、合計の利用は２件の利用でございます。無料の団

体につきましては、宿泊の利用はゼロ件、日帰りが37件で、合計37件の利用でござい

ました。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 ありがとうございます。そうしますと、ふだんですと42人乗りのバス

ですから、33人までということだったというふうに思っていますけれども、これはコ

ロナということで、17名まで減らして利用したと、そういうような答弁だったという

ふうに思いました。そうしますと、その中で、無料での件数の団体さんが37ですか、

いまして、それから宿泊はゼロだということでございましたけれども、この団体の中

には様々な団体さんが利用したのだと思いますけれども、年間で何回か回数を重ねて
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日帰りでお借りしたということもありますでしょうか。

それから、コロナの中での件数の人数を消毒やなんかをいろいろ環境面ではきちっ

と整備しながらお貸ししたということですけれども、人数を17人に減らしたというそ

の理由というのは１人が２人椅子までとか、何とか訳があるのだと思うのですが、そ

の辺のところもお尋ねさせていただきます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 お答えをさせていただきます。

１点目のご質問のところは再度ご確認をさせていただければというところでござい

ます。

２点目のバスのほうの乗車の人数でございますけれども、基本的にコロナ禍におい

ての必要最低限の利用というところをさせていただいた状況の中で、椅子につきまし

ては１列に１人ですから、今２人がけになってございますけれども、そこのところは

１人がけというふうなところの中で17名に制限をさせていただいたというところでご

ざいます。

１つ目の質問につきましては、答弁漏れということで、再度ご質問いただければと

思います。大変恐縮でございます。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 私が今質問したのは、今の回答はそれで結構なのですけれども、無料

の方がいますよね。その方が日帰りですけれども、37の団体が利用したということで

すが、この中には同じ団体さんが何名、何団体かいたのか、あるいはまるっきり別々

の団体さんがご利用になったのかということをお尋ねします。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 こちらの日帰りの37件につきましては、小中学校の教育の中で利

用されたというところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁漏れの答えだから、どうぞ。

松本委員。

〇松本美子委員 そうしますと、あくまでも団体で無料だということになると、小中学

生のみということで、普通の団体さんは、確認ですけれども、なかったという解釈で
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よろしいでしょうか。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 一般の補助団体等の利用につきましてはございませんでした。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、犾守委員。

〇犾守勝義委員 私は、資料は主要な施策の説明書の37ページの寄附金、ふるさと納税

について質問させていただきたいと思います。

ふるさと納税は一般寄附金、民生費寄附金、衛生費寄附金、農業費寄附金、教育費

寄附金と多岐にわたっている。それぞれどういった事業に活用したのかというのがま

ず１点目です。

それから、次に46ページ。公務災害補償事業ということで、共済費で地方公務員災

害補償基金の負担金の決め方をどのようにしているのかということです。

それと、もう一回扶助費で職員公務災害見舞金の支出が出ているのですが、それは

どういった内容だったのか、その辺をお聞きしたいなということです。

〇畠山美幸委員長 木村副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 私からは公務災害補償事業につきましてお答

えをさせていただきます。

、 、 、まず初めに この基金の負担金の計算の方法 算定の方法ということですけれども

こちらにつきましては、教職員の給与費総額と水道事業職員を除いたその他の職員の

給与費総額、合わせますと約８億円になりますけれども、その金額に負担金割合を掛

けて、それが負担金の算定額になります。負担金の割合につきましては、教育職員の

ほうが0.00107です。それと、それ以外の職員が0.00108、それを計算をいたしますと

算定額がそれぞれ14万2,523円と77万9,892円というような形になりまして、それにプ

ラスして、さらに前年度の確定の負担金、これがございましたので、それをプラスし

て令和３年度は95万3,132円を負担金として収めたというような形になります。

続きまして、公務災害の見舞金につきましてお答えさせていただきます。

こちらにつきましては、見舞金の条例がございます。その中の見舞金の種類の中に

死亡見舞金と障害見舞金、それと負傷疾病見舞金と３種類の見舞金がございまして、

その中で今回支出したのは、負傷疾病見舞金という形になりまして、職員が公務上負

傷して、それに伴って見舞金が支払われたというようなものでございまして、令和３
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年度は１件２万円という形で支出をさせて、見舞金のほうを支払わせていただきまし

た。この見舞金２万円なのですけれども、こちらは負傷疾病の区分がございます。完

治するまでにどれぐらいの期間がかかったかということで、それに応じて金額が変わ

るのですけれども、１か月以上２か月未満の負傷疾病ということで２万円。というこ

とで見舞金のほうを支給させていただきました。内容ということなのですけれども、

こちらは除草作業中に石が足に当たって、それでけがをしてしまったというものがご

ざいまして、それについて見舞金が支払われたものでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私からふるさと納税についてお答え

いたします。

ふるさと納税の活用状況でございますが、令和３年度にいただきましたふるさと納

税、そちら3,560万400円ございますが、そちらのほうにつきましては全てふるさとづ

くり基金へ積立てを行ったところでございます。その積立ても一部を令和４年度予算

に、７事業に1,199万7,000円を活用しているという状況でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 ふるさと納税のほうの再質問ということで、その７事業を具体的に教

えていただきたいというのがまずお願いしたいと思うのです。

それから、あと先ほどの見舞金の支出というのは、これは基金から出ているのでは

、 。 、なくて 町のほうからの見舞金ということなのですか そうすると基金からのほうは

そこからは出ていないという形になるのか、その辺確認したいと思います。よろしく

お願いします。

〇畠山美幸委員長 木村副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 見舞金につきましてお答えさせていただきま

す。

２万円の見舞金につきましては町の支出でございます。それ以外に公務災害という

ことですので、それにかかった治療費につきましては、こちらの基金のほうから支出

がされておりまして……すみません、治療にかかった金額につきましては今把握はし

てございません。申し訳ありません。
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以上です。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 その７事業の活用の事業でございますが、これ

令和４年度の活用事業になりますが、重忠バッジの作成、こちらに45万円、地域猫活

動推進事業費補助金、こちらに10万円、嵐山重忠まつり、そちらの実行委員会の補助

金に179万2,000円 観光振興事業 こちらのイベント資機材等の購入 そちらに152万、 、 、

、 、 、 、円 嵐山幼稚園のプールの購入 こちらに47万9,000円 あとはこども医療費の助成

こちらに500万円、あと菅谷小学校のブランコ更新ですね、こちらに265万6,000円を

予算上は充当をしております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

、 、〇犾守勝義委員 ふるさと納税いただいたという形で 今７事業に有効活用していると

活用すると、令和４年度ですから、これから執行するのもあるだろうと思うのですけ

れども。そうした場合に、ふるさと納税をいただいたその方々には何かこういうもの

に使いましたよということでお礼状とか、そういうものというのはやっているのかど

うか、最後に聞いておきたいと思うのですけれども。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 お答えいたします。

ふるさと納税の利用をどういったものにしたかという公表でございますが、地域猫

活動、そちらのほうに今までは使っていたものが多かったのですけれども、そちらは

地域猫の活動のほうで、こういったことをしましたというものについてはホームペー

ジですか、そのサイトのほうに掲載しておりますし、今年度の活用した事業について

も当然こういった形で活用しましたということは、報告のほうはさせていただきたい

と考えておるところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 私は主要の説明書の53ページです。総務管理費、財政調整基金費です

けれども、この嵐山町にあって令和３年度、財政調整基金積立金の積立分が４億

7,000万。これが主要な施策の５ページに行きますと、積立金の財源の内容が書いて

あるわけです。特定財源が1,173万5,000円、一般財源が６億4,647万6,000円というこ
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とで、先ほどの大野委員さんへの説明でも半分ほどは分かったのですけれども、今回

令和３年度に限った積立金というか、これだけの額ができたということは令和３年度

に限ったことになるようなことでよろしいのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から財政調整基金のことについて

お答えします。

財政調整基金の積立てにつきましては、令和３年度においては４億7,000万の積立

てを行うことができたものでございます。これだけ令和３年度に積立てが行えた理由

につきましては、やはり９月の補正で一定額の決算剰余金、そちらがあったこと、そ

れを財源として積立てができたこと、また３月補正において地方消費税、また等の交

付金が多少上振れましたので、そちらのほうの補正もできたこと。また、交付税の再

算定による増額分、そういったものを積み立てることができたことによりまして、こ

ういった積立てができたものと認識しておるところでございます。この積立てが令和

３年度に限ったものなのかということでございますが、積立金につきましては、当然

税収の状況ですとか、各種交付金の交付の状況、または繰越金、そういった状況によ

って多少は左右されてしまう点があると思いますので、予想するのは非常に難しいと

思っているところでございますが、ただ、財政運営を行っていく上での考え方として

は財政調整基金比率、標準財政規模に対して財政調整基金がどれくらいあるかという

比率でございますが、そちらについては適正規模と言われております10％から15％、

嵐山町でいいますと約５億から７億、そういった規模でございますが、それを下回ら

、 。ない範囲では取崩し 積立て等は行ってまいりたいと考えているところでございます

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 今の説明でほぼ理解できましたけれども、補正予算額においては、第

１回目が３億5,000万、それから第２回目に２億2,000万という補正が財政調整基金に

積み立てられました。こういったもの、それともう一つ、この施策の説明書の53ペー

ジにも至る、要するに減債基金の積立金です。これについても先ほどの説明ですけれ

ども、臨時財政対策債が戻ってきたというそれを、ここに償還基金分ということでそ

れがそのままそっくり積み立てられているわけです。このような状況というのも今ま

であまりないようなケースかなと思われるのですけれども、これは決算ですから、こ
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の先のことはなかなかあれかもしれませんけれども、これは特殊な要因であったのか

どうかということです。

それで、最初に申し上げましたように３億5,000万、２億2,000万といったときの、

いわゆる予定されるべき金額がある程度想像、予定、計算できてくるわけですよね。

そういったものを当初の予算で9,000万ほど積立てを崩して予算を組んでいるわけで

すけれども、その後に補正予算やっていくというやり方になるのです。そういった進

め方しかできないものなのでしょうか、この財政調整基金については。２つあるので

すけれども。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

減債基金のほうで積み立てておる１億2,069万8,000円、こちらにつきましては令和

３年度に限ったものでございまして、これは普通交付税の再算定が行われまして、臨

時財政対策債、令和３年度に発行した分なのですけれども、その分の償還に充てるた

めの財源として国のほうで、本来であれば後年度に入ってくるのですけれども、それ

を令和３年度に普通交付税として交付したものでありますので、これは今後令和３年

度の臨時財政対策債を返していく際にちょっとずつ取り崩して使うものでございます

ので、これは令和３年度に限ったものでございます。

それと財政調整基金の考え方でございますが、当初予算で取り崩して、それを毎年

少し積んでいるような状況でございますが、今までのケースですと、やはり財政調整

基金、当初予算である程度崩さなければ、予算ですので、ある程度予算、歳入のほう

、 。は厳しめに見込みますので 当初予算の段階では当然財源不足というものが生じます

ただ、決算の段階で交付金ですとか、税ですとか、その辺が増えてくれば、当然そう

いった余剰金についてはほかに使ってしまうのではなくて、その財政調整基金に積み

戻すなり、それをもっと積めるのであれば、極力財政、先ほど申し上げました財政調

整基金比率、そういったものをちゃんと守るように積立てのほうは行っている。その

ような感じで財政運営のほうを行っている状況でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そうしますと、最初に説明いただいたように、ある意味だと令和３年

度の１つの決算数字のようなものがあるとすれば、次の年度も、いわゆるこういう形
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のものが継続できていくというような形の理解でよろしいでしょうか。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 お答えさせていただきます。

今副課長のほうがお話をさせていただきましたけれども、当初予算の編成の中で翌

年度の事務事業につきましては予算化をさせていただくと。基本的に財源不足に陥っ

た部分につきましては財政調整基金等を取り崩しながら補てんをさせていくと。年度

中途で、当然特別交付税等々につきましては算定がございまして、確定数字が来ます

ので、そういった余剰が見られる部分につきましては財調のほうで積立てをしていく

と。令和、今年度につきましても公共施設建設用基金に積立てをさせていただきまし

たけれども、やはりそういった長期的な目標があるものにつきましては、基金の積立

てを速やかにして事業執行に備えるということが基本的な考え方になるかなというふ

うに考えてございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ここで１時間経ちましたので休憩といたしたいと思います。11時

35分まででお願いします。

休 憩 午前１１時２１分

再 開 午前１１時３５分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、次は藤野委員からです。どうぞ。

〇藤野和美委員 私は、決算書の244ページ、それから主な説明の資料では152ページで

ございますけれども、公債費の利子についてお聞きしたいと思います。

元金、これが６億4,469万云々かんぬん、こういう形で返している。もう一つは利

子として2,706万2,752円、この利子がついて、かなりの金額でございます。152ペー

ジのところで、借入先が列記されておりますけれども、この利子、各相手先の利子、

これ近年ですと、かなり利子が低金利になっておりますけれども、かなり高い金利が

残っている相手先があると思うのです。これを、よくやる方法ですけれども、借換え

をしていくという形で、この利子の負担をなるべく減らしていこうということがあろ

うかと思うのですけれども、その辺のことが令和３年度についてはどういう形であっ

たかということをお聞きしたいと思います。
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〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から借換えのことについてお答え

したいと思います。

令和３年度につきましては、借換え等については行ってはおりません。借換えをす

るには一旦、今現在借入れを行っているところに繰上償還をして新たに借りるという

調査を起こして、それで借入れを行うことになりますが、財政融資資金ですとか、地

方公共団体金融機構、そういったいわゆる公的資金につきましては、繰上償還を行う

。 、場合には償還元金以外に補償金の納付が必要となっていまいります したがいまして

借換えについては、公的資金については検討はしておりません。一方、民間の金融機

関、こちら市中銀行ですとか、その他の金融機関、そういったものが該当しますけれ

ども、市中銀行につきましては、こちらの表でいきますと、0.5％を超えて1.5％以下

のもの、そういったものが借入れとしまして15件ほどございます。そのうち１％を超

えて1.5％以下のものが、市中銀行につきましては、そのうち６件ございます。一番

高い利率のものについては1.21％となっておるところでございます。

償還、一番長いもので令和９年度までとなっており、こちらのほうについても検討

はしていないのですが、借入れの残り金額、高い１％を超えているものについては借

入れの残金、その辺もそれほど金額的には大きくないために借換えのほうは検討はし

ておりません。また、その他の金融機関については0.5％を超えて1.5％以下のもの、

こちらについては13件ございます。そのうち１％を超えて1.5％以下のものについて

は７件ほどございます。そのうちの６件については、償還が令和７年、償還があと少

しで終わるものとなっておりまして、残りの１件についても令和11年度まで借入期間

のほうはあるのですが、借入れの残額、その辺もそれほど大きな金額ではございませ

んので、現在のところは借入れのほうは検討していないという状況でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 それでは、この152ページの表の中の公的なもの、これは何％となっ

ているか。この表について各利子を教えていただきたいと思うのですけれども。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

財政融資資金の利率でよかったですか。
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〇畠山美幸委員長 そこの表の全てです。

〔 そこの利率について、分かりやすく」と言「

う人あり〕

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 財政融資資金、こちらにつきましては0.002％

から1.9％、旧日本郵政公社簡易保険局、こちらにつきましては0.1％から0.4％、地

方公共団体金融機構資金、こちらにつきましては0.005から0.7、埼玉県市町村振興協

会につきましては0.01から0.3、埼玉県市町村職員共済組合0.5、埼玉縣信用金庫嵐山

支店0.16から1.46、武蔵野銀行小川支店0.2から1.09、埼玉りそな銀行0.1から1.21、

埼玉中央農業協同組合0.23から1.5、埼玉県貸付金0.005から0.6でございます。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 先ほど公的資金は補償金とか必要ということで、実際それはかなりリ

スクがあるということで、やらないということだったのですけれども、この民間につ

いても今かなりばらつきがありますよね、そう今お聞きしますと。ですから、これ少

しでも利子を減らしてという形で資金を捻出するという手法というのは、例えば埼玉

縣信用金庫ですと1.46というのもあるということですね。それから、武蔵野銀行も

1.09があると、りそなも1.21まであると。中央農協も1.5まであるということで、か

なりばらつきがあるいうことで、そういうところの利息を少しでも減らしていくとい

うことで考えれば、もっともっと積極的に、これ基本的に財源ができますから、そう

いうことのお考えというか、についてだけお聞きします。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、お答えいたします。

当然借換えをして利子を少しでも減らしていく、そういった考えは財政の運営上、

。 、大変大切なことだと考えているところでございます 先ほど申し上げましたけれども

比較的、借換えをする、そうしますと、今現在の利率というものは大体0.5から0.7ぐ

らい、そのような感じが多いのかなと思っているところでございますので、今後の全

体的な償還の年数があと何年残っているかとか、あとは金融機関と借換え、借換えを

受けてくれる金融機関がいるかどうかとか、その辺の調査とかも必要になってきます

ので、その点も含めて総合的に研究のほうはしていきたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、渋谷委員、どうぞ。
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〇渋谷登美子委員 それでは、主要な施策の19ページですけれども、地方消費税交付金

は令和２年度と比較しますと3,000万円ほど増になっています。令和２年度の消費の

落ち込みが戻ったということか、物価上昇ということか、それとも比率が変わったと

いうことか伺いたいと思います。

、 。 、そして 20ページの地方交付税増についてです これも大幅な増になっていますが

理由を伺いたいと思います。

それから、主要な施策の37ページと48ページですけれども、ふるさと納税の寄附金

額は分かるのですけれども、大幅増に至った経過について伺います。そして、ふるさ

と納税の需用費1,250万896円と、代行手数料486万1,643円差し引きすると、1,888万

4,861円になるのですが、ふるさと納税による町財政の効果というのは、今年度は入

ってくるほうが500万ほど多かったのです。そうすると、その効果というのは今後も

続くかどうかということなのですけれども、その点について、令和３年度の効果とい

うのは取りあえずどんな形で評価するか伺いたいと思います。

それから、主要な施策の36ページ、これはちょっと思ったのですけれども、財産収

入、不動産売払収入で、菅谷の場合は平沢土地区画整理地内の土地売却収入と考えて

よいのかどうか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私のほうから、まず地方消費税交付

金のことについてお答えいたします。

地方消費税交付金が増額となった理由について、消費の落ち込みが戻ったというこ

とか、物価の上昇ということかというご質問でございますが、地方消費税交付金の増

加の理由といたしましては、個人消費の回復、また当然物価も上がっていますので、

その２つ、どちらのほうも理由があると考えているところでございます。

続きまして、地方交付税の増につきましてお答えいたします。

地方交付税のうち普通交付税の主な増加の理由でございますが、令和３年度につき

ましては、普通交付税の再算定、こちらが実施されたことによりまして、国の補正予

算に基づく事業を円滑に実施するために必要な経費を算定するために基準財政需要額

の臨時的な項目といたしまして臨時経済対策費、そちらが創設されまして3,028万

4,000円、そちらのほうが交付されました。また、令和３年度の臨時財政対策費を償

還するための積立てに要する経費として臨時財政対策債償還基金費、こちらも再算定
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で措置されまして１億2,069万8,000円が交付されたものでございます。これらが主な

理由でございますが、全体として需用額のほうが１億7,067万5,000円の増加となった

ところでございます。また、一方基準財政収入額、そちらにつきましては、町民税の

所得割が減少したことと、あと法人税割、そちらが4,272万6,000円、そういった減少

がございまして、基準財政収入額が全体として9,345万5,000円の減少となったところ

でございます。こういった理由によりまして、普通交付税のほうは増加となったもの

でございます。また、特別交付税、そちらにつきましては地方創生推進交付金の特別

交付税措置分、そちらの増加等によりまして7,726万8,000円が交付されまして、前年

度に比較して233万円の増加となったところでございます。

続きまして、ふるさと納税の寄附金額の大幅増に至った経緯等についてお答えいた

します。

ふるさと納税の寄附金額が大幅に増加した経緯につきましては、令和３年度につき

ましては多くの方の目に止まるようにポータルサイト、そこから皆さんは入られて寄

附するのですけれども、そちらを４つのサイトで運営しておったわけですが、そちら

を７サイトに増やしたこと、また返礼品の充実を図り、返礼品を70種類から90種類に

、 。増やした そういった取組によって寄附の増加につながったものと認識しております

また、令和２年度から引き続いて取り組んでいたのですけれども、そちらの返礼品の

充実、そういったものも寄附金の増加につながったのではないかと考えておるところ

でございます。

ふるさと納税による町財政への効果ということでございますが、そちらにつきまし

ては、ふるさと納税として収入した分が3,560万円ほどございます。一方、ふるさと

納税に係る経費、返礼品とか、ふるさと納税の業務代行の手数料の支出、そちらが

1,694万9,000円ございます。それらを差し引きますと1,865万1,000円となります。こ

れが町のほうに手元に残った金額となります。

続きまして、財産収入の関係につきましてお答えいたします。

こちら菅谷地内の土地の売払いにつきましては２件でございますが、こちらにつき

ましては、武蔵嵐山駅西口地区整備に伴う移転代替地として町有財産のほうの売却を

行ったものでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。



- 63 -

〇渋谷登美子委員 私、この消費税の増、地方交付税の増、ふるさと納税に関しても分

かりましたけれども、不動産売払収入なのですが、この数字を見て、地図を行くと東

原団地に行くのです、地図のナビて行くと。そうすると、菅谷の西口のところとは違

ってきているので、これは何だろうというのが非常に不思議だったので、あれしたの

ですけれども、でもそれは嵐山駅西口の土地を売払いしたものということでいいので

すか。おかしいなと思って。確かなのですね、それはね。分かりました。

〇畠山美幸委員長 次に、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 まず、職員の健康管理についてです。月80時間を超える者は何人いた

のでしょうか。長期休暇を取った者は何人いたのでしょうか。

それから、入札契約についてですけれども、これ60ページです。町内業者の発注状

況、これ資料で後でもらいたいのですけれども。

それから地方債 主要な施策の５ページ そこに令和３年度末現在高が64億8,433万、 、

5,000円とあるわけです。令和３年当初予算ですと、令和３年度末は67億1,120万

4,000円かな。いずれにしても当初予算よりは結果的に地方債の額が少なくなってい

るのです。それでよく頑張ったなと申したいのですけれども、どういう理由なのか伺

いたいと思います。

次に、旧統一教会の行事等に出席、祝辞、祝電、会費等、何らかの関係があったの

か伺いたいと思います。

次に、グリーンカーテンをやめた理由について伺います。温暖化対策との整合性は

あると考えておりますか。

最後に、学校再編審議会で委員の方が飲料水の補給をしておりました。許可になっ

たのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

木村副課長。

〇木村公正総務課庶務・人事担当副課長 お答えさせていただきます。

まず最初に46ページかと思いますが、職員安全衛生事業につきまして80時間を超え

る職員及び長期休暇の関係でございますが、月に80時間を超えて時間外でやった職員

は、令和３年度につきましてはおりませんでした。また、長期休暇、こちらにつきま

しては病気休暇ということでお答えさせていただきますが、令和３年度につきまして

は、３名の方が病気休暇を取得してございます。
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続きまして、旧統一教会の関係でございます。こちらにつきましては、主要な施策

の45ページの秘書事務事業ということで、交際費の関係につきましてお答えをさせて

いただきます。

交際費につきましては、ホームページ等で公表されているとおりでございますが、

その中に旧統一教会及びその関連団体を含めた支出、そういったものはございません

でしたので、この関係があったかということで答えますと、特になかったかなという

ふうに考えてございます。

続きまして、グリーンカーテンの関係です。グリーンカーテンは51ページの庁舎管

理事業の関係かと思いますが、令和２年度、３年度、こちらにつきましてはグリーン

カーテンを設置してございません。令和元年度で終了させていただいたものでござい

ますが、こちらをやめてしまった理由ということなのですけれども、まず設置撤去の

。 、 、 、費用で約12万円ほどかかります それと あとはゴーヤですとか アサガオを植えて

苗から育てていたわけなのですけれども、その育成に時間がかかってしまって、なか

なか全体を覆うことが難しくなってしまっているというものと、あとは育成の状況に

よりまして、遮光が不均一になってしまっているのかなということで、なかなかその

効果が見えないというところで終了させていただいたものでございます。この温暖化

対策との整合性ということで考えますと、電気代だけで見ますと、８月電気代につき

ましては、つけていたときと、つけていなかったとき、こちらにつきまして、実はつ

つけていなかったときのほうが安くはなっているのですけれども、それがその効果と

して現れていたか、いなかったかというのは不明でございますので、現在のところこ

の対策との整合性ということにつきましてはないのかなというふうに考えてございま

す。

それと、続きまして審議会での飲料水の補給につきましてお答えさせていただきま

す。

こちらは審議会等の傍聴要領というのがございますが、こちらの改正につきまして

は行ってはございません。何か飲み物を飲んでいたということでございますが、こち

、 、 。らにつきまして 総務課としては申し訳ありません 把握はしてございませんでした

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から入札契約、発注状況につきま
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してお答えいたします。

令和３年度の発注状況につきましては、工事の総契約件数が29件ございました。そ

のうち23件、79.3％を町内業者と契約しております。金額で申し上げますと、契約金

額につきましては、総契約金額３億2,510万4,000円、そのうち３億450万9,000円、

93.7％を町内業者と契約しておる状況でございます。委託につきましては、総契約件

数は38件でございました。そのうち11件の28.9％を町内業者と契約しておる状況でご

ざいます。契約金額につきましては、総契約金額２億8,879万7,000円のうち１億

2,581万円、43.6％を町内業者と契約しておる状況でございました。

続きまして、町債についてお答えいたします。

当初予算より返済が進んだ理由ということでございますが、元金について申し上げ

ますと、元金、こちらにつきましては元金の返済につきましては当初予算の段階では

６億4,418万円でございました。ただ決算につきましては6億4,469万8,000円となりま

して、当初予算に比べ51万8,000円多く、元金の償還を行ったところでございます。

その理由でございますが、平成23年度に発行いたしました臨時財政対策債、こちらが

借入期間20年、10年で利率を見直しする条件で借入れを財政融資資金から行ったもの

でございますが、そちらのほうが発行から10年が経過しましたので、昨年の11月、こ

ちらに利率の見直しが行われたことによりまして、借入利率が0.9％から0.0005％に

変更になったことによりまして、こちらにつきましては半年賦で元利均等償還で返済

をしておりますので、当然利息が減ったことによりまして、元金の償還が早まります

ので、そういった形で元金のほうの償還が早くなっているという状況でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 長期休暇について、精神的な方が含まれているのかどうか伺いたいと

思います。

80時間を超える人は誰もいなかったわけなのですか。そうですか、それはよかった

です。分かりました。

旧統一教会も分かりました。一応確認で、多分いないのではないかなとも思ってい

たのですけれども、分かりました。

グリーンカーテンなのですけれども、昨年はそんなに夏が暑くなかったですから、

電気代だけを見れば確かにそうなのだと思うのです。問題は今年あったときと、つけ
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ていないときを比較してどうかということだと思うのです。それがどのくらい違うの

か、まだ分かんないかな。まだ来ていないね。それは後で伺いたいと思うのですけれ

、 、 。ども そこで見ないと 外したのがいいかどうかというのは分からないと思うのです

それから、町民への啓発というのが私はあると思うのです。町は、こういうことで

頑張っているのだよというのが。全町に協力してもらわなかったら、この温暖化対策

というのは進まないわけですから、それ町がやめてしまいましたということになった

、 、 、ら ではうちも金がかかるのでやめますよってなっていったら これはまずいわけで

そこのところはきちんと考えているのかどうか伺いたいと思います。

飲料水について、これは改正すべきです。委員会で、審議会でも飲んでもそんなの

当たり前です。飲んで自由です。喉が渇いたら、健康管理上当然のことだということ

ぐらい考えられないのかって私は思うのです。何を考えているのだというふうに、い

つまで昔の考えにとらわれているのだと。本当に健康管理のことを考えていない、こ

れは一番の表れですよ。嵐山町の議会では、もうぱっと置いていますけれども、自由

です。傍聴者も自由です。そのぐらいのことを私はやっぱりやっていくべきだという

ふうに思うのです。課長に聞いたら、また同じ答弁になってしまうので、町長か副町

長にこれは改正の必要性の立場で答えていただきたいと思いますが。

入札、ちょっと全部メモし切れなかったので、後で資料をもらいたいのですけれど

も、なかなか町は町内業者を採用しているなということで分かりました。こういうこ

とは引き続き頑張ってもらいたいなというふうに思います。町内業者はもっと使うべ

きだと、なかなかよくやっているかなというふうに、これだけ見ると思いますので。

町債について、なるほど、20年のうちの10年で見直しということで、これは今後も

近々にはあるのですか。今年あるとか、来年あるとかというのはあるのでしょうか。

ちょっとその点だけ伺って、やっぱり安い利率に、先ほど藤野委員がお聞きしましま

したけれども、あれば改正するのかどうか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 ３点について、杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

１点目のグリーンカーテンでございますけれども、これにつきましては町民への啓

発等々というところもございます。今副課長のほうで申し上げさせていただきました

費用的なもの、今までは結局グリーンカーテンを撤去して、それを処分をしていたと

いうところがございます。では、グリーンカーテンがいいのか、遮光ネットがいいの
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か、そういったものにつきましては、今後対策を考えながら、嵐山町といたしまして

もゼロカーボン宣言を実施しているわけでございますので、何らかの代わる対策を研

究させていただきたいなというふうには考えてございます。

２点目の病気の関係でございます。精神的な、そういったものについての長期休暇

というものはございませんでした。何といいますか、それ以外の疾病等によりまして

長期休暇の方はいらっしゃったというところでございます。

３点目の飲料でございます。傍聴も基本的には原則飲食につきましては禁止という

形で今お願いさせていただいているかと思います。ただ、市町村等によりましては、

ただし書の中で、今こういう温暖化の中での飲み物、そういった水分補給等々につき

ましては、ただし書の中で除外をしているところもございますので、この点につきま

しても調査をさせていただきまして、今の時代に似合うような形で見直しができれば

なというふうに考えてございます。

以上です。

〔 町債について」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 町債、すみません４点でした。

金子副課長。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 それでは、私から町債のことについてお答えい

たします。

こういった利率の見直しはこれからもあるのかということでございますが、臨時財

政対策債につきましては全て10年で利率の見直しということになっていますので、こ

れは毎年定期的にあるものでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 何。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員長 はい。

〇金子 守総務課財政契約担当副課長 こちらにつきましては、やっていくというか、

自動的にもうそういう条件で借入れを行っていますので、そういった利率の見直しは

行われるということでございます。

〇畠山美幸委員長 以上で総務課並びに会計課に関する部分の質疑が終結いたしまし

た。



- 68 -

暫時休憩いたします。開会は１時30分といたしたいと思います。

休 憩 午後 零時０７分

再 開 午後 １時２８分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、地域支援課に関する部分の質疑を行います。

まず最初、大野委員からです、どうぞ。

〇大野敏行委員 私は１点、防災地図、嵐山町全図の件でございます。いい冊子資料を

作っていただいたなというふうに思っております。防災地図が１万1,000部、今年度

の７月末時点での世帯数は8,259世帯でありますので、世帯戸別以外のところにも配

布されたのかなと思うのですけれども、その配布先はどちらだったのでしょうか。

、 、 、嵐山町 全部ここに135と書いてありますけれども 35の間違いでございますので

どこかで何かで私がミスがあったのか分かりませんけれども、35部ですから、主な配

布先はというのは各地区かなとは思うのですけれども、その２点、まずお聞きしたい

と思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 私より、まず防災地図の配布先につ

いてお答えさせていただきます。

５月１日の広報紙で全戸配布をいたしまして、残りが約4,000残ってございます。

この4,000につきましては、町民課にお願いいたしまして、もう１年前に作りました

安否確認タオルと一緒に５月１日から嵐山町に転入をされる世帯の方に配布をしてい

ただきたいということでお願いをしてございます。町民課に確認したところ、大体年

350から400が転入をされる世帯というふうに聞いてございますので、８年、９年はや

れるのではないかと考えております。

続きまして、嵐山町全図についてお答えをさせていただきたいと存じます。

こちらにつきましては、大野委員さん、今35というふうにおっしゃいましたが、作

成をしたのは100作ってございます。100のうち、予算の関係でラミネート加工、耐久

性がいいようにフィルムを貼ったものが35、フィルムを貼っていないものが65という

形で100作ってございます。こちらにつきましては、５月に防災地図を全戸配布をし
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たときに一緒に、まず６月の２日の日に防災会長さんの会議を開かせていただきまし

た。その席で地域の集会所にぜひ貼っていただきたいということで、全防災会長さん

にお願いしたところ、そこで30お渡しすることができました。そのほかに町内の小中

学校、幼稚園、保育園、避難所となる施設、消防団、あとは交番、役場内ですとか、

社協とか商工会、あとは嵐山郷さんですとか、社会福祉施設さんのほうに配布をさせ

ていただきまして、現在80枚配布を済ませております。残り20枚ということでござい

ます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

、 、〇大野敏行委員 これから 嵐山町に転入して来られる方にもちゃんと準備してあって

、 。お渡ししていただけると 大変その気遣いというのはいいかなというふうに思います

ところで、このすばらしいものを作っていただいて、私のうちにも配布になったし、

区長さんが区長代理を通じて、隣組長を通じて配布になっておるのですけれども、こ

の資料の見方とか、資料を使った勉強会みたいなものは防災会かなんかで計画をされ

たりしているのでしょうか。恐らく配布されたうちでも、しっかりと防災地図を確認

して見切れるうちがどのぐらいあるのかなと。私は半分あるかなというような気がし

ておるのですけれども、やっぱり宝の持ち腐れになってしまうので、そんなことも作

ったことによってお考えになったりしていたのか、その辺をお尋ねします。

〇畠山美幸委員長 安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 では、私よりお答えさせていただき

ます。

防災地図を作りまして、６月２日の防災会長会議の先で、ぜひ地域で説明をさせて

いただきたいという形でお願いをしてございます。土日でも構いませんということで

お話をしたところ、川島防災会で８月に勉強会をやりたいということで、早速行って

まいりました。全て把握、なかなか難しいのが正直でございますので、時間をかけて

お声かけいただければ、喜んで説明に上がりますので、委員さんもぜひお口添えいた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 その防災会の説明会に来ていただけるということなのですけれども、
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それは曜日とか時間帯と問わずにやっていただけるのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 この前の川島防災会も日曜日の朝と

いうことで行いましたので、言っていただければ、時間を合わせましてご説明させて

いただければと思っております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、２点ほど質疑させていただきます。

まず１点ですけれども、主要な説明書でお願いします。54ページの男女共同参画推

進事業につきましてですが、こちらにつきましては第４次策定プランができたわけで

すけれども、これについての内容とか、あるいは効果をまずお尋ねします。

それと、やはり主要な説明書で56ページですけれども、コミュニティ事業につきま

してお尋ねをさせていただきますが、地域コミュニティには現在20団体等の活動がな

されているということが報告されております。その中で、どのような活動がされてい

るのかお尋ねをし また地域のほうに宝くじの助成金ということで ２団体には250万、 、

ずつですか、川島１区が太鼓の修繕、あるいは吉田２区が里山管理用備品購入のため

、 、の助成金ですけれども この助成金につきましての利用あるいは活動というのですか

そういった何か補助金を出して、これに充てたというだけのことの把握だけでなく、

その後の把握も町のほうはなさり、あるいは指導を何かなさっているということがあ

りましたら質疑させていただきます。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから、まず初めに第４次嵐山町男女共同

参画プランの内容と効果につきましてお答えいたします。

内容につきましてですけれども、まず期間につきましては令和４年度から８年度ま

での５年間としております。全ての町民が性別にかかわらず、お互いの人権を尊重し

て個性と能力を発揮することができるよう“らんざん”男女が共にいきいきと暮らせ

るまちづくり条例、この３つの基本理念に基づきまして、あらゆる人権・多様な生き

方を尊重できる意識づくり、それから誰もがともに活躍できる環境づくり、誰もがい

きいきと暮らせる社会づくり、男女共同参画を進めるまちづくり、この４つの目標を
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掲げまして策定しております。それぞれの目標に対する主要課題ですとか、施策の方

向性を示しまして、町の施策事業を明記しましたので、こちらを数値目標を16項目設

定しまして、令和８年度までに達成を目指すというものになっております。 続きま

して効果ですけれども、令和４年２月に策定しましてまだ６か月というところですの

で、具体的な効果は把握できておりません。

男女共同参画の関係は以上となります。

〇畠山美幸委員長 次の答弁。

〇馬橋 透地域支援課長 続きまして、コミュニティ再生事業の関係をお答えいたしま

す。

地域コミュニティ20団体の活動ということですけれども、今回20団体と書かせてい

ただいたのですが、１団体のほうが実際に申請を取り下げたという経緯がございまし

たので、正確には19団体となっております。申し訳ございません。内容につきまして

は、令和３年度もコロナの関係で事業等が大分中止になっておりますけれども、基本

、 、 、的には地元のお祭りですとか子ども会 敬老会 それからグラウンドゴルフ等の催し

または公園の整備等、そういったことをやっていただいたことに対して10万円の補助

をしております。そのほかに花いっぱい運動のほうを令和３年度よりこの地域コミュ

ニティの予算の中に組み込みましたので、花いっぱいの事業につきましてもこちらの

ほうで支出しております。コミュニティ事業のほうが105万3,000円、花いっぱい事業

のほうが53万8,000円、合計しまして約204万1,000円となっております。

続きまして、宝くじの助成金の関係ですけれども、こちらにつきましては自治総合

センターのコミュニティ助成事業ということで、10分の10の補助で実施しておるもの

でございます。ですので、250万円ずつの助成がありましたけれども、そちらにつき

ましては、その後の実績報告等を求められておりませんので、町としては具体的な、

この後にこれをやったとかという報告は受けておりません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、男女共同参画のほうから伺いますけれども、こちらは人権

の関係も大いに関わってくるというようなお話の答弁でございましたから、ぜひとも

しっかりと取り入れてもらって、皆が平等に生活ができるということが何よりであり

ますので、そのような方向性でお願いできればということで、分かりました。
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、 、 、それと 内容は今の説明があって 今回まだ始めたばかりということですけれども

この委託の関係で150万円委託料が出ていますけれども、これはどのようなものをつ

くって、どういうような委託の内容だったのかお尋ねをさせていただければと思いま

す。

それから、委員さんについては長年頑張っていただいている方たちが７人という考

え方でよろしいでしょうか。それとも、新しく入れ替わりが時々あるということです

か。それにもう１点は、この前の教育のほうだったと思いますけれども、コロナの関

係、あるいはロシアの関係の、それから外国人がこちらのほうに、日本に入ってくる

ということで、学童ですか、生徒さんが多言語というような形でないと少し言葉のほ

うが通じてこないというようなことで協力もしていただいてと、そのようなお話があ

ったかなと思いますけれども、それだけでは足りないので支援員さんみたいなのを加

配でお願いをするということなのでしょうけれども、この７人の委員さんの中には何

か国語ぐらいがお話ができて、そういうふうに、それは学校だけではなく一般的な家

、 、 、庭も もちろん生徒がいれば家庭もあるわけですし 周りの地域もありますけれども

対応ができるのかをお尋ねさせていただきます。

それと、宝くじの関係なのですけれども、コミュニティの関係は19団体だというこ

とでありましたので、10万円ですか、ということを言ったのか。

それから、花いっぱいがこちらの購入費のほうに入ってきたということですけれど

も、こちらはどこのところを増やして、花いっぱいは58万円でしたっけ、間違ってい

いたらすみません。58万円という答弁だったかなと思ったのですけれども。

〇畠山美幸委員長 53万8,000円です。

〇松本美子委員 53万8,000円ですか、ありがとうございます。これはどちらのところ

に使ったのか、植えたのかお願いします。どこが受けたのかということです。

それから、宝くじの関係なのですけれども、助成金は出して、あとのことはもうそ

この団体さんにお任せで、一切町は管理、関与はしていないというような答弁だった

かなと思うのですけれども、そうしますと、宝の持ち腐れではありませんけれども、

もうちょっと利用がほかのことでできるもので申込みがあれば、そちらのほうへも移

すというような気持ちももちろんあるでしょうけれども、今回はこの２団体ですけれ

、 、 、ども これは今後もこの助成金は出しますけれども あまり関与はしていかないのだ

お任せするのだとかいうような方向性のコミュニティ、宝くじ助成金で、そういう考
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え方でよろしいでしょうか。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、順次お答えいたします。

、 、 。まず 男女共同参画推進事業ですけれども 委託料のほうは今回使っておりません

予算のときには委託をする予定で予算組んだのですけれども、実際には職員のほうで

自作でつくらせていただきました。

続きまして、委員さんの報酬なのですけれども、報酬を払っているのは７人なので

すけれども、実際に委員さんは10人いらっしゃいます。このうち公職者ですので、報

酬を払っていないということで、７人の方にのみ報酬を払っております。この中には

外国人と外国語に精通している方はいらっしゃいません。

それから、コミュニティ事業の花いっぱいの関係ですけれども、こちらにつきまし

、 、ては総額で53万8,000円お支払いしておりますが 今回申請いただいたのは菅谷８区

川島３区、志賀１区、２区、むさし台、平沢１区、鎌形地区、それから将軍沢地区、

吉田２区、それから杉山区、それから太郎丸、それぞれ金額は前後しますけれども、

そこの地区からご要望いただいております。

それから、宝くじの関係なのですけれども、こちらにつきましては、前年度にこう

いった事業をしたいということで、自治総合センター、県のほうなのですけれども、

申込みをします。そちらのほうで採択をされて、翌年に決定しましたという形で助成

金が町のほうに入る手はずになっておりまして、町のほうではこの事業についての採

択には一切関わっていないというか、関われないので、そういった意味では県のほう

から確定でお金が入ってくるような形ですので、その後設置した後には県の職員が来

まして、実際に物を確認作業をしております。それには地域支援課の職員も当然立ち

会うのですけれども、その時点で申込みとその実績が間違っていないかというところ

、 。を県のほうで検証しますので その段階で町の事業としては終了という形になります

以上になります。

〇畠山美幸委員長 答弁漏れがございます。お花の購入先をお願いします。

〇馬橋 透地域支援課長 すみません。花いっぱいの、花の納入先ということなのです

けれども、こちらにつきましては各地区で購入していただいておりますので、町のほ
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うでは指定しておりません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、共同参画の関係なのですけれども、予算書に委託料という

ものが出ていましたので、説明書のほうをよく見たのですけれども、確かに職員さん

がやられたということで載っていなかったのですが、すみません、聞いてしまいまし

て。これは相当なご苦労もあったのだろうというふうに思いますけれども、職員の中

では策定プランを立てるのに、どのようなメンバー、どのような課の方ですか、そう

いう方が入れられて策定プランをつくられたのかお尋ねします。

〇畠山美幸委員長 １点でいいですか。１点ですか。

〇松本美子委員 続けていいですか。

〇畠山美幸委員長 それ１点のみで。

〇松本美子委員 もう１点……

〇畠山美幸委員長 全部言ってください、どうぞ。

〇松本美子委員 地域コミュニティの関係なのですけれども、こちらについては県の補

助だということは、宝くじは承知していたのですけれども、県のほうで確認があった

り、実績の報告書を受けたりするというのは毎年のことですか、これは。年に１回で

すかという意味でお聞きをさせていただきます。

それに、花いっぱいの関係ももうちょっとあるのかなと思ったのですけれども、今

申し述べてもらったのだと、これで19の団体が入って、私のほうが書き損じているの

か分かりませんけれども、10万円前後ぐらいのお花の代金というのですか、そういっ

たぐらいの見積りですか、それとももうちょっと前後していますでしょうか。面積等

もあるかなとは思いますけれども。

以上です。

〇畠山美幸委員長 馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、男女共同参画の関係をお答えいたします。

まず、このプランの策定ですけれども、地域支援課の職員が中心となりまして、庁

内会議というのがございます。そちらのほうに総務課、福祉課、子育て支援課、それ

から保健師さん まちづくり整備課等 こちらメンバーに入っていただいて 総勢10名、 、 、

になるのですけれども、入っていただいて、そちらの方にもご意見当然いただいたり
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して作成をしております。当然審議会もございますので、そういった町外の方からも

ご意見はいただいております。

続きまして、コミュニティ助成金の関係なのですけれども、こちらにつきましては

10月の中旬に埼玉県に申請を出すという手続になっておりますけれども、毎年かとい

うご質問だったかと思うのですけれども、こちらにつきましては希望があった場合に

なります。町のほうでやるということはほとんどないのですけれども、ほかの団体か

らこういったことをやりたいという要望があった場合にはこちらのほうを通して県の

ほうに申請をするという流れになっております。翌年の４月に埼玉県から交付決定通

知が来るというような流れで、要望があった年はやっております。

、 、 、それから 花いっぱいの関係なのですけれども 花いっぱいの関係につきましては

地区のほうからこれぐらい買いたいという、その地区のほうで決めますので、こちら

で平米当たり幾らとか、そういったことではございません。その中には花の苗ですと

か、花いっぱいで使う消耗品等も含めて地区のほうから申請していただいて、その金

額をこちらのほうから支給するという流れになっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私のほうから１点だけお願いしたいと思います。

資料のほうは主要な施策の説明書の56ページです。子育て世帯に対する感染対策等

支援事業ということで、福祉課のほうでは給付金とか支援金とかという形で対象の線

引きがあったりしていたわけですけれども、地域支援課のほうの支援事業に対して、

そういう対象の線引きがあるのか、あったのか、またその支援の内容というものにつ

いてお願いしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、お答えいたします。

こちらの支援事業につきましては感染対策ということがメインでしたので、所得に

よる線引きは行っておりません。内容につきましてですけれども、子ども１人当たり

。 、 、１万円を給付しております 基準日を２回設けまして ９月30日と11月30日の２日間

２回基準日を設けまして、２回にわたって支給しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。



- 76 -

〇犾守勝義委員 一応これも現金の給付という形になっているみたいですけれども、こ

れは要するに地域支援課ということと、福祉課という形の、その違いというのはどう

いう形なのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、お答えいたします。

こちらにつきましては感染対策ということでしたので、当初健康いきいき課でやる

ものかなというふうに考えておりましたけれども、ワクチン接種等が始まりまして、

担当課のほうがかなり忙しかったということで、地域支援課のほうでは特別定額給付

金、こちらをやった実績がありましたので、こちらのほうで事業は引き受けたのです

けれども、いざ実施する場合には早くお届けしたいということで児童手当のデータを

使ったのです。ですので、事業は児童手当の部分につきましては、実際福祉課のほう

で事業をしていただいています。地域支援課のほうでそのデータを使用することがで

きませんでしたので、予算上は地域支援課のほうに全額組みましたけれども、その大

部分は児童手当のデータでプッシュ式で支給しましたので、福祉課のほうで事業をし

ていただきました。地域支援課は公務員の分です。公務員の分につきましてはプッシ

ュ式でできませんので、地域支援課のほうで申請書を受けまして、申請に対して給付

したという流れになっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の39ページなのですが、雑入の広告料97万円の件数を伺

います。

それから、50ページに、情報発信事業事務使用料が令和２年度は59万7,960円で、

令和３年度は76万2,960円になっています。具体的にはどのような発信事業で、件数

が増加したのか、そして発信事業の種類が増加したのか伺いたいと思います。

次は、55ページで、地方版総合戦略検証事業の結果の公表、途中であれしたのです

が、ウェブでやっていると思うのですが、それに対しての反応というのはあったのか

どうか伺います。

それから、主要な施策の55、56ページなのですけれども、公共施設個別施設計画策

定支援業務委託費が合計で1,991万1,650円ですが、３度で業務委託、パブリック・コ

メントマネジメント・コンサルタントに委託していますが、３度の委託になった理由
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を伺います。

それと、主要な施策の59ページです。交通安全対策ですが、交通指導員運営事業で

謝礼126万4,000円ですが、これ高齢の方が多いわけなのですが、世代的にはどのよう

な世代の方がいらっしゃるのか、課題について伺います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから順次お答えいたします。

まず、39ページ、広告料の関係ですけれども、こちらにつきましては、広報が18件

で68万円、バナー広告が45件で29万円となっております。

続きまして、50ページ、情報発信事務事業ですけれども、こちらにつきましては、

差額のほうが16万5,000円になるかと思います。こちらにつきましては、テレビ埼玉

のデータ放送の契約が月に５万5,000円となっておりまして、令和２年度につきまし

ては途中から契約しましたので、その３か月分が差額となっておりますので、内容的

には変わっておりません。

続きまして、55ページの総合戦略検証事業のウェブでの反応ということでしたけれ

ども、公表した後に何らかのご意見いただいたということは記憶しておりません。

それから、続きまして公共施設個別施設計画の関係ですけれども、個別施設計画自

体は２回の委託になっております。まず初めに、これにつきましては前年度繰越明許

ということで繰り越しさせていただいていますので、令和２年度に契約をしまして、

令和２年度中に終わる予定でしたが、学校再編の関係が白紙になった関係で、令和３

年度にずれ込んだものでございますです。ですので、その関係で令和３年度になって

から計算をし直すという作業等が出てきましたので、追加で契約させていただいたの

で、こちらが２回になっております。総合管理計画を含めますと３回の委託というこ

とにはなるのですけれども、個別的計画は２回です。

私のほうから以上です。

〇畠山美幸委員長 安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 私より交通指導員さんについてお答

えをさせていただきます。

まず、世代ということでございます。まず、交通指導員さん、10名いらっしゃいま

す。イベントに特化した方が４名、朝の通勤通学のときにお願いできる方が６名ござ
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います。その10名ということでございますと、60歳代２名、70歳代が７名、ちょうど

80歳になる方が１名ということでございます。

課題ということでございますが、特に朝の６名の方等ですと、もうそろそろ疲れた

ので代わりがいないだろうかという、たまにお話がいただけます。３年の委嘱期間な

のですが、実際年間200日お願いをする形になりますので、やはりもう、１回1,000円

ということでございますので、お金ではなく、使命感ですとかやりがいでこれはもう

やっていただくものだと思っておりますので、簡単に代わりを見つけることができな

いというのが、これが一番の課題かなと思ってございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員、いいですか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 公共施設管理計画改定に伴い公共施設の管理は抜本的に改まるのか伺

います。

それから59ページ、解放同盟の事業内容について伺います。

60ページに防犯対策事業があります。被害の推移、ここ数年の推移と、どんな手口

が、手口というか、内容があったのか伺いたいと思います。

123ページに災害備蓄食糧がありますが、パン1,200食、アルファ米800食というこ

とでありました。今までの備蓄と合わせて何食分になるのか伺いたいと思います。

それから、最後に１の３の消防車庫、アスベストの調査をしたということが書いて

ありました。アスベスト、あったのでしょうか。あったとすれば、きちんと解体され

たのか、処理されたのか伺いたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから公共施設総合管理計画の関係をお答

えいたします。

改正をして抜本的に改まるのかというご質問なのですけれども、平成28年度に策定

したものでも、基本的な方針というところに「計画的に長寿命化を図るとともに、施

設の適正化や複合化の検討、利活用を行っていく必要があります」というふうにうた

っています。今回作成したものも「公共施設の機能、在り方について検証し創造して
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いく」という文言入っておりまして、基本的には変わっていないというふうに考えて

おります。ただし、その施設の、平成28年につくったもののときは、建物を建て30年

経過したところで大規模改修を行って、60年のところで新しいものに取り替えるとい

うような考え方のみで検証しておりましたけれども、今回はそれに加えて長寿命化を

したらどうかというところと、このまま何も施さずに建て替え、ただ更新をするとい

う、この３つの観点で計算等しておりますので、そういったところでは進歩があった

かなというふうに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 私からは残りの４項目についてお答

えをさせていただきます。

まず、59ページの解放同盟の事業内容についてということでございます。こちらに

つきましては、補助金を交付している嵐山支部ということでお答えをさせていただき

ます。嵐山支部の事業はということでお答えさせていただきますと、主に埼玉県連合

会及び比企郡市協議会というのがございます。嵐山、東松山、小川、吉見町、こちら

で組織している比企郡市協議会というのがございまして、こちらの事業に参加をする

というような形の事業が多いように見受けられます。

続きまして、防犯対策事業につきましてお答えをさせていただきます。

被害の推移と内容ということでございますが、今年犯罪という意味では、残念なこ

となのですが、増加傾向にございます。まず、刑法の認知総数ということで警察の資

料等を確認しますと、昨年の１月から６月と今年の１月から６月ということで比較を

しますと、昨年の上半期では46件に対して今年は69件ということでございますので、

増加傾向にございます。ぱっと見ますと、侵入窃盗ですから、空き巣なのですか、こ

ちらが多いように見受けられます。それともう一点ですと、振り込め詐欺が、今年は

。 、 、嵐山町は残念なことにかなり多うございます 昨年は全体で これも暦年なのですが

令和３年は全体で２件、650万円という被害がございました。今年は、まず１月から

６月までで３件の980万円の被害、ここで終わらずに、新聞や警察のホームページを

見た限りなのですが、８月に２件、振り込め詐欺がどうもあったようです。300万円

と200万円の被害でございます。特に直近ですと８月30日ということで、先週の火曜

日にどうも被害があったようで、新聞等にも載ってございました。新聞以上のことは
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警察のほうも教えていただけませんので分からないのですが、そうしますと今年８か

月で５件ということですので、振り込め詐欺が今年はちょっと多いなというのが現状

で、あとは全体に犯罪が今年は増えております。

続きまして、備蓄食糧についてお答えいたします。

昨年度の2,000食と合わせて現在どのぐらいあるのかということでございます。今

日時点ということでまずお答えさせていただきますと4,574食でございます。こちら

は委員さんご承知だと思うのですが、今新型コロナウイルスの自宅療養者用に備蓄食

糧のほうを提供してございます。こちらが本来今の時点で賞味期限がありまして、備

蓄をされておるべきなのですが、自宅療養者向けでかなり出しておりますので、その

数が2,880食出しております。ですので、私どもで言う本来では7,454食あるべきなの

ですが、現状では4,574食ということでございます。

続きまして、１の３消防車庫のアスベストにつきましてお答えをさせていただきま

す。

、 。 、アスベストの調査につきましては ３検体行いました この３検体につきましては

アスベストはありませんでした。ただし、委託業者さんにまず見ていただく段階で、

消防車また人の出入口のところの軒の天井にある石膏ボードが、これはもう見るまで

もなくアスベストですというふうに言われてしまいました。調査をしてもしようがな

いのではないかという形で、もうそこまでお話をいただいてしまいましたので、そう

いう意味ではアスベストはございました。レベル３という意味で、一番低いものだっ

たのでよかったのですが、アスベストございました。もうそこで分かりましたので、

設計の段階からアスベストがこれだけの量あります、特別な解体と特別な処分が必要

ですということで、そういう形でも発注をしてございますので、資料によりますと、

群馬県にあります専用の処分場のほうに運んでいただくことで報告書もいただいてお

ります。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。施設聞こうと思ったのだけれども、いいです。

振り込め詐欺が増えていると、これ決算ですので、今年のはいいのですけれどもと

いうか、ただ困ったことですよね、これね。これどうしようかな、総括でやろうかな

と思ってちょっとまだ悩んでいるのですが、分かりました。これはいいです。
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備蓄は、そうするとコロナの感染者に食べてもらっているということで、それはそ

れで結構なことです。ただ、何か災害が起きたときには足らなくなってしまうという

ことであるわけですね。この対応は、この1,200食と800食だけでは駄目なわけわけで

すから、きちんとされているのかどうか伺いたいと思います。

、 、それから アスベストの関係できちんと処理されたということでおっしゃったので

どこに処理したのかなってところまで聞こうと思ったのですけれども、答えてもらい

ましたので、群馬県のアスベストを処理する会社に処理をしてもらったということで

あるわけですね。そういうことで、解体費用が建設費用より高くなっているというこ

とで理解してよろしいのでしょうか。ちょっとこれ確認です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

安藤副課長。

〇安藤浩敬地域支援課人権・安全安心担当副課長 それでは、備蓄食糧についてお答え

をいたします。

現在、今日時点で4,574食でございます。町の防災計画では約１万1,700食というこ

とになってございます。それは避難者数から4.5日ということになってございますの

で、かなり少ない形になってございます。もちろんこちらはコロナの臨時交付金の該

、 、 、当にこの備蓄食糧はなりますので まずそのお金を充当して 町の単独費ではなくて

やっぱり有利にという思いが私どもありますので、ぎりぎりまで総務課にお願いをし

て待っているという形で、単独ではなく臨時交付金を使わせていただきたいという形

で待っているところでございます。

今実際にどう起きたときというのは災害協定等を結んでおりますので、そちらのほ

うをある程度頼ったり、花見台の工業団地の中で食料品の会社等ございます。協定と

いう形で結ぶにはなかなか相手さんもいらっしゃるので難しいのですが、いざとなっ

たときには協力するよという形でのお話等もいただいてございますので、そのときは

そういったところを頼りながら、少なくとも今年度中にはそれなりの量が回復できる

というふうに思ってございます。

続きまして、アスベストにつきましてお答えさせていただきます。

アスベストにつきましては、レベル３ということでしたので、一番費用のかからな

い形でしたので、アスベストですごくかかったということではございません。アスベ

ストの処理がかなり占めたということではございません。これは参考なのですが、も
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しそこそこのが出たらプラス1,000万円ってまず業者さんに言われまして、本当に出

ないことを祈っていたのですが、アスベスト出なかったので、この工事費にアスベス

トがすごくということではないという形でお答えさせていただきます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。アスベストの件ですけれども、そうすると、何で建築費

より1,000万円も高くなっていた 建築費はたしか3,100万円ぐらいで 解体が4,100万。 、

円ぐらいではなかったですか。そうですね。それは、では何が一番大きかったのです

か。アスベストの処理が一番大きかったのでと思っていたのですが、伺わせてくださ

い。

〇畠山美幸委員長 馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 解体の費用なのですけれども、4,000ではなくて410万円にな

ります。ですので、当然建設費のほうが高くなっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑が終わりましたので、地域支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

入替えのみです。暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ２時１４分

再 開 午後 ２時１５分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、町民課に関する部分の質疑になります。

１番目の質問は藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 それでは、私のほうは決算書でいいますと114ページの後期高齢者医

療事業費の中の委託料です。委託料の中で不用額が299万1,777円ありますので、この

委託料、不用額の内容と理由をお聞かせください。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

令和３年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、集団がん
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、 、検診が中止になりまして あと健康診査の受診者の数も減少したことになりますので

その辺予算のほうはそのまま、ほかの人間ドックですとか個別のがん検診等もござい

ますので、減額にしなかったため、この額が不用額になったということになります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 そうしますと、項目ではなくて、件数が減ったというふうな理解です

か。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

健康診査の受診人数は前年度に比べまして若干は増えたのですけれども、費用額の

ほうとかも令和３年度に関しましては、コロナの拡大前に比べますと受診の人数のほ

うも減っておりますので、それで令和２年度、３年度と不用額のほうが出た次第でご

ざいます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 続きまして、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、主要な説明書ですけれども、23ページになりますが、使用

料及び手数料事業というところでございます。まず、こちらにつきましては、戸籍住

民基本台帳の弁護士などの８士業者が取得をできるわけですけれども、その件数、あ

るいは個人的に取得をした件数も主要な説明書にも載っておりましたけれども、この

中で分けていただいて、８士業者の件数がどのくらいで、あとは個人がどのくらい取

ったのかということをまずお尋ねし、個人もそのとおりお願いします。

〇畠山美幸委員長 柳澤副課長。

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、戸籍住民基本台帳の弁護士などの

８士業者取得件数についてお答えいたします。

令和３年度戸籍謄・抄本の取得件数は、弁護士138件、司法書士288件、行政書士

118件、土地家屋調査士４件、税理士６件、弁理士業務用４件、合計558件です。

住民票の取得件数は、弁護士81件、司法書士124件、行政書士71件、土地家屋調査

士５件、税理士４件、社会保険労務士３件、弁理士業務用３件、合計291件です。

個人の取得件数につきましては、戸籍謄・抄本の全体から職務上の件数を引いた額

になりまして、そちらについては2,768件、住民票の取得件数につきましては、全体
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から職務上の件数を引いた件数になりますので7,455件になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 細かくすみません、ありがとうございます。そうしますと、こちらの

件数の中で８士業者の取得のできる方たちが大体の件数を占めているということにな

ります。そうしますと、この方たちは他人の戸籍やなんか、住民票も取れるわけです

よね。それを取って、悪く使えば転売もできるわけですけれども、そういったケース

を嵐山町はまずは水際対策というようなことできちっと対応をしていると思うのです

、 、 。けれども どのような対応をし この８士業の方たちに交付をしているのでしょうか

それから、個人のほうは結構です。

〇畠山美幸委員長 贄田町民課長。

〇贄田秀男町民課長 お答えいたします。

今不正があった場合ということで、もし仮に職務上請求用紙を偽造して戸籍謄本等

を取得した場合というような事件があった場合にはそこの機関の職務上請求を全部チ

ェックしまして、嵐山町でもし該当者がいれば、その人に実施要項に基づいて連絡を

して確認をしてもらうと。今までそれないですけれども、そういうふうな対応をして

おります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 ないことにこしたことはなく、嵐山町では今現在では悪徳に使ったケ

ースは見受けられないと、そういうことでよろしいですか。そうしますと、まず戸籍

などをその業者の人が取りに来たときには証明書ではないですけれども、そういうも

のを提示して、それから職員さんは関わっていくのではないのですか。そこで水際と

いうことを使ったのですけれども、そこがなければストレートに出してしまいますよ

ね。ですから、そこのところの対策は受付のところできちっと対応を前はしていたと

いうふうに伺いましたけれども、今でも続いているのでしょうかという聞き方のほう

がいいでしょうか。お願いします。

〇畠山美幸委員長 柳澤副課長。

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長 それでは、水際対策についてお答えいたしま

す。
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職務上請求で窓口にそういう資格の方が来られた場合は、専用の申請書もあるので

すけれども、必ず資格証の確認もいたしまして、窓口とその方がきちんと同じ人であ

るか確認いたして交付しております。また、郵便請求で職務上の請求があるケースも

あるのですけれども、そのときも必ずその資格証のコピーしたものを同封して申請し

ていただいておりますので、そういう資格がない方に不正に交付してしまうというこ

とがないようにこちらでも努めております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の76ページから77ページになるのですけれども、令和２

年度までは年金の受給者の状況について掲載されていたのですけれども、これは後期

高齢者、団塊の世代が後期高齢に入ったのが令和２年から入っているのですか。そう

するとこれがあったほうがいいかなと思っていたのですけれども、この掲載しなくな

った理由というのは、国民年金法施行システムの改修によってそういったことが公表

されるシステムというものがなくなったということなのか、その点について伺いたい

と思います。

それともう一点 66ページになりますけれども コンビニ交付サービス事業の138万、 、

8,112円、委託料が138万8,112円、負担金が69万963円ですけれども、令和３年度のコ

ンビニ利用者数と件数はどのぐらいになって、１件当たりの経費はどの程度になるの

か伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 では、最初の質問からお答えいたします。

今回のシステム改修ですけれども、税制改正に対応するためのものでありまして、

年金受給者の状況について、もともと町に直接公表されるシステムというのはござい

ませんで、年１回年金事務所のほうから送られてくる資料を基にうちのほうで数値を

まとめて作成しておりましたので、表の掲載につきましては直接支出に関わらないと

いうことで総務課のほうとも相談しまして、掲載のほうの見直しをさせていただいた

ところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 柳澤副課長。

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長 私のほうからはコンビニ交付サービス事業の
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令和３年度のコンビニ利用件数についてお答えいたします。

令和３年度の利用件数は 税証明68件 住民票833件 印鑑証明620件 合計1,521件、 、 、 、

でございます。また、そちらに伴う金額につきましては、手数料17万7,957円、委託

料138万8,112円、負担金69万963円、合計225万7,032円が１年間にかかったコンビニ

交付サービス事業費でありますが、これを利用件数で割りますと、１件当たりの経費

は1,484円となります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ここのところ、何回か見ていると支出に直接関係ないから掲載しな

いということをなさっているようなのですが、状況を見るためには必要なのですが、

そこのところは支出と関係なければなくしていくという方向性というのはどこで決ま

っていくのか伺いたいと思うのです。

〇畠山美幸委員長 贄田町民課長。

〇贄田秀男町民課長 この施策を作成するに当たりまして、この後特別会計の部分でも

直したところがあるのですけれども、よく議員さんから聞かれるような人数とか、そ

ういうのを新しく加えたり、逆に今回のこの年金のところは省略をさせていただいた

のですけれども、総務課が担当ですので、話合いをさせていただきながら見直しを図

らせていただいております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 見直しって分からないのですけれども、推計値というのをずっと毎

年毎年のを出しているのです。その変化が分かってくるので、そういったものの変化

というのは担当課ではそれぞれのものというのは必要ないということなのかな。今回

見ていると何回かこれが出てくるので、と思うのですけれどもいかがなのでしょう。

考えていただければいいのかもしれないけれども、ちょっとなと思って気になったの

で。

〇畠山美幸委員長 お答えになれますか。

高橋副町長。

〇高橋兼次副町長 私のほうからお答え申し上げたいと思います。

詳細については私も承知していないところもございます。ただ、今委員さんおっし
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ゃるように必要なものとあるとすれば、それはやっぱり何らかの形でお示ししたほう

がいいのかなというのは基本的に考えております。したがって、今後どうしたらいい

かというのは改めて検討していきたいというふうに思っています。

〇畠山美幸委員長 次に、川口委員。

〇川口浩史委員 ページでは77、78なのですけれども、そこは後期医療の医療保険のと

ころです。当初予算には高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施というのが書いて

あったのです。ここの主要な施策ではそれが消えているので、あまりうまくいかなか

ったのかなというふうに思います。その上で成果と、そのうまくいかなかったその課

題というのはどういう点なのか伺いたいと思います。

、 、また そこのところに会計任用職員の報酬額が当初より増えているのですけれども

それ理由を伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

この高齢者の保健事業と介護予防の一体化につきましては、事業の企画調整や分析

を行う専門職のほうを長寿生きがい課のほうに配置しまして、医療機関への受診勧奨

ですとか、フレイル予防のための事業として令和３年度の８月から３事業実施いたし

ました。

まず１つ目ですけれども、健康状態不明者対策事業、前年度の後期高齢者の健康診

査未受診者かつ医療機関の未受診者に対して行った事業でございます。対象者は94名

に対しまして通知を発送しました。実施できた件数が91名、そのうち医療機関のほう

を受診していただいた方が７名おりました。

２つ目ですけれども 体重を増やそうプロジェクトに関しましては ＢＭＩが18.5未、 、

満、または前年度比２キロ以上の体重減少がある方を対象にしまして、対象者が46名

おりました。その中から13名の申込みがありまして、最終まで実施できた方が12名お

りました。その中でこの結果、体重が増えた方が10名でありました。

３、最後の憩いの場における管理栄養士等の派遣についてですけれども、自主的に

活動している通いの場のほうを対象としまして、医療専門職の方を派遣して、その自

主グループが今年は６地区ございまして、１か所に対しまして年２回ずつ巡回し、フ

レイル予防ですとか、健康教育、健康相談のほうを実施いたしました。その中で見え

てきた課題ですけれども、やはり今回健康状態不明者の中から７名だけでも健康診査
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の受診が増えたというのは大きい結果だったと思っております。今後はその把握した

健康状態の中から生活習慣の維持、向上のために継続支援を実施しながら、必要に応

じて医療の受診勧奨とか、健康診査の受診率のアップへとつながっていければいいの

ではないかと考えております。

会計年度任用職員の報酬の件ですけれども、この事業を実施するに当たりまして管

理栄養士を１名雇用した分になります。令和３年の８月から週２回６時間ということ

で来ていただいた分になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。７月までは町民課でやっていたということなのですか。

８月からは長寿に移管したという理解でよろしいのですか。そうではない。ちょっと

意味が、８月、長寿に移管した云々と言っていたので。それで、だったらなかなかい

い結果を出しているなというふうに聞いていて思ったのですけれども、これ堂々とこ

ういうことがありましたというのを書いていったほうがいいと思うのです。当初にあ

って、これやった結果が決算にはないというのは。やっぱりいい結果出しているので

すから、きちんと書いていったほうがいいと思うのですが、その点も伺いたいと思い

ます。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

その事業の展開としまして、実際的にうちのほうでその事業を行っているわけでは

ございませんで、後期のほうで予算をうちのほうで持っているような形になっており

まして、実際の事業では長寿生きがい課のほうが中心となってやっていただいており

ますので、８月からその事業が開始されたという形になっておりますというのが内容

でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうすると、長寿のほうにこれは載っているのですか、一体でやりま

したというのは。それは分からない。長寿に聞かないと分からないですか。

〇畠山美幸委員長 分かりますか。

吉田副課長。
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〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 ４月から事業をやっているかということでよ

ろしい……。

〇川口浩史委員 ほうに載っているかということ。分からないか。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 いいですよ。分からないみたいだから。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 長寿のほうで一体化のものはまとめたものが

ございますので、ちょっとこのどこに載っているか今答えられなくて申し訳ございま

せんけれども、まとめてはございますので。

以上です。

〇畠山美幸委員長 以上で質疑が終わりましたので、町民課に関する部分の質疑を終結

いたします。

暫時休憩いたします。２時50分までといたしたいと思います。

休 憩 午後 ２時３６分

再 開 午後 ２時５０分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

本日最後の課は福祉課でございます。福祉課に関する部分の質疑につきまして、松

本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、２問質疑させていただきます。

まず、主要な説明書でございますけれども、70ページです。こちらにつきましては

補装具の給付事業というのがありますけれども、そちらで41件あったということで、

金額的には621万円ほどなのですけれども、これは決算のほうですね。予算のほうで

は406万円ぐらいだったのですけれども、こちらに対しまして、この金額の差がかな

り多いということですけれども、この申込みの関係は、申込者には全員が給付できた

のか、あるいはどこまで答えてもらえるか分かりませんけれども、年齢別には大人だ

か、子どもだか、そんなくらいのところまで答えていただければありがたいと思いま

すけれども、お願いをします。

もう一点は、障害者生活支援事業なのですけれども、こちらにつきましては重度の

身体障害者の方が訪問入浴サービスを受けているわけですけれども、こちらではこの
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内容と実施の現状ということでお尋ねをさせていただきます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 それでは、補装具の関係でございます。委員さ

んのご質問でございますが、おっしゃるとおり当初予算に比べまして決算額、増額し

てございます。これにつきましては、申請がございました方の給付の金額等を加味し

まして補正を組ませていただいて対応しているところでございます。

なお、年齢でございますが、まず18歳未満の方、全体の41件の支給給付の件数で分

けますと 18歳未満の方で18件 それから18歳以上64歳未満の方で13件 それから65歳、 、 、

以上で10件という形でございます。

なお、申請いただいた方、全ての方に対応をさせていただきました。

それから、すみません、入浴サービスのほうもよろしいですか。

〇畠山美幸委員長 はい、どうぞ。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 入浴サービスにつきましては、内容といたしま

しては、肢体不自由の身体障害者の方で、肢体不自由の１級及び２級の手帳をお持ち

、 、 、の方で 家庭において入浴することが困難な方 加えまして介護保険の２号の要介護

あるいは要支援の認定を受けていない方を対象としてございます。昨年度の実績につ

きましては１名の方の利用で、回数としましては19回訪問入浴のサービスを提供した

ところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 補装具の関係なのですけれども、人数的には分かりましたけれども、

この予算のときには、決算の金額までは申込者なり、種類なりというのですか、がい

ないだろうということで406万だったということですか。決算で621万ですか、なって

いるようですけれども、これはもう一度すみませんが、どういう理由でこれだけの金

額が件数的に修理代とか件数、新しい方というか、そういう方が増えたのかどうかと

いうことを聞きたかったのですけれども。

それから、入浴のサービスの関係ですけれども、こちらにつきましては該当者が１

人だということではなく、１人だけが利用して19回利用したという解釈ですか。それ
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で、これは年間で何回とかって決められているのですか。障害者の手帳がある人、要

介護５までの方ということの決まりはあるようですけれども、そこのところをもう少

し細かく教えていただければと思います。

〇畠山美幸委員長 太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 補装具でございます。補装具に関しましては、

当初予算を積算する際には前年度の状況を加味します。特に18歳未満の方におきまし

てはお子様でございますので、年齢が12歳未満なのか、12歳以上なのか、それは成長

の度合いという部分でございます。例えば車椅子を作製するに当たっても、８歳で作

った方がそのまま12歳以降で体格が大きくなって使えないという状況がございますの

で、比較的その児童に関しましては次年度、申請が上がってくる可能性のあるケース

について担当から状況を聞き取り、予算計上するよう指示をしてございます。ただ、

やはりお子様でございますので、例えば特別支援学校等を通学している中で装具関係

なんかも使用頻度が非常に高くなってございますので、そういった部分で修理が必要

になるとか、あるいは年度の途中でちょうど成長の度合いでサイズが合わなくなると

か、そういったことはございますので、その都度その状況を見て対応させていただい

ているところでございます。逆に成人、18歳以上の大人になりますと、成長も一定程

度もう止まってしまいますので、先ほど申し上げた車椅子等は一度交付をして耐用年

数の範囲で、例えばどうしても再交付をしなければいけない状況であれば改めて同じ

車椅子をお出ししますし、その間に修理が必要であれば修理という形で対応している

というのが実態でございます。

それから、訪問入浴の関係でございますが、こちらにつきましては対象で申請をい

ただいた方が１名でございます。当初予算上で見込んでおりましたのは２名の利用を

見込んでおりましたが、実際にその申請をされた方は１名という形でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 いいですか。

次の質問者、犾守委員、どうぞ。

、 、 、 、〇犾守勝義委員 私の質問は資料の主要な施策の説明書で言うと73ページ 82 83 84

85ページということになります。今回質問しようというふうに考えたのは、この際支

援金とか給付金、令和３年度どういったような形で、どういう内容で、どういう対象

者でというのを整理しておきたいなということでこういうふうに並べさせていただき
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ました。

まず１つは、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金事業ということで、対象者

は986人、そのうち子育て世帯、ひとり親世帯の方は何人いるのかなということ、ま

ず１つこれをお願いしたい。

それから、次はひとり親家庭臨時特別給付金事業、対象家庭と、当然これは対象家

庭というのはひとり親ということで大体分かるのですが、その給付内容です。

それから、児童手当特例給付支給事業、これは被用者というのと、非被用者という

のがあると。大体調べて内容的には分かってはいるのですけれども、それをきちっと

聞いておきたい。それから、支給児童数が延べ人数になっているので、それを実人数

で把握しておきたいということです。特例給付支給者の人数も実年齢できちっと知っ

ておきたいということです。

それから、子育て世帯応援給付金事業、対象世帯とその線引き、応援給付の内容、

それから子育て世帯生活支援特別給付金事業、これも同じように対象世帯とその線引

き、生活支援特別給付金の内容、それから子育て世帯への臨時特別給付金事業、対象

者とその線引き、臨時特別給付金の内容ということでお答えいただいて、再質問はな

しというふうに私は考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 臨時特別給付金事業でございます。まず、住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業でございますが、この給付金自体は世帯

全員が非課税の場合に世帯主に対して支給されるものでございます。子育て世帯ある

いはひとり親世帯としての区分で対象者を抽出しておりませんので、把握がしており

ません。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

、 。〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは 私から順次答えさせていただきます

まず、ひとり親家庭臨時特別給付金事業の対象家庭と給付内容でございます。対象

家庭につきましては、令和４年１月１日現在、児童扶養手当の受給者でございます。

給付内容といたしましては１世帯５万円、加算として第２子がいる場合には５万円の

、 。加算 第３子以降については７万円の加算ということで給付をさせていただきました
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続きまして、児童手当特例給付支給事業の被用者とは、非被用者とは、あと支給児

童数の実人数ということでございます。児童手当の支給区分につきましては、加入健

康保険に基づく年金で区分されておりまして、被用者については主に厚生年金の被保

険者、非被用者は国民年金の被保険者ということになっております。支給児童実数で

、 。 、 、ございますが まず３歳未満のお子様でございます 被用者が176名 非被用者が26名

小学校修了前の児童につきましては、被用者が794名、非被用者が194名、中学校修了

前の児童数が、被用者が278名、非被用者が67名、このほかに特例給付といたしまし

て、被用者が56名、非被用者が10名となっております。

、 。続きまして 子育て世帯応援給付金事業の対象世帯と線引き給付内容でございます

対象世帯と線引きでございますが、令和３年の１月分の児童手当受給者のうち公務員

世帯について支給をしました。給付内容としては児童１人当たり１万円となっており

ます。この応援給付金につきましては、児童手当受給者については令和２年度の３月

に積極的支給ということで既に支給しておりますので、令和３年度に支払ったのはあ

くまでも公務員世帯分のみを支給した形になります。

続きまして、子育て世帯生活支援特別給付金事業の対象世帯と線引き給付内容でご

ざいます。対象世帯につきましては、令和３年４月分の児童手当受給者のうち令和３

年度の課税が非課税世帯及び高校生のみの世帯のうち非課税世帯または家計急変世帯

というのが対象世帯でございました。給付内容につきましては、児童１人５万円でご

ざいます。

続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金事業の対象世帯とその線引き給付内容

でございます。対象世帯につきましては、令和３年９月分の児童手当受給者でござい

ます。それと、あと令和４年３月31日までに生まれた児童で、児童手当の支給対象の

児童となっております。あと公務員世帯、高校生のみ世帯も対象となっております。

、 、 、給付内容は １人当たり先行給付として５万円 追加給付として５万円ということで

嵐山町につきましてはこの追加給付、先行給付、一度に10万円を支給しております。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 私は80ページです。ここのところのひとり親家庭医療費給付事業、扶

助費、登録者数が130人と、前年比で81人の減となっているのです。その辺の理由に

ついてお聞かせいただきたいと思います。



- 94 -

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 お答えいたします。

ひとり親家庭の登録者数が減ったというご質問でございますが、令和３年10月より

こども医療費の給付対象を18歳まで拡大いたしました。これによりひとり親家庭医療

費の受給者の子ども分がこども医療費の支給対象に移行した関係で年度末登録者数の

減少が主な理由となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 そこの拡大部分があったので相当数減ったということなのですけれど

も、そうすると令和３年とその令和４年のいわゆる給付金の対象になる人数そのもの

というのはほぼ前年並みで、ある程度改善傾向にあったとか、横ばいだったとか、そ

の辺については担当課としてはどのように捉えていらっしゃいます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 主にこれといった特別な理由で減ったり増えた

りというのはないと思いますが、ひとり親家庭につきましては対象年齢、子どもの年

齢が18歳になっておりますので、お子様が当然18歳を過ぎればこの支給対象から外れ

るような形になります。また、転出だったり、あとは婚姻によってひとり親家庭でな

くなったりした場合には当然この支給対象になりますので、そういったところの増減

はあるかと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは５点ほどあります。

まずは、決算書の98ページ、説明でいきますと69ページですけれども、社会福祉総

、 、 、 、務費ですか ここの委託料 交付金 それから扶助費のいわゆる不用額になった理由

内容ですね、お聞きします。

それから、決算書の103ページです。生活サポート事業費の補助金についてですけ

れども、この状況について、令和３年度の状況について、人数は説明書で出ておりま

したけれども、事業者がたしか増えたかなと思うのですけれども、その辺の変化等お

聞かせください。

それから、決算書の116ページ、これは児童福祉総務費、この中の委託料、それか
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、 。ら扶助費がやはりこれも不用額がありますので その内容と理由をお聞かせください

それから、決算書の124ページ、これは児童措置費、この委託料交付金、扶助費の

不用額がありますので、その内容と理由をお聞かせください。

それから、決算書の126ページ、これは保育所費ですけれども、交付金です。ここ

にも不用額がありますので、それについて内容と理由をお聞かせいただきたいと思い

ます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を順次いただきます。

太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 それでは、お答えいたします。

まず、社会福祉総務費の関係でございます。委託料からでございますが、事業とし

ましては７の地域ふれあい事業、こちらが利用回数の減少に伴いまして不用額が出て

ございます。地域ふれあい事業につきまして不用額10万4,000円という形でございま

す。

14の障害者生活支援事業でございますが、こちらの委託料では、主に訪問入浴サー

ビスの部分で利用回数と、それから利用の人数が少なかったことで不用額が出ており

ます。約66万円ほどでございます。

それから、住民税の非課税世帯事業でいくと20事業でございますが、こちらの電算

委託料の部分がシステム改修等で当初の予定していた金額よりも少なく事業が実施で

きましたので、その分で120万ほどでございます。

それから、18の負担金補助の関係でございます。まず10番の補装具給付事業でござ

いますが、申請が予定されていた方が年度内に申請が上がらなかった関係で、その分

で77万ほど不用となってございます。

また、12の自立支援医療給付事業でございます。こちらは障害者または障害児にお

ける更生医療、育成医療に関する給付でございますが、医療費の関係でございますの

で当初見込みをしておりました金額に対しまして実績が少なかったということで

380万ほど不用となってございます。

それから、14の生活支援事業でございます。こちらにつきましては、主にはこの地

域生活支援事業の中で障害児・者の日常生活用具の給付を実施してございますが、こ

ちらは当初の見込みに対しまして決算額が34万ほど少なかったので、その分が不用と
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なってございます。

それから 18の地域福祉人材育成事業でございます こちらにつきましても当初50万、 。

円の見込みでありましたが、申請がいただけた方につきましては11名ということで金

額として33万円でございましたので、17万円の不用額となってございます。

それから、19の扶助費でございます。扶助費につきましては、11事業の介護給付・

訓練等の給付事業でございます。こちらにつきましても当初というか、予算の見込み

に対しまして実績が下回りまして743万ほどの不用額となってございます。

また、13事業の重度心身障害者医療費支給事業でございます。こちらは当初の予算

に対しまして実績が3,726万1,000円ほどでございましたので、約520万6,000円の不用

額となってございます。

続きまして、14の障害者生活支援事業でございます。この中の地域生活支援事業と

いうことで、主には福祉タクシーの利用料の助成、あるいは移動支援事業等の事業を

こちらで歳出してございますが、特に福祉タクシーの利用の件数が予算よりも少なか

ったというところでございまして、全体としてこの地域生活支援事業として143万

3,000円が不用となってございます。

続いて、同じ14の中で在宅重度心身障害者手当でございます。こちらにつきまして

も当初の見込額に対しまして実績が939万5,000円ということで、30万1,000円が不用

額となってございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、決算書の116ページの児童福祉総務

費の不用額の内容でございます。

12節委託料につきましては、学童保育室の指定管理委託料で464万1,455円の不用額

が主な内容となっております。

19節扶助費の不用額でございますが、こども医療費給付金555万6,560円及びひとり

親家庭医療費給付金63万3,034円の不用額が主な内容となっております。

続きまして、児童措置費の不用額でございます。12節委託料につきましては、子ど

ものための教育・保育給付事業の認可保育園への委託料で702万1,820円の不用額が出

ているのが主なものになります。

18節負担金補助及び交付金の不用額ですが、子どものための教育・保育給付事業の
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地域型保育給付費で325万3,072円、子育て世帯生活支援給付金事業で270万円、子育

て世帯への特別給付金事業で1,480万円が主な内容となります。

19節扶助費ですが 子どものための教育・保育給付事業の施設等利用給付費で325万、

3,072円が不用額となっております。

続きまして、保育所費の不用額でございます。保育所保育事業の保育士宿舎借り上

げ支援事業補助金239万9,000円、障害児保育対策事業費補助金89万9,800円が主な内

容となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 回答の順番が前後してしまいまして申し訳ござ

いません。

続きまして、生活サポート事業の補助金の状況でございます。生活サポート事業補

助金について、令和３年度は５つの事業所の利用がございました。利用時間数としま

しては延べで1,371時間の利用ございました。令和２年度に町内に１事業所を新たに

設置されましたが、令和２年度では事業所のほうの利用はなく、令和３年度になりま

して、その事業所も含めた利用が行われている状況でございます。５つの事業のうち

２つの事業所は町内の事業所でございます。

生活サポート事業については以上でございます。

続きまして、３の２の１の12及び19の不用額の関係でございますが、19の扶助費の

部分、社会福祉のほうの担当でございますので、お答えいたします。

児童福祉総務費の中で19扶助費で障害児の通所支援事業でございます。こちらにつ

きましては、当初予算に対しまして決算額が下回りましたので、不用額としましては

284万9,000円ほどが不用額となってございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 １つは社会福祉総務費の不用額の関係なのですけれども、社会福祉の

関係、要するに98ページの関係。先ほどの中で見込みに対して実績が少なかったと、

実績がそこまで行かなかったということなのですけれども、これはあれですか、人数

との関係、それから申請がなかった。要するに対象者が一定数予想されるのに、そこ

から申請が来なかったという状態があったのか。その辺のもう少し詳しい状況をお聞
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かせ願えればなと思うのです。

児童福祉、それから児童措置費の関係ですけれども、これも同じようなことなので

すけれども、全体でそのように該当人数が当初より違っているのか、それとも１人当

たりの金額、それは恐らくないと思うのですけれども、人数がそれだけの申請なり、

当初の見込みより少なかったと。その辺をもう少し詳しくお聞かせください。

それから、保育所費、これもそれが不用額になっているのは当然その金額が出てお

りますので、その内容というか、理由というか、それをもう少し詳しくお聞かせくだ

さい。

それから、生活サポートのほうなのですけれども、これは前年よりは件数、利用者

数は令和２年度と３年度より増えているというふうに、その辺の状況についてお聞か

せください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 社会福祉担当の社会福祉総務費の関係でござい

ます。見込みに対しての利用が少なかった等で不用額というお話でございますが、も

、 、ともと扶助費のほうでいきますと 介護給付・訓練等給付費は補正をしていきまして

最終的に３億7,450万ほどの予算額となってございますが、こちら月当たりの平均的

な請求額でいきますと3,059万ぐらいの金額が毎月事業所から請求が上がってきてご

ざいます。ですので、ぎりぎりと言ったら変ですけれども、不用額となってございま

すが、おおむね見込んだ金額に近づいた事業は実施できたと解釈をしてございます。

医療費関係につきましても、どうしても自立支援医療なんかですと更生医療、いわゆ

る人工透析でございまして、主立ったものが人工透析でございまして、こちらにつき

ましても入院治療の件数が多かったのか、あるいは外来のほうで金額が多かったのか

というところがその年度ごとによって多少違いますので、そういった意味では自立支

援医療につきましては見込みに対してある程度、そのとおりの事業が展開できたこと

を感じております。委託料での部分でいきますと、一番最初にお答えしました地域ふ

れあい事業などは嵐山郷さんに委託をして実施しているところなのですが、令和３年

度は、まず４月から11月までがコロナの関係で受入れができないという状況が続きま

。 、 、 、 、した 12月から再開をしたわけなのですけれども 12月 １月利用までで また２月
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３月が利用不可ということになりまして、予算上は12月で若干減額の補正をさせてい

ただいたのですけれども、３月で補正の減をしたのですけれども、２月、３月の利用

中止分は見込めなかったので、その分が不用額として出てしまっているという状況で

はございます。したがいまして、おおむね大きい金額のものにつきましては利用の状

況を達成したけれども、もともとの予算額が大きいものですから、そこと比較します

とおおむね98％とか、そういった執行率になっているところでございます。

それから、生活サポートでございますが、生活サポートにつきましては、先ほど利

用時間を申し上げましたが、令和２年度の利用時間は1,058時間でございました。運

営費の補助金に関しましても令和２年度は201万200円、令和３年度は260万4,900円、

事業所に対する運営費補助の部分だけなのですけれども、双方を比べまして対令和２

年度でいきますと29.5％の増という形にはなってございます。ただ、利用者に関しま

しては 実は登録の人数としましては令和２年度249名に対しまして 令和３年度245名、 、

、 。 、ということで 若干減ってございます 加えて利用人数につきましても令和２年度が

実の利用人数でございますが、54人に対して47名ですので７名ほど少なくなっている

のですが、少なくなっている理由としましては、利用されていた方が入院されてしま

ったりとか、主立った理由が名簿を見てみますと入院等が多かったような状況でござ

いますが、おおむね利用については少しずつ増えてきている状況でございます。嵐山

にできました事業所さんのほうで新たにできたその令和２年度の事業者さんも車両

と、それから運転者の増を図っていただいたり、あるいはその前に嵐山に登録してい

る事業者さんも今年の１月からドライバーさんと車両を増加して移送の対象者に対応

していただくような形で実施をしているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、まず児童福祉総務費の関係のところ

でございます。議員さんおっしゃるとおり、こども医療費につきましては基本的には

利用児童の利用者数が少なくなったからというところではあるのですが、令和３年度

につきましては、特に先ほど来申し上げましたが、令和３年の10月より支給対象が高

校生まで拡大したというところもありまして、積算もそれに基づいて多く積算してい

た感があります。結果的に見込みより医療費が少なかったということで不用額が生じ

たという形になります。ひとり親家庭の医療費につきましても先ほど言いました子ど



- 100 -

も分がこども医療費のほうに移行したというところもありまして、その分が残ったと

いうようなことがあるかと思います。

続いて、児童措置費のほうなのですが、こちらにつきましては基本的には児童数が

減っているというのが根本的なところではあるのですが、こちらは保育園に払う委託

料等でございまして、保育所に払う委託料につきましては入所している児童の人数で

すとか、あと保育士の雇用状況、あと毎年加算要件ですとか、そういったのが変わっ

てくる関係で一保育所、あと毎月の請求額が変動するような状況であります。そうい

った関係もありまして、比較的多く積算しているというところもあって結果的に入所

人数が少なかったというところで不用額が出ている状況であります。

また、給付金につきましては、国からの交付申請で大体基準日における児童数掛け

る幾らという計算式がもう決まってきてしまうのです。それに基づいての交付申請に

なりますので、補助金自体の交付申請額が実情に合っていない交付申請をせざるを得

ないというところもありまして、不用額が出ているような状況であります。

最後に、保育所費の不用額でございますが、まず宿舎借り上げ料につきましては、

。 、令和５年度該当者がいなかったため未執行となりました 障害児保育につきましては

該当児童が当初の見込みより人数が少なかったということで不用額が生じた結果にな

ります。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 最初の質問は21ページ、25ページ、31ページ、主要な施策の82ペー

ジですけれども、国の児童福祉費負担金３歳児以上が１億6,955万847円、３歳未満児

、 、 、が9,297万313円 県は３歳児以上が4,238万7,711円で ３歳未満児が3,405万458円で

保護者負担が1,977万8,700円で、実質的に保育料に関して町の負担分は幾らになって

いるのか伺いたいと思います。

次に、これは70ページになるのですけれども、障害者福祉費の扶助費の介護給付・

訓練等給付費が令和２年は３億3,833万8,833円で、令和３年が３億6,709万9,999円で

3,000万ぐらい増えているのかな。それで、就労支援とグループホームの数が嵐山町

内を見ていると、歩いていると増えているような気がしているのですけれども、実際

に令和３年に給付費が増えているのは新たな施設が増加しているかどうかという形

で、施設数はどのくらいになっているのか伺いたいと思います。
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、 、 、 、次に 主要な施策の70 71ページですけれども 自立支援医療費が2,013万7,217円

、 。 、重度心身医療費が3,726万1,346円と ともに減額になっています これは人数の減か

あるいはコロナによる医療機関受診控えか伺いたいと思います。

それから、次が79ページですが、学童保育室指定管理委託料が6,015万2,545円が令

和２年で、そして令和２年の6,239万3,325円よりも減額になっていますが、これは学

童数の減によるものなのか、事業日数の減によるものなのか伺いたいと思います。

それから、次が80ページです。障害児通所支援事業の人数が令和２年が20人で、令

和３年が35人に増えています。町内に１か所、私が見た感じで滑川町にも１か所新設

されたのかなと思うのですが、15人の増は新規事業所開設によるものかどうか伺いた

いと思います。

それから、81ページです。子ども家庭支援センターの運営事業2,263万6,173円で、

利用者数と利用の成果を伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 私のほうからは児童福祉部門に関しましてお答

えをさせていただきます。

初めに、子どものための教育・保育給付事業の実質的な町の負担につきましてでご

ざいます。令和３年度の町の実質的な負担額は9,027万4,222円となっております。

続きまして、学童保育の指定管理料の減額の件でございます。こちらの主な理由と

しましては、令和２年度に新型コロナ対策の緊急包括支援交付金という補助金がござ

いました。こちらが300万円ございました。こちらが令和３年度にはなかったので、

その分の差が大きいかと考えております。

続きまして、子ども家庭支援センターの利用実績でございますが、令和３年度の実

績は、小学生が延べ522人、中学生以上の利用が延べ442人、合計の延べ件数が964人

です。また、これ以外にも電話やメール等相談、学校・家庭への訪問等がございまし

て、そちらの件数が延べで1,175件となっており、年々相談件数が増えている状況と

なっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 太田副課長。

〇太田直人福祉課社会福祉担当副課長 それでは、介護給付・訓練給付費の関係でござ
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います。令和３年度にグループホーム等新たな施設は増加してございませんが、グル

ープホームの利用人数は増えております。ただ、これも内訳でいきますと、町内のグ

ループホームは７名の方が利用、町外が22人が利用しているという状況になってござ

います。

また、就労移行支援の関係になりますが、こちらにつきましては令和３年度が急激

に増えた様子がございます。参考までに今年度は令和２年度同等の９名ほどの利用に

なってございます。就労移行支援につきましては、例えばこれまで就労継続支援Ｂ型

の作業所を利用してきた方がステップアップをするところで利用されていたり、あと

は一般就労されていた方がメンタルヘルスによって一旦会社を退職された状況で、心

療内科等の受診により社会生活ができる状況になったという段階で一般就労に再挑戦

するためにその就労移行支援という事業を使って一般就労に結びつけるという方が令

和３年度は多かったような状況でございます。

続きまして、自立支援医療の関係でございます。自立支援医療と重度医療でござい

ますが、まず自立支援医療の中で更生医療という種類のものがございますが、こちら

は３人増加してございます。また、児童が利用される育成医療というものがございま

すが、こちらも１名増でございました。

医療費の状況でございますが、昨年度、令和２年度の更生医療の部分に関してなの

ですけれども、昨年度の入院、外来の総額のレセプトが毎月来ますので、それを積み

上げていっておりますが、入院時の費用は増加しておりますが、外来分は減額になっ

ております。ただ、外来分のレセプトの件数は令和２年度と比較しても数件程度の変

、 、動しかございませんので 治療の内容まではそのレセプトには載ってございませんが

金額ベースで外来の部分は減額になっているという状況でございます。また、重度心

身障害者医療費、こちらにつきましては登録の人数及び支給の人数ともに減少してい

る状況でございます。

続きまして、障害児の通所支援事業に関してでございます。令和３年８月に菅谷地

内に放課後等デイサービス事業所が新たに設置をされました。これまで嵐山町では放

課後等デイサービス事業所がございませんでしたので、町内で初めて設置されたとこ

ろでございます。15名、昨年と令和２年度と比較して利用人数が増えているというと

ころでございますが、この新たな事業所の設置だけというよりは放課後デイサービス

を利用する児童が増加しているということが考えられると思います。ちなみに、町内
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に新たに設置された放課後デイの利用者は令和３年度、３名でございました。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 最後、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 こども医療費の増額した、倍って書いてありますけれども、理由でご

ざいますので、理由で伺いたいと思います。それで、先ほど高校生まで医療費が10月

、 。 。 、 。から そういう答えが返ってくるのかな そうですね ですので １回目はいいです

ただ そのときの当初予算では350万円を見込んでいるわけなのです 実際には1,000万、 。

円を超える金額が増えてしまっているわけなのですけれども、ですから高校生だけで

はちょっと理由にならないなって思うのですけれども、やっぱり違う面があるのでは

ないかというふうに思うのですけれども、その点伺いたいと思います。

それから、学童及び保育所のコロナ感染状況時、どんなことをしたのか伺いたいと

思います。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 それでは、まずこども医療費の増額した理由で

ございますが、先ほど来お話が出ていますが、主な理由としては10月からこども医療

、 。費が対象が拡大いたしましたので その部分が主な理由というふうになっております

実際の高校生分等の数字なのですが、これは令和３年度末の数字になるのですが、高

校生の登録者数が404人になっております。それから、さらに先ほどもひとり親家庭

の話もさせていただいておりますが、ひとり親家庭で資格喪失になっている部分も

60名ほどいらっしゃいます。ただこれが全部こども医療費のほうには移行していませ

んので、実際的には404名、あと小学生から中学生終了までの分が1,064名になってお

りますので、こちらについても前年と比べて増えているような形になっております。

続きまして、学童保育及び保育所のコロナの感染状況と対策でございます。令和３

年度につきましては、学童保育で８月16日から９月30日まで、学童保育４か所で休室

というようなことがございました。こちら学童保育所内で感染者数が増えた関係で休

。 、 。室とさせていただきました 保育所につきましては 13回クラス休園がございました

それぞれの感染予防対策についてなのですが、基本的に学童保育につきましては、

年齢、小学生ということもありまして、室内ではマスクを着用、またおやつ等は個包

装にして、食事を行う際には黙食、または直前の検温と消毒等を行っております。ま

た、飲食を行った場合には床の消毒や備品等の消毒を行っております。令和３年度に
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コロナの関係の補助金が出ておりますので、それで各学童保育室では空気清浄機を買

ったり、あとは学童保育室の床面を抗菌仕様にしたりというようなことで補助金を活

。 、 、用させていただいております 保育所につきましても基本的には登園時に検温 消毒

あとマスクにつきましては、当然年齢が低いので、４、５歳児についてはできる限り

というところで、あくまでもお子さんの状況を見ての判断になります。また、おもち

ゃ等の消毒、保育所内の換気等を行っているような状況であります。また、保育士さ

んにつきましてもマスクを配布したり、補助金等でマスク手当という形で保育士さん

自身も感染予防対策ができるような形で手当のほうを支給しているところでございま

す。また、物品等に関しましては、空気清浄機やマスク、自動水栓等を購入していた

だきまして活用していただいているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 まず、こども医療費なのですけれども、高校生までの人数が増えてい

るということで、そうすると、この人数が増えた分が昨年より1,050万ぐらい増えて

いるのですけれども、そうなのですよということなのですか。レセプトも見ているわ

。 、 。けですよね だから それが高校生の分なのかどうかというのが私には疑問なのです

そうすると、当初予算の見込みというのが大幅に狂っているということですので、

350万しか見ていないわけですから、そんなに大きな見込み違いはないのではないか

なって思っているので、何か違う病気がはやってしまったのか。マスクを着用してい

るので、昨年の決算のときには病休、マスク着用でこの医療費は減っているのではな

いかって思って質問しましたけれども、マスク着用しながら、でも感染が広がってし

まう、そういう病気があるのかなと思って、ちょっと伺いたいと思います。

それから、学童と保育園の関係なのですけれども、なるほど、いろいろしてもらっ

たということはよく分かりました。ただ、子どもから親へ、子どもがかかってしまっ

た場合、それから親に行くということを考えると、予防だけではなくて、実際どうか

というのも見ていかないとならないのかなと。そこがちょっと落ちているのかなって

感じがするのです。いわゆる検査キットで見るというところは、これやっていないわ

けですよね、これだと。その辺はやっても無駄なのか、できればやりたかったのか伺

いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。
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〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 こども医療費の関係でございますが、申し訳ご

ざいません、私のほうで言葉足らずで、確かに18歳まで拡大したという要因もあるの

ですけれども、それに加えまして、令和２年度はコロナ控えで、令和元年度から令和

２年度に医療費のほうががくんと減りました。逆に令和３年度はそれが少し戻った形

になっています。それが大きな理由の一つと考えております。実際にこれは１人当た

りの給付単価になってしまうのですが、令和３年度については合計で、１人当たりの

給付の平均なのですが、２万799円ということでなっているのですが……令和２年度

……失礼しました。ゼロ歳から６歳の平均単価ががくんと下がっておりまして、令和

３年度の実績として１万5,187円で、令和２年度から比べると2,525円減しているので

すが、逆に……すみません。説明がちょっと混乱して申し訳ございません。全体の金

額で再度申し上げさせていただきます。令和２年度が１人当たり２万799円の給付額

になっております。令和２年度については２万223円ということで、令和２年度はが

くんと下がっていたわけなのです。それが令和元年度と同じ水準に平均給付額が戻っ

てきていますので、そこの金額も大きい理由かと考えております。

、 、あと学童保育室と保育所の関係でございますけれども 令和３年度につきましては

学童保育につきましては濃厚接触の特定等を行って、結果的に休室だったりというと

ころが発生しております。こちらについては感染者が出たときに学童保育室のほうの

状況を聴取しまして、福祉課と健康いきいき課のほうと協議して濃厚接触者を特定し

てやっていた形で感染予防対策をした形になります。ただ、保育園につきましては、

ほぼほぼお子様がマスクができていないので、１人が感染してしまいますと、ほぼク

ラス全体がもう濃厚接触者、要は特定ができていないのでクラス自体が感染している

という予測を立てなくてはならないというところでクラス休園を13回した形になりま

す。学童保育と保育所のほうでは大分アプローチの仕方が変わってきてしまうのです

が、ただいずれにしましても各保育所、学童、あと福祉課のほうで感染者が出た場合

には随時情報共有をしまして、その都度対応の検討をして、それ以上感染が広がらな

いような対策をしていたところでございます。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 こども医療費なのですけれども、そうすると受診控えからそれが戻っ

てきているということで、特定の病気が広まったとか、そういうことではないという
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ことなのですか。ちょっとこれ確認です。

それから、学童、保育所の関係なのですが、感染したら、もちろんそれはそうなの

ですけれども、やっぱり感染が疑われる段階で親に広げないとか、周りに広げないと

いうことでの検査キットの関係はあまり学童や保育所では効果ないというか、やって

も意味がないという感じなのですか。その点のところの答弁がないので、お答えいた

だきたいと思うのです。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長 医療費につきましては、議員お見込みのとおり

でございます。

学童、保育所の関係なのですけれども、令和３年度につきましては、まだキットで

すとか、そういったところの出回りですとか、今でこそ検査キットが配布とかってな

っていますけれども、令和３年度につきましては、それほどまだキットで云々という

ところがなかったものですから、そこまでできていません。また、保育所の児童につ

きましては、検査キットで検査するのは正直園のほうでやるというのは難しいかなと

いうふうに考えております。参考までに令和４年度につきましては、保育所等に検査

キットとかを配布させていただいて、保育士さんとかが心配な場合には測っていただ

くような措置をしております。

以上です。

◎散会の宣告

〇畠山美幸委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。ちなみにですが、明日はまた９時からですのでよろしくお願い

いたします。

（午後 ３時５５分）
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決算審査特別委員会

９月７日（水）午前９時００分開議

議題１ 「認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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◎開議の宣告

〇畠山美幸委員長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席委員は10名であります。定足数に達しております。よって、決算審査

特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎諸般の報告

〇畠山美幸委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、根岸教育委員会事務局教育総務担当次長は、都合により欠席いたしておりま

す。代わりに清水教育委員会事務局主席主査が出席しております。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑

〇畠山美幸委員長 認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について

の件を議題といたします。

既に福祉課に関する部分までの質疑が終了しております。

本日は、健康いきいき課に関する部分の質疑を行います。

それでは、順番からお願いしたいと思います。

犾守委員、よろしくお願いします。

〇犾守勝義委員 私の質問は２項目でありまして、資料としましては主要な施策の説明

書、それの87ページと90ページのところから質問したいと思います。

１つは、健康マイレージ事業ということで、この事業の内容を教えていただきたい

ということと、２つ目が新型コロナウイルスワクチン接種事業ということで、全国的

に若い人の接種率が低いと、そういうことを聞いております。嵐山町の５歳から20歳

。 。までの接種率を教えていただきたいということでございます よろしくお願いします

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

根岸副課長。
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〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、健康マイレージ事業についてご

説明いたします。

こちらは埼玉県が実施しておるコバトン健康マイレージ事業に参加しておるもので

ございまして、ウオーキングを楽しみながら継続して健康づくりに取り組むため、歩

数に応じてポイントがつき、そのポイント数によって、抽せんで埼玉県の県の農産物

等に交換できるという事業になっております。健康意識を高めることによって健康寿

命の延伸と医療費を抑えることが目的として実施しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 新型コロナウイルスワクチンの接種の

関係でお答えを申し上げます。

令和３年度末の接種率についてでございますが、５歳から11歳の小児の１回目は

、 、 。10.7％ ２回目を接種された12歳から19歳が82.3％ 20代が88.3％となっております

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 それでは、再質問をさせていただきます。

このマイレージ事業というのは、結構長い事業かなというふうに思うのですが、現

在何名ぐらいの方が参加して、それで私は、何て言うのですか、携帯の中でウオーキ

ングのやつを登録してやっているのですけれども、それとは全然関係のないような事

業ということで判断していいわけですか。それがまず１つです。

それと、やっぱり５歳から11歳の接種率が非常に低いなというふうに考えているの

、 。ですが 今回嵐山町でも非常にコロナに感染する方が多く出たような気がするのです

そうした場合に、このワクチン接種をしていなかったこの５歳から11歳、低いところ

です。この層はどのくらい今回感染が広まっていったのか、その辺分かったら教えて

いただきたいと思うのですが。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、お答えいたします。

まず、昨年度、令和３年度の参加人数です。参加登録人数につきましては701人で

す。それから、犾守委員さん登録されている携帯スマートフォンのアプリ……
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〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員長 そこでやり取りしないで再質問か何かでお願いしたいと思います。

スマホだと思いますけれども。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 県のほうで示しているアプリに登録されて

、 、 。いるのかなと思うのですけれども やり方としてはこのアプリと あとは歩数計です

アプリに登録されない方は歩数計を使ってウオーキングをされて、それを読み込ませ

る端末が役場のホールのところにもありますし、ヤオコーさんなんかにも置かせてい

ただいているのですけれども、あと健康増進センター、駅にもございます。そちらの

端末にかざしていただくと、そこで読み取って自動的に県のほうに送信されるという

システムになっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 お答えいたします。

。 、５歳から11歳の感染者数に関しては具体的な数字は持ち合わせておりません ただ

接種に関しましては、いわゆる小児接種と言われる嵐山町の接種開始が令和４年の３

月22日からということでございます。その時点では、年度末では10.7％でございます

が、現在直近で申し上げますと、２回目を終えた小児接種は36.1％ということでござ

いますので、医療機関と調整、連携を取りながら、接種できる機会を設けて進めてい

るところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 いいですか。

次に、質問者、青柳委員。

〇青柳賢治委員 私は90ページ、１億3,541万3,000円という事業費がかかった新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業、この成果、そして何回か行われているわけですが、そ

の改善点等がありましたら、それについてお聞きしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 お答え申し上げます。

成果と改善点ということでございますが、まず医療機関の協力と集団接種の実施に

より接種を希望する方へのご案内ができ、接種率につながったことが成果と考えてお
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ります。嵐山町では国、県の接種率よりも高い接種率を、接種を進めているところで

ございます。集団接種の開始時には議員の皆様に運営のシミュレーションをしていた

だきました。これによってスムーズに改良運営することができ、その後の集団接種に

つながったと思っております。ありがとうございます。

改善点につきましては、初回接種、追加接種、小児接種と、ワクチン接種に関わる

国の方針が変わってきております。適切に対応しているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 再質問です。

青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 この事業というのは恐らく嵐山町、今までの歴史の中でも初めての令

、 。 、和４年度の事業だと思うのです これも てんてこ舞いをして担当課はやってくれて

非常に町民のほうの声も、ある程度電話が混んでいたということもあったけれども、

スムーズにできていたと。だから、１回目、２回目、３回目とどんどんやり方がスム

ーズに進化していったというか、私はそのように評価しております。それで、１億

3,500万円というこの経費、これはほぼ国と県からとなってくるのしょうけれども、

この中である程度町の一般財源的なものの拠出というのはあったのかどうかというこ

とです。それをお尋ねしておきます。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 お答え申し上げます。

負担金、補助金ということで、国の負担は基本的には10分の10ということでござい

、 。ますが 補助金の中にはシステム改修で一部その補助対象とならない部分があります

、 、既存のシステムを連携させて改修する部分で 一部だけできない部分がございますが

それ以外は基本的には10分の10ということで国費でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の33ページと87ページに市町村計画献血者確保促進事業

、 。というのがあるのですけれども 嵐山町での献血者はどの程度か伺いたいと思います

それが１点目。

２点目が主要な施策の92ページで、妊産婦外出支援タクシーの10万5,000円で、交

付者は164人となっていますが、実際の利用者数を伺いたいと思います。
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それと、次が89ページで、予防接種事業、子宮頸がん個別接種がガーダシルで71人

なのですが、年齢と接種者数を聞きます。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、まず献血事業の人数についてお

答えいたします。

令和３年度は446人の方にご協力いただきました。

続きまして、妊産婦外出支援タクシー事業についてお答えいたします。

こちらは交付者164人ということになっているのですが、こちらについてはこのタ

クシー券が２年間有効期限がございますので、令和３年度中に有効期限のある方が

164人ということになっています。その中で実際に使用された方は29人の方が実際に

使用されました。

続きまして、予防接種事業の中の子宮頸がん個別接種についてお答えします。

こちらが71人ということになっておりますが、子宮頸がんワクチンは３回接種が必

要ですので、実際の人数につきましては合計で33人の方が接種いたしました。内訳と

しましては、高校１年生が11人、中学３年生が11人、中学２年生が２人、中学１年生

が４人、小学６年生が５人となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 献血者数なのですが、446人、割と多いほうなのかなと思うのです

けれども、私が見ている感じで、ヤオコーでやっていらっしゃるほかに何回ぐらいや

っていらっしゃるのでしょうかということと、それと妊産婦外出支援タクシーなので

すが、どの年齢のお子さんを持っていらっしゃる方が多いのか、妊娠中なのか、それ

から出産後なのか、どのくらいの方が利用されているのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

根岸副課長。

〇根岸隆行健康いきいき課保健担当副課長 それでは、まず献血の場所です。献血の場

所はここ、役場のほかにもヤオコーのバイパス店さん、それとか大妻女子中学校・高

等学校、それから凸版の嵐山工場さん、それから太陽インキさん、それから昭和機器

工業さん、それからライオンズクラブさんにもご協力をいただいています。そのほか
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に花見台工業団地の管理センターさん、以上、１つの場所で２回３回とやるところも

ありますので、合計17回、会場で実施させていただきました。

続きまして、タクシー券の利用者の出産後なのか、妊娠中が多いのかということで

ございますが、こちらに関しましては、申し訳ございません、データを取っておりま

せん。

〇畠山美幸委員長 最後の質問者、川口委員。ぺージ数を言ってお願いします。

〇川口浩史委員 90ページです。コロナワクチン接種希望者は全員接種できたのでしょ

うか。これ外国人も含んでいるのですけれども。

以上です。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 お答え申し上げます。

、 。国籍にかかわらず嵐山町在住の方に関しては ご希望者はできたと考えております

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。国籍にかかわらずですから、嵐山町に住んでいる方全員

が接種したと。嵐山町に籍を置く、住所だけではなくて、すみません、浮かばない。

町民課で、自分の住んでいるあれを置かない人も住んでいると思うのです。そういう

方も、ただ働きに来ているというだけの人も、住んでいるだけという人も、そういう

方も接種をしたということでよろしいのでしょうか。

それと、あと軽微な副反応は、これはあると思うのです。私も３回目はちょっと頭

痛がしましたから。かえって私なんかは、これで抗体がしっかりできたなってむしろ

思ったくらいで、ありがたい痛みだなと思ったくらいなのです。そういう人は別なの

で、あまり少ないでしょうけれども、重篤な副反応者は打った中でいたのかどうか伺

いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 金子副課長。

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長 接種につきましては、接種券の発行は

嵐山町に住所、住民登録をしている方ということになります。また、新たに転入や入

国される外国の方につきましては、お勤め先の会社の方からご相談いただくことが多

いです。ご希望があれば接種ができるように会社の方とも相談しながらご案内をして

いるところでございます。
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また、重篤な副反応ということで報告を受けた件はございません。ただ、そういっ

た窓口に関しては県のホームページですとか、県の窓口ですとか、そういったところ

をご案内申し上げているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 住民登録をしている方が基本的には対象だということで、あとは会社

任せだということになるわけですよね。そういう漏れた方がどのくらいいるのか、そ

ういう方がどのくらい感染して、嵐山でも外国人が感染をして、一気に感染人数が増

えたということがあったわけです。ですので、そういう方がどの程度漏れているのか

というのは大変大事だなと思うのですけれども、その辺の考え方を伺いたいと思いま

す。

それと、重篤なというか、嵐山でもある女性の方が打った後倒れたのかな、それも

軽微なうちに入ってしまうのですか、その方は。倒れたというか、ちょっと動けなく

なったということですので、そういう方はどのぐらいいたのかなというふうに思った

ものですから、伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

萩原健康いきいき課長。

〇萩原政則健康いきいき課長 何点かお答えいたします。

、 。 、まず 外国人の方でございます 町のほうに就労で来ている外国人につきましては

数年後また母国に帰られる方がほとんどでございます。働いている先の会社の担当の

方が接種券を取りに来て、予約を取って打っている。これがほとんどです。なぜかと

いうと、帰るときに接種証明書を取りに来ます。そうしないと母国に帰ったときに隔

、 。離期間とかがありますので 皆さん２回は接種しているというふうに考えております

あと、嵐山に住んでいて住民票がない方、この取扱いですが、住所地外接種という

ことで、嵐山町で接種ができます。ぱっと思いつくのが福島県から嵐山町に来ている

方、もしくは赤ちゃんを産むので実家に帰ってきている方、単身赴任で嵐山町で住ん

でいる方、こういう方につきましては、住所があるところで接種ができませんので、

町のほうにお話をいただければ、住所地外接種ということで町内の医療機関で接種す

ることができます。申請が来ればすぐに手続をして接種していただいております。

最後に、倒れた方、副反応で集団接種会場で調子が悪くなった方、副課長のほうか
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らゼロということでしたけれども、重篤の件数はゼロで私もいいと思います。川口委

員さんの質問で、私の今記憶にある中では、集団接種中に救急車を搬送したのが３件

ございます。全て重篤ではないと私は思っています。どうしてなったかというと、血

管迷走神経反射というのがございます。それは何かというと、ワクチンを打ったら副

反応が嫌だなという、そういう心配がたくさんある方が、そこで接種をすることによ

って血圧が急に下がります。血圧が急に下がるとどういうことが起こるかというと、

、 、 。脳に行く血液の量が減り ふらふらっときたり 中には気絶をするような方がいます

一般的には若い方、10代等が多いのですが、嵐山町で搬送された方は３名、１人は高

齢者、あとは多分20代だったと思います。まず、一番初めに会った高齢者につきまし

ては、具合が悪くなりましてパルスオキシメーター等で血液中の酸素の量を調べまし

たらちょっと低かったので、大事を取りまして救急車で、多分日赤さんだったと思い

ます、に搬送して、日赤に着いたときにはもう落ち着いている状況で、そのまま帰っ

てくる状況でした。もう一人につきましては、男性の方、多分20代だったと思うので

すけれども、ふらふらっときて倒れまして、床に頭を打ちまして、ちょっと切った状

況がありました。先生と相談してちょっと縫ったほうがいいかもしれないね、あと脳

のスキャン撮ったほうがいいかもしれないねということで救急車で搬送させていただ

きました。脳等には問題なく、そのまま処置をして帰られたというふうに聞いており

ます。最後の１人でございます。20代の女性だったと思います。朝からご飯も食べず

に、コーヒーだけ１杯飲んでいたというお話がありました。そこで、不安があって、

また続いて血管迷走神経反射なのですけれども、具合が悪くなりまして横になってい

、 、たのですが もう結構な時間たっていてもまだなかなか体調が戻らないということで

朝からご飯を食べていないということで、ブドウ糖というか、あめ等を看護婦さんが

与えて血糖値を上げたりしていたのですが、なかなか戻らないということで、ご飯を

朝から食べていないということも問題だったかと思うのですけれども、あとそれで心

配なので救急車で搬送して、点滴をして帰られたというのが自分３件あったという記

憶の内容でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑が終わりましたので、健康いきいき課に関する部分の質疑を終

結いたします。

暫時休憩いたします。入れ替えのみです。
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休 憩 午前 ９時２４分

再 開 午前 ９時２６分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、長寿生きがい課に関する部分の質疑を行います。

まず、１番目の質問者、大野委員、どうぞ。

〇大野敏行委員 主要の施策の75ページです。高齢者外出支援タクシーについてお尋ね

します。

使い勝手がいいとみえて、大分利用者が増えているかなというふうに思います。そ

の利用された、増えた人たちの、地区別といっても細かな地区ではなくて結構です。

北部地区何名、中部地区何名、南部地区何名、そしてその地域に関しては、令和２年

度に対してどのぐらいの伸び率があったのか。その辺のところが出ていましたらお答

え願いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

高齢者外出支援タクシーの地区別の内訳につきましてお答えさせていただきます。

令和３年度の南部地区の利用者数につきましては555人、菅谷、川島、志賀、むさし

台、平沢地区が555人、遠山、千手堂、鎌形、大蔵、根岸、将軍沢の地域は67人、七

郷地区の古里、吉田、越畑、勝田、広野、杉山、太郎丸は合計すると64人で、全部で

686人の利用者となっております。

〇畠山美幸委員長 前年度との比較をお願いします。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 パーセンテージは出していないの

ですけれども、令和２年度の実績につきましては、菅谷等の菅谷、川島地区につきま

しては455人、遠山地区とか将軍沢辺りになると58人、七郷地区については48人で、

合計561人となります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 各地区とも増えていて、中部地区だけが圧倒的に増えているかなと思

ったら、北部も南部も増えてきたなと、使い勝手がやっぱりいいのだなというふうに
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思います。ところで、タクシー会社の反応というか、そこらの反応はいかがでしょう

か。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 タクシー会社の反応なのですけれ

ども、特に上がってきてはいないのですけれども、以前のタクシーの助成内容からす

ると、１枚500円になりましたので、とても簡単になったということで、手続といい

ますか、その乗り降りの料金の支払いのときが簡単になったということで喜ばれてお

ります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 補正予算も取られたりなんかして、大分利用される方に応えようとい

う姿勢が町のほうでも現れていたかなと思うのですが、際限なく予算が取れますよと

いうことではないかなと思うのです。できるだけのことはやっていただきたいという

気持ちはあるのですけれども、当面どの辺まで町としては、それは決算にならないで

すね。

〇畠山美幸委員長 そうですね。

〇大野敏行委員 いや、町として応えられるところはどこらまでと思ってこれを実施し

ておったのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、お答えいたします。

タクシーの利用に関しましては事前にタクシー券を配布してしまいますので、予算

がここまでだからという形で切ることはできませんので、段階的に年代を引き上げて

おりますので、できる限り予算のほうは確保していきたいと考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、質問者、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、同じタクシー券の関係になってしまいますけれども、違う

角度から、あるいは再質問からでも結構ですけれども、お願いをいたします。

まず、地区別の関係の人数の利用人数等が出ていましたけれども、タクシー券の配

布につきましては中部、南部、北部で結構ですけれども、何人ぐらいの方に配布をな

さって、先ほどの答弁のように利用者がいたのかということですね、１点。
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それから、使わなくても済んだという方は、それなりに家族とかいろいろ友達とか

いろんな方が一緒にという形で利用をしなくても済んだのかなというふうなことは考

えられますけれども、何かほかに使わなくても間に合ったようなことを町は聞いてお

りますか、それとも使わない方たちに対してお聞きになったことはありますか。

それから、対象者が66歳から65歳になられたわけですけれども、そうしますと、人

数的なものはどうだったのでしょうか。その３点かな。

それから、利用勝手がよくなったというような声は町民アンケートというか、町民

の声から、タクシー会社とは言いながらも乗り降りの関係だということですから、そ

ういうふうに利用券が一律になったので利用しやすくなってよかったという声は、こ

れは町民のほうからも声が出ているということの理解にしたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか。

それから、老人クラブのほうに移らせていただきますけれども、やはり主要な説明

書の74ページ、タクシーが74だから75ですか。すみません。老人クラブは74の主要の

説明書です。こちらにつきましては、団体数も高齢化ということもあるでしょうけれ

ども、コロナの中ということもあり、ここ何年かのうちに大分活動も、実際の団体数

も減ったのかなというふうに思ってお尋ねをいたします。

まず、連合会のほうに補助金等が108万円ほど決算で出ています。そうしますと、

これが各地域の団体のほうに振り分けられるというふうなことだと思うのですけれど

も、まず老人クラブの助成金を受けている団体数が何団体ぐらいあるのか、すみませ

ん、お願いをします。

それに連れられて、今金額を申し上げましたけれども、その中で１団体で、団体数

で人数が違うと思います。ですから、その人数割でいくのだろうと思うのですけれど

も、何人でどのくらいというふうな計算ができるので、教えていただければ、計算し

ていただいてお願いします。

それから、いろんな活動とかもしているわけですけれども、そこの団体によって内

容は大分違うと思うのですけれども、健康予防というような形も兼ねてやっていると

、 、 、ころもあると思うのですが そういう団体があるのか あるいはゲートボールですか

そういうようなこととか、室内の関係はコロナの関係で大分できなくなってきている

ということもあったと思いますけれども、健康を維持するためには多少の運動をなさ

らないと筋力が落ちたりなんかしますので、ちょっとつまずいても転んで骨折をする
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とか、入院するとかというふうなほうにつながりますから、予防という形の老人クラ

ブもそういう一面もあるのかなというふうに思って質疑をさせていただいていますけ

れども、以上の点についてお願いをいたします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、私からは高齢者外出支援タクシーの再質問に

つきましてお答えさせていただきます。

まず、配布数なのですけれども、令和３年度は市街地域が778人、それから南部地

域が101人、北部地域が90人となっております。使わない方につきましては、全体で

283人、配布した方が969人ですので、そのうちの283人、率でいいますと29.2％の方

がご利用されておりません。ただ、未使用率につきましては、令和２年度のほうが高

かったのです。35％ということで、未使用率が高かったのですけれども、令和３年度

、 。はやはり使い勝手がよくなったということから 使用されている方が増えております

使用されていない方の理由というのは、念のため、万が一のためにちょっと持ってお

きたいという方が多かったと捉えております。

次に、対象者数なのですけれども、運転免許証を所持している方を警察のほうに人

数を教えていただきまして、その人数を引いた数になるのですが、ただそのいただけ

る数字が65歳以上５歳刻みですので、令和３年度は66歳ということですから、正確な

数字にはならないのですけれども、65歳以上の免許を持っていない方は2,238人と推

計しております。

次に、利便性が、町民の方の声ということで、やはり１回に使える枚数が増えたと

いうことで非常に使いやすいという声は聞いております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、老人クラブにつきまし

てお答えさせていただきます。

嵐山町老人クラブ連合会への補助金につきましては１団体７万2,000円を出してい

ます。15クラブですので、7万2,000円掛ける15クラブで108万円というふうになって

おります。その108万円の中から各地区の老人クラブへ出している補助金なのですけ

れども、それは金額でいうと全部で50万6,520円なのですけれども、これの計算方法
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が４月１日現在の会員数を基に算出した金額となっております。ですので、それぞれ

の地区によって金額が変わってきています。

次に、活動内容なのですけれども、令和３年度もコロナ禍によってスポーツフェス

ティバルや町民体育祭や、ゲートボールやグラウンドゴルフのスポーツ大会が中止と

なって、できないことが多くありました。ですが、その中で新たに県で推進している

フードドライブということを実施しました。それから、毎年行っている町内の保育園

や小中学校への手作りの雑巾の寄附とか、それぞれ地区で児童の見守りだとか、花植

えとか、そういう毎年やっているような活動をできる範囲内で実施しているという報

告を受けております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 ちょっと分からなかったのですけれども、すみません、もう一度確認

をさせていただきますけれども、助成クラブのほうですね、老人会の。そちらの答え

を今いただいたわけですけれども、これは15団体が全体で町の中にありまして、１団

体は７万2,000円ですか、それに50万幾らかというのがちょっと金額が聞き取れなか

ったのですけれども、これはどちらかに、県のほうかなんかに、そちらに出すお金で

すか。それともどういうようなものですか。もう一度すみません。

それで、団体での活動は、コロナの中ですけれども、できる範囲内でやっていると

いうようなことのようでしたから、分かりました。

それと、外での予防的なものは大勢の人と触れ合いしながら、脳の活性にもなるで

しょうし、体の運動にもなるでしょうし、そういったことで花植え、それからフード

、 、 、ドライブをやったり いろんなものを新しく入れて それは町のほうの指導というか

県のほうからの呼びかけで町が指導し、指導者を選んでお願いをしているということ

の流れでよろしいでしょうか。

それと、こういったことについて対象になる老人クラブの方たちの声を聞くという

かアンケートを取るというか、老人クラブをこれからはどんなふうな形で持っていく

か、そういった流れの、アンケートというとちょっと言葉が硬いですけれども、そう

いったような声をお聞きになったことがありますでしょうか。

それから、外出支援タクシーの関係なのですけれども、やはり使い勝手がよくなっ

たというようなことは私も伺っておりますし、相乗りも結構ですよということのよう
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ですから、よかったなというふうに今いろいろ思っています。できることならもう少

し枚数があれば、一人生活の方はどこへ行くのにもそれを利用するしかないので、あ

とは普通のタクシー使うとお金が非常にかかると。年金だけではやっていけないのだ

よねというような声もかなり聞こえてきます。やはりお店やなんかが近場にあれば、

幾らでもなくタクシーでも、歩きでも行けるのですけれども、七郷の方面、嵐山町全

町と言っていいかもしれませんけれども、北部も南部もお店そのものが少ないですか

ら、そういう点では特にタクシー券が足りなくなってくるというようなお声も聞いて

、 。いますけれども 町のほうではそのようなお話というか声を伺ったことがありますか

それとも、みんな満足しているというか、そんなような形に受け取っておりますでし

ょうか。

以上です。

〇畠山美幸委員長 以上でよろしいですか。

〇松本美子委員 はい。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、老人クラブにつきまし

てお答えさせていただきます。

町のほうから嵐山町の老人クラブ連合会のほうに補助金を108万円出しておりまし

て、その中から50万6,520円を各地域のクラブに出しているという説明をさせていた

だきました。例えば川島地区ですと、会員数が31人なので、基本額というのがありま

して 基本額が３万780円なのです 人数で掛けると １人当たり270円なので 8,370円、 。 、 、

で、合計すると３万9,150円という形で各地区に配分されております。

活動の内容なのですけれども、外での活動も増えていまして、グラウンドゴルフの

練習を始めているところもあるようです。あと地域によってなのですけれども、頭の

体操とか、そういう体操教室を独自でやっている地区もあるようです。この老人クラ

ブ連合会は事務局が社会福祉協議会になっておりまして、社会福祉協議会のほうでい

ろいろな活動について考えてくださっております。そちらのほうでアンケートも取っ

ていただきまして、老人クラブへの要望とか提案などを出していただいております。

内容的にはコロナだけれども、うまく付き合って活動をやっていきたいという、割と

前向きな内容が掲載されております。



- 125 -

以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 高齢者外出支援タクシーの枚数がもう少しあればという

声なのですけれども、役場の窓口のほうでも数件、もう使い切ってしまったので、も

う一回申請したいとかというお声も何件かはあります。ただ、やはり限られた財源の

中でやっているものですので、大変申し訳ないのですけれども、お友達と声を掛け合

って相乗りをしていただくとか、少し工夫をしていただいて使っていただければとい

うことで説明させていただきまして、ご理解をいただいているような状況です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 外出支援タクシーの今の件なのですけれども、町民のアンケートやな

んかの声は出ているということはご存知ですね。私の勘違いかどうか分からないので

すけれども、令和３年度からは、令和４年度からかな、66歳だったのが65歳から配布

というか対応できると、そういうふうに変更になったかなと思っていたのですけれど

も、これは令和４年度からということでしょうか。ちょっとそこを教えていただきな

がら、もし前年度の令和３年度の決算ですから、令和３年度からであればどのぐらい

の対象人数がいたのかということをちょっと知りたかったものですから、お願いしま

す。

それと老人クラブの関係で、１団体については、金額は人数によって違うのですよ

ということは聞いておりましたけれども、そういうことのようですね。それで、ほと

んどの団体さんの活動は先ほど何点かお答えしていただきましたけれども、そういっ

たことが多いのでしょうか。それをなかなか一堂に会して、皆さんで同じ種目をやる

というのはグラウンドゴルフぐらいのことで、ほかにもあるのでしょうか。

以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 高齢者外出支援タクシーの対象者につきましては、令和

２年度までは65歳だったのですけれども、今後高齢者が増えていく中で、利用状況等

も鑑みまして、令和７年度までには70歳に引き上げるという形で１年ずつ年齢を引き

上げていっておりますので、令和３年度は66歳以上の方が対象となっております。

それで、65歳の方が令和３年度は対象から外れたわけなのですけれども、令和２年
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度に65歳でタクシー券を配布していただいている方につきましては、令和３年度も対

象となっております。65歳の方の人口が223人ということですので、223人ということ

になっておりますので、その方たちが対象から外れていくというような形になってお

ります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、老人クラブの各地区の

活動につきましてお答えさせていただきます。

先ほどもお話ししましたとおり、各地区でグラウンドゴルフの練習とかを始めてい

るのですけれども、令和３年度につきましては一堂に会してという実施はできません

でした。残念ながら令和３年度はできなかったのですけれども、令和４年度は計画し

ているということを聞いております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私は決算書の111ページ、説明書でいいますと75ページです。高齢者

運転免許証自主返納支援事業についてお聞きしたいと思います。

この申請の関係ですけれども、これは役場のほうから案内を差し上げて申請をして

いただくのか、逆に自主的に申請をされるのか。それから、自主返納者については警

察から通知というか、連絡があるのかどうか。その連携です。連携はどうなっている

かをお聞かせください。

それから、申請者の人数がここに出ておりますけれども、対象者との比率ですね。

その対象者が先ほど言いましたとおり、警察から連携があって数字を押さえているの

であれば、比率が出るかなと思ったのですが、その辺をお聞かせください。

それから、先ほどから言われています外出支援タクシーの件との関係です。これが

、 。自主返納支援事業のタクシー券がプラスになるのか それの関係をお聞かせください

以上です。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、運転免許証自主返納に

つきましてお答えさせていただきます。

申請につきましては、案内するのではなくて自主的に申請をしていただいておりま
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す。警察のほうと連携があるのかというご質問なのですけれども、警察のほうでは嵐

山町が返納の事業やっているということを知っておりますので、返納したときに警察

のほうから、嵐山町は返納事業があるから窓口に行くといいよという話はしていただ

いております。

それから、申請の対象者なのですけれども、70歳以上の方で有効期限内の運転免許

、 、 、証を自主返納された方ですので 把握のほうはできないので 申し訳ございませんが

比率のほうまではお答えできません。それで、返納してもらってから６か月以内に申

請していただいた方が対象になります。

それと、支援内容なのですけれども、タクシー助成券を15枚交付しております。こ

れは１年間有効のものを15枚交付させていただいておりまして、そのほかに外出支援

タクシーの助成券も申請同時にできます。ほとんどの方が同時に申請していただいて

おります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 そうしますと、自主返納された方はタクシー券15枚がプラス１年間は

使えるということですね。そういう形ですね。そうしますと、自主的に申請されると

いうことで、その辺の告知ですね、そういう方法があるという、これは印刷製本代が

８万4,656円というのが出ておりますけれども、その辺の告知の印刷物等はどういう

形で配布なりしているのでしょうか。それちょっとお聞かせください。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

告知に対するチラシというのはなくて、広報に掲載させていただいているのと、あ

とホームページに載せております。ここに載っている印刷代というのはタクシー助成

券の印刷代になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の74ページの高齢者就業支援事業1,700万9,100円なので

すが、これは何人の方に、事務局に補助を出していると思っていたのですが、それで

よいのかどうかということと、コロナ禍の就労者への影響を伺いたいと思います。

110ページになりますけれども、高齢者外出支援事業なのですが、今までのお話を
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伺っていますと、対象者の36％の方が利用されているというふうに計算できました。

そして、そのうちの独り暮らしの方とか、ご夫婦だけの方というのはどの程度になっ

ているのか伺いたいと思います。

どうなのでしょうか。団塊の世代が後期高齢者になってきたので、だんだんそうい

った形も増えてくるかなと思うのですけれども、そこら辺の把握はされているでしょ

うか。後期高齢者の方がどのくらい入って利用されているかということなのですが、

それを伺いたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、高齢者就業支援事業に

つきましてお答えさせていただきます。

こちらはシルバー人材センターに対する補助金になります。シルバー人材センター

の会員数が229人ですので、人数割というふうには言っていましたが、人数割ではな

くて、補助要綱に基づいて補助金を出しております。

コロナの影響なのですけれども、多少なりともあったのですけれども、令和２年度

に結構影響がありまして、契約金額が令和２年度に2,000万円ぐらい減ったのですけ

れども、令和３年度は令和２年度と比較すると60万円ぐらいの減額なので、ほぼ同額

かなということで 多少は影響を受けたけれども 就業率を見ると令和２年度は88.0％、 、

で、令和３年度は94.3％なので、比較すると6.3％アップしましたので、影響は受け

ましたけれども、それほどでもなかったということになります。

タクシーの利用なのですけれども、独り暮らしの方とか、そういう集計は出してお

りませんので、申し訳ございませんが、お答えできません。

〇畠山美幸委員長 後期高齢の部分は分かるのかな。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 後期高齢者なのですけれども、

75歳以上の人口でいくと令和２年度は75歳以上の人口が2,888人で、令和３年度は

2,960人なので、少し増えております。ですが、運転免許証を持っている方が結構い

るのです。ですので、運転免許証を持っていない方というのは減ります。なので、後

期高齢者人口は増えますが、タクシーの申請を受けるべき方は減少しているので、そ

れほど影響はないと考えております。
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以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 すみません。高齢者の就業のほうなのですが、どういった職種に就

業なさっているか伺いたいと思います。

実際には影響はほとんどなかったということですが、どの年齢までの方が就業され

ているのか伺いたいと思います。年齢層の一番高年齢の方というのかな、それと就業

者が多い年齢の方、伺えればと思います。

次なのですけれども、高齢者外出支援タクシーなのですが、75歳以上は確かにそう

なのです。今持っている一番、こういうふうな聞き方をすればいいのかな。令和３年

度で一番高齢の方で、これに加入されてタクシー券を頂いた方というのはどのぐらい

いらっしゃるのか。ごめんなさい。どの年齢の方が一番多く取られたのか。それと、

高齢者タクシー券を利用される最高年齢の方は幾つの方なのか伺いたいと思う。

それと、女性と男性の比率ってあると思うのです。今の時代はほとんど女性も持っ

ていると思うのですけれども、免許を持っていない女性の方も結構いらっしゃるかな

と思って、その方が利用されることも多いと思うのですが、その点について伺いたい

と思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、シルバー人材センター

の年齢別就業者数なのですけれども、一番年齢の多いのは70歳から74歳の82人という

のが一番多いです。最高年齢までは分からないのですけれども、80歳以上も35人おり

まして、就業しております。全体の比率でいくと60歳から64歳は3.62％で、65歳から

69歳は11.31％ 70歳から74歳は37.09％ 75歳から79歳は32.13％ 80歳以上が15.84％、 、 、

になります。

それから、高齢者タクシーの年齢別なのですけれども、集計は出しておりませんの

で、大変申し訳ございませんが、お答えできません。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうすると、高齢者のタクシー事業なのですけれども、どのような

方が利用されていて、そして男性、女性というふうな形の分析は、地区別はできてい

ても、そういった細かいことの状況分析は今のところ出されていないというふうに考
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えていいのでしょうか。それは、私は今後のこともあり、状況分析はする必要がある

と思うのですが、いかがなのでしょうか。令和３年度されていないということですよ

ね。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

、 、今までやはり地域ごとの利用の状況に焦点を当てて見ていたものですから 年代別

性別というのが分析できておりませんので、今後はそちらのほうも分析に加えていき

たいと考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 74ページなのですけれども、シルバー人材センターについてです。依

頼された仕事は全てできたのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、シルバー人材センター

につきましてお答えさせていただきます。

令和３年度中に依頼されました仕事は全てできたということで報告をいただいてお

ります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。先ほどのお話ですと、令和２年度は仕事が減ったと。令

和３年度はかなり戻ってきたというお話でしたよね。人数は229人で高齢化が進んで

いて70歳から74歳が一番多いのだけれども、そこが一番多くて82人と。なかなか体力

的にも厳しいかなというふうに思ったのですけれども、依頼された仕事というのはそ

れでも全部できていたというわけですか。もう一度確認なのですけれども。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

シルバー人材センターからの報告ですと、草刈り業務とか植木の剪定につきまして

は全部できたのですけれども、やや遅れぎみではあったそうです。ですが、全て処理

できたという報告を受けております。

以上です。
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〇畠山美幸委員長 いいですか。

質疑のほうが終わりましたので、長寿生きがい課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

暫時休憩いたします。再開時間を10時25分といたしたいと思います。

休 憩 午前１０時１０分

再 開 午前１０時２４分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境課、上下水道課に関する部分の質疑を行います。

最初の質問者、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 決算書の39ページです。家庭菜園で楽しみ、生活を充実する人が近年

ますます増えております。そこで、畑の害となるアライグマについて質問します。

アライグマ個体分析調査業務委託料76万760円とあります。このアライグマの捕獲

の状況です。年度ごとの推移状況はどうかということ、また第二種のイノシシ、鹿は

どうなっているかということです。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、私のほうからアライグマの捕獲数とイノ

シシ、鹿の捕獲数についてお答えさせていただきます。

過去３か年の頭数について報告いたします。まず、アライグマですけれども、令和

元年度の年間捕獲頭数が203頭、令和２年度が224頭で、前年比110％、令和３年度が

232頭で、前年比104％と、そういった結果になっております。

次に、イノシシの年間捕獲頭数ですけれども、令和元年度が35頭、令和２年度が

12頭、令和３年度が20頭となっております。

最後に、鹿の年間捕獲頭数ですけれども、令和元年度が７頭、令和２年度が13頭、

令和３年度が９頭となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 いいですか。質問はない。

〇山田良秋委員 はい、どうもありがとうございました。

〇畠山美幸委員長 質問はある。どうぞ、山田委員。
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〇山田良秋委員 微増、あまり変化はないという解釈でよろしいのですか。捕獲数です

けれども。

〇畠山美幸委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 お答えさせていただきます。

多少ですけれども、微増という形でなっております。

以上です。アライグマに関してです。

〇畠山美幸委員長 山田委員。

〇山田良秋委員 どうもありがとうございます。

最後ですけれども、町のほう、こういった状況すぐ対応してくれます。環境課長自

ら蜂の巣を対応してもらったこともあります。感謝しております。こんな形で引き続

きよろしくお願いします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 意見は要らないです。

次の質問者、犾守委員。

〇犾守勝義委員 私の質問は１点で、資料としては主要の施策の説明書の95ページ、ぽ

い捨て・路上等喫煙防止対策事業について。禁煙等強化区域というのは大体想像がつ

くのですが、どこであるのかということです。それから、巡回の回数はどのくらいな

さっているのかと。それから、ぽい捨て・路上等喫煙の状況というのは今現在どうい

う状況になっているのか、この辺をお聞きしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、私のほうからぽい捨て事業の、まず禁煙

等強化区域はどこかという質問からお答えさせていただきます。

禁煙等強化区域は東武東上線の武蔵嵐山駅の東口、それから西口の主に菅谷地内、

それからむさし台地内を指定させていただいております。

〔何事か言う人あり〕

〇千野政昭環境課環境担当副課長 失礼しました。最後大字で言いますと、菅谷地内と

むさし台地内、こちらを指定させていただいております。

巡回の回数につきましては週２回、１回２時間程度巡回をしていただいておりまし

て、シルバー人材センターの方が１名、不当要求相談員である方が１名ということで

２名で対応していただいておりまして、基本的に月曜日が14時から16時、金曜日が８
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時から10時といった形で巡回をしていただいておりまして、年間104回の実施となっ

ております。

それから、禁煙等強化区域内における周知啓発、声掛けといいますでしょうか、そ

ういった状況についてご説明させていただきますと、年間で582件、そういった形で

啓発を行っております。それから、その上で喫煙等に対する指導件数、こちらにつき

ましては年間36件ということでございまして、その上で条例上の勧告書、命令書に当

たるような案件はございませんでした。

それから、巡回をしている中で、ポイ捨てされたごみのほうも拾っていただいてい

るわけですけれども、こちらにつきましては令和３年４月から令和４年３月までの間

で、ごみを21.85キログラム、それから缶、ペットボトルが271本、こちらを回収して

いただいております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 再質疑をさせていただきます。

これは強化区域の中にヤオコーは入っていないようなのですけれども、それは入っ

ていないのはどういうような理由なのか。

、 、 、それと やはりこのぽい捨て・路上等喫煙の状況を見ると まだまだ啓蒙というか

啓発が必要な状況があるのかなというふうに思うのですけれども、そういった啓発、

啓蒙というような活動としては環境課はどのように考えているのか、その辺をお尋ね

したいのですが。

〇畠山美幸委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 禁煙等強化区域の中にヤオコーといった店舗が入っ

ていないと、そういうご指摘ですけれども、基本的に公共施設、それから道路、そう

いったところを対象としておりますので、含めていないというのが現状となっており

ます。

それから、今後の啓発なのですけれども、予算も限られているところでございます

けれども、まず今のぼり旗、それから看板等といった形で周知しているところでござ

いますけれども、何分風によって老朽化してしまう部分もあるので、そういったとこ

ろでまた再度購入させていただいて、さらなる周知啓発を図る。それから、道路に、

ここは禁煙等強化区域ですよという印刷も当初はしたのですけれども、大分薄くなっ
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てしまったところもありますので、また周知啓発を図るといった観点からは再度そう

いったことも検討したいというふうに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは２点です １つは 決算書の144 説明書で言いますと94ペ。 、 、

ージです。外来生物対策事業について、この費用が会計年度任用職員報酬ということ

でこれが出ているわけですけれども、この業務の内容、それから勤務日数、どういう

形でやっているのかということをお聞きします。

それから、先ほどこの中でアライグマの捕獲頭数が115ということで入っているの

ですけれども、先ほどの報告ですと232頭ということで報告ありましたけれども、そ

の辺の関係ですね、お聞かせください。

それから、決算書の146ページです。説明書で言いますと94ページですけれども、

空き家等の管理です。空き家等管理事業、これが２万6,852円、これは消耗品ですけ

れども、この事業についての業務の内容、それから管理している空き家の数がどのく

らいあるのかをお聞かせください。

あと、空き家等を対処した数、空き家に対して何らかの対処をしたと。その数が判

明できれば、それもお聞かせください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、外来生物対策事業につきましてですけれども、こちらの会計年度任用職員で

すけれども、週２回、月曜と金曜日に勤務いただいておりまして、午前８時半から午

後３時半までということで勤務いただいております。勤務内容といたしましては、月

曜日にアライグマの箱わなの蓋を開けて金曜日に閉めると、そういった流れとなって

おります。町内40か所ぐらい回っておりますので、なかなか時間がかかるところでご

ざいます。

それから、115頭の関係ですけれども、こちらにつきましては、こちらの主要な施

策に関しましては会計年度の職員の報酬に絡めまして計上させておりまして、年間で

は232頭だったのですけれども、職員が直接殺処分等を担っていただいた頭数が115頭

ということで計上させていただきました。
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続きまして、空き家等管理事業につきましてですけれども、こちらの消耗品につき

ましては、町内で放置されている空き家といいますか、先ほどその空き家に蜂の巣が

という話もあったのですけれども、蜂の駆除用のスプレー、こういったものを購入さ

せていただいております。

それから、空き家の数、管理している数ということでございますけれども、管理と

申しますか、空き家の適正管理に関する相談といったものが環境課のほうに入ります

ので、そちらの件数につきましては令和２年度に19件、令和３年度に16件、そういっ

た件数が入っておりまして、その上で適正管理に関する通知を送付しても何ら対応い

ただけないという空き家もございますので、そういった空き家に対しては町の職員の

ほうで、例えば適正管理を依頼してもされないということでします。本来であればい

けないのかもしれないですけれども、草刈りを実施しているというところもやむを得

ずということでやっておりますので、そういったところが、現在の数になってしまう

のですけれども、菅谷が３件、志賀が３件、広野が１件ということで計７件ございま

して、雑草が繁茂する時期については苦情が入る前にはみ出ている部分といいましょ

うか、そういったところを適正管理、草刈りを実施させていただいているところでご

ざいます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤原環境課長。

〇藤原 実環境課長 空き家の数につきまして補足をさせていただきます。

空き家の数なのですけれども、令和３年度末に環境課で把握している数は506件と

なっております。

以上でございます。

〔 では、結構です」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 そうですか。

次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の40ページなのですが、雑入の資源物売却代金が524万

905円で、これは令和２年度から上がっているのですが、原価が上がったのか、量が

増えたのか伺いたいと思います。

それと、主要な施策の94ページです。ストップ温暖化推進委員会の協議事項はどん

なものだったのかお伺いいたします。
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それから94ページの、先ほどの外来生物対策事業ですが、半分ぐらいが会計年度任

用職員の方が行っていて、あとの半分は地域から持ってきたものと思われますが、も

うちょっと多いのかな、駆除の多い地区というか、アライグマの多い地区はどこにな

るのか伺いたいと思います。

それと、97ページです。動物死体収集運搬業務の133万3,000円で、運搬先はどこに

なるのか、件数と種類を伺います。

同じく97ページで、し尿券売捌手数料の20万3,961円ですが、くみ取り件数と家庭

数、そしてこれは単純浄化槽というのですか、単一浄化槽というのか、合併浄化槽の

前の浄化槽がありますよね。それも加わった数なのかどうか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず最初に、資源物売却代金の関係でお話しします。ご説明させていただきます。

こちらにつきましては、令和２年度と令和３年度を金額で単純比較すると206万

6,833円の増ということでなっておりまして、回収の重量で比較いたしますと、アル

ミ缶で令和２年度が１万8,080キロ、令和３年度が1万8,560キロで、480キログラムの

増。紙類のほうで令和２年度が49万5,509キロ、令和３年度が48万4,235キロで、１万

1,274キロの減という形になっております。

また、アルミ缶の１キロ当たりの売却単価ということでございますけれども、年間

平均額が こちらは令和２年度から上昇しておりまして 令和２年度が年間平均67.3円、 、

だったものが163.5円に上昇していると、そういった形になっております。

それから資源物、紙類のほうの売却単価というのはほぼ変わっておりませんで、段

ボールが５円から6.6円、新聞は変わらず６円、雑誌は変わらず３円、牛乳パックも

変わらず５円、衣類につきましては売却ではなくて、受け取りという形で０円という

形になっております。

続きまして、ストップ温暖化推進委員会の協議事項につきましてですけれども、こ

ちらにつきましては、まず本町の事務事業に関するもの、嵐山町地球温暖化対策実行

計画というのがございますけれども、こちらに基づきまして、役場庁舎、健康増進セ

ンター、図書館、ふれあい交流センター、それから町内の５つの小中学校、それから

嵐山幼稚園の、こちらの10の施設です。この施設を対象に二酸化炭素の排出要因であ
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ります電気、ガス、ガソリンの使用量等から換算した温室効果ガス排出量の令和元年

度、令和２年度実績を報告させていただきました。次に、嵐山町環境基本計画兼スト

ップ温暖化地域推進計画における基本目標実現のための施策について、各個別目標に

おける環境指標の検証を行いまして、こちらにつきましても令和元年度、令和２年度

実績について報告させていただきました。そして、３番目に地球温暖化対策推進につ

いて、条例上で議会のほうに意見を求めるという形になっておりますので、こちらに

つきまして意見を各に求めまして、それに対する意見書というのが令和２年９月３日

付で届きましたので、こちらに対する環境指標に対する、出されました意見書に対す

る今後の町としての対応、こちらを委員さんのほうに説明させていただきました。

、 、それから 続きまして外来生物対策事業のその頭数115頭ということですけれども

232頭が全ての年間捕獲頭数でございますけれども、残りの頭数は職員が駆除してお

りまして、処分しておりまして、地区別の内訳ですけれども、232頭全ての内訳を申

し上げますと、古里が９、吉田が25、越畑が25、広野が７、杉山が67、太郎丸が５、

菅谷が４、川島が８、志賀が11、平沢が８、千手堂が14、遠山が５、鎌形が32、大蔵

が１、将軍沢が11といった結果となっております。最も多いのが杉山だったわけです

けれども、こちらにつきましてはインターのランプ内の開発に伴って、セイメイファ

ームさんのところで捕れる頭数が多かったものですから、こういった捕獲頭数となっ

ております。

それから、動物死体収集運搬業務に関してですけれども、運搬先ということでござ

いますけれども、こちらにつきまして、令和３年度につきましては運搬先は小川地区

衛生組合というふうになっておりまして、動物の種類で申し上げますと猫を39、アラ

イグマを237、ハクビシンを30、タヌキを17、鳥類を12羽、それから、その他鳥獣が

９といった収集運搬となっております。

最後に、し尿のくみ取り件数でございますけれども、こちらの件数は128世帯に対

しまして833回のくみ取り回数という形で報告をいただいております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 くみ取り件数なのですが、こちらにつきましては浄化槽は含

まれてございません。あくまでもくみ取り式便所の件数のみでございます。

以上でございます。
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〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 最初の資源物の件なのですが、これはよく、いまひとつ聞き取れな

かったのですけれども、アルミ缶は原価が上がったこともあるけれども、量も増えた

ということでよろしいのですよね。違います。

それともう一つ、資源物のほうの紙は原価は変わらないけれども、量が増えたとい

うことでよろしいのでしょうか。ちょっといまひとつうまく。

それから、ストップ温暖化の協議なのですけれども、議会からの意見に対して今後

の町の対応を話されたということなのですが、それについてのストップ温暖化推進委

員会の委員さんはどのようなご意見があったのか伺えますか。

それと、外来生物対策事業なのですが、杉山は今人が入っているというか、工事の

車が入っているからたくさん確保できたというか、そういう形ですよね。ふだん人が

入っていくと、他の地域、古里、吉田も多かったのかなと思うのですけれども、鎌形

なども入っていくとアライグマがたくさん出てくる可能性というのはあるのかどうか

伺いたいと思います。

あと、し尿券売払手数料なのですけれども、家庭数が128ということで、そうする

と、ここのところでは単純浄化槽というのはこちらに入っていないので、それは合併

浄化槽のほうに入ってくるのか、どういう処理を令和３年度なさっていたのか、これ

がよく分からないのですが、くみ取りではなくて、合併浄化槽でもなくて、公共下水

道でもないところというのはどういうふうな処理をされているのか伺いたいと思いま

す。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、私のほうからまず資源物売却代金の関係

で答弁をさせていただきます。

まず、アルミ缶につきましてですけれども、令和２年度と令和３年度を比較して

480キロの増となっております。こちらにつきましては先ほども申し上げましたけれ

ども、単価が上昇しているといった形になっております。

それから、資源物に関しましては、その単価自体はほぼ変わっていなくて、回収重

量、こちらが１万1,274キロの減という形になっております。すみませんでした。

それから、ストップ温暖化の関係で議会のほうから出された意見に対する今後の町
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の対応ということを説明というか報告させていただいたのですけれども、各委員さん

から意見といったものは出されませんでした。

それから、最後にアライグマの関係ですけれども、鎌形等の地区に入っていって、

数が増えるかといったお話ですけれども、基本的に農業被害ですとか家屋被害、こう

いったものに基づいて箱わなのほうを設置しておりますので、もっと被害を確認すれ

ば増えるかもしれません。鎌形等については、いる可能性は十分考えられると思われ

ます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、お答え申し上げます。

先ほどの128軒、こちらにつきましてはくみ取り式の便所をご利用なさっているご

家庭で、浄化槽エリアには107軒、公共下水道エリアには21軒ございます。そちらの

128件はこのし尿処理のくみ取りにて汚物をバキュームカーで処理しております。残

りの単独浄化槽とか合併浄化槽につきましては、合併浄化槽は家庭内の全て生活排水

及びし尿を合併浄化槽の中できれいな水に処理をして、そのまま道路側溝なり生活公

共用水に放流をしております。ただし、単独浄化槽につきましては、合併とは違って

し尿のみを処理する浄化槽でございまして、そのし尿を単独浄化槽で浄化して公共用

水に流す。また、別の洗濯とかお勝手とかの生活雑貨水はそのまま流してしまうとい

う状況になっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 令和２年度に紙類が減少したというのはどういう理由からなのか伺

いたいと思います。売却代金。

そして、次にストップ温暖化推進委員会なのですけれども、報告するだけで何も協

議がないというのは、推進委員会はどういうお仕事をする場所だったのか、改めて伺

いたいと、役目を伺いたいと思います。

それから、外来生物のことなのですが、これだと農業被害があったところにわなを

仕掛けるから、その周囲というのはどこにあるかというのを見ること自体が今の現状

ではできないというふうに考えてよいのか。そうすると、外来生物は増えていくわけ

なのですが、その点について伺いたいと思います。



- 140 -

それと、次の点ですけれども、私も今よく分からなかったのですけれども、単独浄

化槽は直接公共の水路に行くので非常に問題があるというふうに言われていますよ

ね。そして、このくみ取りではない単独浄化槽の仕様のものに関しては、くみ取りで

はなくて別にやっていくということで、全体では嵐山町の中で単独浄化槽はどのぐら

。 、いあると考えているのですか 私はくみ取りと単独浄化槽が確かにあったなと思って

今見ていて、単独浄化槽の手数料というのは嵐山町では全くカウントできないという

ふうになっているということでいいのでしょうか、伺います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 では、まず自分のほうから資源物、紙類が減った理

由ということでございますけれども、こちらにつきましては、理由については特に思

いつくことがございませんで、申し訳ないのですけれども……紙類の中で一番多く減

っているのが雑誌類でございまして、雑誌が、令和２年度が13万2,934キロ、これだ

ったのが11万6,735キロといった形で減っていることが見られます。

続きまして、ストップ温暖化の関係ですけれども、意見がなかった、役員の役割と

いうお話ですけれども、先ほどもお話ししましたけれども、議会のほうからいただい

た意見に基づきまして、町のほうからこういうふうに対応していきたいということを

ご説明して、その上で、確かにもっとこうしてほしいという意見はなかったのですけ

れども、役割……その他といいますか、環境基本計画に対する意見ですとかに関しま

しては活発に意見が出ましたので、それ以上何とも申し上げられないで申し訳ないの

ですけれども、環境基本計画に関しましては、個別の指標に関することで意見が出ま

したので、例えば里山のボランティア数が減っているのか増えているのか、そういっ

た形の意見だとか、太陽光の補助金についてとか、保護樹林についてだとか、そうい

った個別の関係で意見はされましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、今後の

町の対応についてということでは意見は出されなかったというのが現状です。申し訳

ないのですけれども、そういった形となっております。

それから、外来生物につきましては、確かに被害に基づいて設置をしている形です

ので、あとはそれ以外に町のほうで自発的に、ここにかけたら捕まるのではないかと

、 、いうところも何件かはかけておりますけれども 箱わなの数にも限りがありますので

その上で家屋被害、農業被害がどんどんと依頼が入ってくる状況でもありますので、
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自発的に仕掛けたものに関しましてはやむなく回収して町民からの要望に応えている

というところがあるという現状であります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

大変失礼しました。浄化槽汚泥の処理のご質問でよろしいでしょうか。嵐山町の浄

化槽につきましては、浄化槽エリア、公共下水道エリアに約2,900の浄化槽が存在し

ております。そのうち単独浄化槽につきましては900基、合併浄化槽につきましては

1,860基でございます。合併浄化槽のうち800基は町管理型浄化槽でございます。その

町管理型の浄化槽汚泥につきましては法定で年１回の清掃を行うことということで、

毎年どのお宅も清掃委託の際に浄化槽汚泥の引き抜き、くみ取りを行って処理をして

おります。それ以外のお宅の単独合併浄化槽につきましては、個人設置型でございま

すので、それぞれのご家庭でくみ取りを業者に依頼してくみ取っていただいて処分を

しているという状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 95ページですけれども、河川水質検査についてです。基準値超過はあ

ったのでしょうか。あった場合にその対策は何らかか取られたのか伺いたいと思いま

す。

２つ目に、不許可の埋立てはありましたでしょうか。

そして、上下水道課のほうですけれども、116ページですけれども、川島川の大腸

菌数はどのくらいか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

千野副課長。

〇千野政昭環境課環境担当副課長 それでは、私のほうから河川水質検査の基準値超過

に関してお答えさせていただきます。

まず、市野川水域の矢崎橋、こちらのほうで５月に１回基準値超過、ＢＯＤが１月

に１回基準値超過、大腸菌群数が３回、５月、７月、10月基準値超過、そして大腸菌

群数につきましては年４回実施しているわけですけれども、平均値も基準値を超過し

ております。次に、相生橋ですけれども、こちらはｐＨが５月に１回基準値超過、Ｂ



- 142 -

ＯＤが同じく５月に１回基準値超過、大腸菌群数が３回です。こちらも５月、７月、

10月に基準値超過して、４回の平均値も基準値を超過しております。

それから、川島川流入後でＢＯＤが１回、１月基準値超過、大腸菌群数が３回、５

月、７月、10月に基準値超過、そして、年４回の平均値も基準値超過という結果にな

っております。

続きまして、槻川水域の谷川橋ですけれども、こちらにつきましては大腸菌群数が

１回10月に基準値超過をしております。槻川橋ですけれども、こちらにつきましては

大腸菌群数が１回、10月に基準値超過しておりまして、年４回の平均値も基準値を超

過しております。

それから、都幾川水域の八幡橋ですけれども、こちらにつきましては大腸菌群数が

３回、７月、10月、１月に基準値を超過しております。また、年間の平均値も基準値

を超過しております。次に、二瀬橋ですけれども、こちらにつきましては大腸菌群数

が２回、５月、10月に基準値を超過しておりまして、年４回の平均値も基準値を超過

しております。

それに対します対策につきましてですけれども、こちらの調査につきましては、町

内を流れる河川の水質状況、こちらを把握いたしまして、今後の環境保全のための参

考資料といったことでそれを目的としておりますので、調査結果に対しまして特に具

体的な策を講じていると、こういったことはございません。

続きまして、不許可の埋立ての件数ですけれども、令和３年度における町の土砂条

例、こちらの規制に関するものにつきましての許可申請はございませんで、無許可に

よる土地の埋立てもございませんでした。

以上です。

〇畠山美幸委員長 清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 私のほうからは川島川の大腸菌群数について

お答えさせていただきます。単位につきましてはＭＰＮ／100ミリリットルでござい

ます。

令和３年度の数値を申し上げます。５月、１万7,000、７月、２万4,000、10月、３

万3,000、１月、490でございます。平均しますと１万8,623でございました。前年度

の平均値が49万750でございましたので、96.2％の減となっております。

以上でございます。
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〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 矢崎橋、相生橋、川島川、槻川、二瀬橋等が平均値でも基準値をオー

バーしているということで、対策は何にも取っていないということで、ただ測ってい

、 。 、るだけということ そうすると意味がないのです どこが原因でなるのかというのが

対策を取らなかったら私はいけないのだと思うのですけれども、その考えを伺いたい

と思います。

埋立てはないということで分かりました。川島川なのですけれども、すごいな、随

分減ったなと、１万7,000、２万4,000、３万3,000。１月は、これ基準値内ではない

ですか。最近では初めてではないですか。何でこんなに少なかったのか、逆に不思議

だなと思うくらいなのですけれども、何か１月に至るまでに対策を講じたので、この

490という基準値内で収まったのか伺いたいと思います。いいときの100万ぐらいの数

から比べますと、本当に改善したなと思いますけれども。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

藤原環境課長。

〇藤原 実環境課長 私のほうから河川水質の対策はというご質問にお答えいたしま

す。

主に今副課長のほうから申し上げた基準値オーバーが水素イオン濃度、ｐＨ、生物

化学的酸素要求量、ＢＯＤ、あと大腸菌群数、主にこの３つでございますけれども、

こちらのほうは、私どもといたしましては水素イオン濃度に関しましては、河川では

水深が浅く、日光が川の底まで届くような、そういった場所に関しましては、水が滞

留するような場所で付着藻類とか、そういうものが光合成によってｐＨ値が高くなる

というふうに調べております。これに関しましては、県のほうと連携して河川のしゅ

んせつや改修、水深や流速の確保などを検討していく必要があるかなと。機会を捉え

てそのようなお話をさせていただきたいと思います。

生物化学的酸素要求量、ＢＯＤのほうでございますけれども、こちらのほうは水の

中の有機物、汚れの原因になるような物質でございますけれども、これが、微生物が

それを捕食することによって酸素を消費するわけでございますけれども、そのことに

よって少し数値が高くなると、そういったことなのですけれども、これは主に川の汚

れの様子とか、ご家庭とか工場などの排水の状態を評価するような指標として使われ
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ているものでございますけれども、こちらのほうが少し超過をしたと。そういう状況

でございますけれども、こちらのほうの対応は私どもとしては、町民、事業者、それ

と町、行政のほうで排水基準に適合する排水を心がけると。町はそのための施策や、

その行動を応援するような広報活動を周知していきたいと考えております。

続きまして、大腸菌群数でございます。こちらのほうは、実は昨年度に大腸菌群数

から大腸菌数というふうに指標が変わっております。令和３年度は大腸菌群数という

ことでございますけれども、こちらの大腸菌群数というのは前から少し、50年ぐらい

の前の調査方法をずっと踏襲してきたと、そういった経過がございまして、大腸菌以

外にほかの細菌も全部カウントしてしまって、それが全部数値で出ていたという背景

がございました。そちらのほうはさすがに環境省のほうも問題視しまして、こちらの

ほう環境省の中央環境審議会の水環境・土壌農薬部会生活環境項目環境基準専門委員

会というところで議論しまして、それで見直しの答申が出ております。今度最新の調

査法を使って大腸菌数を測ると、そのように変わっておりまして、それは令和４年度

からの調査に該当になるのですけれども、その辺で大分大腸菌に対する現状把握がか

なり精度が上がった形で取れるというふうに考えております。いずれにしましても大

腸菌に関しましては環境課だけでなく、例えば公共用水に流される排水、ご家庭に関

しましては先ほども出ましたけれども、浄化槽、そのようなものからの汚れの場合、

排水の性質、あと工場等の排水に関しましても、そちらのほうは水質汚濁防止法等で

いろいろ規制がされておるわけなのですけれども、さらにその辺事故がないように私

ども環境課としましては、ふだんから現場に出ることが多ございますので、その辺河

川とか都市下水路も含めて異常がないかどうかというのは常日頃注視をしていきたい

と、そのように考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 私のほうからは川島川の１月の数値が異常に

低いということで何か原因がということでございますけれども、１つ主要の施策の中

でもお示ししておりますけれども、都市下水路の清掃委託ということで上流部分に当

たります新田沼排水路、９月から清掃作業等を行っているのが１つの数値が小さくな

。 、 、った要因であろうかと考えております また １つが毎年１月の調査につきましては

桁が１つ低いぐらいの冬場についてはもともと数値が低い数値という形で結果が出て
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おりましたので、その辺も含めて要因ではないかと考えています。もう一つは公共下

水区域内につきましては接続推進というものを行っております。令和３年度につきま

しては、区域内409世帯に対しまして公共下水を接続をお願いしたいということで戸

別に通知を送らせていただいております。その中で、直接上下水道課のほうにお問合

せもいただいております。お問合せいただいた件数が24件でございます。結果的に区

域内で新たにし尿であったりとか、単独槽、合併浄化槽のお宅が公共下水に接続した

というものが約30軒ございます。そういったことが総合的にありまして、数値のほう

が下がってきたのではないかなというふうに思っています。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 ｐＨは水深が浅くて、太陽光が入ってしまうと上がってしまうのだよ

と、なるほど、そうですか。ＢＯＤについてはこれが問題だと。有機物を微生物が食

べるので、その時に酸素濃度が一緒に消費されるから下がるという、そういうことで

ね。これが汚水や工場排水などとの関係で、我々の排水もそういうところに関係する

ということで。それで、川をある程度さらうということで、これはそういうことでは

ぜひやったほうがいいと思うのです。特に嵐山町は魚がいるのかなと思うのですけれ

ども、全部カワウに食べられてしまって、ほとんどもういないのではないかなって思

われるのです。魚の逃げ場がないのです。魚の逃げ場がないような川になってしまっ

てるから、それは逃げ場がなければ、もういくら放流したって、たちまち食べられて

おしまいだよということになってしまいますので、その辺を考えた川づくりというの

が私は必要だというふうに思うのです。ただ、子どもたちが遊ぶ場というのは、そこ

は危険性がないようにしないといけないので、両方ここの場と魚がいる場所というの

、 、はある程度区別しないといけないのではないかなと思うのですけれども どうですか

これ担当課ではないのでしょうけれども、その辺お答えできるのか。

〇畠山美幸委員長 答えていただけます。髙橋副……まだ質問ありますか。

〇川口浩史委員 川島川なのですけれども、そうですか、１月は水温がそんなに上がら

ないか、大腸菌がうわっと増えるという状況ではないのでしょうけれども、それでも

基準値は超過していたなという私の記憶なのです。それが今回これだけ減っている、

。 。基準値内だということで何かなと思って やっぱり新田沼の清掃が一番大きいのかな

あとは、そんなには改善していないよね。409世帯のうち30世帯しか下水にしている
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わけではないですから。この辺のことを見て、１月以外は基準値超過ですから、ぜひ

頑張っていただきたいと思うのです。その辺、清掃を今後年何回かやる方向が必要だ

と思うのですけれども、お答えいただきたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 では、２点につきまして答弁求めます。

先に髙橋副町長お願いします。

〇髙橋兼次副町長 それでは、河川のお話が出ましたので、お答え申し上げたいと思い

ます。

槻川の踏み石があるところに川口委員、最近行ったことがあるでしょうか。河川の

ことでございますので、県が管理をしています。あの前後を今回しゅんせつといいま

すか、結構工事があって、それなりの成果が出ているのかなというふうに思っていま

す。一度踏み石のところへ行って、ちょっと見ていただければ、こんなに魚がいるの

かなと。小さな魚ですけれども、本当にたくさんいます。やっぱり何かやることによ

って、そういうふうなことも出てくるのかなというふうに思っておりますので、いず

れにしても県の管理でございますので、必要があれば県にお願いをして、やるべきこ

とをやればそれなりの成果も出てくるのかなというふうに思っています。特に踏み石

のちょっと上流側が、藻が結構繁茂しているのです。それも今少しずつですが、きれ

いになってきています。したがって、その藻を今後どうしたらいいかなというふうに

、 。私ども考えておりまして それは何か手を入れてみたいなというふうに思っています

いずれにしても、ぜひ一度踏み石のところ見ていただいて、こんなに魚がおるのかな

というのは私も改めて感じました。したがって、今後のこともございますので、必要

があれば県にお願いをして、いろいろな対策を取っていただくというのが一つの考え

方かなというふうに思っています。

それと、全体的な公共下水等の話でございますけれども、先ほど副課長答えました

ように、何十件というものを公共下水道に接続替えをしていただくと。これは地道な

努力ですけれども、これを少しでもつなげていくのですか、町民の方にお願いして、

公共下水道のエリアになっているのだから、ぜひその辺を理解していただいて、つな

いでいただきたいという啓蒙をしていくのは毎年のことなのですけれども、非常に大

事かなというふうに思っております。

それと、公共下水道以外では、今度合併浄化槽の第２期工事も始まりましたので、
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これからいかにまだ未整備のお宅に対してお願いをしながら、１軒でも多く合併浄化

にしていただくとかというものが大事なのかなというふうに思っております。いずれ

にしても、いろいろ数値のこと、お話が出ましたけれども、そういうことが地道な努

力を続けていかない限り、なかなか一気に数値がよくなるということはないかなとい

うふうに思っております。だからぜひ長い目で見ていただいて、少しずつでもいろん

な対策を取っていけば川もきれいになっていくのだなと。生活排水も地道な努力を続

けた結果が最後は出てくるのかなというふうに思っておりますので、長い目で見てい

ただければ大変ありがたいというふうに思います。

〇畠山美幸委員長 いいですか。

質疑が終わりましたので、環境課、上下水道課に関する部分の質疑を終結いたしま

す。

ここで暫時休憩いたします。30分までといたしたいと思います。

休 憩 午前１１時２０分

再 開 午前１１時３０分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、農政課に関する部分の質疑を行います。

最初の質問者は犾守委員です。どうぞ。

〇犾守勝義委員 私の質問が３点ほどあるのですが、資料としては主要な施策の説明書

の99、100ということになります。

１点目は、農業者支援事業ということで、ほかの方も質問の準備をされているみた

いなのですが、農業者フォローアップ事業と農業者フォローアップ事業の地域経済活

性化分、この２つの違いです。そのことをまずお聞きしたいと。

次に、農業次世代人材投資事業ということで、まずこの事業の内容ということと、

もう一つは農業次世代人材投資資金、２人というふうに書いてあったと思うので、差

し支えのない範囲でこの２人について教えていただければというふうに思います。

３点目は、担い手育成嵐丸塾運営事業ということで、現在何名の方が塾生として在

籍しているのか、この３点をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、農業者フォローアップ事業の地域活性化分について、



- 148 -

通常のフォローアップとの違いということで説明いたします。

通常の農業者フォローアップ事業につきましては、農産物の生産体制の強化と経営

安定を図るものでございます。認定農業者や農産物生産組合、それと農業の各種団体

に対して支援するものです。また、この地域活性化分と申しますのは臨時交付金を、

国の補助金をいただきまして、こちらのほうは令和３年度分については農産物生産組

合にサービス品ということで補助をしております。サービス品につきましては、８月

１日から１月31日の間に1,500円以上購入のお客様に対して、地元の農産物を150円分

のものをプレゼントするというような内容でございまして、地域活性化分の令和３年

度につきましてはこのサービス品、また同じ生産組合、このコロナ禍の中での販売の

促進方法を少し変えようということで、外で対面販売とイベントを多くしようという

ことで、生産組合に対してテント、それと備品につきまして、風等が吹きますと危な

いですのでウエイト、それとテーブル、そういったものの購入に当たり10分の10以内

で補助したものでございます。通常のフォローアップにつきましては、通常生産の効

率をアップするための管理機、それと野菜を、ニンジンとかカブとか、そういったも

のを洗う機械、そういったものに補助しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、私のほうから農業次世代人材投資事

業について答弁をさせていただきます。

２人のほうなのですが、町内在住の40代男性が３年目で150万円受けております。

この方につきましては古里地内の圃場でホウレンソウを周期栽培されている方になり

ます。もう一人の方につきましては町内在住の30代の女性で、５年目の前期分という

ことで75万円、これ前期分というのは１年目が後期から始まっておりますので、そう

いった関係で前期分という形で75万円を入れているような形になります。この方につ

きましては、志賀地内の圃場で有機農業をやられている方になります。

それと、担い手育成嵐丸塾の運営事業のほう、何名の塾生が在籍しているかについ

てなのですが、現在塾生が20代の女性が１名、それと30代の男性が１名、それと40代

の女性が１名ということで３名になります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。
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〇犾守勝義委員 再質問をお願いしたいと思います。

３つとも多少関係があるのですけれども、まず１つ目は、農業者フォローアップ事

業というのは経営の安定がまずあるということが先ほどの答弁であったと思うのです

が、そのときに新規就農をして、それで何年かたつと当然その方の状況というのが変

わる可能性というのはありますよね。ですから、意欲を持ってやっていたけれども、

例えば病気でその期間農業に携われなくなったとか、場合によっては女性の方で新規

就農して、例えば結婚されてお子さんができてその期間ちょっとできなくなったと、

そういうような形であった場合のフォローというようなことはこの中には入っていな

いのかどうかです。

ここの、例えば農業をするための機械とか、そういう部分の補助をするとかという

フォローと、別にほかの形のフォローというのも農業者フォローという部分のところ

では重要な視点ではないのかなというふうに思っているのです。ですから、そういう

ものも含めた形のフォローアップ事業というような方向性というのは私は必要かなと

いうふうに思っているのですが、その辺のところは現在の状況の中では考えられない

のかどうか。

それと、この次世代人材投資事業で２名の方が新規で入ってきたと。これは最初考

えていたような状況で、一生懸命やっていても何年かやればいろんな状況を考えたと

きに、その後のフォローみたいなものというのも当然つながってくるだろうと思いま

すし、嵐丸塾のこの３名の方ですか、やっぱり嵐山町で新規就農するという意欲を持

って今勉強されているというふうに思うのです。そうしたときには全部関連性がある

、 、のであれですけれども そういった部分のことについて今後のフォローみたいなもの

そういうものについてどういう考えなのかお聞きしておきたいと思います。

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、フォローアップについてお答えいたします。

、 、機械ですとか そういった以外のフォローアップということでご質問ですけれども

嵐丸塾の塾生、あるいは次世代人材育成の関係で国から経営開始型の補助金をいただ

いている方に関しましては、町が窓口になっております。当然嵐丸塾においては塾長

や指導農家がおります。また、農林振興センターの農業支援部の職員もおります。そ

ういった周りの関係者で、今現在もなかなか予算には出ておりませんが、実際に就農

してお子さんを授かって、今現在子育て中という方もおります。そういった方に関し
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ては、規模のほうは一旦縮小して、その間農業の勉強をしていただく。できるだけ農

地に足を運んで見回るだけでも農業に従事しているということになりますので、そう

いったアドバイス、相談もございます。そういったものは既に継続してやっています

ので、今後もより新規就農者等に相談窓口のほうを広く開設していって、そういった

面のフォローもしていきたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 このフォローアップ事業の中にそういったものをきちっとした形で組

み込むというような、そういうことは考えられないのですか。

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 こちらのフォローアップ事業に対しましては、こちらは補助金で

ございますので、こちらと一体的というのは難しいとは思いますが、スタンス的には

何かしらのＰＲをして、農業者に対してＰＲのほうを広く図ってまいりたいと思いま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、大野委員。

〇大野敏行委員 ３項目について質疑をいたします。

。 、まず初めに主要な政策の99ページです 嵐山町千年の苑手芸施設指定管理料63万円

令和３年度の事業は何をしたのか。平素はどのような利用方法なのかとありますけれ

ども、私はこの通告書を８月23日に私の分は全て出してありますので、その後一般質

問でもこの問題が取り上げられました。再質疑からこの件はお願いしたいと思うので

すけれどもよろしいでしょうか。

〇畠山美幸委員長 どうぞ。

〇大野敏行委員 この件につきましては観光協会に委託してやるということでした。観

光協会に委託してあるこの施設につきまして、農政課としては一切お任せで口出しは

されないのか、利用方法等についてお尋ねしたいと思います。

次に、100ページです。土地改良施設維持管理適正化事業、この事業内容と本事業

により行ったことによって何年程度の耐用年数があるのかということ、その内容とそ

れをお尋ねします。

それから101ページ、農村地域防災減災事業、嵐山町４地区、農業用ため池劣化状
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況評価業務委託で、緊急を要する場所はなかったのか、評価表の提出はいつになるの

かお尋ねしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、私から千年の苑手芸施設の指定管理料について回答い

たします。

こちらの指定管理でございますが、令和３年４月から令和８年３月31日までの５年

間の指定管理で基本協定を結んでおります。基本協定の内容では、施設等の運営管理

に関する業務、施設等の維持に関する業務、施設等の効果・効率的運営に資するため

に必要な業務等があります。指定管理料の内容ですが、手芸施設での講師養成講座、

。 、 、 、これが指定講座としてやっていただく内容になります また 施設内の清掃 光熱水

光熱料、浄化槽の維持管理料、消耗品等が含まれた金額が63万円でございます。特に

農政課との関わりでございますが、施設を有効に本来の目的どおり活用していただく

というのが強い願いでございます。一般質問でもございましたが、まさにまつりの期

間は使っていただきたいということが農政課の気持ちでございます。今年につきまし

てはお土産品のストックヤードということで聞いておりますので、やむを得ないかな

ということで判断はしておりますが、まつり以外は講師養成講座、今年のまつりの手

芸教室の講師さんを養成するための講習会を令和３年度は２回やっております。その

ほかに観光協会、自主事業としても接ぎ木の講習会ですとか、クリスマスリースを作

る講習会ですとか、オイルの蒸留体験とか、そういったこともやっております。コロ

ナ禍ですので、自由に多くの方を集めてというのが本来できませんでした。ただ令和

３年度におきましては、今年は施設のほうのお土産品販売はなかったのですが、ラベ

ンダー応援ウイークというのが13日間ございました。その中でドライブスルーのよう

な感じで、予約で生バラの切り花を販売したり、マスクスプレー等のお土産品もその

場所で販売したという実績がございます。農政課といたしましても今年の利用につい

てはやむを得ないと思いますが、今後もそういった関わり合いを持ってしっかりとし

た指定管理がしていただけるように協力してまいりたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、私のほうから土地改良施設維持管理

適正化事業と農村地域防災減災事業についてお話をさせていただきます。
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適正化事業につきましては、土地改良施設の維持管理に伴う費用の一部を補助し、

施設機能の保持と耐用年数の確保のために必要な整備補修をするものの事業でござい

ます。内訳としまして、嵐山南部土地改良区のほうでパイプラインの敷設替え、ポン

プの関連機器の交換、それと七郷北部土地改良区につきましてはポンプの交換と仕切

弁の交換、嵐山中部土地改良区につきましてはポンプの交換、ラバー堰の交換、水管

橋の交換という部分で補助のほうをさせていただくものになります。何年程度大丈夫

、 、かにつきましては 事業により造成された財産の処分制限を耐用年数といたしますと

対象となる施設ごとに異なりますが、例で言いますとパイプラインで10年、それとポ

ンプで15年というのが１つの目安になると思います。

続きまして、101ページの農村地域防災減災事業のほうになります。劣化状況評価

の結果につきましては、防災工事が必要となったため池が７池ほどございます。結果

につきましては、関係する土地改良区等に随時報告をさせていただいて、今後の整備

に向けて協議をしているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 千年の苑の手芸施設の利用方法については分かりました。これは結構

です。

土地改良施設の維持管理適正化事業でありますけれども、南部、北部、中部とパイ

、 。プラインの交換だとかポンプ交換だとか かなりのこういったものが出てきています

土地改良事業始まって既に40年ぐらい経過しているのでしょうか。こういったものが

土地改良区のみならず土地改良組合のほうでも同じような状況になってきているのか

なと思うのですけれども、その辺の状況の把握みたいなものはされているかどうか、

お尋ねしたいと思います。

それから、地域防災減災事業ですけれども、７池について再評価をする必要がある

ということでございます。この資料も見させてもらいますと、次年度へ繰越しという

形で2,030万円ですか、来ておりまして、今年度そのような調査をされるのかと思う

のですけれども、各地区に管理するところにお知らせはしてあるということで、つい

最近私のところにも志賀地区で管理している沼もありましたので、飯塚さんのほうか

らお話はありました。これについてお金がいっぱいかかると思うのです。どういうよ

うな順番というか評価というかをどの程度で考えていらっしゃるのか、この時点で、
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その辺のところもお尋ねしたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 では、答弁させていただきます。

適正化事業の土地改良組合の状況のほうなのですが、施設的には土地改良区と同じ

ような状況で、大分年数が経過してポンプ等に支障が出ているというお話も聞いた中

で、何年か前にもポンプの、この適正化事業自体が、すみません、土地改良区は埼玉

県の認可法人ということで事業申請ができるような形になっておりますので、手を挙

げられるのですが、組合さんのほうにつきましては認可法人になっていない、任意団

体になっておりますので、この適正化事業に手を挙げられないという形になっており

ますので、町のほうの農業振興対策事業、10分の３の補助の事業を使いまして、以前

三ツ沼のほうでポンプの交換等をしたという事例と、あと遠山のほうで配管の交換を

行ったという事例がありますといった形で、組合さんのほうも大分その施設の対応が

迫られているというのは農政課のほうでも把握はさせていただいております。

続きまして、農村地域防災減災事業のほうになります。今年度分に繰り越している

ところもあるというお話をいただきました部分につきましては、先ほど申しました７

池というのは、昨年度３分割をしまして委託のほうを発注させていただきました。１

つが繰越しになりまして、５月31日で工期のほうを迎えておりまして、その結果も含

んでの７池という形になります。

続いて、順番につきましては、一応県のほうに、今町のほうで考えているのがなか

なか町のほうで全部というのが難しい形になりますので、県営事業を使いまして、な

るべく県営事業のほうで対応する中で順番を決めさせていただく中で、当然ブロック

ローテーション等の耕作をしていないときとかが対応するのにいい時期だと思います

ので、その辺を組み込んだ形で計画時期を入れて、進捗を進めていきたいと考えてお

ります。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 各地区とも農業者の数が減ってしまって、改良区にしても土地改良組

合にしても賦課金を個人が払ってその組合運営をしているわけですけれども、なかな

かお金をそう潤沢に各組合とも持っていない。このようにしっかりと県や国のそうい
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った予算をうまく利用していただいて、今後ともこの件については積極的に、そうい

うアンテナを高くしてやっていただけたらなというふうに思います。これは答弁結構

です。ありがとうございました。

。 。 。〇畠山美幸委員長 今答弁なしでいいって言ったよね １点あった 要らないのだよね

〇大野敏行委員 そうですか。失礼しました。

〇畠山美幸委員長 終わったのですか。

〇大野敏行委員 そういったアンテナを高くしていただいて、予算を捻出していただく

ようにお願いしたいと思うのですけれども、その点についてお答えをいただきたいと

思います。

〇畠山美幸委員長 お答えいただく。

中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、答弁いたします。

委員のご心配のとおり、各組合非常に深刻でございます。嵐山町は嵐土連がござい

ます。嵐土連は改良区、組合ともに組織する団体でございます。そちらのほうでいろ

んな情報等、話合いの場が持たれておりますので、今後につきましてもそういったご

意見を反映させながら一丸となって取り組みたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 今国のほうから防災重点農業用ため池に係る防

災工事等の推進に係る特措法というのが令和２年10月１日に施行されておりまして、

その期限が令和12年度末という形になっておりますので、町のほうでもそちらのほう

の特措法をうまく使いながら、ため池の整備のほうを進めたいと考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 審議の途中ですけれども、ここで暫時休憩いたします。午後の再開

は１時30分にいたします。

休 憩 午前１１時５６分

再 開 午後 １時２５分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いての質問者、藤野委員、どうぞ。
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〇藤野和美委員 私は２問でございます。１番目が大野委員も質問されていましたけれ

ども、手芸施設の関係と、それからフォローアップの事業です。これも先ほど質問等

していらっしゃいますので、再質問からお願いしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 どうぞ。

〇藤野和美委員 手芸施設の関係ですけれども、この手芸施設そのものの使い方です。

例えばあそこを休憩所として使ったりとか、散策する人があそこを休憩スペースとし

て使っていくということは可能なのでしょうか、お聞きしたいと思います。

もう一つは、フォローアップ事業なのですが、これは臨時のほうです。交付金を使

っているということで、サービス品を提供したと。これ約１か月で1,500円以上買わ

れた方に150円の農産物をプレゼントしたということなのですが、これはどのぐらい

の数の人に提供できたのか。それに基づいて直売所の売上げ等にどのぐらいの貢献が

あったのか、そのことについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、答弁させていただきます。

まず最初に、手芸施設の利用方法でございます。来園、入場者、利用者等の休憩施

設にということでございます。施設の軒先等にスペースがございます。まつりの期間

中を見ましても、多くの来場者の方が手芸施設の軒先の、ちょうど自動販売機を２台

設置しておりましたが、そこで腰かけて、くつろいで、トイレを利用して帰るという

ところを見ております。まつりに限らず、できるだけ施設のほう、特にトイレです。

閉めているときもございますので、限りなく、要は行楽シーズンです。花は咲いてい

ませんが、ハイキングにいい時期です。春先ですとか、これからの秋の時期はぜひそ

ちらのほうに立ち寄って、休憩なり、トイレなり、そういったことにも活用していた

だきたいと考えております また 施設の中ですけれども 講師養成講座によって10名。 、 、

の講師がおりますので、できるだけ自主事業としていろんな体験教室等をやっていた

だきたいと思いますので、今後は利用方法につきまして観光協会と連携しながら考え

ていきたいと思います。

続きまして、フォローアップでございます。期間のほうは８月の１日から翌年の１

、 。 、月の31日までということで 少し長い期間やっておりました その間のサービス品が

150円のサービス品が２万4,947個でございます。こちらのサービス品は生産組合の方
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々からの野菜を中心としたものでございます。これの事業効果でございます。ちょう

どコロナが流行し始めた頃です。平成30年頃は売上げが、仕入れ品も含めて３億円と

いう勢いまで来ておりました。コロナ禍になってから2,000万円ほど売上げが落ちま

した。ここ２年間、２億8,000万円近辺です。営業時間も当初は午前９時から夕方の

午後５時半まででした。今現在、臨時的に午前９時半から午後４時ということで時間

も短縮しております。そういった中でこういった事業を行うことによって、どうにか

落ち込みを持ちこたえているという状況でございます。その中でも、売場を見まして

もにぎわい的にはかなりあると思いますので、これからどのくらいこういう状況が続

、 、くか予測もつきませんが こういった事業をできるだけ活用して売上げの持ちこたえ

そういったものに貢献してまいりたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 オーケーです。

〇畠山美幸委員長 オーケーですか。

次に、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、何人かの、私の質問するものにつきましても、今２名です

か、３名ですか、私を入れて４人目になるわけですけれども、同じ質問になってくる

かなと思いますけれども、違う面の質問をさせていただきますので、よろしくお願い

をいたします。

まず、農業者のフォローアップ事業の助成金と農業者フォローアップ地域経済活性

化というふうに２つの農業者フォローアップ事業というものが予算化しておりますけ

れども、これのまずは違いをお尋ねさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 その質問につきましては……

〇松本美子委員 分けていただきたいということです。

〇畠山美幸委員長 犾守委員の答弁を聞いていただいた上での再質問でお願いしたいで

す。

〇松本美子委員 ですから、そういうわけで答えいただいて、先ほども断りましたけれ

ども、犾守委員さんが聞きましたけれども、年代とかいろんなものも聞きましたけれ

ども、答えていただきながらそこに違う問題をちょっと私のほうでは聞かせていただ

ければと思って質問をさせていただきますけれども、無理なようでしたら再質問から



- 157 -

でも、今再質問でも結構ですよ。

〇畠山美幸委員長 再質問でお願いします。

〇松本美子委員 再質問ですか。

〇畠山美幸委員長 はい。

〇松本美子委員 そうしますと、その中で管理費というもので機械等があったと。機械

というものがどのような機械なのかというようなこと。それから、経営が安定するた

めにこの事業をやっているということですけれども、安定とはどのようなものを指し

て安定というものなのでしょうか。

また、もう一点は、各種団体等へのフォローアップをしているということですけれ

ども、この各種団体はどのような団体があるのでしょうか。３点です。

次の農業委員会のほうの関係ですけれども、農業委員の運営事業でございますけれ

ども、こちらにつきましては年間活動内容と指導や効果ということでお尋ねをさせて

いただきます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、答弁させていただきます。

まず、一般の農業者フォローアップ事業でございますが、補助の内容でございます

が、管理機と私先ほど申し上げましたが、稲作用の播種機ですとか、今回におきまし

ては、ハンマーナイフというものがございます。このハンマーナイフなのですが、基

本的に除草の機械は補助対象外なのですが、このハンマーナイフをご希望の農家の方

、 、 、はイチゴの施設栽培をしておりまして 使う用途としては ハンマーナイフですので

土の上をナイフでたたくということで、草をすき込む、土壌を改良するというものに

この機械が必要だということを説明を受けましたので、こちらのハンマーナイフを管

理機として考えまして補助いたしました。

また、この対象者ということでございますが、まず認定農業者がございます。それ

と、農産物直売所の生産組合員、118名ほどおります。その方のご希望のある方とい

うことで、それと新規就農者または団体、法人などの農業をされている団体の方、そ

ちらのほうが対象となっております。

〇畠山美幸委員長 あと経営安定。
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〇中村 寧農政課長 失礼いたしました。目的です。農産物の体制の強化と経営安定を

図るというのが目的でありますので、対象者が農業を経営として営んでいる方です。

ですから、最新の農機具によって生産性を向上するということが目的であります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、答弁を求めます。

農業委員会事務局内田主席主査。

〇内田雅幸農業委員会事務局主席主査 それでは、農業委員会運営事業につきまして、

私のほうから答弁させていただきます。

農業委員会、年間の活動、それから指導、効果等についてでございますが、農業委

員会運営事業といたしまして、毎月１回定期的に農地調査会を開催いたしてございま

す。令和３年度におきましても年間を通じまして全ての月で開催いたしております。

、 。加えまして 11月には年１回の集中的な農地利用状況調査も実施いたしてございます

また、毎月の農地調査会を経まして、農業委員会総会を令和３年度につきましては９

回開催してございます。これらの年間の調査会、総会等、主な活動といたしまして、

農地法に基づく許認可に関する審査等、またもう一つ大事な課題といたしましては、

農政課のほうとの関係がありますが、農地の利用状況の集約化の推進、これらに取り

組んでございます。それに関わる制度であります農地の利用権設定の申請につきまし

、 、 。て 令和３年度につきましても新規 更新ともに多くの申請をいただいてございます

また、農地を取得して農家の経営拡大を目指す農地法３条の許可申請につきましても

多数の申請がございました。また、国のほうで進めております農業のＤＸ化の推進の

流れを受けまして、令和３年度からはタブレット端末の導入等も進めてきてございま

す。農業委員会といたしましては、農業委員さん、農地利用最適化推進委員さんと力

を合わせまして、令和４年度につきましてもこれらについて一層推進しているところ

でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、再質問させていただきます。

ハンマーナイフの関係なのですけれども、こちらのほうが認定農業者の農業そのも

のは118人いるということのようでしたけれども、該当になられた土の上を、土壌で

すか、それをするものだということですけれども、幾つの団体さんに、こちらはあれ
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ですか、フォローアップ事業の中の地域経済活性化分のところの金額という形の見方

でよろしいのでしょうか。それが452万6,000円ほど入っているものですから、この内

訳が聞きたかったので、１回目から聞いてみたいなと思ったのですけれども、再質問

からということですから、再質問からさせていただいていますけれども、その辺をも

う一度申し訳ないですけれども、分けていただければありがたいないかなというふう

に思います。

それと、経営安定というのは、農家のほうでは安定化していくというものは自然の

相手ですから難しいという部分は非常にあるというふうに思っています。ですけれど

も、安定しなければ生活もできないと。そういう中で、特に経営安定をしていくため

の努力というか、指導といいますか、何かそういうものはあるのでしょうか、ないの

でしょうか、それをお尋ねをさせていただきます。

それから、農業委員会の関係なのですけれども、農業委員さんの活動はただいまの

答弁でほぼ分かりました。そういう中で、優良農地でしたら現在維持管理も大体のと

ころでやっていると。集団なり、担い手さんなりが頑張ってくれているというふうな

ことですけれども、そういうところの人たちとの関わり合いは、農業委員さんのほう

で関わっているところは優良農地ではないのですか、それとも耕作放棄地のほうの関

係とか、新規就農の関係とか、そういう方面に携わっていき、優良農地化をしていき

ながら元に戻すと、そういった事業のほうに力を入れていくのが農業委員さんで、現

状の優良農地については各集団あるいは担い手さんがしっかりとやっているので、そ

のほうにはあまりタッチはしていないというか、そういうことですか。

それから、集約化のほう等はこの間から出ておりましたけれども、この件はいつ頃

までに、どこまで予算、決算ですか、どこまで、どのくらい進んだのでしょうか。こ

ういう聞き方ならよろしいですか。

以上です。

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、農業者フォローアップ事業の内訳についてご回答させ

ていただきます。

具体的な内容ですけれども、南部堆肥組合の堆肥施設の修繕料でございます。それ

と、こちらのほうは認定農業者にパイプハウス、また生産組合に、これはチャレンジ

するための苗の配布、アンズですとか、ミカン、キンカン、そのような苗代を補助い
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たしました。また、生産組合の中でも、花き部会というのがございまして、花き部会

のほうにもパンジー、ビオラとミモザ、ハボタンなどの苗の代金の補助をしておりま

す。それと、先ほど申し上げましたハンマーナイフ、稲作用播種機、精米機、こちら

は認定農業者です。ブドウのハウス、カブ洗浄機、動力噴霧器の以上のような３団体

７経営体に補助しております。

また、経営安定の指導でございますが、こちらのほうは農政課サイドと農林振興セ

ンター、農協、そういった関連する人々によって相談を受け入れてサポートをしてい

るというのが今のスタンスでありまして、指導というよりは相談に応じてアドバイス

をしているというのが実態でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 農業委員会事務局内田主席主査。

〇内田雅幸農業委員会事務局主席主査 農業委員さん及び農地利用最適化推進委員さん

でございますが、優良農地、それから荒廃している農地、いずれにも毎月毎月のパト

ロール、それから年１回の農地利用状況調査を使いまして、町全体を優良農地の方々

とも交流をしていただいたりして、先ほど申しました農地の集約化に貢献していただ

いておりますし、それから一方で、荒廃農地に関する調査につきましても毎年協力し

ていただいて、そちらのほうの把握、そして対応等につきましても毎年毎年進めてお

ります。農地の利用権設定によって集約化を進めているわけですが、農政課のほうと

の関係がありますが、農業委員会のほうでは、令和３年度につきましては、毎年年に

４回定期的に利用権設定を受け付けております。年間で合計しますと、203筆の申請

がございました。うち82筆、半分弱ぐらいは新規の申請がございまして、毎年着実に

農地の集約化を進めているというところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 質問はありますか。

松本委員。

〇松本美子委員 いいですか。

〇畠山美幸委員長 今度で３回目ですから、どうぞ。

〇松本美子委員 フォローアップのほうは再質問という話でしたから、そちらは結構で

す。ですから、農業委員会のほうのことだけは３回目だと思いますので、よろしいで

すか。
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〇畠山美幸委員長 どうぞ。

〇松本美子委員 ただいまの答弁をいただきました中で、就農の関係、集約の関係です

、 、けれども 随分数が多く集約がなされつつあるのだなというふうに思いますけれども

やはりこれは耕作ができないというような形での集約が主なのでしょうか。それの内

容は高齢化ということが一口に言われますけれども、そういったような言葉を引いて

203件というような形で今集約がなされているというふうな解釈でよろしいでしょう

か。

以上です。

〇畠山美幸委員長 農業委員会事務局内田主席主査。

〇内田雅幸農業委員会事務局主席主査 農地の利用権設定でございますが、主に担い手

さんの方々をまず中心に農地を担っていただける方々が農地を借りて、広い面積で農

地に携わっていただいているということと、それからまた一方で新たに農業を始めた

い、あるいは嵐山町に引っ越して来られて農地を借りたいという方々、そういった方

々にも申請していただいて農地を借りていただいて集約化を担っていただいていると

いう状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、川口委員です。

〇川口浩史委員 この夏、東北では大雨によるため池の決壊があったということで、私

、 、これラジオで聞いて 実際どういう決壊の仕方をしたのか分からないのですけれども

嵐山町も大変ため池が多いわけですので、しっかり聞いておこうと思いました。それ

、 。 、で 101ページにため池の測量設計が載っているわけです 金額がそれぞれ違うので

測量の仕方が、ため池は全部違いますから、違うといえば違う、そうなってしまうの

ですけれども、測量の仕方も違うのかなと思っているのですけれども。沼だけを見る

と25沼あって、あと調整池、池があるわけなのですけれども、それぞれどういう測量

の仕方をしたのかを伺いたいと思います。１回目はもう大野委員さんがやっています

ので、２回目からということで。それと、今後の必要性、必要というか、どのくらい

の沼がまだ測量設計、調査する必要があるのか伺いたいと思います。

２つ目に、99ページなのですけれども、有害鳥獣の捕獲委託料が、昨年は77万円だ

ったのですけれども、82万9,000円、うんと増えている。具体的に捕獲はどのくらい

あったのかを伺いたいと思います。
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それから、昨年米の値段が下がったということで、農業の方大変だったわけなので

すけれども、その補償というのは何かあったのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、私のほうから答弁させていただきま

す。

まず最初に、農業施設整備事業の中のため池の関係ですが、金額に応じて、同じた

め池数なのに金額が違うという今お話があったのですが、内容についてはみんな同じ

なのですが、ため池の規模が、皆さんどこの池も違いますので、大きさ等によって測

量設計費のほう、委託料のほうが増減するような形になります。

それと、この夏において嵐山町で被害があったかという状況なのですが、ため池の

被害及びため池が起因する被害はこの夏ありませんでした。

それと、調査を必要とするため池のほうなのですが、残りのところ、そこにつきま

しては現状の方針では全て完了しております。

続きまして、有害鳥獣捕獲の委託料について答弁させていただきます。

金額の増加によるものにつきましては、従事者の単価の見直しということになりま

す。それと、捕獲の状況なのですが、鳥類が83羽、イノシシが16頭、鹿が８頭という

形になります。

続きまして、米の値段が下がって補償があったのかという部分について答弁させて

いただきます。

令和３年度の補償はありません。しかしながら、６月の補正をさせていただいたよ

うに、令和３年度に影響を受けた農業者に対して、令和４年度の事業で水稲の次期作

支援として補助を実施しております。

以上となります。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。ため池の関係では大きさが違うので、金額も違ってくる

と。同じ内容の調査をしているということですか。これ調査ですよね。調査やった結

果、改修が必要だというのはどのぐらいあったのか伺いたいと思うのです。私個人的

に言うと、池田沼や谷戸沼、池田沼も仮に決壊しても大丈夫かな。

〇畠山美幸委員長 意見は言わないでください。質疑のみでお願いします。
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〇川口浩史委員 ちょっと影響を受けるのではないかなと思いますので、谷戸沼も。ほ

かのところは具体的なところがよく分かっていないので。調査をして改修が必要だっ

た沼はどのぐらいあるのか。その改修はどのぐらいの時点でやっていく予定なのか伺

いたいと思います。

有害鳥獣の関係では、そうですか。これほかの環境課のところで聞いているわけで

、 、 、 、 。すけれども イノシシ 鳥などもそうですけれども 鳥類が83羽 イノシシが16頭と

、 。 、これは 令和２年度と比較して捕獲した数が伸びているのか 伸びていないとしたら

やっぱりこれは被害が出ているわけですから、どうしたらいいかというと、今銃を扱

える人が少なくなっているので、その辺の対策というものがしっかり必要ではないか

と思うのですけれども、その辺を伺いたいと思います。

それから、米の値段の関係なのですが、６月議会で、あれによって、令和３年度作

っていた人は全員が補償というか対象でお金が行くという理解でよろしいのでしょう

か。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁をさせていただきます。

まず最初に、ため池のほうなのですが、改修の数なのですが、劣化状況調査につき

ましては先ほどお話ししたため池の数が７池となります。

それと、ため池につきましては、以前から耐震点検、豪雨調査、劣化調査という形

で、調査を３つさせていただいております。その中で評価が悪かったため池につきま

しては、整備が必要と判断されたため池が、耐震のほうが20池、また豪雨調査のほう

が23池、先ほど言った劣化調査のほうが７池ということになりまして、ダブっている

ところもあるのですが、トータルすると24池の何らかのこういった整備が必要となる

結果となっております。

ため池の改修の時期につきましては、今県と打合せのほうをさせていただきながら

事業の計画を煮詰めているところにはなるのですが、県営事業としましては、本年度

基本調査ということで、ため池群１、２という形で、ため池群１が５池、それと２と

しまして４池を県営事業ということで９か所進めております。それと、団体営事業と

しまして、町のほうで４池、本年度予算で基本計画策定の業務を進めているところに

なります。そこで調整を取りながら、あと先ほど話したようにブロックローテーショ
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ンの時期等も踏まえた上で改修の時期を煮詰めているところになります。

それと、有害鳥獣捕獲の昨年度との比較になります。昨年度、鳥類のほうが57羽、

それとイノシシのほうが10頭、それと鹿のほうが13頭という形で、前年度よりも捕獲

頭数は増えているような形になります。今後の捕獲の指導等につきましては、従事者

とお話をさせていただきながら、農作物等に被害が出ているところを中心に捕獲のわ

なの設置を引き続きさせていただいて、捕獲のほうを進めていきたいと考えておりま

す。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 あと水稲。

中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、次期作支援の関係で答弁させていただきます。

令和３年度に影響を受けたということが大切でありまして、一応再生協議会のほう

に正式に作付の計画書を出していただいた方、それが一番手がかりになるもので、そ

ういったきちんと水稲をここの場所にこれだけありますというものを出していただい

た方が約100人ほどおります。その中で、当然水稲をやられる認定農業者等も14名ほ

どありまして、そのほか個人である程度集積してやられているという方もおりました

り、自作するという方もございます。そんな中で、種代１反当たり3,500円ほど考え

ておりまして、計画の中で、申し訳ないのですけれども、１反分は自己消費というこ

とを考慮しまして、そこは抜かせていただきます。それを抜いた作付面積のほうで計

算しまして、申し訳ないのですけれども、一番低い方で1,000円という方もおります

し、中には100万円を超えるという方もおられます。そういった支援の方法で、ブロ

ックローテーションの関係もございます。４年度作らないということがございますの

で、その方にとっては次期作はその次の年になりますので、そういった考えで次期作

支援という形を取らせていただきまして、まさに今その事業を展開しているところで

ございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 ため池の関係なのですが、１、２ということで答弁があったのですけ

れども、その意味がよく分からないのです。１が５池、２が４池だということで、そ

の１、２の件を伺いたいと思います。
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これは、その後、４池がこれは町がやるのだということで、これは最優先というこ

。 。 、となのですか これは先ほど大野委員さんが言った件のところかな 違うのであれば

どこの沼なのか伺いたいと思いますが。町がやるのが最優先で、その後１、２に県と

相談をしてやっていくということで、１、２のものに対しては県からの補助があると

いう理解でよろしいのでしょうか。時期的なものも分かれば併せて伺いたいと思いま

す。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、ため池について答弁させていただき

ます。

令和４年度に計画をしておりますため池郡１、２と町でやる部分につきましては、

県営事業でお願いする中で、ため池群１と言われているのですが、七里北部の左岸側

でまとめた群になりまして、そこで受益があったりだとか、ため池群というのが大雨

が降ったときの貯水機能を持たせている、そういう大雨対策になるという部分も含め

ておりますので、そういった中で左岸側でまとめさせていただいて、ため池群１、今

後、新川のところ、右岸側でまとめさせて、またため池群２につきましては、嵐山中

部をメインとしまして、粕川の右岸側と左岸側で分けさせていただいて、くくりをつ

くっているところになります。優先順位はないのですが、そういった形の中で町で全

部計画策定から改修まで24池ありますので、そういったところを全部町のほうででき

ませんので、県と協議した中で、そういう分け方をさせていただいた中で、ため池を

１、２、３、４でくくれなかった部分を嵐山町のほうで団体事業として行うという形

を取らさせていただいております。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者は渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の99ページですけれども、地産地消事業の14万9,520円

ですけれども、事業内容と効果を伺います。

それから、同じく99ページ、嵐山農業振興地域整備計画策定業務委託643万円なの

ですけれども、これは見直しということに書いてありますけれども、落札率、それと

策定の効果について伺います。

それから101ページ、これは書き方が悪かったのですけれども、農業用地測量設計

委託料4,542万4,000円ですけれども、今のため池のことの活用だと思うのですけれど
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、 、 。も 成果物の活用について大体分かったような感じはするのですけれども 伺います

〇畠山美幸委員長 中村農政課長。

〇中村 寧農政課長 それでは、地産地消事業について答弁させていただきます。

こちらの地産事業の活用ですけれども、地元農産物に付加価値をつけて販売を拡大

するための技術支援や販売促進を図るための経費となっておりますが、具体的には消

耗品においては直売所の裏に味菜工房が展開する61のうどんの店舗がございます。そ

ちらのほうが昨年度コロナのために長い間休業をしておりまして、少し店舗のほうの

改修が必要になりまして、その部品です。ボルトですとか、ジョイントする金具です

とか、それと屋根の部分のシートです。そういったものを消耗品として買って、職員

等で設置をしたというものに使わせていただきました。また、有機栽培をしている農

家のご質問、一般質問であったところでございますが、有機と観光農業の間に実は埼

玉県で認証する特別栽培の認証というのがあります。そちらの認証を受けている方が

町内で３名ほどいらっしゃいまして、その方がその農産物に貼るシールというのがご

ざいます。そちらのほうの印刷代ということで使わせていただいております。また、

そのほかに農林61号で既にパンフレットを作っております。いろんな施設において配

布しているのですけれども、かなり好評で、直売所はかなり部数が出てしまっている

ので、そちらのほうを約1,000部ほど増刷したものでございます。

いずれにしても、効果につきましては、めんこ61を展開するに当たって、味菜工房

のうどん店は、そういった意味ではＰＲ効果がございます。また、それを支援するこ

とによって、味菜工房の販路、これは昨年ささいなことなのですけれども、実は鎌形

のデイセンターウィズさんのほうで農林61号の話を聞きまして、うどんを利用者に提

供したいという相談がありました。味菜工房さんに相談したところ、喜んで配達しま

すよということで、月に１回、５パックほどですけれども、利用者に地元のものを食

べさせたいということで、うどんが大好きだそうなので、そういったことで、また生

麺を提供していまして、施設で調理の方がその場で茹でて、茹でたてのうどんを食べ

るということで、茹で方も何か指導したようなことも聞いております。そんな内容で

使わせていただきました。

以上です。

〇畠山美幸委員長 飯塚副課長。

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、私のほうから農業振興地域の整備計
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画とため池について答弁をさせていただきます。

農振の整備計画の策定業務委託のほうなのですが、643万円につきましては、この

事業が令和元年からの継続事業となっておりまして 当初の業務委託料のほうが913万、

円となっております。そのうち令和元年度中に前払い金として270万円をお支払いの

ほうさせていただきまして、残った額が先ほどの金額になります。請負率につきまし

ては91.4％となっております。今回、前回の全体見直しの平成21年から年数が経過し

ており、道路買収等を除外して農用地区域として確保しなくてはならない面積を再度

把握するために行った業務になります。

続きまして、ため池のほうになります。成果物の活用につきましては、先ほどから

お話をさせていただいている調査の耐震、豪雨、劣化で出た成果を今年度から委託の

ほうをさせていただきます基本計画の策定のところでご使用させていただくような形

になります。

以上となります。

〇畠山美幸委員長 質疑が終わりましたので、農政課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

暫時休憩いたします。入替えのみでお願いします。

休 憩 午後 ２時１２分

再 開 午後 ２時１６分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

企業支援課に関する部分の質疑を行います。

それでは、犾守委員からどうぞ。

〇犾守勝義委員 それでは、質問させていただきたいと思います。

私は３点なのですが、資料でいうと主要な施策の説明書の104、106ページというこ

とで、まずこの機会に、例えば給付事業、給付金事業に関しては整理したいというこ

とで、全て聞かせていただいております。

まず１点目、嵐山町小規模事業者等応援給付金事業、給付101件とありますけれど

も、この事業の内容を教えていただきたい。

２点目が、嵐山町販売促進支援金給付事業、これも同じように支援24件とあります

けれども、この事業の内容。
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それから、３点目は観光地域づくり法人推進事業ということで、法人化に向けての

進捗状況、これを質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

松浦副課長。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。

嵐山町小規模事業者等応援給付金事業の内容でございますが、こちらは新型コロナ

ウイルス感染症の影響により令和３年１月から申請日前月までの期間で、任意の連続

する３か月間の平均売上高が影響の出る前に当たる前年または前々年同期の平均と比

較して20％以上減少している町内事業者に給付金を支給したものです。減少率により

支給額が異なります。売上げの減少率が20％以上50％未満が10万円、売上げの減少率

、 。が50％以上70％未満が15万円 売上げの減少率が70％以上が25万円となっております

なお、国が実施する一時支援金、月次支援金、県が実施する休業・時短営業の要請に

伴う協力金の支給者は対象外としております。

、 。続きまして 嵐山町販売促進支援金給付事業の事業内容についてお答えいたします

嵐山町販売促進支援金給付事業の内容は２種類ございます。１つ目が嵐山町販売促

進支援金です。町内事業者で、嵐山町商工会の支援を受け、経営革新計画を策定し、

計画を実施中か、もしくは小規模事業者持続化補助金における一般型の第４回から第

６回に採択されている事業者へ事業実施のために必要な経費に対し、10万円を上限と

した給付金を支給するものです。対象事業につきましては、機械装置等費、広報費、

あと展示会等の出展費になります。２つ目が嵐山町新規創業者支援金です。令和２年

１月１日から令和４年１月31日の間に創業し、町内に本社または本店を有する法人及

び主たる事業所を有する個人事業主に対し、女性、若手創業者に25万円、一般創業者

15万円を上限とした給付金を支給するものです。対象経費につきましては、先ほどと

同じく機械装置等、広報費、展示会等の出展費になります。また、令和２年度、３年

、 。度の嵐山町創業塾の受講者につきましては 上限金額に５万円を上乗せしております

続きまして、観光地域づくり法人推進事業の法人化の進捗状況についてお答えさせ

ていただきます。

法人化の進捗状況につきましては、令和３年度より観光庁に申請する観光地域づく

り法人形成・確立計画の作成を行い、令和４年８月５日に観光地域づくり候補法人の

候補ＤＭＯの登録のための登録申請書を提出したところでございます。
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以上になります。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 再質問をさせていただきます。

この小規模事業等応援給付には飲食店というのは入っているのかどうかです。それ

、 、 、と もう一つは 法人化の進捗で８月５日に申請をしたというようなことなのですが

例えば法人化がもしできたとしたときに、現在の観光協会の形が法人化されたことに

よってどのように変わっていくのか、その辺をお聞きしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 今後のことだと決算にならないので。

〇犾守勝義委員 そうか。では、それはいいや。

〇畠山美幸委員長 聞き方を変えてくれれば。いいですか。

〇犾守勝義委員 聞きたいところだけれども、いいです。

〇畠山美幸委員長 最初のほうの質問に対してのお答えをお願いします。

松浦副課長。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。

こちらの対象の事業者には食品、食料品関係のお店等入ってございます。

〇畠山美幸委員長 飲食店。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 飲食店関係の事業者が入ってございま

す。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、大野委員。

〇大野敏行委員 私は、観光地域づくり法人推進事業ということです。今参考資料を頂

、 、 。 、いたので かなり細かく 何に幾らかかったのかということが載っています それで

その中で、お土産の商品製作費430万5,006円、土産品製造費用、どんな土産品をどこ

に頼んだのか。

それから、ラベンダー園の周辺管理の229万4,192円、イベント費用等とあるのです

けれども、昨年は大きなイベントはされなかったわけなのですけれども、どんなイベ

ント費用にお使いになったのか。そして、このような事業をしてくるについて、コロ

ナ禍での問題点は何かあったのか。継続運営するために何を目的としてやってこられ

たのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 松浦副課長。
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〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 まず、お土産品をどんなところにという

ことなのですけれども、肉汁うどんの製造を花山うどんさんというところに依頼をし

ております。また、ハンドクリーム等の製造について、ホシケミカルズさんというと

ころに製造のほうを依頼してございます。

続きまして、昨年のイベント等についてなのですが、昨年はコロナ禍のために大規

模なイベントを開催することができませんでしたので、広くＰＲを行わずに小規模な

イベントとして、ラベンダー応援ＷＥＥＫＳを開催することとなりました。こちらに

つきましては、目的といたしまして、ラベンダーの育成状況を御覧いただきまして、

皆様に少しでも楽しんでいただくためのイベントということで、コロナ禍での開催と

いうことで大規模に人を集めず、育成状況をラベンダーを応援していただける方に来

て見ていただくというふうなイベントで開催をしたところでございます。こちらにつ

きましての目的等についてはそういったところになります。

以上になります。

〇畠山美幸委員長 コロナ禍での問題点と継続についてのご答弁は、松浦副課長。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 問題点についてお答えができていなかっ

たので申し訳ありませんでした。コロナ禍での問題点につきましては、やはり大々的

にＰＲができなかったために多くの方に来場していただくことができなかったという

、 、 、ところと あと商品等の販売も行ったのですけれども やっぱり集客が少なかった分

その分の売上げが少なかったということが挙げられます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 土産品、パックのうどん、めんこ、私も何回も買って肉汁うどん食べ

ました。大変おいしいです。あれ人気あるかなと思うのですけれども。ああいったも

のは、この花山うどんさんというのは嵐山町内ではないかなと思うのですけれども、

町内にそういったものを作れる業者みたいなものはなかったのか。もともとそこに当

。 、たるつもりもなかったのか むしろこの花山うどんさんがそれを得意としていたのか

何で頼んだのか。ホシケミカルズさんもそうですけれども、そこらはどうされたのか

ということと、イベントを大々的ではなくてもされたと。楽しみにしている人がいる

のです。去年は入場料も何も頂かないで自由に見に来てくださいよという形だったよ

。 、 。 、うな気がします ただ いずれは刈取りをするわけですよね 摘み取りもしたりして
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リースを作ったりだとか、そういったこと、今年につながるようなことが何かできた

のかなと、できなかったのかなと。このイベントの中でという気がするのですけれど

も、その辺のお考えについては何かありましたらお答え願いたいなと思うのですけれ

ども。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

まず、うどんですとかクリーム関係、これはどこの業者でこういったものを製造で

きるかどうかというのは、当時うどんは農政課のほうでやっておったのですが、打合

せをしている中で聞いている話によりますと、一番近場といいますでしょうか、そう

いったところでこの対応ができるのがこの花山うどんさんだったということでここに

頼んでいるという話を聞いておりますので、当然町内業者も含めて近隣の業者さんの

ほう当たっていただいたのかなと。このホシケミカルズさんというのは、要は隣の小

川町の業者さんで、近くにそういった業者があったものですから、そこのところでお

願いをしてきたというような、そういったような経緯でございます。

また、昨年の刈取り後のいろいろ何かできたのではないかというところのお話なの

ですけれども、ラベンダーの、毎年ここ何年か終わった後にすぐ刈取りをして精油を

作る、そういった手続を取っております。これにつきましては、昨年ちょっと聞いた

ところによりますと、大体満開になってすぐ刈り取った状態で精油を取るのが一番い

いというようなお話を伺いました。ですので、応援ＷＥＥＫＳという、そういうイベ

ントをやりましたけれども、それが終わり次第、昨年はたしか２日間、刈り取れるだ

け刈り取って精油の福島の工場のほうに持っていったという経緯でございます。それ

につきましては、新鮮なうちに満開状態というのでしょうか、まだ終わらない状態の

うちに持って行ったほうがいい精油、精度が取れるといいますか、量とか、そういっ

たことがあるということで、そんな対応をさせていただいたので、また量は昨年度は

４ヘクタールぐらいの敷地にラベンダーという形でしたので、今年は昨年度にまた植

えたのがより増えていましたから、余計に花は咲いておりますけれども、そんなよう

な形でなかなかそういったものができなかったかなと。ただ、今回やってみて、今回

は３日間刈取りをやったのです。ですから、昨年よりも量は大分増えて精油のほうの

工場に持っていったというふうにやっておるのですが、それでもなかなか現地の営農
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さんのほうで委託している人たち、我々職員、観光協会事務局の職員、今年に限りま

しては、かなりラベンダーの量が増えましたので、職員の動員のほうもお願いをしま

して刈取り作業のほうをやったのですが、それでも全て刈取りができないような、そ

のくらいの量だったものですから、来年はそういうところをうまく今大野委員が言っ

たようなことも活用できるのかなというのも一つの検討材料としては話をしていると

ころでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 大野委員。

〇大野敏行委員 バーベキュー場や学校橋河原や、このラベンダー園を含めて、町外か

らお見えになるお客様が、人が集まるところというのは嵐山町の中ではあそこの地域

が圧倒的かなというふうに思います。そして、稼げる場所としてこのラベンダー園も

開設したわけですから、よりいろんな仕事を通じて、この嵐山町の中で稼げるという

活動というか、運動というか、そういったものをどのように心がけていらっしゃって

きたのか、その点を最後にお尋ねしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 まさに委員さんおっしゃるように、いかに南部のほうは今稼

げる場所というところの位置づけになっているかなというところもありますので、そ

こでどういうふうに稼げていけるのか、これはこの１年、２年で解決するものではな

。 、いのかなと やっぱり一つ一ついろんなアイデアを出しながらやっていくという形で

今担当なり観光協会職員とか、どうやったら稼げるようになるのか、そういったとこ

ろが検討しているところでございますので、一つ一つできることをどんどんやってい

くというのがまずは一番いいのかなというふうには思っているところです。職員も観

光協会の事務局のほうも忙しい中で、いろいろどういうふうにしたらいいかというと

ころは検討しておりますので、来年いいアイデアが出るかどうかというのは何とも言

えないところがございますけれども、一般質問当時にもお話しさせていただいたとお

り、ラベンダーのイベントが終わった後、すぐに反省会等も開きながら、どうやった

らいいのかというのは既に始めておりますので、できる限り稼げるような方法を考え

て、来年度のほうは実施に向けていけたらいいかなというふうには思っているところ

でございます。

〇畠山美幸委員長 ここで、藤永企業支援課長から犾守委員の質問に対して答弁がある
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ということですので、どうぞ。

〇藤永政昭企業支援課長 すみません、先ほど犾守委員さんのほうから給付金の該当の

中で、飲食店がその中に入っているかどうかというご質問があったかと思います。そ

れにつきましては、飲食店につきましては県のほうで給付金のそういった制度がござ

いまして、そこの県のほうに該当するというところは対象外ということでやっており

ますので、原則的には対象外みたいな形。そこに該当しない人で、うちのほうの町の

該当するものがあればそちらのほうでという形ですので。ただ、実質ほぼ対象外、県

の申請のほうが有利な給付といいますか、助成になっておりましたので、そういった

形では町のほうでは申請は上がっていなかったかなと思います。大変申し訳ありませ

んでした。

〇畠山美幸委員長 答弁の訂正でした。

ここで暫時休憩いたします。開催時間は２時50分といたしたいと思います。

休 憩 午後 ２時３５分

再 開 午後 ２時５０分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、次の質疑者は藤野委員です。どうぞ。

〇藤野和美委員 私が予定しておりましたのは３点でございます。

１点目が決算書の162ページ、主な説明書で104ページでございますけれども、地域

活力創出拠点管理事業、この費用の中に会計年度任用職員報酬と、それから委託料と

いうのが両方入っております。拠点そのものを委託するのであれば委託料で済むかな

ということが普通思うわけですけれども、ここに会計年度任用職員が入っているとい

うことの関係性をお聞きしたいと思います。

それから、２番目は同じく決算書の162ページ、説明書で104ページですけれども、

販売促進支援金給付事業の件です。これは先ほど犾守委員のほうが質問しておりまし

たので、これは結構です。

それから３点目が決算書の166ページ、説明書で106ページ、観光地域づくり法人の

関係でございます。これも先ほど大野委員と犾守委員と聞いて、質問がありましたの

で、再質問でございますけれども、先ほど資料を頂きました。実は、私の質問でこの

資料を提出してほしいというのが私の質問内容だったのですけれども、もう出ており
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ますので、その上でさらにお聞きいたしますけれども。これは町からの補助金をどう

使ったのかという形の内容だと思うのですけれども。一方では観光協会のほうで事業

等を、バーベキュー場、学校橋河原、当然コロナがありましたので、いろんなことが

執行できないとか、そういう中で当然あったと思うのですけれども、ただ細々ながら

も一部実施したりとかということがあったと思うのです。そうしますと、この中に当

然人件費と先ほどお土産品のコストも、ラベンダー等入っておりましたけれども、観

、 。光協会としては令和３年度の会計というか はどういうふうになっているのだろうと

これをお聞きしたいかと思うのです。

補足しますと、私の一般質問等でもお聞きしていますけれども、補助金を出しまし

た。当然補助金を受けた側で経営をいたします。その補助金を受けた範囲内で事業を

やっているのか。その中で活動すれば利益が当然生まれてくるわけです。それは、利

益は町に返すとか、返却するとかということは当然あってもしかるべきだと思うので

す。ですから、相手企業が、相手がどういう状態になっているかというのは、やはり

正確につかんでおかないと、町はただ出しただけで終わってしまうと。逆に出したも

のに対して費用はこういうふうに使いましたよとありますけれども、相手先はどうい

う経営方針を持って経営して、収支はどうなっているのか。本来はそこまでつかんで

おかないと、補助金を出した側の決算にはならないのではないかと。そういうことが

ありますので、その辺をもう少し詳しくお聞きしたいと思うのです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、まず最初の地域活力創出拠点管理事業の関係でご

ざいます。主要な施策の説明書の104ページ、会計年度任用職員の報酬、これにつき

ましては、嵐なびの２階で就労相談を今実施しております。こちらの就労相談の嘱託

の職員さんの報酬額ということになっておりますので、費用弁償で通勤手当だとかも

含めての、その方の費用となっております。あくまでも就労相談、要は観光協会とは

別枠という形になります。

、 、 、また 今回決算で資料のほうで出しましたけれども こちらの関係につきましては

観光協会さんのほうからは毎年度総会という時期になりますと、当然観光協会の決算

報告書というのも提出されます。ご承知のとおり町も社員になっておりまして、その
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中で今副町長が理事長という形でやっていますので、当然町側のほうにも総会の資料

とご案内も当然あるわけですけれども、その総会の資料の中に、決算報告というのが

ございますので、今回補助金で渡しました金額についての使い道は、この資料でお渡

しした中身の内訳というのはこれになりますけれども、その他の観光協会での決算、

そういったものというのも、収支報告書というものも全て出てきておりますので、そ

の利益の出ていた分とか、そういったものにつきましては、また来年度の新年度予算

の計上といいますか、そういったところにも組み込まれながら、今まででいきますと

利益の出た分というのは町のほうに寄附という形で基金で積立てのほうさせていただ

いております。今回もしそういうことになれば、また基金のほうに積立てをさせてい

ただきながら、観光のほうの事業で何か使うことがあれば、その基金から対応してい

くという方向になるのかなと。ただ、ご承知のとおり、この補助事業もこれで終わり

ますので、その中で今後どうなるかというのは分かりませんが、想定のほうもなかな

かできないところもあるのですけれども、なるべくこれは利益を上げられるようにと

いうのが目標で皆さん頑張っていろいろなことを考えながら、対応しながらやってい

きましょうということでやっておりますので、何ていうのでしょう、昨年度の決算に

ついては当然プラス収益のという決算にはなっておりますけれども、今年度もそうい

うふうにはなるかなというふうには思いますけれども、来年度以降がどうなるかとい

うところも含めて、観光協会全体でマイナスにならないような、そういうことにはし

ていきたいなというふうには考えているところなのですけれども。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

、 。 、〇藤野和美委員 それでは まずはその拠点です 関係地域活力のところですけれども

この就労相談はどのぐらいの実績があったのかということをお聞きしたいと思いま

す。

それからもう一つは、今の協会自体が決算報告をこれからやるということですね。

だから、まだ確定はしていないということでいいのですか。協会自体の会計報告とい

うか、それはまだ終わっていない。終わっているわけでしょう。そうすると、終わっ

ているのであれば、どういう形で町に寄附等ができるというのは、ある意味もうはっ

きりとしているのではないですか。その見通しとしては。ですから、やっぱり補助金

を出す側は、かなりその辺は本来は厳しく見ていかないとと思うのですけれども、た

だこの一覧表を見る限り、人件費からお土産物、それから学校橋河原の業務委託、ラ
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ベンダーの圃場整備等々が全部これ入っていますので、ほとんどの費用がこれでカバ

ーできているだけの金額かなとは思うのです。ただ、これが出ているということは、

そんなに期間が長くなくても、厳しいコロナの状況でありましたけれども、売上げが

上がるということは、その分は結局利益に上がってくるというふうにも考えられます

よね。これは今年度もそうだと思うのです。ただ、昨年度について、その辺がしっか

りとしていないと、今年度の決算等でまたあるわけですから、その辺でお聞きしてい

るのですけれども。その辺も現状で一定程度はっきりしているのであれば、見込みも

含めてお聞きしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、就業相談の関係の人数でございます。令和３年度

につきましては２件でございます。また、参考までにですけれども、過去何年間分の

データがございますので、お答えさせていただければと思います。令和２年度につき

ましては４名、４件でございます。平成31年の令和元年度についても４件、平成30年

度が８件。

以上でございます。

以前にも何か一般質問だったか、予算のときに、ここの活用についてはお話があっ

たかと思うのですが、人数は大分少ないというのが実績としては分かっているのです

が、あの嵐なびの建物自体の補助で、要は建築をするに当たりましては、こういった

就業相談をする、それが条件の一つになっているので、今も実施しているというとこ

ろでございますので、ラベンダーの話ではないのですが、今後会計検査等のそういっ

たところの頃合いも見て、就業相談をやっている場所につきましては、やめないにし

ても主体は観光のほうでやりながら、その中で就業相談も受けていますよという形の

活用方法を今後は一応考えているというような現状でございます。

また、観光協会の決算の関係でございますけれども、こちらについては、当然令和

３年度の決算というのは総会で諮って承認されておりますので、その時点でもう確定

という形にはなっております。それにつきましては、また観光協会の理事会のほうで

協議をしていただきまして、利益分というのでしょうか、そういったものについては

どういう対応をしていくかというのは決めていただくようになるかなというふうには

思っております。

以上でございます。
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〇畠山美幸委員長 藤野委員。

、 。 、〇藤野和美委員 この指摘が あの２階の問題というのは当然あると思うのです ただ

場所は非常にいい場所なのです。だから、あそこはカフェとして機能させて、カフェ

のマスターが就労相談もするとかということの考えはなかったのですか。

、 、もう一つ そういうことで理事会は町との関係で決定するということですけれども

理事会はいつ頃開かれるのでしょうか。その２点だけ。

〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 最初の、カフェをやりながらという話ですが、嵐丸ひろばが

今あるところが以前はカフェ等をやっていた経緯があって、そこのところをやめた経

緯というのはなかなかお客さんが来てくれないというところもあったように私のほう

では聞いておりましたので、そういう意味では、あそこでカフェをやりながら、カフ

ェのマスターが相談するという、そういう発想というのは誰も出てこなかったかなと

いうところでございます。現状就業相談やって、月、水、金来ていただいているわけ

ですが、細かく、聞かれた内容というのも集計していただいていまして、ほとんど観

光だとかに関する場所の行き方、そういったところがほとんど。ただ、聞かれること

というのは、特に平日、気候のいい観光シーズンというのでしょうか、そういうとき

にはかなりの人が電車で見えられて、いろんなところへ行くにはどうしたらいいだと

か、そういった聞かれることは、件数はかなり多い。ほとんど観光案内しているよう

なのが現状かなというところでございます。

また、観光協会、理事会のほうにつきましては、現在具体的に何月何日という予定

はございませんけれども、来年度のラベンダーのそういったこともございますので、

こちらとしましては、ある程度の時期には１回理事会のほうも開いていただいて、い

ろいろこちらからもご相談とか、方向性とか、そういったものも承認をいただきなが

ら進めなければいけないかなというふうには思っておりますので、あまり遠くないう

ちには理事会のほうも１回開いていただけるような形で要望はしたいかなというとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者は、青柳委員です。どうぞ。

〇青柳賢治委員 私は主要施策の説明書103ページです。企業誘致事業、佐久間町長も

全協などでその都度お話もありますけれども、この川島地区現地測量及び地区界測量
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業務委託の進捗を聞きます。

それと、今106ページの観光地域づくり、私が３回目になるのか、いろいろ細かい

資料を出してもらいました。私もここに、令和３年度までの町の勢力というか、費や

してきているということはよく理解しています。そして、今回参考資料ということで

企業支援課が出してくれたことにもありがたいと思っています。そして、さらにはこ

の事業、令和３年度実績ですけれども、やはりなぜこのＤＭＯ化を図ったかと、地域

商社として、その辺のところをもう一度しっかりとそのところに戻らなくてはならな

いのではないか そして 私が見て ここにＤＭＯ管理運営費として 人件費は2,735万。 、 、 、

1,000円上がっているということです。これは今この補助金があるから、自走期間で

あるということでこの事業は進んでいるのです。令和４年である意味でなくなってし

まうということを考えると、この人件費が、嵐山町観光協会の職員が５名、そして嵐

なびに２名ということで賄っている。やはりこの辺のことを担当課としては、令和４

年もこれと近い金額が出ているのだと思いますけれども、どのようにその辺を捉える

かなのです。さっき藤野委員がおっしゃったように、やはり観光協会は今までの、ず

っと昔からのバーベキュー場があったり、学校橋河原があったりする。私はそういっ

たある程度部門別の連結的な考え方も観光協会にあっていいと思います。投資してい

くところ、それからそれを回収していくということ、そのぐらいのある程度長期的な

目線でこの事業はやっていかなくてはならないと思っています。そういう中で人件費

の、私はこれが恐らく全て、今言ったほかの事業のところの部分も含めてこれを持っ

ているわけではないと思うけれども、その辺の人権費の割合というのだろうか、例え

ば、あくまでも嵐山町観光協会の職員とか嵐なびの２名についてはこれで賄っている

ということなのか、その辺のところをお答えできるようであればお答えしていただき

たい。

以上です。

〇畠山美幸委員長 小輪瀬企業誘致推進室長。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、企業誘致事業につきましてお答

え申し上げます。

川島地区の測量業務委託についてのお尋ねですけれども、こちらにつきましては定

められた工期の範囲で無事に完了しております。

以上です。
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〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、２点目の、まずＤＭＯ化の関係でございます。こ

れにつきましては、先ほど今年の８月５日に候補法人の申請書を観光庁のほうに申請

は出しましたということで答弁させていただきました。こちらの候補法人も、あくま

でも申請を出したら認定されるというものではございません。ただ、候補ですので、

候補ぐらいはある程度認定されやすいのかなというふうには思っております。ただ、

この認定をされてから今度正式な法人化されるまでには、やはりよその事例を聞いて

みますと、数年観光庁のほうが嵐山町はＤＭＯとしてやっていけるのかどうか、そう

いったところを見極めて判断をするというところがあるようでございますので、その

ときに観光庁のほうで嵐山町はまだまだ駄目ではないかという判断をされると、この

ＤＭＯ化というのはすぐすぐできるものでもないでしょうし、何かやっていかないと

ならないのかな。では、ＤＭＯ化にならないと、例えば観光協会なりが何かちょっと

困るといいますか、そういったものがあるかというと、特にそんなこともないのかな

というふうには思っていますので、ＤＭＯ化にしますと、いろんな意味でお金がまた

かかるわけなのです。ですので、候補法人を目指してということで補助金をいただい

ていますので、一応目指してやってはいるのですが、最終的には国の判断でなるか、

ならないかというのは来ますので、我々がしてくださいと言っても国のほうからこの

ままでは駄目ですと言われればなれませんので、それはもうどうなるかというのは３

年後とか、そのぐらいにならないと分からないのが現状です。

ただ、ラベンダーの運営につきましては、再三申し上げているとおり、いろんな意

味でこれがなるべくマイナスが減らせる、最終的にはプラスに持っていけるような方

向で先ほどお話があったような、それをプラスに持っていくように投資をしてでもま

たそれが回収できるようなことであれば、そういうことも考えながら今後は進めてい

ってやりたいなというふうには思っておるところでございます。

〇畠山美幸委員長 何か答弁漏れありましたか。

〔 人件費」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 人件費のことがありました。

〇藤永政昭企業支援課長 失礼しました。今回この人件費、今職員５名というのが観光

協会の事務局の３名と、バーベキュー場の施設長という方と、ラベンダー園の農場長

という方の２人足して５人、それと嵐なびのほうの売店関係で、町でいう会計年度職
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員みたいな形の方が２名分ということで載せております。こちらにつきましては、今

この補助金をもらっているので、人件費もここで対応させていただいておりますけれ

ども、当然今年度までということになります。来年度からは今までのようにバーベキ

ュー場なり、学校橋河原なり、そういったところの売上げからこういった給料を払わ

なければいけないというところでございます。また、事務局長が東武トップツアーズ

から派遣で今年度までお願いしているということで、それなりの金額を支払っており

ますので、来年度その事務局長どうなるかというところもありますけれども、今回と

同じ金額になるかどうかというのもちょっと分からないところもございます。ですか

ら、なるべくこの事務局長の人件費も抑えられて、それなりの方がなっていただける

といいのかなというふうには思っておりますけれども、そういった意味では、人件費

の分、これにつきましては、通常であれば何とか賄える、今までどおりだったら賄え

るというところなのですけれども、またラベンダー関係は数年の補助をいただきなが

ら、そろえるものも100％ではございませんけれども、ある程度備品等もそろえられ

てきてはおりますので、来年度以降はそんなにお金をかけずにほかのところで多少運

営はできるかなというふうには思っております。

また、一般質問のときにちょっとお話をさせていただいた取れた精油、これがそれ

なりに売れて、買っていただける会社があれば、ラベンダー園の運営管理費だとかと

いうのがある程度賄えていけるかなというところ、一応目星ですけれども、確定では

ございませんので、そういったところも含めて何とか観光協会自体がやっていけるよ

うな形で考えていかなければいけないのかなというのは、昨年度あたりからある程度

今後のことについては考えているところでございます。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 103ページの今お答えいただいた件ですけれども、川島地区の設立準

備委員会などもできていまして、それで令和４年３月の状況というのは、今小輪瀬さ

んが答えていただいたようなところまでというか、そんなところまでになるのかな。

、 。そこのところはお答えできる範囲で結構なのですけれども お願いしたいと思います

それと、今の答弁なのですけれども、観光協会のほうの、やっぱりできることをや

っていくということは当たり前だと思うのだよね。それで、私もなぜ今回決算でこの

資料が出てきてちょっと厳しめに言っているかというと、やっぱり監査報告が出てい

て、ＤＭＯ事業が肝だとおっしゃっているわけです、代表監査委員が。そういう中で
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我々も議会の中でこの決算特別委員会をやっているということです。そして、その辺

の人件費になる部分って普通の企業だったら、売上げがなければ人件費なんて払えな

いわけです。それが当たり前ですから。まず、その辺のところの捉え方というのか、

いや補助金がついているからというようなことではないのだ。これだって税金ですか

ら。皆さんの血税がここに流れているわけ。その辺のところをもう一度思い直すとい

うか、捉え直すというか、そしてできる限りのことをやっぱり考えていく。

さっきラベンダーのほうのオイルですか、あれも非常にいい値段がつくということ

になってくると、今後のやり方だって、今後のことは言いませんけれども、その穂が

一番高く売れる時期というのは、恐らくああいうものというのは商品ですから、相場

があると思うのです。そういったことも少し入れながら、やっぱりここからどうやっ

て税金の、いただいたものを戻せるようにやっていくかというここが私は嵐山の本拠

地だと。南のあそこの大平山からああした部分の場所というのは嵐山町の一番私は誇

れるところだと思っている。だから、あそこで稼げれば、先々だってそうですよ、と

思っていますので、そういうふうな、その部分のところだけ課長に答えてもらうのは

ちょっときついかもしれないけれども、そこが大事だと私は思うので、代表監査委員

のほうからも指摘が出ているので、その辺のところの答弁もらって、そしてお願いし

たいと。

〇畠山美幸委員長 小輪瀬企業誘致推進室長。

〇小輪瀬一哉企業支援課企業誘致推進室長 それでは、川島地区の状況ということで、

最初に青柳委員お尋ねいただいた測量業務委託につきましても、今進めております川

島地区で組合区画整理事業による産業団地整備、これの準備のために実施をしたもの

でございます。測量のほうも無事に終わりまして、併せてもろもろ、埋蔵文化財の試

掘調査等も、これは教育委員会のほうの仕事になりますけれども、実施をいたしまし

て、次のステップといたしまして、これは今年度の取組にはなるのですけれども、い

よいよ実際区画整理事業を実施していただける業務代行予定者の募集の手続に７月か

ら入っております。スムーズにいけば10月末には業務代行予定者が決定できるかなと

いうところで今もろもろ動いているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 髙橋副町長。

〇高橋兼次副町長 それでは、私のほうからお答え申し上げたいと思います。
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今の委員ご指摘の点は重々承知しております。今年度でいずれにしても補助金が終

わるということなので、抜本的にどうしていったらいいかというのはこの間の反省会

でもいろいろ出ております。特にお祭りをすることによってそこに費用がかかってい

るというのが現実でございまして、ではおまつりをどうしていったらいいか。来年や

らないよというわけにはいかないと思いますので、ただやり方をどうしていったらい

いかというのはそれなりに考えております。したがって、当然理事さんおられますの

で、今後どういうふうにしていったらいいかというのはざっくばらんに相談をしなが

らやっていかなければいけないかなというふうに思っております。ただ一つ言えるの

、 、 、は 今までバーベキュー場だとか学校橋河原の いわゆる借り上げるというのですか

それは町が持っていたわけなのですけれども、今は観光協会のほうで、たしか300万

台ぐらいだったと思うのですけれども、支払いをしているようになっています。した

がって、そういうことが長年積み重なっていけばそれなりの値段になってくるのかな

というふうに思うのですけれども、いずれにしても来年どうしたらいいかというのが

最大の課題です。先ほど人件費の話も出ましたし、ラベンダーの圃場に、管理に結構

お金もかかっています。今のまま続けていくというのはどだい無理なのかなというふ

うに思っておりまして、しからば今後どういうふうにしていったらいいかというのは

いろいろ考えさせていただいて、来年度きちっとおまつりもできるような形でやって

いければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者は、渋谷委員です。どうぞ。

〇渋谷登美子委員 先ほど決算資料として観光地域づくり法人推進事業の実績というの

を頂きました。それで、ちょっと気にかかるものがあるので伺います。

ＰＲ費なのですけれども、ドローン講習費等というので31万4,174円が掲載されて

います。これはドローンを実際に多分購入されたのかなと思うのですけれども、それ

と合わせて、１人の方が免許を取ったということなのかどうか。多分ドローンを使う

といろんな観光事業ができるのではないかなと思うので、その点について伺います。

〇畠山美幸委員長 松浦副課長。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。

ドローンの講習を受けられた方というのは観光協会の職員の方１名でございます。

そちらの方が今回のラベンダーまつりにつきましてもドローンを何回か飛ばしまして

映像のほうを撮りましてホームページにもアップ等をして広報活動をしていただいて
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おります。今後もこちらのドローンのほうを利用しまして、嵐山渓谷ですとか、紅葉

の時期とか、そういったものを撮ったりとか、そういうことをして嵐山町の観光資源

を上手にＰＲしていけるようになっていくのではないかというふうに考えてございま

す。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 ドローンって私もすごく興味があっていろいろ見ているのですけれ

ども、実はラベンダー園自体があれはドローンの講習会にとてもいい場所なのではな

、 、いかなと思ったりして そういうふうなことは今後企画されると思うのですけれども

１人の方が今回撮られたわけですけれども、これは町でもドローンを借りて撮影する

ということができるのか。免許を持っている人ではないと駄目だと思うのですけれど

も、すごく活用ができるなと思っていますので、観光だけではない形でも観光協会の

ドローンというのは使えるようになるのかどうか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 今回こういった補助事業でドローンを購入してＰＲのほうに

活用していきたいということで、たまたま費用の関係で１人しか免許のほうは講習を

受けて取れていないのですが、やはりもう少し多くの方が講習を受けて免許を取れる

と一番いいのかなというふうには思っているのですが、また町のほうも何人かこうい

った免許を取って違う形で利用度があるのであれば、当然使っていただくということ

でいいのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 いいですか。

川口委員。

〇川口浩史委員 私もドローンを質問しようと思っていたのですけれども、ドローン自

体は今年のまつりは借りてやったということなのですか。ドローン自体も観光協会で

持っているのですか。

その点と、あと圃場管理委託料があって、ドローンの下に圃場管理主任がいて、こ

れ別々の予算になっているわけです。なぜ別々の予算の組立てになっているのか。委

託料の中に当然この主任手当というのも入れてしかるべきではないかなと思うのです

けれども。その点伺いたいのと、あとバーベキュー場の開発費、体験型商品というの

はこれ何だったのか伺いたいと思います。
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〇畠山美幸委員長 藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、ドローンは観光協会のほうで持っているものでございます。購入をして、今

１台あると。ですので、ラベンダーの刈取りも含めて、免許を取った職員がドローン

を飛ばしながらそういう風景を映したりとかというのも実際もう既にやっておりま

す。また、今回は多分イベントのほうも確認はしていませんが、どこかでドローンを

飛ばしながらイベントの風景なんかも撮っているのかなと思います。その辺は今後も

っとＰＲをするに当たってはラベンダー園に限らず、これからの紅葉まつり、紅葉シ

ーズンに入ってきますので、そういったところも含めて、ドローンで飛ばした風景だ

とかを、例えばホームページに載せて、今こんな現状です、いついつ現在こんな状況

ですよとかというのが載せられるようになるのではないかなというふうには思ってお

ります。

また圃場管理と、人件費の圃場管理主任、これがなぜ別々になっているのかという

ご質問かなと思うのですが、これにつきましては、圃場管理、ここの委託料、これに

つきましては営農さんとの委託をしている金額でございますので、今来ている作業員

の方というのは営農の方です。そこに委託業務で契約をしてやっていただいている。

ラベンダー園の農場を仕切ってやっているのが、農場長という方が１人、これが先ほ

ど言った一番上のところの職員５名のうちの１人。その農場長の下に主任という形で

もう一人観光協会のほうで雇っている方がいて、その主任の方、この圃場管理主任と

いうのが、その主任の方の人件費、これは観光協会のほうから支出しているというと

ころで別枠になっているということでございます。

３つ目は、副課長のほうから。

〇畠山美幸委員長 松浦副課長。

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 体験型商品の関係なのですけれども、こ

ちらにつきましては、ダッチオーブンを使用した体験型の商品開発のための備品でし

て、購入物資につきましては、ダッチオーブンの温度計ですとか、ダッチオーブンと

たき火の三脚だとか、そういった物資を購入しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑が終わりましたので、企業支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。
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暫時休憩いたします。入替えのみです。

休 憩 午後 ３時２６分

再 開 午後 ３時２９分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、教育委員会事務局に関する部分の質疑を行います。

それでは、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私のほうは１点でございます。決算書でいいますと218ページ、主な

説明書では139ペーでございます。教育振興費の中の扶助費です。この扶助費の不用

額、この内容と理由についてお聞かせください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 お答えいたします。

ご質問の３科目は扶助費でございます。具体的には生活保護世帯と、それに準じた

、 。生活困窮世帯の児童生徒 特別支援学級の児童生徒に対する就学支援金でございます

。 、これらの支援金の支給対象者は前年度の予算編成の段階では未確定です したがって

人数も金額も推計値による積算となります。また、現年度におきましても支給の中に

実費精算の部分がございますので、年度の最後まで支給の総額が確定いたしません。

よって、１月の補正予算の編成の段階では減額することが難しいのが現状です。この

不用額につきましては、制度の適正な実施のために生じた執行残と解釈していただけ

ればと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私の質問は資料の主要な施策の説明書126ページ、146ページ、３点の

質問になります。

１つは、検定受検料補助事業です。この事業の内容を教えていただきたいというこ

と。

２つ目は、いじめ問題対策事業ということで、現在のいじめや不登校の状況という

のはどういう状況なのか。さらに前年度と比較してどのような状況かということをお

尋ねしたい。
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それから、３つ目が、負担金補助及び交付金ということで、古里の獅子舞保存会が

1,000円、それから古里の祭囃子保存会が１万1,658円というふうに、ちょっと差があ

ります。この差はどういう形でついているのか、この辺のことを教えていただきたい

ということでございます。

〇畠山美幸委員長 清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 最初のご質問にお答えいたしま

す。

検定受検料補助事業とは、児童生徒の語学力及び学習力向上を図るとともに保護者

負担の軽減をするため、日本語検定と英語検定の受検料に対し、予算の範囲内で補助

金を交付するものでございます。具体的には小学５、６年生の日本語検定受検に対し

て受検料の全額、中学生の英語検定の受検に対しては半額の補助を行いました。昨年

度の受検者数の実績は、小学生が231名で全体の96.3％、中学生が82名で22.3％とな

っております。

最初のご質問に対しては以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは、私のほうからは、い

じめ、不登校の状況についてお答え申し上げます。

まず、いじめでございますが、小学校、中学校ともに令和２年度から令和３年度、

比較をしてみますと微増ということになります。不登校の児童生徒数につきましても

令和２年度よりも令和３年度につきましては、やはり微増ということになっておりま

す。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 それでは、私のほうからは古里獅子舞

保存会、それから古里祭囃子保存会の金額につきましてご説明させていただきます。

まず、古里獅子舞保存会の1,000円なのですけれども、こちらは嵐山町文化団体連

合会の会員でございまして、その年会費が1,000円でございます。もともと当初の補

助金額というのが13万5,000円でしたが、令和３年度、コロナということもございま

して事業ができなかった関係から1,000円の支出、なお13万4,000円につきましては精

算をさせていただいております。
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それから、続きまして、祭囃子保存会です。こちらの１万1,658円の内訳でござい

ますが、まず支出の内訳なのですけれども、５月16日の役員会で会議費ということで

758円を支出しております。それから、７月17日に八坂神社の大祭がありまして、そ

こで祭りばやしを披露しているのです。祭りばやしですので、それのはんてんとかを

着て汗をかいてということで、それのクリーニング代が9,900円です。同様に、嵐文

連、嵐山町文化団体連合会の年会費1,000円を払いまして、足して合計しますと１万

1,658円になるものでございます。こちらも当初の補助金額４万5,000円でしたが、３

万3,342円は精算させていただいておりまして、その支出した分がこちらのほうに計

上されたものでございます。

説明は以上です。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 それでは、再質問させていただきます。

まず、検定受検料なのですが、これは例えば級数、例えば４級とか３級とか２級と

かという形があると思うのですけれども、これはどの級の検定を受けても同じように

補助というかしていただけるというような形になっているのか、その辺をまず一つ。

それからあと、いじめや不登校の微増というようなお話を伺ったのですが、実数の

ほうをお尋ねしたいということと、もう一つは第三の居場所である子ども家庭支援セ

ンターとの連携状態というのはどういうふうになっているのか、その辺のことです、

それをまずお尋ねしたいと思います。

それから、保存会のほうの支出分かりましたので、これは結構でございます。お願

いいたします。

〇畠山美幸委員長 清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 検定の級のほうでございますけれ

ども、どの級を受けても半額補助ということで支給させていただいております。昨年

度につきましては、中学生の英語検定のほうでございますが、２級から５級まで５段

階ございまして、それぞれ金額違いますけれども、半額補助させていただいておりま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは、いじめと不登校の関
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係につきましてお答え申し上げます。

いじめにつきましてまず申し上げます。令和２年度時点におきまして、小学校では

２件だったものが令和３年度末時点では３件、中学校では５件だったものが令和３年

度末には７件のいじめを認知いたしました。全て解消しております。解消率100％で

ございます。

続きまして、不登校の状況でございます。小学校につきましては、令和２年度末に

は６名だったものが令和３年度末には10名、中学校におきましては、令和２年度23名

だったものが24名ということで微増ということでございます。

加えまして、家庭支援センターとの連携ということでございますが、こちらにつき

ましては、年間数回の家庭支援センターにおける連携会議、それから各校で行われま

す各校の具体的な児童生徒の様子についての情報交換の会、そして状況によってはケ

ース会議等を随時行っている状況でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、質疑のほうですけれども、図書館の関係につきましては５

、 、日の日に現地調査という形で見てまいりましたので ある程度分かっておりますから

それは再質問のほうからでも結構ですけれども、後でさせていただきます。

そして もう一点ですけれども 公有財産の購入ということで 主要な説明書の146ペ、 、 、

ージになると思うのですけれども、杉山城の関係なのですが、駐車場の整備というこ

とで土地の購入をなされました。そこで、その単価ですけれども、どのくらいの単価

平米数をお買上げなされたのか。それから、物件補償はもちろんありますけれども、

それの関係。また、この駐車場につきましては、大型車だか普通車だか何台ぐらい入

れるのかお尋ねをさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 それでは、お答えいたします。

まず 平米単価です 杉山城の跡の駐車場としまして２筆ございまして １筆が433平、 。 、

米、それからもう１筆が1,113平米です。買収単価のほうは1,800円でございます。そ

れを掛けますと278万2,800円になるものでございます。

、 、 。それから 駐車場台数なのですけれども 普通乗用車で30台程度が駐車が可能です
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以上です。

〇畠山美幸委員長 図書館の質問は再質から。

松本委員、どうぞ。

〇松本美子委員 それでは、質問させていただきますけれども、図書館の関係なのです

けれども、現地のほうへ全員で行ってきましたので、大あらましには伺ってきました

ので、私も了解はしております。そういった中で、環境面ではかなりさっぱりしたと

いうか、窓のなかったところに窓もつき、網戸もつき、いろんな面でよくなったなと

いうような印象がまずありました。そういった中での質問なのですけれども、この利

用者の関係は日にちの単位や、あるいは年単位とか、全部説明を受けましたから結構

ですけれども、この利用者１日、男女別というか、それから主に年齢はどのくらいの

方が利用なさっているのかなというところが１点。

それから、そこを利用なさる方は、改修工事がなされれば気がついたと思いますけ

れども、どのような利用の方たちの声が出ましたかということ、よかったというか、

あるいは、わあ、すごいとか、いろいろな言葉が出たのかなと思っています。そこで

きちっと把握できるように利用者の声を伺ったことがありますかということです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 杉山のほうはいいの。

〇松本美子委員 すみません 杉山城の関係をもう一回 大型車の関係は 普通車で30台、 。 、

という答弁だったかなと思っていますけれども、大型車もこちらには来ているかなと

思いますけれども、それは普通車で入る分には大型車でというふうに、取って入ると

いうことですか。区別はしていないということでよろしいでしょうか。

それから、どのような方が主に利用なさっているのかなというところも少し伺いた

いというようなところもあります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

吉川主席主査。

〇吉川壮司教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館主席主査 それでは、図書館の男

女別利用者数と年齢についてお答えいたします。

男女別の人数と年齢別の人数は手元に資料をご用意しておりませんので、申し訳あ

りません、お答えできませんが、年齢としましては高齢者が多い傾向にございます。
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また、夏休み中は子どもの利用もたくさんございました。

私からは以上です。

〇畠山美幸委員長 岡本館長。

〇岡本 均教育委員会事務局知識の森嵐山町立図書館長 利用者の方々の声なのですけ

れども、アンケートとかは実際まだ取っておりません。ただ、私利用者の方々の直接

の声を聞きたいなと思っておりますので、入り口のところで立っていて、利用者の方

々からご意見や感じたことを伺っているのですが、工事が終了してから、以前も大変

居心地のいい図書館だったけれども、さらに快適で居心地のいい図書館になったねと

いう言葉とか、それから本当の意味でのクールオアシスになりましたねという、うれ

しい言葉をいただいております。数についてははっきりした数が言えなくて申し訳な

いのですが、利用した後の直接の声なので、とても本質に迫っているような意見だと

感じております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 お答えいたします。

車の関係です。普通車、それから大型車、特に区別はしておりません。

それから、どんな方がお見えになっている、来場されているかということでよろし

いでしょうか。まず、私たちもずっとあそこにいられるわけではないので、どんな方

がいらっしゃっているかというのはちょっと分からないのですけれども、一般的に町

内、町外の方、それからかなり遠方のほうからも訪れていらっしゃるということで、

あとは外国人の方も何人かいらっしゃるということを聞いています。

以上です。

〇畠山美幸委員長 松本委員。

〇松本美子委員 それでは、公有財産の杉山城の関係で、すみません。入り口あたりと

か出入りしている方にはいろいろな声を聞いて喜んでいると、そんなような声を聞か

れているということですけれども、令和４年度あたりには、もしかしたら希望とか、

あるいはアンケート、そのようなものを取る予定がありますか。今令和３年度決算で

すから、令和４年度に入っていますけれども。

〇畠山美幸委員長 決算ですので、令和４年度のことはすみませんが、聞き方を変えて

いただけますか。
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〇松本美子委員 分かりました。令和３年度は取れなかったということでしたから、残

念ですけれども、今後よろしくお願いいたします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質問者は青柳委員です、どうぞ。

〇青柳賢治委員 私は主要な施策の説明書126ページ。学校教育のＩＴ推進事業です。

3,554万8,676円。こちらの使用料、主に13節ですか、使用料、それから賃借料、この

辺の金額の効果についてお尋ねしておきたいと思います。

それから、152ページです。学校給食費の補助事業です。これは今年恐らく丸々該

当する第２子から第３子ということで597万7,000円ということで増額になっているわ

けですけれども、この辺の令和３年度の対象となった生徒の数、さらにはその効果を

お尋ねしておきたいと思います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 それでは、学校ＩＴ推進事業の契

約内容ですとか、そういったところをまずお答えいたします。

学校ＩＴ推進事業の使用料 機械器具借上料はそれぞれ決算額が510万58円 2,712万、 、

3,222円となっています。こちらの主な支出目的は、使用料が前年度に導入した教育

ソフトのライセンス更新料でございます。機械器具借上料は、同じく前年度に購入し

た児童生徒用タブレットパソコンの運用経費でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは、私のほうからは効果に

ついてお答えさせていただきます。

まず、子どもたちのＧＩＧＡタブレットに含まれているアプリケーション等を教職

員も同様に使えるようにということでこの予算を計算させていただきました。その中

で、オンライン授業の実施、また対面での中で質の高い授業の実施をＩＣＴを活用し

た授業で行わせていただきました。この結果、個別最適化された学びや協働的な学び

等を充実したＩＣＴを活用した授業を実践することができました。

以上となります。

〇畠山美幸委員長 高橋教育委員会事務局長。
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〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、私からは学校給食費補助事業についてお

答えさせていただきます。

こちらの事業ですが、第２子以降学校給食費補助金交付要綱に基づきまして、15歳

以上の子を対象とし、第２子目を２分の１補助、第３子以降を全額補助とするもので

ございます。こちらの対象者数でございますが、第２子が215人、第３子が22人、合

計237人。世帯数といたしましては215世帯でございます。

こちらの事業の効果でございますが、保護者の経済的負担を軽減することができた

と考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 まず、ＩＴ推進事業のほうなのですけれども、令和２年もこのような

同額のような経費がかかっていたと思うのですが、今この3,222万3,000円というのは

恒常的に発生する支出というふうな捉え方でいいのでしょうか。年度によってなくな

るときもあったりとか、そういうようなことなのですけれども。令和２年度と令和３

年度が同額だったものですから、この辺がどういうふうな支払いの内容になっていく

のかなということなのですけれども。同額が発生するかしないかということです。

それと、タブレットの話が今出ました。恐らく令和３年の３月までに全部入ったの

かな、生徒に。令和３年度ですから、今年で２年目ということでいいのですか。いろ

いろな各地の学校の様子だとか見ていると、大分タブレットを使って子どもたちが笑

顔でやっている。そして、コロナの状況がなかなか改善しないという中で、相当この

タブレットというのが重要度を増してくる。今の子どもたちは、もうこんなの横にな

、 、 、りながらでもできるのだろうけれども そういう効果 初回のときの初年度の効果と

それからこの令和４年３月までの１年間たってみたところの、いわゆるスキル度とい

うか、上達度というのですか、そういったようなことについてお尋ねできればと思い

ます。

それと、あと第２子、第３子、こちらのほうはあくまでも要綱ですから、手を挙げ

てお願いしますという形で第２子、第３子には、中には第３子がいても手を挙げてい

ないような人も中にはいるというようなことに、ほとんどがやっていますよというこ

とになると、その辺はどうですか、把握できているのでしょうか、お尋ねします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。
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清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 ＩＴ推進事業に関連する契約につ

いてご説明いたします。

大体長期の５年間の契約になっておりまして、金額につきましては、そのため数年

間は同じような水準で推移するものと思われます。また、その中でいろいろな効果を

検証しつつ次回の契約の際に内容変更ですとか、そういったことを考えていくことに

なると思います。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 お答えさせていただきます。

委員さんおっしゃるとおり、令和３年度はＧＩＧＡタブレットを導入して、まずは

使ってみるという目標の１年間でした。その中で、教職員も試行錯誤しながら多くの

研修等を重ねて、令和３年度当初から比べて令和３年度末には、まず教職員のほうが

かなり使えるようになってきて、それに伴って児童生徒のほうが実は習得は非常に早

いものがありますので、具体的に何ができるようになったというものはないですけれ

ども、授業を見ている限りだと、子どもたちもいずれ目標としては文房具のように使

えるようになればいいなとは思っているのですけれども、そのような形に近づいてい

ると感じております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 お答えいたします。

対象者でございますが、委員さんおっしゃるとおり、申請の方式になっております

ので、１回目の申請が８月までになっておりまして、前期の分でこちらでもできる限

りの広報はしたところでございますが、申請を出さなかった方が数名いらっしゃいま

したが、後期のほうではほぼ出てまいりましたので、年間を通しては、対象の方には

支給できたと考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

。 、 、〇青柳賢治委員 この機械の使用料が大分高額なのです それで 当然５年契約ですと

ある程度内容がうたわれているのですけれども、その辺の使用料として支払いは町が
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するわけです。その辺の使いやすさとか、そういったような点については、特に支障

なく、こちらのほうの要望というか、ニーズというようなものを酌み上げてもらって

支払いがされているものでしょうか。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 お答えいたします。

、 、５年間の長期継続契約になりますので 途中の段階で使いやすさ等につきましては

見直すということはなかなか難しいかと思いますけれども、適切な運用をしてまいり

たいと思います。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質問者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、主要な施策の40ページなのですが、町立幼稚園の預かり保育

参加料が22万2,600円ですけれども、具体的な内容を伺います。

124ページになりますけれども、小川町広域適応指導教室利用者の状況を伺いたい

と思います。今ですと、中学生が令和３年度24人、そして小学生が７名の不登校がい

。 。 。るということでしたよね その状況も併せて伺いたいと思います いたということか

125ページの英会話指導事業の808万529円の内容です。

それから、126ページのオンライン授業の課題なのですけれども、今伺った限りで

はなかなか教員の方もやっとではないけれども、使えるようになったという形で、令

和３年度の課題というのは、令和３年度のうちに一応終わったのかなと思うのですけ

れども、それでの課題というのはどういうものか。あと、電子掲示板を使用する連絡

の効果というのはどういうものかなというのがあって、この電子掲示板というのは、

子どもはタブレットを持ち帰ることもあるのかもしれないけれども、親も見るのかど

うか伺いたいと思います。

それから、134ページと139ページで、要保護、準要保護が増加傾向で、これは数字

で見ると、実数では令和１年よりは少ないのですけれども、令和２年よりはうんと増

えている。実際に子どもの数が少なくなっているので、パーセンテージにしていくと

やっぱり上がっているのかなというふうに思うのですが、その点について伺いたいと

思います。特にひとり親家庭の増なのか、コロナ禍によって家庭の財務が縮小したか

らなのか伺いたいと思います。
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それから、145、146ページですけれども、杉山城のリーフレット３万枚ですか、印

刷して、これは集客と言ったらおかしな話なのですけれども、観光者でいらっしゃる

方はどのくらい変化しているのか。駐車場も設置されて、あれは去年の話ですけれど

も、令和３年の話ですけれども、数としてはどのような変化があるのか。町には時々

役場の中に判こを押しにいらっしゃる方がいますよね。そういったことも含めて伺い

たいと思います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

田中園長。

〇田中恵子教育委員会事務局嵐山幼稚園長 お答えいたします。

預かり保育は子育て支援の一環として重要視しております。令和３年度は緊急事態

宣言の期間を除き125回実施、74％の家庭で利用しております。この22万2,600円の内

訳でございますが、嵐山町は１回100円となっております。県下では400円、450円等

のところも多い中で100円、そして延べ人数2,226名が利用いたしましたので、22万

2,600円となります。

そして内訳の中ですが、子どもの胃は、おやつを食べないと、管のようになってい

るので大変なので、毎日このように、お煎餅みたいな甘いもの、こういったもので補

食としてそういった費用を出しております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、私からは２番の小川町広域適応指導教室

の経費の負担につきましてお答えさせていただきます。

こちらは小川町、滑川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村、こちらの５町村で構成

しておりまして、かかる経費を各町村で分担しております。負担割合は、児童生徒数

に応じたものと均等割で計算しております。令和３年度は、嵐山町は対象児童生徒数

が1,056人、42万8,975円、均等割が５町村で割りまして、１町村42万1,745円、合計

しまして85万720円でございました。

続きまして、３番目の英会話指導事業につきまして経費的な部分でお答えさせてい

ただきます。

こちらの事業につきましては、町立小中学校において児童生徒に外国の文化に触れ

る機会を提供し、外国語、主に英語でございますが、こちらの学習への興味、関心を
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高め、外国語を用いた基本的なコミュニケーション能力の向上を目的とするものでご

ざいます。講師の派遣は中学校、それぞれ１名ずつ、小学校は３校を巡回で回りまし

て１名、合計で３名の講師を雇用しております。勤務日数につきましては、１人当た

り年間180日でございます。

事業概要につきましては以上でございます。

〇畠山美幸委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは小川町広域適応指導教

室の利用者の状況についてお答えします。

昨年度、令和３年度につきましては、定期的に通室を正式に行っていた者が中学校

で２名おりました。それ以外にも一時的な相談であるとか、見学であるとか、そうい

ったことで利用した児童生徒、保護者というのはそれよりも多くございますが、繰り

返しになりますが、実際に定期的に通室をしていた生徒は中学校で２名ということで

ございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは、まずオンライン授業で

の課題についてお答えさせていただきます。

こちらは遠隔でのオンライン授業ということで、学級閉鎖だったり、登校ができな

い児童生徒に対しての対応という形でお答えさせていただきます。こちらの授業に関

しては、昨年度オンライン授業週間というものを設けまして、そちらで教職員に対し

研修を行いました。９月の第１週、第２週をオンライン授業週間とし、午後に各家庭

にてオンライン授業を行いました。その結果、教職員のほうは技能、そのときはかな

り身についてはいるのですけれども、この遠隔でのオンライン授業自体は頻繁に行わ

れることではないので、やはり準備だったり、慣れというものはその都度必要になっ

てくるかというのがまず１つ目の課題となります。また、技能ということで通常の授

業とは異なる形になりますので、黒板の提示の仕方等、カメラの設置等、そのような

技能、技術のところでの課題というものも見られます。また、回線のトラブルという

ことで、児童生徒のほうが家庭から見えているのかどうかを確認するときに、教室に

１名の事業者が、そこまで対応するのが非常に厳しい部分もあるというのが課題とな

っております。
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続きまして、電子掲示板の利用効果ということで、先ほど申しましたが、昨年度ま

ずは使ってみるという目標の１年でした。その中で、ＳＫＹＭＥＮＵ Ｃｌｏｕｄと

いうアプリケーションの中の電子掲示板というものを活用した学校がありました。そ

ちらには次の日の授業連絡や週、月の連絡をその電子掲示板に活用して学級全員に漏

れなく連絡ができる仕組みを活用しました。これは家庭に持ち帰らなければできない

ものなので、家庭に持ち帰り、ある時間になったらタブレットを開きましょうという

指示を出し、その時間になると、その内容が更新されているという形になっておりま

すので、生徒だけでなく保護者のほうも確認することができます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 要保護、準要保護のご家庭につい

ての質問にお答えいたします。

こちらの認定の人数ですけれども、延べ認定人数におきまして、令和元年度が

205名、令和２年度が206名、令和３年度が217名となっております。これが全体数に

対して増加傾向にあるかどうかの分析は行っておりません。もし増加しているという

ことであれば、こちらの制度は申請主義でございますので、制度が周知されて申請数

が多くなったということも考えられるかと思います。

それと、ひとり親家庭の増減についても把握しておりませんが、この認定者数の中

に認定条件である児童扶養手当の受給者という、こちらのご家庭は皆ひとり親という

条件になっておりますけれども、この比率が過去３年間におきましてどの年も55％を

超えておりますので、高水準が続いておるという状態でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 では、杉山城の集客数につきましてお

答えさせていただきます。

まず、集客数といいましても、実際にはリーフレットが出た数字でございます。ま

ず、平成30年度から申し上げますと１万人、令和元年度１万5,000人、枚になるので

すか、１万5,000冊とか、そういう感じですか。平成30年度が１万冊、それから令和

元年度が１万5,000冊、それから令和２年度8,300冊、それから令和３年度１万

3,050冊、令和４年度が、今なのですけれども、４月から８月までで4,000冊ほど出て
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おります。

それから、駐車場の整備ということで、集客数は平成30年度に駐車場の整備をした

のですけれども、今申し上げたとおり、令和２年度はコロナ禍ということもございま

すが、約というか、大体１万人からそのぐらいの方がお見えになっているということ

で、かなり好評に皆さんにご見学をされているのではないかと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、預かり保育、ほとんど75％の方が利用されていると

いうのはすごいなと思うのですけれども、これは実際には22万2,600円というのは、

おやつの実費というふうに考えてよろしいでしょうか。

小川町広域適応指導教室の利用状況で、まず負担金の在り方なのですが、これは各

市町村の子ども数と、それから平等割という形で考えてよくて、令和３年度の場合は

中学生が２人ということで、特に不登校のお子さんでも長期の方が２人いらっしゃる

というふうに考えていいですね。学校に行くこともちょっと難しいという方がこちら

にいらっしゃっているということで考えてよろしいですね。

あと英会話指導員ですけれども、これはそれぞれの方が年間180日ずつ学校のほう

にお出かけになるということですが、実際には子どもたちは英会話指導事業にどのぐ

らいの割合で触れることができるのか伺いたいと思います。だから、学年によって違

いますよね。中学生だったら、中１だったら何回ぐらいとか、そういうのってありま

すよね。それを伺いたいと思います。

それと、学校のＩＴ推進事業なのですが、なかなか難しいなと思って聞いていたの

、 、ですけれども 今回コロナで学校をお休みになった子どもさんも多いと思うのですが

それに関しては同時に、授業と一緒にオンラインでその子に加わってもらって授業を

。 、 、するということができたのか 令和３年度だからあれなのですけれども できたのか

できなかったのか、準備段階だったのか、その点について伺います。

そして、子どもたちは電子連絡板は必ずうちに持ち帰るという、重たいのかどうか

分からないのですけれども、それはやっているということで考えないと、急に休んだ

りすると、オンラインの授業に参加できないのでということで、そういうふうに考え

ていいのかどうか伺いたいと思います。

要保護、準要保護のことが分からないのですけれども、私の計算と大分違うなと思
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って。私が何か間違えて計算しているのかなと今思ったのですけれども、実際に入れ

てみたのですけれども、入れ方が違うのかなというふうには思ったのですが、全部で

200何人というのはそれで確かなのですか。私が計算したのだと、令和３年度は192人

になって、令和元年が195人、令和２年度が175人という形で私自身は出しているので

、 、すけれども その数字は多分ここに書いてあるものを入れたのだと思うのだけれども

違ったのかなと思いながら。それで、令和３年度の特徴としては、七郷小が増えてい

るなというふうに思ったのです。今まで七郷小は１桁台だったのだけれども、２桁台

になっているので、これはコロナの関係なのかなと思ったのですが、私の入れ方が悪

いのか、違っていたのかどうかなのですが、伺いたいと思います。

あとはもう分からないことなのでいいです、杉山城に関しては。

〇畠山美幸委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。４時25分までといたした

いと思います。

休 憩 午後 ４時１４分

再 開 午後 ４時２５分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を続けます。

先ほどの松本委員の答弁漏れがございましたので、川上次長のほうから答弁よろし

くお願いいたします。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 すみません、答弁漏れがございました

ので、先ほど松本委員の質問につきましてお答えさせていただきます。

補償、補填及び賠償金の杉山城跡駐車場整備に係る物件補償費の件でございます。

こちらのほうは、まず移転補償費５万100円なのですけれども、こちらは土地の取得

に日額１万6,700円、それに補償日数が３日かかるとされ、それを1万6,700円掛ける

３日で計算しますと５万100円というものになります。先ほど２筆というお話をしま

したので、５万100円が２筆で10万200円。それから、この土地は嵐山中部土地改良区

の農地であるため、改良区を抜けるための地区除外決済金としまして15万4,600円が

支払われましたので、合わせまして25万4,800円がそちらのほうに記載してある金額

でございます。

説明は以上です。

〇畠山美幸委員長 それでは、順次渋谷委員の答弁を求めます。
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田中園長。

〇田中恵子教育委員会事務局嵐山幼稚園長 では、預かり保育についての質問で、この

22万2,600円、これは月ごとに実績で町に納めています。そして、おやつ代がかかる

ということで予算にいただいているので、消耗品の中からおやつ代を出しております

ので、すみません、説明不足で申し訳ございませんでした。

〇畠山美幸委員長 次に、溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは英会話指導事業、ＡＬ

Ｔの勤務の状況についてお答え申し上げます。

小学校３年生以上の児童生徒の英語科、それから外国語活動の授業につきましては

100％配置できるように対応してございます。時間割等の変更がない限り100％対応が

できております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは学校教育ＩＴ推進事業

で、まずは学校に登校できない児童生徒に対してオンライン授業ができたのかという

ことに関してお答えさせていただきます。

こちらに関しては、登校できないと分かった時点で保護者等に連絡を取り、希望者

に対してはそのような形でオンライン授業を実施いたしました。

続きまして、電子掲示板の利用効果ということで、こちらは実は菅谷中学校で昨年

度実践を行いました。菅谷中学校は、ほぼ毎日持ち帰りを実施しておりますので、自

宅に帰ってから午後６時とか、決まった時間にタブレットを開いて掲示板を確認する

という習慣が身についておりました。こちらの事例も踏まえて今後活用を進めてまい

ります。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 要保護、準要保護の児童生徒数の

ことについてお答えいたします。

先ほど私がご紹介いたしましたのは事務処理システムより抽出いたしました延べの

認定人数でございます。年度の途中の追加認定や認定取消しまで含めた数となります

ので、今まで皆様の資料として公開してきましたデータとは若干の差異が生じるもの
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、 。でございますので お手元の資料の数字が間違っているということではございません

七郷小学校の認定人数につきましては、おっしゃられますとおりに令和３年度は13人

となっております。ただ、この認定の理由につきましては、例年どおり所得判定によ

るものですので、コロナの影響があるかどうかについては把握しておりません。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 一番上の教育相談員運営事業とありますが、いじめのところで聞けれ

ば聞くようにしますので、ここは飛ばします。

給食の米、嵐山町産の割合について伺います。

それから、奨学金貸付けと返済の人数は何人か。また、滞納者は何人で、所得が少

ない方がおられるかということです。

続いて、いじめの問題はもう犾守さんが聞いておられますが、私は各校のいじめ、

不登校の人数と出現率、また各校の相談件数を伺いたいと思います。

次に、交流センター、休日の月曜日の開館要望はあるのかどうか伺いたいと思いま

す。

次に、オリンピック聖火リレー、町への効果はあったと見ているか、評価について

伺いたいと思います。

次に、教員不足と教員の長期休暇、これはあったのでしょうか。

次に、少人数指導の実施回数、そして最後にアスポート学習支援センターとの連携

をした中学生は何人おられるのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

平所長。

〇平 博之教育委員会事務局学校給食センター所長 １つ目の質問にお答えします。

給食の米、嵐山産が10割です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 奨学金の貸付けにつきましてお答

えいたします。

奨学金の貸付けを受けていらっしゃる方は現在６名いらっしゃいます。そのうち１

名が昨年度新規の貸与者でございます。
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また、返済の滞っている方は４名いらっしゃいまして、連絡によってご相談に乗り

ながら返済のほうを進めさせていただいております。

所得状況につきましては、正確な把握はしておりませんが、やはりその相談内容等

からいたしますと、かなり厳しい状況にあるのかなと思われます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 溝上指導主事。

、 、〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは まず私のほうからは

教育相談員運営事業に関しまして、いじめ、不登校の学校別の相談件数というような

ことでよろしかったでしょうか。大変申し訳ございません。学校別の相談件数という

ものに関しては持ち合わせておりません。実は市町村配置相談員につきましては、各

中学校に１名ずつの配置でございまして、その相談員のところに相談があった件数、

各校区ごとということを集約した人数、数値になっておりますので、そちらを申し上

げさせていただきたいと思います。２名の相談員の全ての相談件数の中で、不登校に

関する相談件数は延べ277件でございます。いじめに関する相談は、令和３年度につ

いてはございませんでした。その他友人関係、性格、行動、学業等様々ございますの

で、全てを総合いたしますと1,545件の相談が延べでございました。

続きまして、教員不足があったかということについてでございます。令和３年度は

様々な状況の中で教員不足に欠員の状況が一時的に発生した時期がございましたが、

年度末には欠員の状況は解消され、１年が終わったということになります。

続きまして、教員の長期休暇があったかというご質問でございます。昨年度につき

ましても産休、育休、また病気休暇、休職、また介護休暇等々長期にわたる休暇を取

得する者は複数名おりました。

続きまして、９番のアスポート学習支援センターとの連携ということでございます

が、こちらにつきましては、対象となる児童生徒、家庭があった場合には紹介をする

ということはさせていただいておりますが、その後通室しているかどうか、どのよう

な状況か、人数は何人かといったことについては、教育委員会としては把握してござ

いません。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 すみません、私のほう先にご説明させ
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ていただきます。

、 。私のほうからは 交流センター休日の月曜日の開館要望があるのかということです

、 。要望は特に私どものほうは聞いていないのですけれども それでよろしいでしょうか

それから、オリンピックに関しましてご説明させていただきます。

オリンピックにつきましては聖火リレーですね、町のＰＲに貢献できたと感じてお

ります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私からは少人数指導の実施回数を

お答えさせていただきます。

まず、大前提として町費での少人数指導対応の教員は配置しておりません。少人数

指導は県費のほうで配置をしておりまして、参考までにこちらは志賀小学校、菅谷中

学校、玉ノ岡中学校、こちらの３校で県費での加配が配置されております。

以上となります。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 まず、米なのですけれども、何で私これ質問したか、私はずっと嵐山

産が100％だと思っていたのです。令和３年度の評価報告書、これを読みますと、嵐

山産が100％だと書いてあるわけです。ところが、令和２年産はこれ書いていないの

です。あれと思って、なぜ令和２年産は100％だと書いていないのだから、多分埼玉

、 。産で済ましてしまっているのかなって思ったのですけれども そうではないのですか

ちょっとその点は確認なので。まだ質問ありますから、伺いたいと思います。

それから、奨学金の関係なのですけれども、令和３年度に６人ではなくて、トータ

ルで６人という理解でよろしいのですか。そこを伺いたいと思っていたので、お願い

したいと思います。滞納が４人だと。話を聞いていると厳しいと。職には就いている

方なのですか。きちんとした職なのか、臨時的な職なのか、やっぱりそこは大きいと

思うのです。あまり収入がないのに返せ返せなんて言ったって返せるはずがないので

すから。そこのところはかなり慎重にやっているのかどうか、そこを確認したいので

伺いたいと思います。

それから、いじめ、不登校の問題なのですけれども、私は各校ごとに聞きたかった

のは、多分七小はあまりないのではないかなと思っているのです。それを確認したか
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ったのですけれども、こういう答えしかなかったので。いい学校なのに、皆さんは早

くもうあんな学校なくしたいという、そういうお立場ですから、どうかなというのを

私は証明したかったのですけれども、ちょっとそれは残念です。でも、この数字は何

かに生かしたいと思いますので。各校のごとの件数というのは駄目なわけですね。も

う一度伺いたいと思います。

それから、交流センターの関係なのですけれども、先日も借りようとしたら月曜日

で、今度の19日が月曜日で休みですよね。休日なのですね。借りられるのかなと思っ

たら、借りられなかったということで。前もそういうことがあって、やっぱり休みの

日の月曜日というのは普通のウイークデーより借りる人が多いのではないかなと思っ

たのです。かなり周知が行っているから借りようとしないだけで、私は月曜日の休み

の日も月曜日は開館すべきだというふうに思うのですけれども、お考えを伺いたいと

思います。

オリンピックなのですけれども、オリンピックが148ページにあるわけですけれど

も、驚いたのが181万3,870円。181万円も使ってＰＲ効果が上がりましたって、上が

らないほうがおかしいので、問題はその費用対効果、費用をこれだけ使って効果がど

うだったのかということをやっぱりきちんと私は見ていくべきだというふうに思うの

です。近辺では小川も来ていないですね。来ていないところのほうが多いのかな、埼

玉だと。そういうところは、全くＰＲができていなかったわけですけれども、嵐山の

ＰＲはどう生きたのかというのを、ＰＲできたという程度ではなくて、これだけの予

算を使っているわけですから、私はもう少し何か内容の濃いものが欲しいなと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

教員不足はそうですか、一時的な発生で嵐山は終わったということなのですか。そ

れは本当によかったなと思います。分かりました。

教員の長期休暇なのですけれども、産休だとか、そういうのはもう仕方のないこと

で、通常の病気も。問題は精神的な病気で長期の人がいるのかなと思ったのですけれ

ども、それは答弁にないからいらっしゃらないということでいいわけなのですか。い

たということなのですか。ちょっと今頭を下げないというか、そこを確認したいと思

います。

少人数指導は、市が菅中、玉中で、ほかはしない。七郷はなくてもいいと思うので

すけれども、少人数指導に事実上なっていますから。菅小はなぜしないのか伺いたい
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と思います。

アスポートはいいです。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

平所長。

〇平 博之教育委員会事務局学校給食センター所長 今手元にあります嵐山町学校給食

運営委員会の公表資料に、平成29年度以来ずっと地元産100％、嵐山産100％というふ

うに数字は出しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、清水主席主査。

〇清水彩子教育委員会事務局教育総務担当主席主査 奨学金の関係について再度お答え

いたします。

令和３年度の貸与者の人数でございますが、前の年から引き続いて継続して貸与さ

れている方が５名いらっしゃり、新規の方が１名ということで６名でございます。

また、所得の条件につきましては、収入や職業につきましては個人情報にも当たり

ますため、こちらのほうから伺うなどのことはしておらず、詳しいことは把握してお

りません。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 奥田教育長。

〇奥田定男教育長 それでは、私のほうから不登校の各校ごとの人数というようなお話

でしたけれども、基本的には小学校10名、中学校24名と先ほど答弁させていただきま

したけれども、学校ごとの人数についてはご勘弁いただければと思います。ただ、七

郷小学校については、川口委員ご指摘いただきましたけれども、ございません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、川上次長。

〇川上 力教育委員会事務局生涯学習担当次長 では、交流センターにつきましてお答

えさせていただきます。

月曜日が祝日になっていたわけです。基本月曜日というのは交流センターは開館し

ているのですけれども、祝日につきましては、条例でも規定されているとおり休館と

いうふうに扱われております。それに年末年始、12月29日から翌月の１月３日までお

休みというふうになっております。ちなみに、令和３年度どのぐらい祝日があったか
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と申し上げますと、まず５月３日の憲法記念日、それから８月８日が日曜日で、その

日は山の日で祝日でしたので、振替休日で８月９日の月曜日がお休みでした。それか

ら、９月20日敬老の日、１月10日が成人の日、それから３月21日が春分の日というこ

とで、年間で５日間、祝日でお休み。それから、先ほど申し上げました年末年始の１

月３日がやはり月曜日で休館というふうになっております。原則月曜日も開館してい

ますが、祝日につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。

続きまして、オリンピックの関係なのですけれども、まず金額等で費用対効果はど

、 、うかということなのですけれども 金額まで算出するというのはなかなか難しいので

オリンピックの聖火リレーを皆さんで盛り上げて、見ている方、または聖火リレーに

出場された嵐山の方お一人いらっしゃるのですけれども、それから聖火リレーを盛り

上げるためにヌエックさん、国立女性教育会館の中でサポートランナー、小学生20名

、 、を募りまして その方たちで一緒に聖火リレーを盛り上げていただいたということで

皆さん、それとあとは沿道でその走りを見守る多くの方に見守ってもらいながら、多

くの皆さんにその聖火リレーが記憶に残ったのではないかというふうに感じておりま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 私のほうからは教員の長期休

暇、精神疾患といったような状況があったかどうかといったご質問であったかと思い

ますが、昨年度病気休暇を取得した者は複数名おりますけれども、その病気の内容に

つきまして、ここで申し上げることにつきましては差し控えさせていただきたいと存

じます。よろしくお願いいたします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 不破指導主事。

〇不破克人教育委員会事務局教育総務担当指導主事 お答えさせていただきます。

菅谷小学校の加配に関してですが、こちら菅谷小学校には専科指導加配が配置され

ております。こちらはある専門教科、専門科目を単独で授業するための加配となって

。 、おります 菅谷小学校は音楽の授業を単独で授業できる教員を配置しておりますので

一人で授業をその教員が行っております。

以上です。
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〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 奨学金の、個人情報だから聞けないというのは、皆さんは漏らせない

のですから、守秘義務がかかっているわけですから、これあれでしょう。生活保護の

相談などは、私も相談に一緒に行ったことはありますけれども、担当課の人は聞いて

いるわけです。どのぐらいの所得があるのかということは。ところが、奨学金の返済

の関係では聞けないなんていうのはどうでしょう。相手に本当にそれで寄り添えるの

でしょうか。どうして返してくれないのだという気持ちのほうが強くなってしまうの

ではないかなと思うのですけれども。

〇畠山美幸委員長 ご意見は言わずに質疑だけに徹してください。

〇川口浩史委員 その辺が私は心配ですので、そこは変えたほうがいいというふうに思

うのですけれども、伺いたいと思います。

、 。いじめの関係では七小はなかったということで やはりなという感じがいたします

、 、 、それで 溝上指導主事さんがこの令和３年度の評価書ですと いじめは小学校は３件

。 。中学校では７件となっているのです 数が違っていたような気がするのですけれども

違っていなかった。何か違っていたような感じが。これ確認だけですので、補足を伺

いたいと思います。数字が違うのではないかなと。

それで、小中学校とも解消率は100％だと。そこは分かったのですけれども、私は

出現率を聞いているのです。なぜ出現率を聞いているか。令和２年度には書いてある

のです。出現率が何％、6.13％。今回書いていないのです。これ不登校のほうですけ

れども、小中学校ともに年々増加しており、特に中学校の状況は深刻です。こういう

深刻な状況から数を出さないように、出現率を出さないようにしてしまったのかなと

思ったのですが、ただ深刻な状況は令和２年度にも書いてありますので、聞いても大

丈夫だろうと思って聞いたのですけれども、もしお答えできるようでしたら伺いたい

と思います。

交流センター、相談してもらうようだと思うのですが、どうでしょう。休日の月曜

日は開館していくようにしたほうがいいと思うのですけれども。条例改正すれば済む

話ですから。これは奥田教育長になってしますね。その上の上司いませんから。

それと、長期休暇は答えられないということで、どんな病気があったか。個人を特

定するわけではないですから、こんな病気はありましたぐらいはあっても別に。本人

特定されてしまいますか。そうですか。そうすると、やっぱり精神的なところでの長
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期休暇があったのかなと。どこでもあることですから、嵐山だけないというほうがむ

しろ不自然なくらい大変な仕事、先生方がついていますので、それをどう改善してい

くかというのは国民の働きかけだと思うのです。ただ、現状を知らないと、その働き

かけもできなくなりますので、そう思って聞いてみたのですけれども、一応私はある

というふうに認識しました。分かりました。答えられないでしたらいいです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ３点について再質問の答弁をいただきたいと思います。

奥田教育長。

〇奥田定男教育長 お答え申し上げます。

まず１点目の、先ほどのご質問のいじめ、不登校の関係ですが、私すみません、勘

違いしていました。いじめについては小学校３件、中学校７件。これは、点検・評価

の報告書に書いてあるとおりです。不登校のほうが小学校10名で、中学校24名という

ことで、学校別の数については特に公表はしてございません。したがいまして、議員

先ほどご指摘いただきました七小のことをご質問されましたが、不登校の関係で七小

はいませんというふうなことで私お答えさせていただきましたので、その辺はご理解

いただければと思います。

それから、交流センターの月曜日開館について検討したら、そういうニーズがとい

うことでございますが、この辺については当然開館していれば町民に対して利便性は

生じるわけですけれども、職員の勤務体制や諸般のいろいろなことを考えまして、図

書館、交流センター、一体的に含めて、その辺については研究していきたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 出現率についての。

溝上指導主事。

〇溝上智恵子教育委員会事務局教育総務担当指導主事 それでは、不登校の出現率につ

いて申し上げます。

こちらにパーセンテージを昨年度まで入れていたものを入れなかった理由につきま

しては、子どもたちの数の推移を見ることで新しい不登校児童生徒は出現したのかど

うかという、そこのところを重きを置きたいという意味合いで、割合ではなく、実数

のみということでさせていただきましたが、調査の上でこの出現率というのは報告も
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、 。 。している数値でございますので 申し上げることは可能でございます 申し上げます

まず、小学校の10名につきましては1.4％、これはおおよその数字でございます。約

1.4％。中学校の24名につきましては約6.7％。6.7％です。この6.7％という中学校の

数字が大変深刻な状況ということになります。

続きまして、病気休暇の内容、特に精神疾患があったかどうかといったご質問だっ

たかと思うのですが、これについては、やはり回答については控えさせていただきた

いと存じます。理由につきましては、それほど病気休暇を取る者は多くはございませ

ん。各校では病気休暇等、お休みをいただく場合には保護者、学校関係者にはそのこ

とをお伝えしてお休みをいただきますということで了解を得てお休みをいただいてい

る関係で、個人の特定につながるということを心配してのことでございます。ご理解

いただければと存じます。失礼いたします。

以上です。

〇畠山美幸委員長 あと奨学金も言っていたよね。

高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、奨学金につきましてお答えさせていただ

きます。

奨学金の返済につきましてご心配をいただいているかと思いますが、返済につきま

しては、返済計画を立てる際に教育委員会のほうでもその方の状況を可能な限り把握

いたしまして、その方の返済計画に無理のないように計画を立てさせていただきたい

と思っております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 質疑が終わりましたので、教育委員会事務局に関する部分の質疑を

終結いたします。

◎散会の宣告

〇畠山美幸委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ５時００分）
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決算審査特別委員会

９月９日（金）午前９時００分開議

議題１ 「認定第２号 令和３年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」の審査について

２ 「認定第３号 令和３年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」の審査について

３ 「認定第４号 令和３年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」の審査について

４ 「認定第５号 令和３年度嵐山町水道事業会計決算認定について」の審査につ

いて

５ 「認定第６号 令和３年度嵐山町下水道事業会計決算認定について」の審査に

ついて

６ 「議案第３９号 令和３年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて」の審査について

７ 「議案第４０号 令和３年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」の審査について
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 大 野 敏 行 委員 ６番 青 柳 賢 治 委員

７番 川 口 浩 史 委員 ８番 松 本 美 子 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 畠 山 美 幸 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 青 木 正 志

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

佐 久 間 孝 光 町 長

髙 橋 兼 次 副 町 長

田 畑 修 税 務 課 長

内 田 富 惠 税務課課税担当副課長

岡 野 富 春 税務課収納対策室長

贄 田 秀 男 町 民 課 長

吉 田 信 子 町民課保険・年金担当副課長

近 藤 久 代 長寿生きがい課長

菅 原 広 子 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

福 嶋 啓 太 技 監

清 水 延 昭 上下水道課長

片 岡 範 行 上下水道課水道管理担当副課長

永 嶋 稔 上下水道課水道施設担当副課長
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清 水 聡 行 上下水道課下水道担当副課長

奥 田 定 男 教 育 長

長 島 邦 夫 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇畠山美幸委員長 皆様、おはようございます。

ただいまの出席委員は全員であります。定足数に達しております。よって、決算審

査特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ８時５８分）

◎諸般の報告

〇畠山美幸委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第２号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 認定第２号 令和３年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

本日の最初の質疑者は犾守委員です。どうぞ。

〇犾守勝義委員 おはようございます。私の質問は資料の主要な施策の説明書のページ

、 、 、 、（ ）としては159ページと161ページ ２点ですが 被保険者 世帯数ということで １

のところに被保険者・世帯数の状況ということで、70歳以上一般ということと現役並

みというこの違い、これはどういうことなのか私分からなかったもので、お尋ねした

いと思います。

それと、もう一つは収納状況で収入未済額、これは現年課税分、初年度内に納めて

、 。いただくということだろうと思うのですが これは1,915万2,870円ということですか

この数字は前年と比べてどのような状況と考えていいのか。また、滞納繰越分と合わ

せると相当高額になっているので、これをどう見ているのか、この辺のことをお尋ね

したいと思います。お願いします。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。
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吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

被保険者数、世帯数の状況について、70歳以上一般と現役並みの違いということで

すけれども、70歳以上一般につきましては、医療機関での窓口の負担額が２割の方、

70歳以上現役並みの方は窓口負担の割合が３割の方になります。どんな方が３割かと

申し上げますと、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被

保険者が１人の場合、収入が383万円以上、２人以上の場合は、収入合計が520万円以

上の方が３割の方となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは収納状況についてお答えを

させていただきます。

まず、滞納繰越分につきましては、前年度と比べると若干減っているかなというふ

うに思うのですが、現年課税分については結構増えているような状況でございます。

こちらの内容についてご説明をさせていただきたいと思います。先日の一般会計の委

員会でも内容を説明させていただいたのですが、そのときも説明した国税が追徴課税

になった方が国保税のほうも高額で出ておりまして、この額が約250万円で、そのほ

か一時的に収入が上がった方がお二人おりまして、事業をやっている方なのですけれ

ども、その方も完納に至らず収入未済になってしまっているのですが、その方の分が

150万円。あとは、体調を崩して会社を辞められて、それで国保のほうが課税になっ

てしまったという方ですとか、あとは社会保険をやめたにもかかわらずずっと国保の

加入の手続をしていなくて、遡って課税をされた方等がおりまして、それが全て収入

未済のほうに行ってしまったということで令和２年度と比べて現年課税分については

大きく金額がなってしまっているといったような状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 それでは、私は４点でございます。

決算書の254ページ、この予算現額と調定額が、金額が大分離れておりますので、

それの理由についてお聞かせください。

それから、決算書の270ページ、保険給付費、この中の療養諸費の不用額の内容と
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理由についてお聞かせください。

それから、決算書の276ページ。これは説明書のほうでは170ページですけれども、

疾病予防費の委託料の不用額、514万円と出ております。この理由です。

それから、決算書の278ページ。主な説明書では171ページですけれども、特定健診

事業費の不用額がやはりこれが委託料のところで595万円出ておりますので、この内

容についてお聞かせください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、まず私のほうから国民健康保険税の予算

現額と調定額についてお答えさせていただきます。

まず、予算現額につきましては、当初予算の積算時期においての町の試算と県の算

定いたしました所得総額を参考に計上しております。この年につきましては、コロナ

減免等の対象もどのぐらい出てくるかということが分からなかった、不明だったため

に例年よりは少な目の積算となっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

２の１の保険給付費、療養諸費の不用額の内容と理由についてから申し上げます。

内容としましては、主に療養給付費になりますけれども、新型コロナウイルス感染症

の影響で、前年度と比べますと年度の後半の医療費が思っていたほど伸びなかったこ

と、あと特に手術を伴う長期入院控えと思われます70歳以上の入院費用の減少による

ものが主な理由となっております。

続きまして、６の１の１の12、疾病予防費の委託料についてですけれども、こちら

も新型コロナウイルス感染予防のための集団がん検診の中止と、あと人間ドック等の

受診者がコロナ前に比べるとまだ減少していることが主な理由でございます。

続きまして、特定健診事業費の委託料についての不用額ですけれども、こちらも特

定健診の受診者がコロナ前に比べてまだ減少していることと、あと国保の健康増進に

係る事業であるヘルスアップ事業についてですけれども、特定健診未受診者勧奨と特

定保健指導未利用者勧奨事業につきましては、Ｒ２年度はコロナの影響で実施できな
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かったのですが、Ｒ３年度は県が主体で実施事業者と契約をしたことにより、その事

業の参加保険者として加えていただいたことにより委託料のほうが不用になったもの

でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 最初の予算現額と調定額のあれですけれども、これはコロナの影響で

不明だったけれども、調定額のほうが増えているということはそれほど逆に言うと落

ち込みはなかったというふうに、コロナの影響が、それはなかったというふうなこと

で判断してよろしいのでしょうか。

それから、逆に給付費のほうなのですが、コロナで受診控えがまだかなり残ってい

たということで給付のほうはかなり少なかったというふうなこと。一応これは確認で

すけれども、その辺の認識について、その２点だけお聞かせください。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 委員さんのおっしゃるとおりでございます。まだ予

算積算時期につきましては、コロナの影響がどのくらい出るかということが不明でし

たので、積算は少なめにいたしましたけれども、影響については調定額を見た結果、

そのように大きな影響はなかったと判断をしております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

委員さんのおっしゃるとおり、医療費につきましてはやはりコロナのほうの入院、

受診控えというのもございまして、特に去年は70歳以上の500万円越えの高額な入院

の方が何名かおられましたので、それが今年は全くゼロ件という形でその辺の差が大

きく出ておる次第でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 あともう一点だけです。やはりコロナ減免が令和３年度はあったと思

うのですけれども、それの影響はこの金額、療養、調定額等にはそれほどの影響はな

い。それの影響の関係というのはどうでしょうか。減免。
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〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 コロナ減免につきましては、大きく影響があったの

かということですけれども、結果といたしましては、令和２年度と令和３年度を比べ

ましたところ、総額では令和２年度のほうが大きかったということですので、そこの

影響は大きくはなかったと思っております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 田畑税務課長。

〇田畑 修税務課長 調定額につきましては、影響が大きかったのは先ほど収税のほう

でもお話ししましたとおり、別の案件ですか、未済になった分になっているような、

遡って課税された方が調定として出てきてしまうので、そういう部分についてもこの

調定額が大きい原因になっていると思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、青柳委員です。

〇青柳賢治委員 私は先ほどの犾守委員の答弁で理解しましたけれども、ただこの増額

、 、 、幅が結構大きかったものだから 私とするとその理由はそれでよしとして その状況

いわゆる世帯数がありますよね、いわゆる収納未済にいる。そのような状況というの

が令和２年度と比べて厳しい状況になっているのかどうかなというような形で、先ほ

ど町民税のときにも話がありましたけれども、その部分とか、それから何人かいらっ

しゃったと。２人ぐらいいたとかおっしゃっていましたけれども、そういった世帯数

そのものの収納未済額に当たる人たちが増えているかいないかということぐらいは把

握されていますか。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、世帯数についてお答えをさせていただきま

す。

、 、現年度ということで人数のほうを答えさせていただきますと 令和３年度が130人

令和２年度は76人でした。その前まで遡りますと令和元年度が127人で、平成30年度

が114人ですので、増えたり減ったりですけれども、令和２年度と比べますと増えて

いるといったような状況でございます。

以上でございます。
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〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 今３か年ほどの人数言ってもらったので、状況的には、そうすると

127人のときがあったわけだから、130人といえば３人ぐらい増えているだけだという

ような、担当課としてはかなり状況的に厳しいという方が増えているというような判

断にまで至ることがなくていいのかどうか、その辺お聞かせください。

〇畠山美幸委員長 岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えをいたします。

先ほどの話にもあったようにコロナでという方については令和３年度は大分落ち着

いてきたということですので、委員さんのおっしゃるとおり増えてきたとかというこ

とではないのかなというふうには考えております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者は川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 今の収入未済で私が聞きたいのは162ページの普通徴収の収入未済の

方の件を聞きたいのですけれども、130人だということで、ほとんどがこれは普通徴

収の方と理解してよろしいのでしょうか。昨年と比較して増えているのか、減ってい

るのか。増えているのでしょうけれども、伺いたいと思います。

それから、コロナ特例減免が先ほどご質問ありましたけれども、何世帯ぐらいこれ

受けられたのか伺いたいと思います。

そして、差押えの件数、理由、その中に200万円以下の方はいらっしゃるのかどう

か伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 それでは、私のほうからは162ページの普通徴収の件

と差押えの件についてお答えをさせていただきます。

特別徴収については、これは年金から天引きですので、基本的に収入未済はないと

いうことでございます。問題は普通徴収になるかと思いますが、先ほど青柳委員のご

質問の際に、収入未済の人数ということでお答えをさせていただきましたが、先ほど

お答えしたのが現年のみでございまして、現年滞納繰越分、両方合わせた人数を申し

上げますと、令和３年度が273人、令和２年度が268人、令和元年度が288人というこ

とでございますので、人数から判断をいたしますと、それほど増えてはいないのかな
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というふうな状況と考えております。

続いて、差押えの件についてお答えをさせていただきます。

令和３年度につきましては 差押えの件数が合計で21件 金額にいたしまして196万、 、

2,538円、内訳を申し上げますと、預金の差押えが９件で121万2,904円、給与の差押

えが４件で44万3,125円、最後に所得税の還付金が８件で、金額が30万6,509円となっ

ております。

続いて、収入が200万円以下の方の件数と金額ですけれども、預金については５件

で72万1,650円、給与については１件で26万4,300円、所得税の還付金については２件

で２万1,049円、合計で８件の100万6,999円となっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 私のほうからはコロナ減免制度を受けた世帯数につ

いてお答えいたします。

令和３年度につきましては、17世帯の方が受けられました。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 国保税の普通徴収の件で特別徴収は副課長おっしゃるように天引きで

すから、通常ないわけなのです。普通徴収が18万円以下ですから、これは本当に所得

少ない人で、自分から払いに行かなければいけないということで。その方だけになる

わけですね。

、 、 。コロナによって 先ほども質問出ていますけれども そんなに影響が出ていないと

これコロナの特例減免の関係でも僅か17なのかって思うと、全国的にそんな傾向なの

ですか。嵐山町は周知が不徹底なので少ないのか、その辺分かりますでしょうか、近

隣の状況というのは分かりますか。伺えればと思うのです。何か巷間というか世間と

いうか、テレビ、新聞では大きく減っているようなことが言われているわけです。で

すから、いろんな給付を令和３年度もやったわけです。ところが、実態はこういうこ

とで、滞納も含めると273人。この方たちを少ないなんという見方してはいけないの

でしょうけれども、驚くほどの数字ではないなと思うと、ちょっとうかがえると思う

のです。

差押えは、これ一般会計でも聞きましたけれども、きちんと生活に影響のないとい
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うことの範囲でこの差押えをしているということでよろしいのでしょうか、ちょっと

確認です。

〇畠山美幸委員長 ２点でいいですか。

〇川口浩史委員 はい。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 では、私のほうからコロナ減免の件数についてお答

えいたします。

まず、周知方法につきましては、広報やホームページ、それと国保の納税通知書を

お送りするときに通知のほうにも入れさせていただいております。

それとコロナが減ったかどうかというか、影響がなかったと本当は言い切れないか

もしれないのですけれども、こちらの税務のほうの状況といたしましては、減ったと

いうことなのですが、申請の状況について少しお話しをさせていただきますと、コロ

ナ減免の申請につきまして、減免の理由を書くところがあるのですけれども、実際コ

ロナウイルスに罹患して、国民健康保険の納付が困難となったため、もしくはコロナ

ウイルス感染症の影響による失業、事業の廃止、または収入が減少する見込みにより

納付が困難になったためかということで理由をお聞きしているのですけれども、今回

といいますか、全員の方が後者の収入が減少する見込みという方がほとんどでござい

ました。まず、コロナに罹患したというか、これは主たる生計維持者に関してなので

すけれども、そういった方の申込みは１件もございませんでした。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

岡野収納対策室長。

〇岡野富春税務課収納対策室長 お答えいたします。

差押えの件ですけれども、委員さんおっしゃるとおり、預金調査等で状況も把握し

ながら差押えのほうは行っておりますので、生活を脅かすようなことは行っていない

というふうに認識しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の159ページなのですが、私が感じているのは被保険者
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と世帯数の状況と掲載が今までとちょっと違っているなということで、統計が取りに

くいなと思っていて、被保険者のうち、６歳以上64歳までが466人になるって、この

数字でいいのでしょうか。そのうちに児童生徒、学生の人数、18歳以上64歳までの被

保険者数はというのが１点。

次に、これで計算しますと、国民健康保険税は１世帯当たり14万918円、１人当た

り９万2,989円になります 県平均 全国平均との比較 保険給付費は１世帯当たり52万。 、 、

5,658円、１人当たりが34万6,873円になります。国、県、近隣市町村の比較お願いし

ます。

それから、163ページです。災害臨時特例補助金155万4,000円はコロナ感染症に関

しては10分の６の補助率ですが、個人負担分の町負担は258万3,333円になるので、コ

ロナによる町負担分は102万9,333円ということでよいのか。そして、実際に令和３年

度は令和２年度と比較すると、国保では感染者数が減少したというふうに考えてよい

のかどうか伺います。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 それでは、お答えいたします。

まず、被保険者、世帯数の状況からお答えいたします。未就学児に関しましては、

国保では６歳に到達した年度末までが対象になっております。前期高齢者につきまし

ては、65歳以上74歳以下の方が対象となっております。ですので、70歳以上が含まれ

るような形になっております。ですので、７歳以上64歳までの数字となりますと、全

体の3,931から未就学児53と前期高齢者2,108名を引いた1,770名が人数となる次第で

ございます。委員さんのおっしゃいます児童生徒といった細部なのですけれども、学

校教育法に基づくと、小学生を児童とかというふうな区域がございますが、そういっ

た細部まではこちらでは把握できておりませんので、年齢別で申し上げたいと思いま

す。７歳未満が53人、７歳以上13歳未満が90人、13歳以上19歳未満が83人、19歳以上

65歳未満が1,597人、65歳以上70歳未満が804人、70歳以上1,304人となってございま

す。

続きまして、保険給付費の１世帯当たりと、あと１人当たり、県、国、近隣の市町

村の比較はということで申し上げたいと思います。ほかと比較するに当たりまして、

被保険者が支払う一部負担金も含んだ総医療費であります費用額で比較をさせていた

だきましたので、それを申し上げたいと思います。そうしますと、嵐山町は平均世帯
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数１世帯当たり59万9,482円、平均被保険者数、１人当たり39万782円になります。近

隣の市町村はどうかということで申し上げますと、まず世帯数のほうから申し上げま

。 、 、 、す 滑川町は１世帯当たり59万1,827円 小川町60万7,132円 ときがわ町65万506円

川島町61万3,159円、吉見町64万5,570円で、町村平均を申し上げますと全体で60万

4,269円 市町村平均で申し上げますと54万2,958円 県平均になりますと52万8,754円、 、

となります。

続きまして 被保険者１人当たりを申し上げます 滑川町が37万8,193円 小川町38万、 。 、

9,822円、ときがわ町41万2,311円、川島町37万8,652円、吉見町40万3,847円、町村平

均38万4,403円、市町村平均35万9,100円、県平均34万2,534円となります。全国平均

につきましてなのですけれども、調べて、ちょっと費用額でベースがなかったもので

すから 医療費だけで申し上げますと県平均が全体で35万6,512円で 全国平均が39万、 、

2,044円となっております。

続きまして、災害臨時特例補助金について申し上げます。こちらに記載されてあり

ます155万4,000円の内訳ですけれども、東日本大震災分が入ってございますので、そ

れが４万7,000円分、新型コロナウイルス感染症分が残りの105万7,000円となってお

ります。そのコロナ分の105万7,000円の算出としましては、税務課の算出いただきま

、 、した減免額が251万4,100円となりますので それの10分の６の補助率になりますので

医療保険給付費に当たる減免額が1,000円未満切り捨てまして131万6,000円、介護分

に当たる減免額10分の６補助率になりますので、19万1,000円で、両方合わせて105万

7,000円となります。減免額の251万4,100円からこちらの補助分105万7,000円を引い

た残りの100万7,100円になりますけれども、10分の４の差額に当たる部分につきまし

ては 県補助金の中の特別調整交付金で交付されておりますので 合わせて10分の10に、 、

なりますので、町負担分はございません。

コロナの感染者数についてですけれども、医療費の面から申し上げますと、前年度

よりは人数のほうは増加しているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 贄田町民課長。

〇贄田秀男町民課長 １つだけお答えさせていただきます。

159ページの被保険者、世帯数の被保険の件なのですが、被保険者数の内訳を今年

度から再掲分として右のラインに表記をさせていただいたのですが、ちょっと分かり
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にくい表記でしたので、申し訳ございません。見直しを図っていきたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

内田副課長。

〇内田富惠税務課課税担当副課長 それでは、私のほうから国民健康保険税の県平均と

全国平均との比較についてお答えさせていただきます。

まず、県平均でございます。１人当たりの調定額、埼玉県平均が10万5,074円、１

世帯当たりの調定額16万1,131円、県と町との比較でございますが、１万2,085円、率

にしますと11.5％、町のほうが少ない状況でございます。これは、すみません。１人

当たりの調定額につきましては１万2,085円少ない状況でございます。１世帯当たり

の調定額につきましては、県との比較をいたしますと２万213円、率にいたしますと

12.54％少ない状況でございます。国につきましてでございますが、データがなく把

握できておりません。申し訳ございません。

以上です。

〔 数字的なことなので、ちょっとよく分から「

ないので、後でいただけますか」と言う人

あり〕

〇畠山美幸委員長 渋谷委員、引き続き質疑ありますか。

〇渋谷登美子委員 これでもう。ちょっと数字的なことなので、いいです。

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第２号 令和３年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩いたします。入替えのみです。
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休 憩 午前 ９時３５分

再 開 午前 ９時３５分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第３号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 認定第３号 令和３年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

それでは、本日の質疑者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の179ページの……

〇畠山美幸委員長 マイクをお願いします。

〇渋谷登美子委員 失礼。特別徴収の人数と普通徴収の人数を伺います。

それから、180ページですけれども、後期高齢者医療費給付金に対して嵐山町の後

期高齢者医療費総額と１人当たりの医療費を伺います。

〇畠山美幸委員長 吉田副課長。

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

特別徴収の人数は2,179人、普通徴収の人数は757人でございます。

続きまして、医療費の総額と１人当たりの医療費ですけれども、医療費総額は22億

4,147万4,003円、１人当たりの医療費は77万9,101円、対前年度比5.51％となってお

ります。県平均につきましては83万3,300円となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑ありますか。

〇渋谷登美子委員 数字だけなのでしたから。

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第３号 令和３年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
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についての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩といたします。入替えのみです。

休 憩 午前 ９時３７分

再 開 午前 ９時４０分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第４号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 認定第４号 令和３年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

まず最初の質疑者、犾守委員、どうぞ。

〇犾守勝義委員 私の質問は２点ででございます。

まず、決算書の327ページ、次は333ページということで、１つは高額介護サービス

費ということで、この事業の内容、高額ということですから、大体のことは分かるの

ですが、具体的に教えていただきたいということです。

それと、262件というふうに説明でちょっと聞いたような気がするのですが、これ

の詳しい内訳です。年齢というか年代の、それを聞いておきたいなということです。

もう一つは地域住民グループ支援事業委託料ということなのですが、この事業の内

容を教えていただければと、そのように思います。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、高額介護サービス費に

つきましてお答えさせていただきます。

内容につきましては、簡単なのですけれども、簡単に言わせていただきますと、介
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護サービスを利用したときに利用料負担いただいているのですけれども、その利用料

が一月に合計すると限度額がありまして、限度額を超えた分が介護サービス費として

後から払い戻される制度になっております。その限度額というのが所得によって３段

階に分かれているのですけれども、令和３年度につきましては、令和３年７月までは

３段階だったのです。令和３年度の８月からは現役並みの所得の方の限度額が４万

4,400円なのですけれども、それが少し年収が多い方にはもっと限度額を上げましょ

うということになりまして770万円から1,160万円の方は９万3,000円になりました。

年収が1,160万円以上の方は14万100円となりました。

内容につきましては以上です。

年代別なのですけれども、60歳代が、大変申し訳ございません、年間の利用者の件

数の割合とかというのは出していないのですけれども、令和４年の３月分の一月分だ

、 、 。けなのですけれども 年代別を出していますので そちらを答えさせていただきます

、 、 、 、令和４年の３月分については 60代の方が３件で 70代の方が27件 80代の方が80件

90代の方が76件、100歳代の方が10件です。ですので、80代と90代の方で８割ぐらい

が占めているという結果となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 私からは地域住民グループ支援事業についてお答えいた

します。

地域住民グループ支援事業は住民主体の通いの場の活動を支援する事業でございま

す。委託料16万2,100円はふれあいうきうきサロン等、地域のサロン活動に要する費

用で、嵐山町社会福祉協議会に委託して実施しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 大丈夫ですか。

次の質疑者、山田委員、どうぞ。

〇山田良秋委員 ２項目について質疑します。

まず、１点目ですけれども、歳入317ページ。

〇畠山美幸委員長 マイクをお願いします。

〇山田良秋委員 歳入317ページ。聞こえますね。317ページ、歳入のところです。認知

。 。症カフェ運営事業参加費3,300円と書いてあります 総合的な人数を教えてください
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それから、もう一点は決算書の323ページ、歳出です。地域密着型介護サービス給

付、対象を64人と聞きましたが、直近の年度ごとの推移を教えてください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 私からは認知症カフェにつきましてお答えいたします。

認知症カフェの参加費は１回100円で、月１回の開催で１回当たり５人を見込んで

おりました。

以上です。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 私のほうからは地域密着型サービ

スを受けている対象者ということなのですけれども、決算書で言うと323ページなの

、 、 （ ）ですけれども 主要な施策のほうでいきますと186ページになりまして 中ほどの ７

番の地域密着型（介護予防）サービス受給者数という表が中ほどにありまして、令和

３年度につきましては対象者の総数が64人となっております。昨年の令和２年度の受

給者数についてはその下のほうにありまして68人、令和元年度につきましては62人、

平成30年度につきましては64人です。利用者については65人前後で推移しているとい

う状況です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 私の質問は施設入所への待機者という方はいたのか。いたとすれば何

人いたのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えいたします。

施設入所待ちの方なのですけれども、令和３年度につきましては28人おりました。

よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうですか。その前の年までもこのくらいの人数いたのでしょうか。

基本としては、自宅での介護というのを行政側は進めているわけですけれども、入所

したいという方もこういう形でいるとなると、今後どういう方向というか、もう造っ
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ていくしかないのですけれども、この比企郡の中でまだ余裕はあるのですか、建物を

建てられる数。これ比企郡の中で幾つかというふうに決まっているわけですよね。そ

の辺余裕あるのかどうか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

大変申し訳ございません。比企郡での必要数というのが埼玉県の計画で県内で何か

所という形で定められていたと思うのですけれども、今その資料を持っておりません

ので、お答えすることができません。ただ、28人の方がずっと待っているということ

ではなくて 令和３年度は入所された方が40人いらっしゃいます 退所された方も45人、 。

いらっしゃいますので、優先順位にはよりますけれども、それなりに入所はできてい

るのかなと理解しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 私は、主要な施策の説明書199ページです。この保険給付費の６項の

特定入所者介護サービス1,992件ということで令和３年度の実績が載っているのです

けれども、これは低所得者への云々ということですが。昨年と350件以上の件数が減

少しているのです。その辺のところの理由についてお尋ねしておきます。

それと、あと205ページですけれども、この介護保険、今回令和３年度の基金残高

ということで２億1,990万6,000円という積立てができているということで、これから

さらにまだ75歳以上の人たちが増えたり、移動してくる中で検討していることだと思

うのですけれども。この辺について、担当課としてこの基金残高についてどのように

捉えていらっしゃるのか、２点お尋ねいたします。

〇畠山美幸委員長 それでは、答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、特定入所者介護サービ

ス費につきましてお答えさせていただきます。

、 。令和３年度につきましては こちらに示してありますとおり1,992件でありました

令和２年度は2,358件で、比較すると366件減少いたしました。減少した理由としまし

ては、令和３年８月から制度改正がありました。対象者の要件が変更になったことが

一番の要因となっております。
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以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、基金積立金につきましてお答えいたします。

令和３年度から５年度の第８期介護保険事業計画における保険料基本額は月額

5,302円のところ、基金を取り崩し5,000円となっております。１年目となる令和３年

度は基金の取崩しは行っておりませんが 令和４年度 令和５年度で合わせて6,600万、 、

円取り崩す計画でございます。第８期計画における推計では第１号被保険者数は令和

７年度まで増え続け、その後緩やかに減少します。また、介護給付費は令和17年度ま

で増え続け、その後緩やかに減少します。このことから令和７年度から令和17年度ま

では被保険者が減少し、介護給付費が増加するということによりまして、最も被保険

者の負担が多くなると考えております。介護予防を推進しまして、基金をできるだけ

残し、被保険者の負担をできるだけ軽減できるように努めていきたいと考えておりま

す。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 １点目の制度改正なのですけれども、どのような所得の要件変更みた

いな形で先ほどありましたよね。その辺、どのような形で変更されたのかだけ教えて

ください。その１点で結構です。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、特定入所者介護サービ

ス費の改正点なのですけれども、こちらにつきましては所得の状況と、あと預金がど

、 、れだけあるか 資産がどれだけあるかという状況を見させていただくのですけれども

どれだけの預金残高があるかというところが改正になりまして、７月までは単身だと

預貯金が1,000万円以下だったのですけれども、それが500万から600万ぐらいに下が

りました。夫婦の場合は７月までは2,000万だったのですけれども、それが1,500万か

ら1,600万ぐらいに預貯金の金額が減りましたので、預貯金を持っている方について

はその制度が適用にならないということになりました。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 すると、さっきの300数十件という件数が減っているのだけれども、
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それになった対象の人たちがいたことによって決算額も少なくなっているわけですけ

れども、それは要するに350人ぐらいの人たちというのは、そうするとある程度上の

ランク、一定のランクの１割負担とか、そういった負担のところに行ってしまったと

いうような解釈でいいのですか。その辺はどのように捉えていったらいいのでしょう

か。今の預金だとか、そういったものが起きましたよね。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、特定入所者介護サービ

ス費の改正につきまして再度お答えさせていただきます。

委員さんがおっしゃるとおり、所得についてはそのままなのですけれども、預金が

1,000万円ちょっと欠けるぐらいだった人が今まで７月は該当になっていたのですけ

れども、500万円以上1,000万円以下ぐらいの方がこれを調べてみましたところ17人ぐ

らいいたのです。それで、この減少した366件というのが、施設に入ると施設サービ

ス費のほかに居住費と食費をお支払いするのですけれども、居住費と食費を合わせた

件数なので、件数が366ってなっているのですけれども、その両方を合わせているの

で、実際にいえばこの半分ぐらいなので150件ぐらいになるので、10か月分ぐらい減

少したということになります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、藤野委員、どうぞ。

〇藤野和美委員 私は２件です。

決算書の326ページ、高額介護サービス費の不用額がありますので、その内容と理

由です。

もう一つは決算書の328ページ、介護予防生活・支援サービス事業費の、これも不

用額がありますので、その内容と理由についてお聞かせください。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、高額サービス費の不用

額の内容と理由につきましてお答えさせていただきます。

令和３年度の予算につきましては、令和２年度実績を基に計上させていただきまし

たので、令和３年度につきましては令和２年度に比べて大分給付が少なかったことに
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よりまして、不用額が多くなってしまいました。件数でいうと253件減ったことによ

って不用額が多くなってしまったということです。

以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、介護予防生活・支援サービスの事業費のお答

えをさせていただきます。

介護予防生活・支援サービス事業費のうち、不用額が多い18節負担金及び交付金は

要支援者及び事業対象者に提供した訪問型サービス及び通所型サービス等に係る負担

金でございます。前年度の実績に認定者の増加を見込んで予算を計上しているため、

不用額が生じたものでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 まず１つ、高額介護サービスです。これが422万円。これは先ほどか

ら説明されているいろんな限度額とか対象者が変わってきたと。その変更によって、

その影響というふうに理解してよろしいのでしょうか。またそれとは別ですか。単純

に給付数が減ってきた。要するに対象者が先ほどから大分変わってきていますよね。

変わってきているというか、その給付する対象に対して限度額、例えば先ほどの特定

の預金額の変更によって対象が変わってくるとか、その辺の影響との関係ではなく、

その辺もう少し詳しく教えてください。

それからもう一つ、生活支援のほうですけれども、訪問事業、通所事業、両方の関

係だと思うのですが、訪問事業と通所事業それぞれどれくらい不用額が発生している

のか、それも詳しくお聞かせいただければと思うのですけれども。

以上です。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、高額サービス費の不用

額の内容と理由につきまして、再度説明させていただきます。

先ほど藤野委員さんおっしゃられたとおり、ただ単純になのですけれども、介護サ

ービスを利用する人は多かったのですけれども、限度額以上利用する人が少なかった

という結果になっています。改正がありましたが、改正は現役並みの所得の方が対象
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でしたので、現役並みの所得の方というのは高齢者ではあまりいなくて、調べたとこ

ろ６人から７人ほどだったので、特に影響は受けていないと考えています。

以上です。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、お答えいたします。

主なところなのですけれども、第１号訪問事業ということで訪問事業につきまして

は不用額が241万2,446円、執行率が57.4％となっております。また、通所事業につき

ましては、不用額が104万942円で、執行率が85.4％となっております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 藤野委員。

〇藤野和美委員 その辺のところについては最初の見込んでいた、要するに要支援者と

いうか、多めに来るだろうということであったと思うのですけれども、実際にはそれ

ほどの利用者がなかった。これはやっぱりコロナの関係等で控えたとか、そういう関

係であれですか。普通は要支援者がかなり増加傾向だと思うのですけれども、その辺

があったのかどうかだけお聞かせください。

〇畠山美幸委員長 近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

実績につきましては、令和２年度のほうが不用額がかなり多かったのです。それは

コロナの影響でサービスの利用を控えたというのが明らかにはなっているのですけれ

ども、ただ令和３年度は利用者数的には増加しております。それですので、少しその

年によって認定される方の人数の差がありますので、足りなくなってしまうところも

、 。あるので ちょっと多めに見込んだところで不用額が生じたということでございます

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 主要な施策の330ページ、331ページですけれども、これは一般介護

予防の不用額104万2,874円、これの理由は。これは同じ、違いますよね。さっきの藤

野さんのとは違って。

それと 決算書の334ページと335ページ 包括的支援事業・任意事業の不用額104万、 、

2,874円の内容を伺います。

それから、主要な施策の203ページの配食サービスの220万4,720円の具体的な内訳

を伺いたいと思います。



- 235 -

それから、主要な施策の186ページ、要介護認定者数、嵐山町の認定率、県、国、

近隣市町村との比較で、今年も鳩山町が幸福度１位の街になってしまったのですけれ

ども、それも併せて伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、お答えいたします。

まず、決算書330、331ページの一般介護予防事業の不用額でございます。決算書の

331ページ、備考欄下段、やすらぎトレーニング事業は緊急事態宣言で８月と９月の

２か月間やすらぎが休館したことにより、不用額が、トレーニング事業の委託料が減

額となっております。

続きまして、333ページ上段、脳の健康教室事業は定員を20名としましたが、参加

者が８名でしたので、委託料が減額となっております。

続きまして、地域介護予防支援事業は社会福祉協議会に委託している地域のサロン

活動への支援ですが、活動を自粛したグループがあったため、不用額が生じたもので

ございます。

その下段の地域リハビリテーション活動支援事業はぷらっと嵐トレの自主グループ

にアドバイザーを派遣するものなのですけれども、自主グループに活動を自粛したと

ころがあったということと、それから新規の立ち上げの説明会が開催できなかったと

いうことにより不用額が発生したものでございます。

続きまして、決算書334、335ページです。不用額が生じた主なものは決算書335ペ

ージ上段、総合相談事業のうち高齢者見守り訪問の実績が減によるもので、もう一つ

は下段、任意事業のうち徘徊高齢者位置情報探索サービス、ＧＰＳの利用者が減少し

たことによるものでございます。

続きまして、主要な施策の説明書203ページの配食サービスにつきましては、昼が

50人、3,705食、夜が14人、1,794食、計64人、5,499食となっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 菅原副課長。

〇菅原広子長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、要介護認定者数と認定

率につきましてお答えさせていただきます。

それでは、最初に全国から行きます。全国の認定者数は676万5,995人、認定率は
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18.9％です。埼玉県は認定者数31万8,888人で、認定率は16.2％です。嵐山町は認定

者数が892人、認定率は15.2％です。滑川町は認定者は583人、認定率は13.0％です。

小川町は認定者数1,771人で 認定率は15.4％です ときがわ町694人 認定率は16.4％、 。 、

です。吉見町は882人、認定率は13.8％。川島町は1,001人、認定率は14.2％。東秩父

、 。 、 。 、 、村は190人 認定率は16.2％ 鳩山町は712人 11.8％です 最後に 東松山市は4,062人

認定率は15.2％でした。渋谷委員のおっしゃるとおり、鳩山町についてはこの近隣の

町村で11.8％ということで一番低い数値となっております。高いのはときがわ町の

16.4％となっております。

以上です。資料が細かいですので、後でお配りさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 配食サービスなのですけれども、これは昼間が多くて、夜というの

はやっぱりご家庭でご一緒なさっている方が多いということで考えてよいということ

ですか。独り暮らしの方はこの中にどのぐらいいらっしゃるか。２人だけの方はどの

ぐらいいらっしゃるか伺いたいと思います。

それから、鳩山町の認定率、嵐山町は埼玉県よりは低いのだけれども、鳩山町、滑

川町、これは認定率だからちょっと違うと思うのですけれども、低いですね。この差

というのはどこら辺にあると考えられるか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

配食サービスなのですけれども、夜のほうが食数が少ないということなのですが、

これはその方その方のご事情があって、ご家族で食べられる方というのは恐らく、対

象者が独り暮らしか高齢者世帯になりますので、どちらかというと要介護認定を受け

ている方につきましてはヘルパーさんと一緒に作ってもらったものを食べたりとか、

あとはご自分で購入したものを食べたりしているのだと理解しております。また、独

り暮らしと夫婦世帯の別の人数というのが統計を取っておりませんので、お答えする

ことができないのですけれども。申し訳ございません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 もう一点についての答弁を求めます。

近藤長寿生きがい課長。
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〇近藤久代長寿生きがい課長 お答えいたします。

嵐山町だけでなく、近隣でもやっぱり鳩山、滑川というのは認定率が低いという話

はございまして、ではその辺どういうわけなのかなというところはあるのですけれど

も、まず滑川町につきましては若い方が多いということで、何というのでしょうか、

認定率に影響がしてきているのかな。今手元に持っていないのですけれども、認定率

、 、でも修正認定率というのがありまして 年代とかの影響を受けない認定率を見ますと

そんなにかけ離れて差はなかったかなとは思うのですけれども。あと鳩山町につきま

しては、本当に介護予防事業等が充実しておりまして、特にニュータウンの地区あた

りはかなり活発に行われているということで、そういうのも影響しているのではない

かということを近隣では話をしているところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第４号 令和３年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩といたします。10時30分までといたします。よろしくお願いします。

休 憩 午前１０時１４分

再 開 午前１０時３０分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第５号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 認定第５号 令和３年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件

を議題といたします。
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既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

最初の質疑者、青柳委員、どうぞ。

〇青柳賢治委員 水道事業業務報告書ですね、説明書と書いてありますけれども、この

11ページです。資本的支出の１番、建設改良費委託料599万5,000円。さらには５番の

建設改良繰越しというので委託料8,628万4,000円、この内容です。補正予算等では取

っ払ってきているような流れを受けているものですから、どのような内容になってい

るのかということです。お願いします。

〇畠山美幸委員長 永嶋副課長。

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからお答えさせていただきます。

まず、建設改良費委託料の599万5,000円の内容につきまして、こちらは第１浄水場

更新設計委託料になります。内容といたしましては、地下発電施設、受変電施設、中

央監視操作盤施設の電気設計を委託したものになります。

続きまして、建設改良繰越委託料についての説明をさせていただきます。

8,628万4,000円のうち8,116万9,000円につきましては、新浄配水場整備実施設計業

務委託になります。内容といたしましては、認可設計、浄水場実施設計、配水場実施

設計、導水管布設設計、確認申請書類作成、基本設計見直し業務、水源検討業務、第

２浄水場検討業務、用地測量業務になります。残り511万5,000円につきましては、管

路更新計画策定業務になります 内容としましては 布設から40年を経過した昭和50年。 、

代の管路を令和４年度から令和13年度において布設替え等を行っていく計画の策定業

務となります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 青柳委員。

〇青柳賢治委員 この599万5,000円の委託料というのは、この第１配水場の委託料とし

て、これは丸々全額がこの費用ですと。要するに、だから一部支払いが出ているとい

うことではなくて、その作業がこれ全部終わったということで理解してよろしいのか

どうか。

それと、今のここに出てくる改良繰越しなのですけれども、これは補正では来季に

回してというような説明を受けているのだけれども、実際にこれ今言った8,116万

9,000円のうちの7,600万円ぐらいというのは、そういった委託の作業にかかっている
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というふうに理解してよろしいですか。

〇畠山美幸委員長 清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。

まず最初の599万5,000円、こちらにつきましては第１浄水場の電気設備の改修の設

計業務委託になりまして、これは将来的な新浄配水場建設時にはこの第１浄水場、現

在は井戸から水を引き込んで、その後第１浄水場内で水を浄水化して遠山の配水池に

送って、遠山の配水池から第１エリアについて配水を行っている施設でございます。

こちらにつきましては、将来的には浄水場施設を廃止して、中継ポンプ施設に変更す

る予定でございます。ですので、将来的には第１浄水場は井戸からくみ上げた水を中

継ポンプによって新浄配水場に加圧して運び込む施設となる予定でございます 599万。

5,000円につきましては、その設計業務委託として令和３年度中に業務が完了してお

ります。

続きまして、繰越事業につきましてお答え申し上げます。

こちらは新浄配水場の整備に係る実施設計に係る委託業務となっております。こち

、 、らにつきましては 令和２年度に計上をさせていただいたものでございますけれども

、 、その後令和２年度中にはその設計業務につきまして 今後の川島の産業団地のエリア

それと花見台の拡張エリア、それと都市計画道路に伴う配水管の布設の関係がござい

まして、将来計画配水量に変更が生じましたため、令和２年度から令和３年度に繰り

越しをさせていただいた事業でございます。そちらにつきましては、併せて511万

5,000円の管路更新計画策定、こちらも先ほど申し上げましたその３つの新しい事業

の関係がございますので、新浄配水場の整備実施設計と管路更新計画の策定業務、い

ずれも令和２年度から令和３年度に繰越しをさせていただいて両方とも令和３年度中

に業務は完了しております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 １点目は、有収率が91.97％とありました。そうしますと、漏水は８

％余ということになります。それを計算すると、幾らぐらいになるのか伺いたいと思

います。

２つ目に、夜間の緊急出動というのは何回ぐらいあったのか伺いたいと思います。

また、その事故についても伺いたいと思います。
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次に、内部留保の額について伺いたいと思います。

そして最後に、不納欠損の理由について伺いたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

片岡副課長。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 私のほうからは委員さんの質問の中で、有

収率と内部留保と不納欠損の関係をお答えさせていただきたいと思います。

まず、有収率91.97％とあるが、漏水した量を計算すると幾らぐらいになるのかと

いうことなのですけれども、こちらにつきましては年間総配水量から有効水量を引い

た無効水量となったものが令和３年度で約16万3,000立米となっております。こちら

を令和３年度決算での家庭用水道料金の単価、こちらを立米当たり118円とさせてい

ただいて計算いたしますと、この16万3,000立米分につきましては1,915万円ほどとな

ります。

続きまして、内部留保の額ということなのですけれども、令和３年度決算を迎えま

して内部留保につきましては金額として16億5,603万5,675円となりました。令和２年

度決算と比較して4,046万8,338円の増となってございます。

続きまして、不納欠損はどんな理由かということなのですけれども、不納欠損につ

きましては、決算書378ページの下段にあるのですけれども、特別損失の過年度損益

修正損のところをご確認ください。金額といたしましては28万7,326円となります。

この内容といたしまして、今回の令和３年度決算では平成19年度、20年度及び27年度

を対象としております。この中で平成19年度、20年度は町外転出者の方で分納を続け

ていただいていた方なのですけれども、こちらの方がお亡くなりになりまして、その

分が不納欠損で計上させていただいて、この方に関する分は金額18万1,138円となり

ます それと 平成27年度分といたしましては 合計16人 金額といたしましては10万。 、 、 、

6,188円となります。こちらのほうの不納欠損の理由といたしましては転出後連絡が

取れなくなった居所不明の方が12人、金額は９万7,305円。それと、お亡くなりにな

ったという死亡によるところが４人、金額は8,883円となっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 永嶋副課長。

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからは夜間緊急出動の回数と、そ
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の内容についてお答えさせていただきます。

夜間緊急出動は早朝も含めまして合計５回ありました。１件目につきましては、早

朝６時、場所は志賀地内、町民の方からの通報がありまして、漏水箇所は直径100ミ

リのダクタイル鋳鉄管のフランジ部分からの漏水でした。仕切弁を５か所締め、修繕

工事を行いました。

２件目は、早朝７時、場所は菅谷地内、町民からの通報があり、漏水箇所は径75ミ

リの塩ビ管のＴ字管からの漏水でした。仕切弁を４か所を締め、修繕工事を行いまし

た。

３件目は、深夜１時、場所は菅谷地内、町民の方が警察へ通報し、警察より連絡が

ありました。漏水箇所は径75ミリの塩ビ管のベント部分からの漏水でした。仕切弁を

４か所締め、応急処置をし、深夜でありましたが、修繕工事事業者と連絡を取り、朝

から修繕工事を行えるよう手配しました。

４件目は、夜18時30分、場所は鎌形地内、こちらは町給水指定工事店より連絡があ

りました。この漏水は工場の門扉、門柱を施工していた業者が誤って給水管を破断し

、 。 、 。たため 漏水が起きました こちらは仕切弁を２か所調整し 修繕工事を行いました

、 、 、 、５件目は 早朝４時 場所は川島地内 こちらは町民の方からの通報がありまして

場所は消火栓からの漏水でした。仕切弁を３か所締め、漏水を止めまして、その後消

防署へ修繕工事が終わるまで使用できない旨の連絡をしました。

以上となります。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 まず、漏水の金額なのですが、1,915万、2,000万円近くあるというこ

とで、大変な金額だなというのをつくづく思います。これ予算のときも聞いて、約

2,000万だということで。90％そこそこだと2,000万前後というか、このくらいになる

のかなというふうに理解してよろしいのでしょうか。

それと、これをいかに少なくしていくかということを考えると、これをゼロにする

ということができるのか、対策によってはできるのか伺いたいと思うのです。問題は

金額だと思うのですけれども、ゼロにするためにはどのくらいの金額がかかってしま

うのか、分かれば伺いたいと思います。

それから、内部留保はなるほど、このくらいあるわけですね。このくらいあると安

心して事業ができるというふうに見てよろしいのですか。もっと少なくても大丈夫な
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のか伺いたいと思うのです。前何か17億ぐらいの記憶があるので、増えているような

気がするのですけれども、伺いたいと思います。

不納欠損の理由については、転出、死亡、死亡はどうしようもないですよね。転出

の場合追い方というか限界があるのかな。軽自動車などは自治体間で連携を取ってい

るというふうに聞いているのですけれども、水道の関係はどうなのでしょう。自治体

間での連携の取り方というのは取っていないのか、取れないのか、伺いたいと思いま

す。

それから、夜間なのですけれども、５回あったと。水道に携わる皆さん、本当にご

苦労さまですというふうに申し上げたいと思います。こういうことで寝ているときに

起こされるわけですから。起こされるだけではなくて現地へ行って作業しなければな

らないわけですから、本当にご苦労さまですと申し上げたいと思うのです。これを最

大限少なくするということでは古い老朽管の改修というのが一番だと思うのですけれ

ども、まだどの程度あるのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

片岡副課長。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、有収率90％ぐらいの中で、こち

らの漏水といいますか、有収率に加わらなかったものを金額にしたら2,000万円ぐら

いということで、こちらいかに少なくしていくかということと、あとゼロにできるの

か、ゼロにするまでの金額はどれくらいかかるのかということだと思うのですけれど

も、いかに少なくしていくかというところにつきましては、毎年漏水調査会社に委託

して行っているものと、あとは２か月に１度検診時に、メーター検針をする際に検針

がお留守の家庭であったりとかしたときに、メーターのパイロットが動いていたりと

かすると漏水の疑いがありますとかというお知らせもしてくるのですけれども。失礼

いたしました、それはメーターより先の水量なので、お客様の分で有収率のほうには

かかってこない部分でございました。ただ、メーター検針のときにもメーターより道

路側の管ですとか、あとは止水栓付近に水が出ていたりとか、湿っていたりですとか

というときがあればすぐに施設担当のほうに報告が行くような形になっておりますの

で、随時そういったことで漏水の解消には努めているところであるのですけれども。

それと、次に漏水をゼロにできるのかということなのですけれども、この総配水量

からメーターを取った有収水量、料金になった水量を配水場とかを通って配水する総
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配水量で割ったものが有収率になるのですけれども、こちらの中には……失礼しまし

た。町で漏水とか配水管の布設替え工事をした後に洗管、管を洗浄する作業とかとい

うのも実施するのですけれども、そういったものの水量ですとか、あとは家庭内にお

いて漏水軽減とさせていただいたもの、その対象になったものの水量とかもございま

すので、漏水がゼロになるということは現実的ではないのかなと思います。

それと、漏水をゼロにするためにどのくらいの金額が必要なのかというのはちょっ

と……

〇畠山美幸委員長 どうぞ、答弁続けてください。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 ゼロ円にするのは金額がどのくらいか、ご

めんなさい、こちらはちょっと……

〇畠山美幸委員長 その件につきまして、清水上下水道課長がお答えになりますか。ど

うぞ。

〇清水延昭上下水道課長 申し訳ございません。お答え申し上げます。

漏水の町全体につきましては、先ほどおっしゃられたとおり、老朽管が一番の原因

と考えております。老朽管につきましては、今後管路更新計画に基づいて順次改修を

行っていく予定ではございますけれども。老朽管というのは、ある程度年代がたてば

改修してもまたいずれかは老朽管になっていく、その繰り返し、繰り返しで、ずっと

修理の繰り返しでございますので、漏水がゼロになるということはとても考えられな

いことでございまして、その漏水量の節減、いかに少なくするかどうかによって毎年

漏水調査をかけて、そういった漏水が見つかればすぐに修繕をして、または更新計画

に基づいてもう漏水をしている、またはおそれのある老朽管から順次新しい管に布設

替えをすることによって漏水の量を削減していきたいと考えているところでございま

す。

それと、内部留保の関係でございますけれども、こちらにつきましては今現在、先

ほど16億5,600万と申し上げました。こちらにつきましては、毎年減価償却とか、現

金ばかりではございません。内部留保というのは企業の毎年の活動によって生まれて

、 。いくものでございまして その額は毎年毎年積み上がっていくものとなっております

しかしながら、もちろん決算書にもございますように現金預金につきましては決算書

の中にある金額がございまして、その費用に関しましては、今後の新浄配水場の建設

費用、または先ほど申し上げました老朽管の更新事業、それに充当していく考えでご
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ざいますので、現状では常にある程度の内部留保を持っていないと将来の事業に当た

っていけないものでございますので、このような結果となっております。

それと、漏水に関しましての自治体間の連携につきましてでございますけれども、

こちらはもちろん……

〇畠山美幸委員長 その質問は漏水管ではなくて、自治体同士で連携して不納欠損が減

らせないかという質問でございますので。

〇清水延昭上下水道課長 分かりました。それでは、私は以上でございます。

〇畠山美幸委員長 では、片岡副課長。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、未納があった方が転出された場

合の自治体間の連携があるのかどうなのかということなのですけれども、税のほうは

調査権自体も税務課の職員は持っておりまして、いろんなその方の資産調査とかとい

、 、うのは独自でできるのですけれども 水道料金につきましては私債権でございまして

そこまでの調査権だとかというものは水道課の職員には与えられておりませんで、実

際の転出された方につきまして、隣町に転出された場合とかで隣町の水道課の職員に

この未納分の収納をお願いしたい、督促をお願いしたいとかということはどこの自治

体もやっていないのかなと思います。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 まだもう一つ答弁、出動回数の件につきましては、永嶋副課長。

分かっているかな。質問がどうしたら出動回数が減らせるかだったっけ。もう一回

言ってあげてください、それだけ。

〇川口浩史委員 老朽管で答えてもらったからいいです。

〇畠山美幸委員長 そうですか。いいそうです。

３番目の質疑ありますか。なし。

次、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 報告の15ページなのですけれども、収益に関する分析で水道利用料

の免除を行ったわけですけれども、影響はあまりなかったということか伺います。

それから、決算書の377ページで報告書の17ページなのですけれども、職員数の減

の影響はなかったかということなのですけれども、職員の時間外労働の金額が予算額

を下回っているその点について伺います。

それと、決算書の356ページですけれども、建設改良費１億2,685万5,000円が補正
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予算で削減されていると思ったのですけれども、その理由を伺います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

片岡副課長。

〇片岡範行上下水道課水道管理担当副課長 それでは、お答えいたします。

収益に関する分析で水道料金の免除を行ったが影響は少なかったかということなの

ですけれども、こちらにつきまして業務報告書15ページ、経営分析の指標になるので

すけれども、こちらで（２）収益に関する分析という項目がございまして、その項目

の10番は総収益を総費用で割ったもの、項目11は経常収益を経常費用で割ったもの、

項目12につきましては営業収益を営業費用で割ったものとなっております。水道料金

の基本料金免除事業につきましては、令和２年度に実施したのですけれども、この免

除により影響があるところにつきましては、項目12営業収益対営業費用比率のところ

でございます。この表にございますように、令和２年度につきましてはこの数値は

106.05％となっておりまして、ほかの年度、免除事業を実施していない年度と比べま

して大体７％ぐらい下がっているのかなと思うのですけれども。実際この令和２年度

に免除事業を実施いたしましたが、水道料金につきましては約2,000万円減収となっ

たのですけれども、これに伴って水道事業といたしましては営業外収益といたしまし

て、一般会計から補助金を補てんされておりますので、ここの令和２年度の項目12番

の数値としては低くなっておるのですけれども、経営に影響はほとんど出ていない状

況と思っております。

続きまして、職員数の減の影響はなかったということか、職員の時間外労働が予算

額を下回っているというところなのですけれども、時間外勤務手当について、予算に

対しまして実際に執行額は少なくなっておるのですけれども、もともと時間外手当は

予算として様々な想定をした上で予算計上している状況です。実際時間外勤務の実績

といたしましては、令和２年度485時間、令和３年度522時間30分と、37時間30分増加

、 。しておりまして 手当の金額といたしましても12万7,000円ほど多くなっております

また、業務報告書17ページの生産性に関する分析では、職員１名の減によりましてこ

の数値の求め方で分母が減りますので、必然的に前年度より数字が高い内容となって

おります。また、昨年、令和３年の６月から実施いたしました嵐山町建設水道事業協

同組合への休日修繕工事の待機の委託によりまして、職員の負担は大きく軽減してい

る状況になったと思います。また、総合的に見て職員数の減の影響がなかったかとい
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うことではなくて、現場対応等で職員が不在になった中、残っている職員で窓口対応

とかを実施させていただくなどして職員数の減を課を挙げて対応した結果であると考

えております。

私からは以上でございます。

〇畠山美幸委員長 永嶋副課長。

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからは建設改良費１億2,685万

5,000円の減の補正理由をお答えさせていただきます。

こちらにつきましては、まず浄水場施設費として5,700万円、こちらは第１浄水場

を単独で改修する予定でありましたが、第１水源を単独で改修する予定でございまし

たが、第２、第３水源を含めた浸水対策を実施するため、実施設計を行うのを令和４

年度、今年度を予定しております。予算化しております。

続きまして、配水本管施設費として7,000万円の補正減を行いましたが、こちらに

つきましては文化庁との協議が令和３年８月に許可が下りたのですが、こちらの工事

の年度内の竣工が難しいと判断しまして、令和４年度に改めて関連布設工事も併せて

行うことを予定しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第５号 令和３年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を採決

いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩いたします。入替えのみです。

休 憩 午前１１時０５分

再 開 午前１１時０５分
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〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第６号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 認定第６号 令和３年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての

件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

最初の質疑者、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 決算書の384、385ページに特別損失2,000円というのがあるのです。

この金額が今後の不納欠損になっていくのか心配ですので、１点目伺いたいと思いま

す。

そして、２つ目に不明水の流入の状況はどうだったのか伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

決算書384、385ページの収益的収入及び支出、その支出、第３項特別損失の予算

2,000円につきましては、決算書の389ページ損益計算書の特別損失６ （１）過年度、

損益修正損の公共下水道事業分1,000円と浄化槽事業分1,000円としての計2,000円を

課目設定として計上させていただいたものでございます。損益計算書、特別損失のと

おり、令和３年度におきましては特別損失はなく、したがいまして収益的収入及び支

出の３特別損失の欠損額についてはゼロとなっております。

なお、今回ご質問の特別損失2,000円の予算、この額について不納欠損になるもの

かということでございますけれども、この2,000円については先ほど申し上げたとお

り課目設定の金額でございまして、不納欠損になるものではございません。

〇畠山美幸委員長 次に答弁を求めます。

引き続き清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 続きまして、不明水の流入の状況についてお

答えさせていただきます。

まず、不明水の算定方法でございます。市野川流域処理場における総汚水処理量を

３町、滑川町、嵐山町、小川町になりますけれども、における申告有収水量の合計と
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比較して、その差の汚水処理費を３町の有収水量に応じて案分し、それを汚水処理量

としております。汚水処理量から申告有収水量を差し引いたものが不明水となってい

るということをまずご理解いただければと思います。その上で令和２年度、３年度の

数字を申し上げさせていただきます。まず初めに、令和３年度でございます。汚水処

、 、 。理量174万3,140立方 有収水量158万7,640立方 不明水15万5,500立方でございます

不明水率としては8.9％でございます。続きまして、令和２年度を申し上げます。汚

水処理量173万9,543立方、有収水量を155万3,521立方、不明水18万6,022立方でござ

。 。 、います 不明水率につきましては10.7％となっております 汚水処理量及び有収水量

前年度と比較しまして増加しております。不明水量につきましては約３万500立方ほ

ど減となっておりまして、率で申し上げますと1.8ポイントの減少ということになっ

ております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 不明水なのですけれども、これを水道でもゼロにできますかというこ

とで聞いたのですけれども、この不明水も限りなくゼロに持っていく必要があると思

うのです。これはゼロにすることはできるのか１点伺いたいのと、どの点が今嵐山町

では不明水が多いところになるのか。前は志賀２区が多いというふうに言われていた

のですけれども、志賀２区はかなり工事をやって少なくなってきているって聞いたの

で、今はどこになっているのか伺えればと思います。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず、不明水の原因として考えられるのが雨量による影響が大きいものと考えてお

ります。令和２年につきましては６月、７月に降水量が非常に多くございました。令

和３年度につきましては年間雨量が令和２年度に比べまして非常に少なかったという

ことが大きな原因ではないかというふうに考えておりまして、その雨量をどう侵入す

るのを防ぐかというのは非常に難しい問題かなというふうには考えております。対策

といたしましては、令和２年にストックマネジメント計画を策定しておりますので、

それによりまして順次更新、優先順位の高い路線からカメラ調査等を行いながら、順

次不明水の削減を図っていくということ。結局埋設管の中の亀裂等からも流入したり
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することもございますので、そういったことを行っていくことが非常に大事かなと思

っています。それと、各家庭、外の水道、水栓、そういったところを設置するときに

ついては町としては当然指導をしております。外の水栓から流入するということも当

然ありまして、屋根のある部分に設置をしてくださいとか、栓をできるような形のも

のをしてくださいということも当然指導させていただいております。そういったもの

が結構多く入っている部分もあるかなと思っております。それと、昨年花見台工業団

地42社につきましては、アンケート調査というのですか、そういった雨水の流入につ

いての調査等もさせていただいております。その中で２社、流入部分があるというよ

うなお答えをいただいたところについては指導させてやっております。そういった形

で、町としてはいろんなことを想定しながら対策を取っているということでございま

す。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 そうすると、特定の地域ではなくて、もう町全体という理解でよろし

いのですか。ただ、花見台は特定であるわけですけれども。ただ、そこはもうアンケ

ートを取ってある程度の対応はされているということなのですか。場所的なものはも

う全体になってしまっているというふうに理解してよろしいのか。そうすると、なか

なか難しいなというのを。カメラ全体に入れないと分からないという状況になると、

把握が難しいなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇畠山美幸委員長 清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 委員さんおっしゃるとおりで、町全体からエ

リアとしては考えられるかなと思っています。先ほども水道のほうでもお話ありまし

たけれども、当然更新等を行っていけば、一定年数たてばまた傷んできて、管路のほ

うから流入等も当然ございますので、なかなか委員さんおっしゃるとおり、ゼロとい

うのは非常に難しい問題かなというふうに理解しております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 決算書の400ページなのですけれども、12行目に法定耐用年数を経

過した管渠老朽化率の割合は13.14％に対して、改善率はゼロ％、ストックマネジメ

ント計画に基づき計画的に老朽化対策を行っていると書いてありますけれども、具体
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的には令和３年度ではどのような事業を行ったのかということと、決済書の404ペー

ジの（１）で重要契約の要旨、令和３年８月27日テレビカメラ調査業務に係る検討業

、 、務委託 令和４年１月21日テレビカメラ調査業務委託をやっているわけですけれども

その結果について伺いたいと思います。

〇畠山美幸委員長 清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。

まず初めに、令和３年度事業はどのような事業を行ったかということでございます

けれども、次のご質問でございましたけれども、令和３年度事業といたしましては令

和２年策定のストックマネジメント計画の管路点検・調査計画に基づきまして、花見

台幹線のテレビカメラ調査を開始しております。令和３年度につきましては、約

。 、1,110メートルの調査を実施しているところでございます その調査に先立ちまして

検討業務ということでテレビカメラ調査をスムーズに実施するための検討業務を行っ

ております。そのほかといたしましては、花見台ナンバー３、マンホールポンプ制盤

入替え工事を実施しております。また、修繕といたしましては、マンホールポンプ用

機器修繕やマンホール蓋交換修繕、公共ますの交換修繕などをうたっております。

続きまして、重要契約の要旨、カメラ調査の件でございます。先ほども触れました

けれども、テレビカメラ調査業務ということで花見台幹線約1,110メートル実施して

おります。工事の内容といたしましては管渠内洗浄工、仮設排水工、管渠調査判定等

を行っております。ご質問の判定結果ということでございますけれども、各人口、人

口と人口を１スパンとさせていただきまして、全33スパン調査を行っております。全

33スパン中、緊急度及び健全度から判定し、管更生または入替えなどの管渠改善が必

要であろうという箇所につきましては13スパン、約348メートルございました。残り

につきまして約765メートルでございますけれども、健全度からすると現状は問題な

いという判定結果となっております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 質疑ありますか。

渋谷委員。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、大体1,110メートルぐらいですが、１年間に行える

限界で、それはテレビカメラを使って調査をして、今回は進捗率がゼロということな

ので、そういった形のことで老朽管ではなく、ほかのことを調査したというふうに考
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。 。えてよろしいのでしょうか 大体１年間にどのぐらいずつやれる予定なのでしょうか

〇畠山美幸委員長 清水副課長。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 老朽化率につきましては、昭和46年度に敷設

しました志賀２区の管渠でございまして、約10.4キロほどございます。これが耐用年

数の50年を迎えたということで、今回13.14％ということで老朽化率として挙げさせ

ていただいているものでございます。調査につきましては、既に国のほうに補助事業

として要望しておりまして、令和３年度から６年度にかけてカメラ調査を花見台幹線

について実施するような形の計画を立てております。ということになりますので、令

和３年、４年、５年、６年度につきましては、花見台幹線をまず調査を行い、その結

果に基づきまして環境改善事業等に移っていくこととなります。また、志賀２区につ

きましては、老朽管、耐用年数50年過ぎておりますので、順次この後テレビカメラ調

査を実施し、環境改善等を行う予定でございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 あともう一つ、１年どれだけ。

どうぞ。

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 すみません、漏れました。基本的には年間の

調査については１キロ程度ということで予定しております。

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第６号 令和３年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件を採

決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

◎議案第３９号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 続きまして、議案第39号 令和３年度嵐山町水道事業会計未処分利
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益剰余金の処分についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

質疑のある方、どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより議案第39号 令和３年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎議案第４０号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 続きまして、議案第40号 令和３年度嵐山町下水道事業会計未処分

利益剰余金の処分についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入り

ます。

それでは、質疑をどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより議案第40号 令和３年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。
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〔挙手全員〕

〇畠山美幸委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎散会の宣告

〇畠山美幸委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１１時２４分）
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決算審査特別委員会

９月１２日（金）午前８時５６分開議

議題１ 「認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査

について
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〇出席委員（１０名）

１番 小 林 智 委員 ２番 山 田 良 秋 委員

３番 犾 守 勝 義 委員 ４番 藤 野 和 美 委員

５番 大 野 敏 行 委員 ６番 青 柳 賢 治 委員

７番 川 口 浩 史 委員 ８番 松 本 美 子 委員

９番 渋 谷 登美子 委員 １０番 畠 山 美 幸 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

森 一 人 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 青 木 正 志

書 記 安 在 洋 子

〇説明のための出席者

佐 久 間 孝 光 町 長

髙 橋 兼 次 副 町 長

杉 田 哲 男 総 務 課 長

馬 橋 透 地域支援課長

田 畑 修 税 務 課 長

贄 田 秀 男 町 民 課 長

前 田 宗 利 福 祉 課 長

萩 原 政 則 健康いきいき課長

近 藤 久 代 長寿生きがい課長

藤 原 実 環 境 課 長

福 嶋 啓 太 技 監

中 村 寧 農 政 課 長

藤 永 政 昭 企業支援課長
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伊 藤 恵 一 郎 まちづくり整備課長

清 水 延 昭 上下水道課長

大 島 真 弓 会 計 課 長

奥 田 定 男 教 育 長

高 橋 喜 代 美 教育委員会事務局長

堀 江 國 明 代表監査委員

長 島 邦 夫 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇畠山美幸委員長 皆さん、おはようございます。

ただいま出席委員は全員であります。定足数に達しております。よって、決算審査

特別委員会は成立いたしました。

これより本日の会議を開きます。

（午前 ８時５６分）

◎諸般の報告

〇畠山美幸委員長 ここで報告いたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑、討論、採決

〇畠山美幸委員長 全課局に関する質疑並びに現地調査を終了しております。

これより歳入歳出を含めて総括的な質疑をお受けいたします。

総括質疑につきましては、４名の方から届出がございましたので、初めに第10番、

川口浩史委員、次に第12番、渋谷登美子委員、次に第１番、小林智委員、最後に第３

番、犾守勝義委員の順で行います。

それでは、川口浩史委員からどうぞ。

〇川口浩史委員 私は４点についてご質問いたします。

初めに、学校再編審議会についてであります。町長は、前の委員会から委員会を一

旦ストップということでおっしゃいまして止めました。それから僅か半年で審議会を

設置した理由について、しっかり町民の意見などを聞いた上での設置だったのか伺い

たいと思います。

それと関連しまして、２番目に、七小は文科大臣賞、最高賞の受賞をしたわけであ

りますけれども、これ普通のべた記事なのです。本来ならこうした賞をもらったとき

には賞状の写真だとか、本人たちの写真だとか載せて、大きく掲載するというのが普

通の在り方かなって思うのです。やはり七小をあまり高く評価すると、統合に支障を

来すと、そういうところが働いたのではないかというふうに思うのですけれども、べ
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た記事にした理由について伺いたいと思います。

２番目に地方債についてであります。令和３年度末で67億8,000万円ということで

ありました。この現状から見て、嵐山町が今後地方債を借りていくのに幾らまで借り

られるのか。財政の硬直化を招かない、その最大の額というのは幾らぐらいなのか伺

いたいと思います。これは学校の統合により当然地方債を借りることになると思いま

すので、新しい学校を造ることができるのかという視点で伺いたいと思います。

３番目に、観光地域づくり法人についてであります。どのようなものを狙ってつく

ったのかを伺いたいと思います。

、 。 、それから 黒字化はできるという判断でいるのか もしできるという判断であれば

その道筋を伺いたいと思います。

そして、最後に夕方の防災無線についてであります。１つは、犯罪被害が増加傾向

にあるということでありました。この増加傾向にあるということを町民に実態を知ら

せる必要が１点目にはあるというふうに思います。

その考えと、２番目に、子どもの安全を守るには大人の目が大事だと思います。登

下校、特に下校時がばらばらに、１人の場合になってしまいます。そうしたことを考

えますと、子どもの安全をどう守っていくかということで、大人の関わりを強めてい

くという必要があります。そういう点で、近隣では防災無線を子ども自身が下校時に

大人たちに安全を呼びかける。私たちこれから下校しますという呼びかけをしている

自治体があります。それを聞いたときに大変よい取組と思いました。その考えがある

のか伺いたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、私からは１番につきましてお答えさせて

いただきます。

、 。 、 、まず 質問項目１の①でございます 町の小中学校の再編の協議については 前回

平成29年８月から適正規模検討委員会という形で検討が始まり、平成31年１月まで行

われました。しかし、令和３年１月に保護者の皆様、議会、町民の皆様のご理解や協

議検討を進める上での手続が十分ではない部分があるとの判断から、町長が事業の見

直しを表明いたしました。一旦立ち止まる理由としては、今申し上げた理由でござい
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まして、前回の検討結果そのものに異議があるものではないということでございまし

た。そうしたことから、令和３年６月議会に嵐山町立小中学校再編等審議会設置条例

を上程、可決、ご決定をいただき、同年10月に審議会がスタートいたしました。

続きまして、１の②につきましてお答えいたします。

七郷小学校の日本語検定における文部科学大臣賞の受賞については、児童生徒の語

学力及び学習意欲の向上が図れた結果であり、大変喜ばしいことであります。この結

果を町民の皆様にお知らせする手段として、町広報紙に受賞の内容を掲載いたしまし

た。掲載時期は令和４年５月号になりました。これは受賞結果を教育委員会が知った

段階で最も早い時期の掲載であり、当然写真を載せたい希望がございましたが、記事

の入稿締切りを過ぎてからの掲載依頼となったため、残念ながら写真のスペースが確

保できませんでした。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 それでは、私のほうから質問項目２、地方債につきましてお答え

させていただきます。

財政の硬直化を示す指標として公債費負担比率がございます。これは公債費の歳出

全体の一般財源に占める割合の指標として示すもので、この公債費負担比率につきま

しては15％が警戒ラインとされております。これを超えると財政の硬直化が進む一つ

の目安ということになってございます。令和３年度の決算額をもとに試算をいたしま

すと、町の公債費負担比率は13.0％と算出されます。令和３年度の歳出の一般財源総

額に15％を乗じますと７億7,600万円弱という数字になります。こちらの数字を目安

といたしまして、相関する金額が15％の警戒ラインといたしまして、注視しながら地

方債の発行について慎重に進めたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 次に、藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 私のほうからは３番のまず最初に①の関係につきましてお答

えさせていただきます。

こちらにつきましては、町に点在する観光資源の連携を取り、地域の関係者を巻き

込み、資源をブランド化し、生産から販売までを一貫してプロデュースする地域商社

としての役割を果たせる機能を持つことを目的として立ち上げたものでございます。
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続きまして、②につきましてでございます。こちらにつきましては、今議会の一般

質問また予算委員会等でもお話をさせていただいておりますけれども、なかなか今ま

での実績といいましょうか、やった結果としては、例えば来年度すぐに黒字化という

のは大変厳しいという状況でございます。こちらにつきましては、最終的には黒字化

になるようにやっていくという目的を持ってやるわけですけれども、収入で得られる

ものをいかに増やせるか、また支出のほうをいかに抑えられるか、まずそこを来年に

向けては今からもう動き始めていろいろ検討のほう始めておりますので、いかにして

その赤字を少なくしていくかという今は段階でございます。ただ、観光協会全体とし

て、他のバーベキュー場または学校橋河原、この辺でまたより収入を上げられるよう

に併せてやっていければ、観光協会全体としての予算、そういったものがまず赤字に

ならなければいいのかなというところもございますので、そういうところも併せてい

ろいろ黒字化に向けて検討はしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 最後に、馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、私のほうから質問項目４についてお答えいたしま

す。

初めに、①につきましてお答えいたします。

昨年度も嵐山町において特殊詐欺の被害が発生いたしましたので、広報の2022年３

月号で「小川警察署からのお願い」という形でお知らせをいたしました。今年度につ

きましても掲載する予定となっております。委員ご指摘のとおり、実態をお知らせす

ることで犯罪が身近に感じられ、抑止効果になると考えておりますので、機会を捉え

て広報してまいります。

続きまして、②につきましてお答えいたします。

下校時間に合わせた防災無線による放送を児童が行うことにつきましては、以前も

検討した経緯がございます。教育委員会と協議をした結果、犯罪を計画しているもの

に下校時間が分かってしまうことや、放送を担当する児童の選考が学校の負担になる

ことなどを考慮し、賛否両論ございますが、実施しないことといたしました。

以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 川口委員。

〇川口浩史委員 学校再編なのですけれども、そうですか、統合そのものに異議がある
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ものではないという理解であったわけなのですか。私はもう少し慎重に今となっては

やっていくべきではなかったかなって思うのです。特に七小の学校、志賀小もなくな

るわけですけれども、七小の地域の皆さんの意見をもう少し酌み上げていくことが必

要であったのではないかなって思うのです。そういう点で、何か早くやってください

という、くださいではない、やるようにという強い圧力があったのではないかという

ふうに私は思っているのですけれども、行政自体は我々もやりますから、それはいろ

んな人からの要請というのはあると思うのです、皆さん方には。ただ、そういうとき

には常にというか、中立的な立場でそれは受け止めていかないとまずいわけなので、

その圧力に屈するようなことがあったのでは、そういうことあったのでは、そういう

点を考えて私は思っているのです。統合してほしいという人たちの声を優先させるよ

うなことがなかったのか伺いたいと思います。そういう点で伺いたいと思います。

それから、そうですか、七小の表彰の関係では締切り、よく場所は取れたなという

ふうに思うのですけれども、あそこの場所が、ベタ記事とはいえ。何か外したのかど

うか、これ分かりますか。そういうことをしないと、あそこの場所だけでも組んでし

まいますと、後から入れるというのは難しいわけですから、我々も議会報を作ってい

て、そういうのをよく経験します。よくというか、作った後で何かこれを入れてくだ

さいということになったら、それは大変なのです。そういう何か削ったことがあるの

かどうか伺いたいと思います。

七小のよさをなるべく出さないということは、そんなことはないということなので

すか。そうすると、七小のよさというのは、私はこの前の一般質問していて、私が七

小が少人数でいいところがあるということをお話ししても、教育長があまり乗ってこ

ないというか、何ていいますか、冷静過ぎるというか、そういうのを感じたのです。

やっぱりそこには七小をあまり評価すると、統合に支障を来すのではないかというも

のを私は感じましたので、この点の質問をさせていただいたわけなのです。その点も

教育長には伺いたいと思います。

、 。 、次に 地方債についてであります 15％以上だと硬直化の傾向になるということで

余裕が大体7億7,000万円ですか。そうすると、前回の適正規模のときの学校新築する

場合の地方債は15億ぐらい借りるということであったと思うのですけれども、すみま

せん、ちょっと今記憶なので。全然これは足りないということになるわけですか、な

るわけですよね。硬直化させても建てようというお考えあるのか。まだこの点は考え
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、 。が固まってはいないでしょうけれども 方向性がもし伺えればというふうに思います

公債費比率のことを持ってきたので読み上げようと思ったのですけれども、それはや

めます。

それから、３番目の観光地域づくりについて、私も昨年の予算委員会での質疑の模

様をちょっと読み返してみました。これで本当にやっていけるのだろうかというもの

を感じたのです。羽生市のキヤッセ羽生というのですか、私行ったことないので、そ

この第三セクター、三セクが破産、破綻したという記事が載っていました。やはり三

セクでうまくいっているところが本当にどこにあるのだろうかというくらいに今なっ

ているのではないでしょうか。三セク事業がどんどん潰れていると。これは三セクで

はないわけですけれども、三セクとしては認めていないわけですよね、ついでに伺い

ますけれども。町が、行政が関わって何かの事業をする、それがうまくいかない、こ

ういうことが全国で起きているわけです。その代表が夕張なのです。いろんなや遊園

地だとか造って破綻をしてしまったと。夕張にすれば、炭鉱が潰れてどんどん人が減

っていく中で、何かしなくてはいけないというそういう焦りがあったと思うのです。

でも、冷静さを欠いたというよりは、あれだな、国や道の意見を私は聞き過ぎたとい

、 。 、 、うふうに思うのです 当時の市は それで そういうところに手を染めてしまったと

それで破綻をしてしまったということが言えると思うのです。嵐山町でもまだうまく

いっていない段階で、こういうＤＭＯというのも含めた形にしていこうというのは時

期尚早だというふうに私は思います。この段階で進めるものではない、そうではない

ないかなって思うのですけれども、もう一度伺いたいと思います。

４番目の、広報等でぜひそれは知らせてもらいたいと思います。児童の帰る時間が

分かるからって、そっちのほうが大きいのか、大人の目をむしろ帰る子どもたちに目

を向けさせることのほうが私は大きいのではないかなって。実際これ近隣でやってい

るわけですよ、子ども自身が。私も生で聞きましたけれども。私が聞いたのは６年生

なのですか、放送で聞いただけですから。女の子がこれから私たちは帰りますと、大

人の皆さんにぜひ、何だったかな、安全に帰ります、よろしくお願いしますという、

そういった内容だったと思うのですけれども。私は大人の目を引く、子どもに向けさ

せる、そっちのほうが、そっちを大きく見ていただきたいというふうに思うのです。

これ実際やっているわけですから、そういうところでの事故とか事件というのは起き

ているのか。起きているので嵐山町はしないというふうにしたのか。ただこうではな
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いですかで決めたのか、そこを伺いたいと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 順次、答弁を求めます。

高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、まず、私から学校再編につきましてもっ

と慎重にやるべきではなかったか、早くやるようにという圧力があったのではないか

ということでございましたが、学校再編の委員会につきましては、町からの答申がご

ざいまして、今後の児童生徒の人数の減少を考えていくと、早急に町立小中学校の将

来の在り方を検討する必要があるということで進めてまいりました。最初から再編統

合ということではなく、一から将来を見据えた在り方を考えていくということで始ま

ったものでございます。

また、委員の任期でございますが、令和５年の３月31日までということで、委員会

が始まりましたので、その期間内で今回10回の委員会を開いていただき、慎重にご審

議いただいたものと考えておりますので、それにつきましても特に圧力がかかったで

すとか、そういうようなことはなかったと思っております。

続きまして、七小の受賞の関係でございますが、こちらの記事につきましては、ス

ペースにつきましては、入れていただいたような形でございますが、特に何かほかの

記事を外したというようなことは聞いてはございません。何とか詰めていただいて入

れていただいたというような状況でございます。

また、七小のよさを出さないというようなことでは全くございませんので、ご理解

願いたいと思います。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、５月号の広報の関係をお答えいたします。

５月号に限らずなのですけれども、広報につきましては各課から載せてほしいとい

う記事が上がってきまして、こちらの広報担当のほうで編集しております。限られた

スペースに載せますので、その月によって記事が多いときには当然上がってきた原稿

をこちらのほうで縮小するなりして載せることもございますけれども、大抵の月は載

せた後にスペースが空きまして、そのスペースのところに挿絵を入れたりなどして埋

めることがございます。５月号につきましてもそういった作業をする中で、スペース
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が少しできそうだということで掲載したというふうに聞いております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 15％を超えてもやるのかどうなのかというご質問でございます。

これにつきましては、まさに15％、これが警戒ラインということでお示しがされてご

ざいますので、そういった状況を見据えながら、今一般質問の中でも答弁させていた

だいてございますけれども、プロジェクトチーム、そういった中には財政担当も入っ

てございます。そういった中で少しでも有利な補助事業等メニューを探しながら、こ

ちらの事業を推進していくというふうな方向性になるかと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、藤永企業支援課長。

〇藤永政昭企業支援課長 私のほうからは、観光地域づくり法人の関係で答弁させてい

ただきます。

まず、第三セクターとして位置づけをしていくのかというようなご質問があったか

と思います。私のほうではそういった位置づけで進めてきたという認識ではございま

せん。また、ＤＭＯとしてやっていけるのかというところのご心配をいただいている

わけでございますけれども、こちらにつきましても今回の議会でも答弁させていただ

きましたように、まずＤＭＯの候補法人というものの申請をこの８月５日に出させて

いただいた段階でございます。あくまでもまず候補の申請、これが結果がどうなるか

というのは年内には出てくるのかなと思いますが、仮に候補法人として認められたと

しても、正式なＤＭＯ化に向けましては、観光庁のほうで２、３年、嵐山町のこの事

業のことを見極めて、正式に認めるかどうかという判断が下るというような感じかな

と思いますので、そのときにＤＭＯとしてはまだまだやっていけそうもないだろうと

いう判断をされると、いつになってもＤＭＯ化にはならないということかなというふ

うに思っております。

そういった中で、ラベンダーのほうが今黒字化に向けていろいろやらなければいけ

ないというところでありますけれども、今までも答弁させていただいておりますが、

ラベンダーにつきましては補助をいただいている関係で、ここ数年はまだ継続してラ

ベンダーはある程度一定の面積は確保しながらやっていかなければいけないのかと。

極端に言えば、ある程度年数たってしまえば、採算が合うような観光農園的なことで
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考えることも選択肢の一つとしてはございますので、将来に向けては、ここの千年の

苑事業が赤字にならないような方法というのが毎年毎年いろいろやってみて、どうい

うふうにやっていったらいいのかというところはずっと検討していかなければいけな

いのかなというふうに考えております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 最後に、馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、大人の目を向けさせるほうが大事というお話をい

ただきましたけれども、嵐山町につきましては、下校時の見守り活動につきましては

地域で実施していただいております。毎月、下校時刻予定表を学校のほうから頂きま

して、区長さんのほうに配布しております。それを見て、地域の方がこの日は今日は

何時に帰ってくるという形でチェックをして、見守っていただいております。職員に

、 、つきましても 青色パトロールカーで毎日下校時刻に見守りを実施しておりますので

そういった形では地域の方に防災無線でお知らせするというよりは事前に子どもたち

、 、が帰る時刻をお知らせしておりまして 地域の方に見守っていただいておりますので

こちらにつきましては、各地、近隣の地域でもやっているのは見守り活動をしてくだ

さる方に今日は何時に帰りますよというような、その認識づけで保護しているという

話を聞いております。近隣の市町村でも以前に実施はしていたけれども、日光市の事

件を受けて実施を取りやめたという話も聞いております。日光市の事件につきまして

は、その犯罪者がその放送を聞いて待ち伏せをして犯罪に及んだという情報がありま

したので、そういったことを加味して、嵐山町では実施しないという形になっており

ます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 最後の質疑です。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 学校再編なのですけれども、圧力というか、そういうものはなかった

と、人数の視点から早急にということでおっしゃいました。そういう答弁でしたけれ

ども、人数から見て、まだまだ検討する予知というか、余裕は十分あるというふうに

思うのです。前の適正規模の段階が十分な調査研究がされているわけではないわけで

す。当時の岩澤町長の選挙での公約がこういう委員会をつくったわけですから、しっ

かりとした教育委員会で調査研究して、こういう方向がいいだろうということでやっ
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たわけではないわけです。そういう点で、佐久間町長、奥田教育長には慎重な対応を

してもらったほうが今考えてみますと必要ではなかったかなというふうに思います。

その点を伺いたいと思います。今の時点でよかったというふうに考えているのか。

それから、審議会の中でも学校がなくなっても別に構わないという人たち、あそこ

の人たちは全員でしたよね。学校がなくなって寂しいとかという意見は誰も述べてい

なかったというふうに、私が傍聴として出席というか参加したときにはそういう意見

でした。だけれども、そういう人たちばかりではないわけです。学校がなくなって本

、 。当に寂しいという そういう人たちの意見も皆さんは聞かなければいけないわけです

それ聞いているとは全然思えないのです。最後に奥田教育長が七小、自分がそういう

出身だということでのなくなることに対して一言あって、私はあれは大事だなという

ふうに思うのです、ああいう一言が。そうではないと、もう決まったことだからとい

うことでの受け止めで皆さんに話するだけでは、それはいけないわけで、それはなく

なったら本当に寂しいのだとか、困るのだとかという意見を聞かないと、それは自然

に出てこないわけですから。そういう人たちにも寄り添うだけの意見を聞くことが私

は必要ではなかったかなと思うのです。ぜひそれ町長、教育長に私は伺いたいと思い

ます。

地方債についてですけれども、たしか適正規模のときに15億ぐらいの地方債を借り

るということであったと思うのです。そうすると７億7,000万ですから、約半分しか

これだと借りられないというわけですので、こういう財政状況を考えても、先ほどの

お話しかないですけれども、早急にって、こっちが幾ら計画つくっても財政が基にな

ければいけないわけですので、財政の硬直化のしない範囲でやっぱり嵐山町の財政運

営していくべきだと思うのです。町長、副町長、どちらかに伺いたいと思います。

第三セクターでありますけれども、先ほど三セクの話をして、全国でいろんなとこ

ろで破綻していると、破産しているということを申し上げました。嵐山の観光地域づ

くり法人が果たして金のなる木になるのか、はたまた金食い虫になるのか、現時点で

は不確定な部分まだまだというか、１年目だけで１年通しただけですから、ただ、そ

こで見えているのは、やはり黒字は僅かであったということから見て、しかもそれは

地方創生交付金が入ってのことですから、今後の運営というのはかなり厳しいと、こ

れは課長がお話ししたとおりだと思うです。こういうものを私は続けていくことに疑

問があるのです。なぜこういう組織をつくっていかなければならないのか、私は強い
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疑問を持っているわけなのです。残念ながらその答えをいただくことができなかった

わけですけれども。１点は先ほどの答えで、これ何年くらい続けていかなければいけ

ないのか。交付金いただいていますから。それと併せて、観光法人について、これや

めるという考えはあって持ち帰るべきだと思うのです。その考えは何か支障を来すの

か、問題を起こすのかも含めて町長か副町長に伺いたいと思います。

それから、防災無線の関係ですが、日光市で起きたということで、なるほどそうい

う、あの事件確かにあって犯人も捕まったわけですけれども、捕まったというふうに

私も記憶していますけれども、ただその後も近隣ではこの防災無線でやっているわけ

なのです。見守り活動をしている人には分かっているのだということでありますけれ

ども、残念ながら見守り活動は縮小傾向にあるわけです。何、ちょっと首を横に振っ

たので、その人数が分かったら伺いたいと思いますけれども。やっぱり多くの人の目

に気づいてもらうというか、目に止まってもらうということが私は必要ではないかな

というふうに思うのです。見守り活動があるからということでおっしゃったのですけ

れども、近隣だってあるわけです。どこでもやっているわけですよ、この事業は。そ

の上に防災無線で私たちの安全をということで、無事に帰れますようにということで

訴えているということは私は大事なことだというふうに思うのですけれども、もう課

長にこれ聞いても、課長はだから見守りの人数だけ。在り方を町長、副町長に伺いた

いと思います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

奥田教育長。

〇奥田定男教育長 お答え申し上げます。

もっと丁寧に進めるべきではなかったのかという委員さんのご質問でございます

が、ちょうど一旦見直しを決めた直後に私、教育長を仰せつかりました。その際、町

長から指示を受けたことは丁寧に進めてくださいというこの１点だけです。したがい

まして、委員さんおっしゃるように、町民皆さんにご理解いただけるように丁寧に進

めるということが私の一番の頭にありました。１点目は、その審議会といいますか、

議会のほうにそういうものの設置を認めていただいて、何といいますか、条例できち

っとした形での議論を進めるということがまず丁寧に進めることの一つになるだろう

なというふうに考えました。したがいまして、一旦立ち止まって多少不安を感じてい
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る町民の方もいらっしゃるというふうに感じましたので、できるだけ早期に立ち上げ

るほうがいいのかなという一つの判断がございました。

それから、町民の方に具体的に声をお聞きするという意味では、今回審議会の開会

前に全ての未就学児、小中学生の保護者に再編についてのアンケートを取ることにい

たしました。これについては当初もう少し慎重にという意見も中にはありました。た

だ、この時点でどういう結果が出るにせよ、やはり町民の声を聞いてスタートするの

が一番だろうという私の判断でアンケートは実施させていただいたところでございま

す。したがいまして、審議会での議論ももちろんできるだけ多くの人にご意見をいた

だけるように、審議委員の皆様にもそれぞれ幼稚園、保育園、区を代表している方々

ですので、できるだけ自由な立場でご発言いただけるように配慮いたしまして、多く

の声を生かせるような形で進めてきたというのは私の今の立場で、思いであります。

以上です。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 財政的なことでございますので、担当のほうからお答えさせてい

ただきたいと思います。

これにつきま……

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員長 町長答えますか。

佐久間町長。

〇佐久間孝光町長 それでは、学校再編のことについてお答えをさせていただきたいと

思います。

川口委員のほうから町民の声云々ということでありましたけれども、教育長のほう

からお話があったように、スタートする前にアンケートを実施すると。このアンケー

、 。トに対する関心度 これは普通の取り方よりも圧倒的に関心度は高かったと思います

それはなぜかといえば、数年にわたってそれなりに議論を深めてきた。それが突如ス

トップをしたということで、そういう面においては、それが結果的には非常に地域の

方々、保護者の方々も含めて、関心度は高い中で取ったアンケートでありますので、

その重要性というのはさらに価値としても高まったかなというふうに思っておりま

す。

また、圧力等々全くありません。それから、あとは七小を評価すると、再編のほう
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、 。 、に影響があるというふうに考えてこうだと 全くそういうことはありません それで

昨年の令和３年第２回の定例会のときに、川口議員のほうから一般質問の中で 「学、

校再編はいつ頃なのか」というタイトルで質問受けたわけです。あれっ、審議会もそ

のときはまだ正式には発足をしていません。条例をそのとき出しますよというふうに

なって、まだ可決もされていない段階で、川口議員のほうから、あれっ、川口議員の

中ではもう再編が決まっているのかなって思いたくなるような聞き方をされておりま

したので、あれっと思ったのですが、そのときの教育委員会のほうのお答えは、学校

施設及び将来的な教育環境を踏まえると、できる限り早急に結論を出し、対応する必

要があるというふうに、もう明確に答弁をしております。

それからあとは、今回の審議委員の方々の任期、これは来年の３月31日まで、令和

５年の３月31日まであるわけです。これはみんな最初から分かっています。しかし、

答申が出たのは今年の７月の22日、かなり前倒しで。これも本当であるならば、昨年

度の３月ぐらいに出ていた可能性も十分ある。というのは、年を越してから、月に１

回ではなくてもっと早めるべきだという委員さんの考え方の基に月に２回しましょう

ということで、そのスケジュールで組んでいたのです。そのとおりにいけば、３月の

時点で答申が出ていたかもしれない。ただ、そのときにはオミクロン株が猛威を振る

って、その審議会を開くことができなかった。そういう事情の中で７月まで来たとい

うことを考えると、委員さん一人一人も一日も早くやっぱり進めるべきだということ

で、共通な認識を持っていたのかなというふうに思ったのだと私は思っています。

廃校になることに対して悲しく思わない、思わない人はいないと思います。まして

や自分の母校がなくなるなんというのはこんなに悲しいというか、寂しいというか、

そういうことはもう皆さん言わなくても十分理解をしていると思うのです。だから、

そういうことも乗り越えて今回の答申を出していた。だから、それに対してどう思い

ますかと言われたときに、よくぞここまでまとめていただいた。だから、この結論に

対して、100％私は賛成ですよという人はまずいないと思うのです。みんなこれに関

しては70％でも30％あるよな、こっちは50％、50％の本当にぎりぎりのところで判断

をしていただいたということでありますので、そういった皆さんの一つ一つの思いを

やっぱり考えても、それ以上に一日も早く子どもたちにしっかりとした教育環境を提

供することが優先であるという共通した認識の下にこういった結論が出たというふう

に考えておりますので、その過程においては極めて適切かなというふうに思っており
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ます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、地方債についての答弁を求めます。

杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 私のほうから地方債の関係につきましてお答えさせていただきま

す。

公債費負担比率、こちらにつきましては先ほど１回目の答弁でお答えさせていただ

きましたけれども、15％が警戒ラインと。こちらにつきましては、財政をつかさどる

者につきましては、やはり一つの目安として慎重に受け止めなければならないという

ふうには考えてございます。そういった中で、今回の補正予算の中につきましても公

共施設の基金、こういったものを積立てをお願いをしているわけでございますけれど

も、やはりそういったものを徐々に蓄えをしながら、地方債そういったものを最小限

に、またプロジェクトチームの中にも財政担当入ってございますので、有利な財源を

確保するといったところを視野に入れながら財政運営のほうを進めていきたいという

ふうに考えてございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 髙橋副町長。

〇髙橋兼次副町長 それでは、お答え申し上げたいと思います。

まず、千年の苑の関係でございますけれども、これは委員ご案内のように、町が千

年の苑という事業を始めたわけです。現在は観光協会のほうでやっていることになっ

ております。したがって、それには国からの補助金、そして町からの補助金をもらっ

て今年度まで事業を進めてきたわけです。したがって、先ほど課長が答弁申し上げま

したように、国の補助金をもらっている以上、それなりの事業はある一定のところま

では少なくとも続けていかなければいけないということです。最悪の場合には駄目な

ら補助金の返還ということもございますので、とてもそういうことにならないように

今後どうやっていったらいいかというものをきちっと考えながら事業を進めていかな

ければいけないのかなというふうに思っております。したがって、先ほど課長が申し

上げましたように、今年どうだったという反省会をして、いろんな反省点、改善点も

出ておりますので、したがってその辺をしっかり検討して、来年に向けて取り組んで

いきたいというふうに基本的には考えております。
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それと、見守りの関係でございますけれども、これはいろいろな考え方があるのか

と思います。実際にやっている自治体もあるというお話でございます。ただ、町とす

れば、今まで考えてきて、こういうことがちょっと支障があるのかなというような下

で今やっていないわけです。したがって、今の社会情勢というのもなかなか難しい時

代に来ているのかなというふうに思っていますので、今後も一つの検討課題というこ

とになるのかなと思いますけれども、しっかり研究をしていきたいというふうに思っ

ています。

〇畠山美幸委員長 人数について、馬橋地域支援課長。

〇馬橋 透地域支援課長 それでは、見守り活動をしている方の人数ということなので

すけれども、申し訳ありません、具体的な人数は今把握しておりません。ただ、防犯

ボランティアという形で各区のほうから毎年出していただいているのですけれども、

こちらの人数につきましては減少傾向ということはございませんので、見守り活動を

してくださっている方の人数的には減少しているという傾向は把握しておりません。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の質疑者、渋谷委員です。どうぞ。

〇渋谷登美子委員 全部で７問あります。どんどん進めていきますので。

１番目です。生活保護世帯の実情を伺います。子どもを含む世帯、高齢者世帯、ひ

とり親家庭世帯、あと障害のある方もあったのですけれども、それは書いていないの

ですけれども。

２番目です。コロナ禍によって、子どもの学力は学力テストによると変化はないと

文科省のほうは言っていますが、一方で格差拡大が大きいと言っています。嵐山町で

はどうなのでしょうか。子どもの精神的ストレス、障害のある方、高齢者等に関して

現れている現象について伺います。

３番目です。団体補助金の在り方についてです。補助金団体の令和３年度の決算書

を調べたのですけれども、部落解放同盟嵐山支部のほかには団体構成員の研修会等へ

の日当、１回2,200円支出している団体はほかにないのです。他団体では、ほかの団

、 、 、体 部落解放同盟嵐山支部以外は領収書のコピーが 写しが添付されているのですが

、 。部落解放同盟嵐山支部については それらは情報公開しても添付されていないのです

それで、私自身が日当旅費が適正であるかどうか判断できないのです。そして、補助

の対象となる別表の補助対象事業が適切に審査されたとはちょっと考えられないので
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す。嵐山支部のものが運動団体活動事業費補助金交付要綱というのですけれども、そ

れは平成25年に制定されてから、その交付要綱自体が検討されていないのです。補助

金適正化委員会の議事録も確認したのですけれども、これが全然検討されていないの

です。しかも、それも議会決算予算で度々指摘していて、それが検討されていない。

補助金、これは難しいなと思うのですけれども、修正予算を出して、反対討論まで出

していながら何回やったか分からないと思うのですけれども、それなのに補助金団体

の要綱とか、そういったものが検討されていなくて、他団体が５％減額したら、その

分だけ減額するという形ではもう難しいのではないかなと思うので、補助金団体の要

綱の改定が必要でありますので、その点について見解を伺います。

次、４番目です。会議録の作成についてです。令和３年度に関してもそうなのです

が、会議録を読んでいますと、すごく丁寧な会議録と、それから全然何か要点筆記み

たいな会議録といろいろあるのです。全体的に会議録の作成というのはどのような形

でやっていくのか、やっていったのか伺いたいと思います。

それから、５番目です。これちょっと長いので、しかももう資料として頂いていま

すので、２番目からでいいのかなと思うのですけれども、1,000万円以上の入札に対

して随意契約か否か。入札の場合の落札率を伺うということなのですが、一遍さっと

読んでいただいたほうがいいのかな、どっちがいいのかなと思う。

〇畠山美幸委員長 読まなくて大丈夫ですよ。

〇渋谷登美子委員 総務課が答えるの。分かりました。では、読んでもらうだけでもい

いです。

次に、６番目です。下水道事業では中川水循環センターは昨年の11月に汚泥消化バ

イオガス発電システムを稼働させています。これはかなり報道されています。私は地

球温暖化対策の意味からいろいろなことを考えているわけなのですけれども、市野川

流域下水道でもこういったものは可能であると考えたのですけれども、こういった先

進地視察はなさったのかどうか伺います。

、 、 、次に これは私が今朝作った資料なのですけれども 国の地方財政計画を見ますと

地方交付税団体は基準財政収入額を超える地方交付税と臨時財政対策債を加える計算

で、基準財政需要額を一定程度上回る方向になっています。そして、今見ていると、

令和３年度は上回った額を財政調整基金に積み上げていくという形になっている。令

和３年度の１人当たりの財政調整基金は４万1,599円との計算値ですが、それについ
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てどのように評価するか。これは国の財政調整、地方財政のことを考え、要綱という

か報告書があるのですけれども、町村は１人当たりの財政調整基金の積立額は30万円

ぐらい必要であるというふうになっているのです。ところが、嵐山町は令和３年度、

すごく頑張ってやったと思うのですけれども、４万1,599円でした。それについて伺

いたいと思います。

それから、人件費の今の状況なのですけれども、こちらのほうを見ていただくと分

かるのですが、グラフのほうでも分かるのですけれども、グラフではないほうでいく

と、人件費を最初パーセンテージでやったのですけれども、比率でやったのですけれ

ども、そうではなくて人件費の一番下の表なのですけれども、一番下の表を見てみま

すと、令和２年度は12億1,852万1,000円、令和３年度は11億6,751万7,000円で、これ

は会計年度任用職員を令和２年度から一定程度金額を上げて、期末手当を増やすとい

うこともしたので、令和２年度は令和１年度より上がっています。ですけれども、令

和３年度は5,000万円ほど少なくなっているのです。これが職員たちにとって非常に

厳しい状況になっているのではないかなと思うのです、人件費を削減したことで。そ

れについて特に私が思うのは、削減の仕方もあると思うのですけれども、令和３年度

はちょっとひどいなと思ったのは、ふれあい交流センターの職員を非常勤職員１人で

対応させています。こういった問題というのがあるので、それについてはどのように

考えていくのか。財政全体を見ていくと非常にバランスが悪い、バランスが悪いとい

うか問題が多いなということが分かってきたのです。これは４年間の推移を見てみた

のですけれども、そのことについての評価、見解を伺います。

以上です。

〇畠山美幸委員長 それでは、順次答弁を求めます。

前田福祉課長、１番、２番、お願いします。

〇前田宗利福祉課長 それでは、私のほうからまず１番目の生活保護世帯の状況を聞く

ということでございます。

、 、 、嵐山町の場合 生活保護の受給に関しましては 埼玉県が実施機関でございまして

西部福祉事務所が担当しております。実数は把握をしていないのですが、西部福祉事

務所のほうで年度末、令和４年の３月末の数字、構成比率が出ているのです。嵐山町

の場合、西部地区ということで出ているのですけれども、それをご紹介させてもらい

ます。それから推計をして、嵐山町でこのぐらいではないかということで状況をお話
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ししたいと思います。

まず、西部地区の比率でございますけれども、高齢者世帯が51.8％、母子世帯が

4.2％、障害者世帯が15.5％、傷病者世帯が13.3％、その他の世帯が15.2％。これは

構成割合なのですが、嵐山町の保護世帯の件数が181世帯ございました。ですので、

この数字で推計をしていくと、高齢者世帯については93世帯、母子世帯については８

世帯、障害者世帯については28世帯、傷病者世帯については24世帯、その他について

は28世帯というような、推計でございますけれども、この数字が今現状、令和３年度

末の状況でございます。

続きまして２番ですが、コロナ禍において、子どもの精神的ストレスと障害者の方

の格差ということでございますが、コロナ禍におきまして、子どもさんの相談ですと

か、コロナが原因で相談ですとか、障害者の方についてもコロナが原因で相談ですと

か、そういったものは特にないのです。なので、嵐山町そういう相談がもっと増える

かなと思ったのですが、現在のところそこまで増えていないので、現在の状況として

は、コロナ禍で子どもさんのストレスがとか、障害のある方がどうだというところは

特段相談もないという状況、少ないという、ないと言ってもあれですけれども、思っ

たよりも影響はないというところで感じております。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次の答弁者、近藤長寿生きがい課長。

〇近藤久代長寿生きがい課長 それでは、私からは高齢者に関して現れている現象とい

うことでお答えさせていただきます。

特にアンケート調査等行っておりませんので、介護予防事業等を行っている中での

感じているところで説明させていただきたいと思います。まず、コロナの影響という

、 、 。ことで 令和２年度はかなり大きく影響を受けて いろいろな活動が自粛されました

令和３年度に入ってからは、地域の自主グループ活動の再開であったり、老人クラブ

の活動も徐々に再開してきております。また、やすらぎの利用につきましても、逆に

閉館されては困るというような声も多く出ておりまして、今のところは閉館せずに、

感染予防に力を入れて実施をしているところでございます。見守り訪問をしていただ

、 、いている中では やはり心配で出られないのよねという方も一部いらっしゃいますが

全体的に見ては、高齢者の皆さん、ウイズコロナということで、少しずつ活動を始め

ていらっしゃるのかなというところで見ております。
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以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、馬橋地域支援課長。

、 。〇馬橋 透地域支援課長 それでは 私のほうから３の質問についてお答えいたします

各団体に対する補助金につきましては、その目的や用途、内容により交付されてい

るものと認識しております。運動団体活動事業費補助金は、同和問題の解決を目指す

、 、ための活動に対し補助するものであり その活動は公益性があると認められますので

補助対象となる経費につきましては妥当であると考えております。しかしながら、委

員ご指摘のとおり、制定してから月日が経過しておりますので、補助金等適正化委員

会において改定が必要と認めた場合には見直しを検討してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 次に、杉田総務課長、４、５、７です。

〇杉田哲男総務課長 それでは、私のほうからまず４点目の会議録の作成につきまして

お答えさせていただきます。

審議会の会議録につきましては、嵐山町審議会等の会議の公開に関する要綱に基づ

き作成をしてございます。この規定では会議終了後、速やかに定められた事項を記載

した会議録を作成することとされてございます。その他の会議につきましては、要点

筆記として、発言の内容、決定事項及び確認された事項が容易に理解できるよう簡潔

に作成することとされています。令和３年度におきましては、審議会は延べ16回開催

され、全文筆記の会議録が６件、要点筆記の会議録が10件でございました。

続きまして、質問項目５の1,000万円以上の入札につきましてお答えさせていただ

きます。

委員皆様にお手元のところに参考資料ということでお配りをさせていただきまし

た。こちらにつきましては、ご指摘のございました件名、落札率、設計額、落札額、

応札業者数、落札者、入札日、最低制限価格という順で記載をさせていただいてござ

います。１番目の埼玉県町村情報システム共同化、こちらにつきましては町村会にて

業者選定を行いますので、そちらの定められた業者との金額によりましての随契とい

う方法を取らさせていただいてございます。公共施設個別施設計画に伴う業務委託、

こちらにつきましては、業務委託の際、正確性からに基づきまして、プロポーザル方

。 、式ということで業者のほうを決めさせていただいてございます プロポーザルで８者

指名をさせていただきまして、プロポーザル参加業者が２者でございました。こちら
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でプロポーザルを実施し随契という形を取らさせていただいてございます。それ以降

の農村地域防災減災事業、こちらにつきましては町で定めさせていただいてございま

す1,000万円以上の金額につきましては、基本的には一般競争入札という方式を取ら

させていただいてございます。様々な業種ございますので、そういった事業の内容、

正確性に基づきまして業者区分等々を定めさせていただきましての一般の公告により

ます入札方式という形で取らさせていただいてございます。落札率につきましては、

一番低いものにつきましては79.46％から、一番高いものにつきましては97.01％とい

う内容になってございます。

５番目につきましては以上でございます。

続きまして、７番目のご質問につきましてお答えさせていただきたいと存じます。

財政調整基金につきましては、令和２年度と比較して約３億8,000万円の増額とな

りました。基金比率につきましては、一般的に10％から15％が望ましいと言われてご

ざいます。当町の財政規模から見ますと、おおむね４億5,000万から７億円程度が考

えられます。令和３年度の決算で15.5％となりましたが、令和元年度5.8％、令和２

年度８％の状況から見ますと、交付税等の増額により積立てができた状態であり、令

和２年度の財政状況類似団体の１人当たりの財政調整基金は８万4,766円であり、ま

だ安心できる状態ではないというふうに考えてございます。

人件費についてでございますが、令和２年度142名、令和３年度137名、令和４年度

142名であり、令和２年度と比較して約5,000万、4.2％の減額でございますが、中途

退職者の増によるところであり、適正な行政運営を行うための計画的な職員配置に努

めてまいりたいと考えてございます。

以上答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 次に、清水上下水道課長、６番目です。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、私のほうからバイオガス発電システムの先進地視

察についてお答え申し上げます。

国のバイオマス活用の推進基本計画につきましては、下水道汚泥についてはバイオ

マスとして非常に高いポテンシャルを持っているということで、その利用率を現在の

75％から、2030年には85％へとする基本計画の変更を今月９月６日に閣議決定をした

ところでございます。同じくバイオマスのリサイクル利用率につきましても現在の

35％から2030年度は50％へと変更されているところでございます。また、県の環境基
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本計画の中におきましても、流域下水道におけますバイオガスや熱エネルギーの利用

促進を掲げておりまして、それに従って県の下水道局は経営戦略とストックマネジメ

、 、ントを策定し それに沿って平成31年４月に桶川市にあります元荒川水循環センター

そして昨年３年の11月に、これは三郷市にございます中川水循環センターでバイオガ

ス発電設備を整備しております。その稼働によって、まず汚泥の焼却量の削減と、そ

れと売電による再生可能電力の供給によって温室効果ガスの削減に大きくつながって

おります。このような先進地視察につきましては、もちろん県の施設でございますの

で、埼玉県には９施設、水循環センターがございます。そちらの関係者は当然その設

備についての研修なりを行っております。また、一般の方の見学会につきましては、

元荒川については各種団体などが年に数件ほど研修があるということです。また、昨

年11月に稼働を始めた中川水循環センターにおいては、今年の６月に稼働開始から半

年を記念いたしまして、一般見学会を開催しております。そこにはマスコミ並びに一

般の見学者が、これ６月５日と６日に開催しております。50名ほどの参加があったと

いうことになっております。また、施設見学につきましては、コロナの影響で一般の

見学が制限されておりましたが、昨年の11月に再開しております。感染防止対策とし

て人数制限や事前予約制といった制限等はございますけれども、県内の５か所の水循

環センターにおきまして申込みをしております。お問合せは直接水循環センターにし

ていただくということでございますけれども、詳細は埼玉県下水道公社のホームペー

ジにご案内がございますので、そちらのほうをご参照いただけたらと思います。嵐山

町におきましてもこの先進地視察は行っておりません。ですけれども、今年ゼロカー

ボン宣言をしている町として、このような温室効果ガスの削減に非常に大きな貢献を

している施設というのはぜひ見学なり研修をしていきたいと考えているところでござ

います。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 再質問どうぞ。

〇渋谷登美子委員 生活保護世帯の実情なのですが、直接聞きに行くと教えてもらえる

のだけれども、嵐山町で把握していないということは、嵐山町全体の生活保護世帯の

実情を嵐山町の福祉課は今現在は把握できない状況であるというふうに考えていいの

ですか。だから、おかしいなと今聞いていたのですけれども、その点伺います。

そうすると、嵐山町は福祉政策として、生活保護世帯に関しては県の福祉課がやる
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ので直接タッチしないということでいいのですか。医療費なんかはこっちに取りに来

るのではないかなと思うのですけれども、伺います。

それから、もう一つです。２番目です。コロナ禍によっての子どもの学力なのです

けれども、格差が大きいというのはある程度把握されているのではないかなと思うの

です。学校のほうでは、教育委員会では把握しているかどうかということが分かるで

しょうか。そして、それはコロナが原因ではない、直接に特段相談がないということ

ですけれども、現象としては全く現われていないということで考えていいのですか。

そうすると、コロナによっていろいろ臨時給付金とか出していますよね。それに対応

しての実際の課題は経済的なものとか、精神的なものでは出てこないということでい

いのですか。高齢者に関しては、ウィズコロナで皆さん令和３年からは動いていらっ

しゃるから大丈夫なのかなという、確かにそうなのだろうなと思うのですけれども、

その点について伺います。

団体補助金について伺います。私何回やっていますか、団体補助金の修正予算。４

回以上やっていると思います。そして、決算討論では、川口議員と私と何回も何回も

やっていますが、これが何で補助金団体の適正化委員会の課題にならないのか伺いま

す。

それともう一つ、監査委員に関しては、この補助金団体の報告書あるいは添付書類

などは審査なさらないのか伺いたいと思います。これ私も本当に驚いたのですけれど

も、添付資料がついていないでやっているのかということがとても気になります。そ

の点について伺います。

会議録の作成なのですが、そうすると、これは審議会に関してはあったということ

で、役場庁舎内の庁舎のことについて伺いたいと思います。これから嵐山町でプロジ

ェクトチームが幾つもできるわけです。少なくともストップ温暖化、ゼロカーボンに

ついて。それから、学校審査についてのプロジェクトができるわけです。庁舎内でど

んな話合いが行われているのか分からなかったら困るので、会議録の作成はある程度

しっかりした手順に乗って、それで何か見ていても、これは全然書いていないような

ところもあるなという感じなのですが、それが情報公開請求して分かるようにしてい

ただきたいのです。議会でもこれはちょっと難しいなと思いながらも、議事録を作る

職員の人、非常勤の方をお願いしています。ですけれども、嵐山町全体で会議録を起

こすソフトを購入してやっていくというのが必要かなと思うのです。寄居町とか吉見
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町とかやっているところはあるので、それが一番必要だと思うので、その点について

伺います。

それから、次５番目です。1,000万円以上の入札に対しての、これ表を頂いてあり

がとうございます。95％になったら、ほぼ談合していると言われているのがもう常識

的になっています これはどういうふうに考えたらいいのかなと思っているのは 90％。 、

。 、以上のは全部嵐山町の施設なのです それが私は嵐山町から逆に税金が戻ってくるし

活性化になるからいいというふうに考えてよいのか。このところで公共工事も非常に

、 、少ないので こういうところで仕事が欲しいかもしれないなと思ったりするのですが

その点についての考え方を伺いたいと思います。

下水道事業については、ぜひ行っていただくということで。

次の国の地方財政計画なのですけれども、私が本当にこれは問題が大きいなと思っ

、 、 、 、ていたのは １人当たりの平均が 町村の平均が 基金の残高の平均が８万3,760円

いろんな市町村があると思うのですけれども、国の財政計画、令和４年の４月に出し

ているのは、町村１人当たりの基金残高は30万円ぐらい欲しいというふうになってい

。 。 、 、たのです 相当厳しいなと思っています そして 人件費と物件費の関係なのですが

令和１年では物件費だったものが令和２年には人件費になったわけです。非常勤職員

たちがみんなこっちに来た。だから、それはもうある程度仕方がないなと思っている

のですけれども、物件費に予算が使われ過ぎているのではないかなというふうに考え

ています。それは、１つはマイナンバーカードを入れるためにいろんなお金入れてい

。 、 。ますよね それが一番大きいのかなと思っていて それが人件費に変わってきている

そういった問題はあるかなと思うのですけれども。それと、計画もそうです。物件費

のほうに入りますよね。財政計画ではなくて、いろいろな。例えば今回ですと、公共

施設個別計画に関わる業務委託とか、そういったものは入ってくるわけです。それっ

て、人件費をもう少し上げて物件費を減らすというふうな方式が考えられてもいいの

ではないかなと思うのです。扶助費と補助費は仕方がないかなと思うのです。扶助費

は特に厳しい状況に今皆さんありますから、それはしようがないなと思うのですけれ

ども、ここのところをもう少し考えたほうがいいのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その点についてどうでしょうか。私は比率で見るのと金額で見るのと

では全然違うなと思って、一遍加えたものをやってみたのですが、これで考えていく

と、嵐山町の財政計画というのは、予算のつくり方というのはまだまだ問題があり過
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ぎるのではないかなというふうに思っていますので、その点について監査委員のご評

価をいただきたいと思います。

〇畠山美幸委員長 会議の途中ですが、暫時休憩いたします。再開を10時30分といたし

ます。

休 憩 午前１０時１６分

──────────────────────────────────────

再 開 午前１０時２８分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

６番以外の再質疑の答弁からです。

まず、１番目、前田福祉課長。

〇前田宗利福祉課長 私のほうから１番と２番のご質問のほう答弁させてもらいます。

、 、生活保護世帯への政策 町では考えていないのかということでございますけれども

まず貧困の捉え方に問題があると思っておりまして、まず絶対的貧困という貧困の捉

え方と相対的貧困という捉え方があるのです。絶対的貧困という捉え方は、これはも

う生きていく上で必要最小限の生活水準を満たされていないというのが絶対的貧困。

相対的貧困といいますのは、これは所得です。その地域地域で所得も違いますけれど

も、その所得の中央値の半分に満たない世帯を相対的な貧困として捉えるという定義

がございます。この２つの捉え方がございまして、県でやっている生活保護の政策に

つきましては、当然これは絶対的貧困に対する政策ということでやっていますので、

町がどうのこうのと言うことはできないと思っております。ただ、相対的貧困という

ものについては、当然町のほうで相対的に貧困状態にある世帯はどれぐらいあるかと

いうのを把握をして、それに対する政策をしていかなければいけないと思っておりま

す。貧困による問題は何があるかというところでございますけれども、１番は社会的

に排除されてしまう。要はお金がないからやりたいことができないとか、いろんなも

のに参加できないとか、そういった社会的な排除だったり、もしくは貧困によって能

力の低下、これは要は学習したいと、子どもさんであれば当然高校、大学行きたいけ

れども、お金がないから行けないとか、もしくは資格を身につけたいけれども、お金

、 。 、がないから身につけられないと そういったことが貧困によって起こると ですから

相対的貧困の政策として社会的排除と能力の低下というところは町として政策が打て

るのではないかなというようには思っています。また、先ほどもお話をしましたけれ
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ども、高齢者が51.8％、非常に高い。これは何でかといいますと、やっぱり年金だけ

では難しい世帯が増えている。それも単身世帯です。単身の老人、高齢者世帯、この

辺が問題になってくるというふうに思っていますので、町として打てる政策というの

は、そういったところに政策を集中していくのだなというふうには感じております。

次に、コロナ禍での影響がなかったのかということでございますけれども、先ほど

も答弁させていただきましたけれども、コロナでという相談は幾つか受けますけれど

も、コロナが原因でという相談はなかったということでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ２番目の答弁を求めます。

高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 それでは、私からは２番の再質問につきましてお答

えいたします。

コロナ禍によって子どもの学力テストに変化があるのかどうかということでござい

ますが、こちらにつきましては、特にコロナ前とコロナ後に大きな変化はございませ

ん。国の調査によってそういった結果が出ておりますが、コロナによる影響様々、国

から特に見解は示されておりませんが、当然のことながら学校休業ですとか、いろい

ろな面において子どもに影響がないということはないと思います。ただし、それによ

って不登校ですとか、そういうようなものが起きているというような状況は嵐山町に

おいてはございません。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 それでは、３番目の団体補助金につきまして、補助金適正化委員

会の関係から総務課のほうで答弁させていただきたいと存じます。

こちらにつきましては、各課から実績報告等々をいただいたものにつきまして、年

、 、 、に１回 こちらの適正化委員会を開催させていただきまして そちらのほうの支出額

内容等々示された項目につきましてご審議をさせていただいているというふうな状況

でございます。当然その年度におきまして、ここ令和元年、２年につきましては、コ

ロナ禍というところもございましたので、いろいろな団体が事業が縮小されているケ

ースもございます。中には、全く執り行っていないというところにつきましては、補

助金の交付をしていないというふうな状況でございます。
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また、委員ご指摘の見直しの関係でございますけれども、こちらにつきましては、

平成25年当時、また平成30年当時、先ほど一律１割というものがございましたけれど

も、そういった中で全体的な見直しのほうをさせていただいているというふうな経緯

があるかなと思います。この補助金につきましては、各課の補助金交付要綱に基づき

まして、その事業の目的に合った事業内容、そういったものを計上させていただいて

審査をさせていただき、交付決定をしているというふうな状況でございます。また、

これにつきましては、前回の見直しが平成30年というところもございますので、５年

ほどたってございます。そういった中でも、適正化委員会の中でもこういったものを

再度調査をさせていただくというところはできるのかなというふうに考えてございま

す。

続きまして、４番目の質問でございます。会議録の関係でございます。こちらにつ

きましては会議の趣旨等々によりまして、全文筆記をするのか、要点筆記をするのか

ということで、各担当のほうに、課にお任せをさせていただいているというふうな状

況でございます。全文筆記というふうになりますと、かなり職員に関しての負担、そ

ういったものがあるかと思います。要はこの会議の中でどういった趣旨でどういった

内容が決定事項されたのかというところでの要点筆記というものが内部会議の中につ

きましては多々多いというふうに考えてございます。ただ、その筆記をするに当たり

ましても担当課職員等で今各課にボイスレコーダー等々も配置をさせていただきまし

、 。て 録音をしながら要点のみを筆記をしているというふうなところも見受けられます

その辺につきましては、今後の会議録の編成につきましては近隣の状況も、今各市町

村でそういった会議録を録音したものを文字に変換するソフトというものも今調査を

させていただいている状況でございますので、時代に合わせまして、全文筆記になる

かというところはまた別問題といたしまして、職員の負担軽減につきましてはそうい

った方法も考えられるかなというふうに考えてございます。

続きまして、５番目の入札のほうの関係でございます。こちらにつきましては、お

手元のほうに資料を交付させていただいてございますけれども、落札率の低い内容に

つきましては、やはり業務委託、そういった趣旨のものが、委託の内容が多いかなと

いうふうに考えてございます。どうしても工事になりますと、原材料費等々がかかっ

てまいります。そういった観点からも最低制限価格というものがあるわけでございま

すけれども、その工事費につきましても県内大手さん等々になりますと、やはり受注
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件数も多いということもございますので、資材費の一括購入であったり、そういうふ

うなものに対してもやはり格差があるのかなと。町の方針といたしましては、町内で

出せるものについては町内に出していくというところで、地元業者の育成というとこ

ろから優先的に町内の発注をさせていただいているというふうな状況でございます。

続きまして、質問項目７の関係でございます。こちらにつきましては人件費、金額

的な要素と人数的な要素というものがあるかと思います。ここ数年退職者、定年退職

等々によりまして職員の入替えが進んでございますので、そういった意味からも人数

と金額につきましては相反するところが出てきているのかなというふうに考えてござ

います。事務を執行していく中につきましては、やはり適切な人事配置というものは

必要になっていまいりますので、適正化の管理計画、そういったものに基づきまして

の職員配置を努めていきたいというふうに考えてございます。当然１人当たりの財政

調整基金、こちらにつきましては、近隣状況というのは県で定められてございます嵐

山町との同規模、類似の団体との比較で８万3,000円というものが嵐山町につきまし

ても示されてございますので、そちらの数字のほうを答弁させていただきました。当

然マイナンバーの事務事業であったり、公共施設の個別計画、そういった計画につき

ましては、そういったものを定めさせていただいていないと、今後改修工事であった

り長寿命化するに当たりましての適切な地方債、そういったものが受けられないとい

うところもございますので、適切な管理の中で必要に応じて計画はつくっていくとい

うふうな形になるかなというふうに考えてございます。

私のほうから以上でございます。

〇畠山美幸委員長 最後の質疑です。

〔 監査委員」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 監査委員からお願いします。

〇堀江國明代表監査委員 それでは、お答えします。

３番の団体補助金の在り方についてですけれども、私が監査委員に就任した頃、こ

のような団体の監査をしなければいけないという認識は当然ありまして、そのときに

ここにあります補助金適正化委員会というものがあるということで、適正に評価され

ているというようなことをお伺いしました。しかしながら、具体的に見てみないわけ

にはいかないので、どの方式を取るかと。そこでピックアップ方式を取りまして、現

状で監査委員というのは２人しかおりませんので、ピックアップ方式が一番適正かと
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いうことで主に金額の大きいところと、それから今取り沙汰されているような団体等

。 、 、を中心にやっているところです この年内中には 今ちょっと申し上げられませんが

懸念のされている、我々が思っているところ２団体、やろうというふうに思っており

ます。

なお、このような適正化委員会に対してもどの方がどうだというのはよく分からな

いのですが、事務局さんを通して、団体の場合はこちらの一般会計でいえば剰余金の

ところです。これが今まで100だったものが急に剰余金が今期300になるとか、そうい

う剰余金が急に増えるとか、そういったものに関しては、大きく増えるところは気を

つけてほしいと。そこで滞留してしまうわけです、内部留保的に。それが例えば、イ

ベントが２年後にあるので、それに対する準備金ですよと、これは適正だと思うので

す。ところが、何だか理由が分からない中で内部留保されていたのでは、これはもう

住民に対しては申し訳ないと私は思いますので、そういうところは気をつけるように

という指示だけは出しております。具体的には今後大きいところ、町に直大きく財政

に関わるところを中心にやっていきたいというのが一つです。

それからもう一つ、７番目に関して、財政調整基金等の考え方ですが、課長さんが

おっしゃるとおりだと私は思います。委員さんおっしゃるように率で見たほうがいい

か、実数で見たほうがいいかというようなことの、どう考えたらいいのかというご質

問なのかちょっと分からないのですが、もしそういうことであれば、経営分析の世界

では率と実数、これは相互補完的に見ないといけないというのが鉄則です。例えば趨

勢比率というのがあります。例えば１年度、２年度、３年度、１年度が１億、２年度

が２億、３年度が３億だったとします、実数が。この趨勢比率というは１年度の１億

、 、 。 、 、 、を100にした場合に ２年度 ３年度はどういう比率かと そうすると １億 ２億

３億ですから、最初は100％であれば、200％、300％となります。そうすると、これ

随分すごいパーセンテージではないかということで、当然１回驚きます。しかし、例

えば１円、２円、３円と変化しても、100％、200％、300％なのです、趨勢比率は。

そうすると、率だけ見ると、実数を度外視したときに全部100％、200％、300％と見

れてしまうわけです。これ同じように並列的に大変ではないかと、こういう判断をし

てしまいます。ところが、実数を見たら１億、２億、３億、これは大変なことだと。

でも、１円、２円、３円に関しては、比率は同じだけれども、実数はさほどではない

ということで取り沙汰しないというのが基本的な考えです。
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戻しますと、財政調整基金に関しては、10から20がいいとか、10から15がいいとい

うことで学者によって違いますが、これは自治体間の比較をするときに非常に大切な

比率だと私は考えております。しかし、当嵐山町にとっては、それは当然大切なので

すが、実数を考えるべきではないかなというふうに思っています。一応先ほどの説明

で財政調整基金の残高は15.何％、実数は７億何千万ということになります。先ほど

の人件費との絡みですけれども、財政調整基金をこのまんま、やっと15.何％の域に

入ってきたのです。今まではもう5.何％、8.何％ですから、やっと何となく標準基準

に入ってきたと。これを見るときに財政調整基金、今回４億何千万積み立てましたけ

れども、これを積み立てたものを差引きしないでそのまま見たとき、単年度収支は１

億6,000万円ぐらいになるはずです。そうすると、先ほどの川口委員さんの質問に答

えたのとはまた違うのですけれども、返済原資は年１億6,000ぐらいしか私はできな

いと思っています。ということは、今後大きい投資に関して公債、赤字、財政規模の

対策債を使うのでしょうけれども、非常に長いスパンで借りないと返済できないと思

っています。したがいまして、今渋谷委員の質問に答えますと、やっぱり比率と実数

を相互補完的に考えてほしい。それから、当自治体では実質単年度収支はよろしいの

だけれども、単年度収支は１億6,000万円台ですから、これが返済原資、つまり財政

調整基金はこのまま積み立てるという前提の上でもし考えた場合１億6,000しか使え

ない。人件費にもそれしか回せない。回してしまったら投資ができない、返済原資が

ありませんからと私は考えています。ですから、いまだに危機的状態ですというのが

私の私見です。

以上です。

〇畠山美幸委員長 ありがとうございました。

どうぞ、３回目の質疑です。

〇渋谷登美子委員 聞いていて分からなくなった。１番、２番はいいです。

団体補助金の在り方についてなのですが、これは私は平成30年度に１回やって、そ

れから見直しをしていないということなのですが、例えば議会であれだけ質疑をした

り、それから討論をしたり、修正案を出したりしていても、そこに補助金適正化委員

会の課題になってこないというのはどういうことなのか伺いたいです。これ結構大き

な問題です。何度もやっていますけれども、以前も中部資源循環組合ではずっと修正

案を出し続けてきました。結局解散になったのですけれども、そういった問題という
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のを常に修正案を出すということはどれだけ大変なことかということが分かっていな

くてそのまま続けていく、そういうことの問題性を少数派ですけれども、議会がきっ

ちり上げているのにそれを認識していないということはどういうことなのか伺いたい

と思います。

次、会議録の作成ですけれども、これは基本的に職員の方が負担にならないように

。 、 、 、してほしいと思うのです だけれども せめていつ会議があって そして何を話して

誰か参加したかということぐらいは必ず庁舎内の会議録には書いてあるのかどうか伺

いたいと思います。それが書いていないと、これは会議録にならないですよね。その

点を伺いたいと思います。

それから、入札の件ですけれども、基本的に嵐山町の町内の業者を優先するのはよ

く分かっているのですが、それでもなおかつ、これは95％、90％以上になるというの

は、それでもいいのだろうかというふうな考え方もあると思うのですが、その点につ

いてはほかの業者と違うということ、それから事務事業に関してはやらなくてはいけ

ないということですけれども、次の７番目との関係とも行くのですけれども、事務事

業の計画をつくらないと、今度債務が、地方債が受けられないという仕組みになって

いるのですか。そうすると、これはおかしな仕組みだと思うのです。こんなばかな話

はなくて、私は嵐山町の職員がそれだと育たないではないですか。その点について伺

いたいと思いますし、まず最初に何が問題かというのを職員が把握してから計画づく

りをもし委託するのであるなら、こんなのできないから委託してしまえという感じで

やられるのでは議会としても審査ができないし、町民としてもこれはちょっといかが

かなと思うのですけれども、その点について伺います。

それと、今回の地方の財政計画のことなのですか、私が見ているのは、嵐山町は職

員数と財政の割合には仕事量が、企画量が多過ぎてそれで職員に負担が行っていると

いうふうに考えているのです。この点についてどのようにお考えか。そして、特に職

員に負担が行くということは町民サービスもおろそかになるということです。一番大

切な人と触れ合う部分で、ふれあい交流センターは人が１人しかいなくて、今までは

歩いていってウオーキングで判こを押してもらったりしていたけれども、今町立図書

館は居場所になっていて、高齢者の方がたくさんそこにいるという。本当はふれあい

交流センターも菅谷地区の居場所でなくてはいけないのに、人がいないためにそうい

うふうな形になっていかないということがあって、ここのところ、私物件費と人件費
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の考え方は見直したほうがいいのではないかなと考えているのですが、その点につい

て伺いますは。これは町長です。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。３、４、５、７です。

杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 お答えをさせていただきます。

まず、補助金適正化委員会でというところでございます。こちらにつきましては毎

年度、例えば令和３年度予算等々で編成をする前、そういった中に、それとか年度当

初にその補助金に関する基本方針というものを定めさせていただいてございます。そ

ういった中で補助団体につきましては、一例で申し上げさせていただきますと、実績

報告、そういったものを繰越額があるものについては減額を行っていく方針であった

りだとか、扶助費的な経費を除いて増額は認めない、その予算の範囲内で執行してい

ただきたい等々、方針を定めさせていただいてございます。そういった中でそのとき

そのときの年度の課題につきまして、方針に基づきまして予算編成、適正化委員会で

の判断というものを行っているという状況でございます。そういった中で先ほど答弁

をさせていただきましたけれども、前回そういった大きな見直しが平成30年度に見直

しをされた。それから数年たってございますので、適正化委員会の中でそういった調

査、そういったものも可能ではないかというふうな答弁をさせていただいた次第でご

ざいます。

、 。 、続きまして 質問項目の４番目でございます 会議録で内容でございますけれども

こちらにつきましては、会議録の審議会等の会議の公開に関する要綱、こちらを定め

させていただいてございまして、会議名、開催日時、開催場所、議題、公開、非公開

の有無、また傍聴者数であったり、出席者の委員、また審議の内容、または概要とい

うところの中でどういったことが議論されて、どういうふうな方向で決定をされたの

かというところの中で、様式に基づきまして定めさせていただいているというふうな

内容でございます。他の会議等々につきましてもこれに準じた形で、必要なものにつ

きましては記載をされているというふうに考えてございます。

続きまして、質問項目５の入札の関係でございます。こちらにつきましては、町と

いたしまして、一定のルールの中で設計をさせていただきまして、公開によりまして

指名・一般競争入札等々で手続を取って開札を行っているというものでございますの

で、落札率が高いか低いか、そういったものにつきましてはあくまでも結果でござい
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ますので、こちらにつきましてもおのおのの業者が仕様書に基づきまして設計をされ

て、札を入れていただいた結果がこちらだということでご理解いただければなという

ふうに考えてございます。

続きまして、７番目の質問でございます。計画づくり、こちらにつきましては、必

要なものにつきましては国、県等で法律等々に基づきまして計画書の作成というもの

が定められているものでございます。そういった内容につきまして、町といたしまし

てもきちんとした形で今後の行政運営を行っていく中での計画書を作成をしていると

いうものでございます。やはりそういったものがないと、地方債等々も制限をされる

というところもある場合がございますので、それがあるからつくるというところでは

ございませんけれども、法律、規則等に基づきましての定められた計画を町といたし

ましてもきちんと定めていくというふうなものでございます。

また、財政の人件費等々の問題でございますけれども、こちらにつきましては先ほ

ど来お話しさせていただいてございますけれども、定員の適正化の人数、そういった

ものを視野に入れながら適材適所で職員を配置をしていくと。ふれあい交流センター

につきましては、そちらのほうの会館の目的、そういったものを時代の流れとともに

コンビニでの証明書等の交付、そういった事務の手続が移行ができるといった中から

判断をさせていただきまして、貸し館というふうな取扱いをさせていただいたと。そ

れに基づきましての館の予約、そういったものの事務ということで職員の配置をさせ

ていただいているという状況でございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 佐久間町長。

〇佐久間孝光町長 お答えさせていただきます。

今総務課長のほうからお話をさせていただきましたけれども、このふれあい交流セ

ンターに関しましては、今までは例えばごみの持込みだとかというのもあそこのとこ

ろで手続を取ったりしていたわけです。しかし、そういった業務もなくなる。ですか

ら、今の位置づけとしては、貸し館業務に特化した形になっておりますので、業務的

にも非常に適切になっていると。それから、あとはまたマイナンバーカードを使った

中で様々な手続も可能になってくる。これは今は最低かもしれませんけれども、これ

から必ずどんどん、どんどん割合は増えていきますので。それから、あとはそれに伴

ってタクシー券の使い方も改善をして、そして大変好評を博す中、予算的にはかなり
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伸びてしまいましたけれども、でもそれはそういうことで使っていただくならばとい

うことで考えておりますので、いいかなと思います。

あとは、今回の定例会においても、畠山議員のほうからもご指摘というか提案があ

りましたけれども、キオスク端末だとか、そういったことの中でさらに利便性を高め

ていく、こういった努力はしっかりと検討してまいりたいかなと思います。嵐山町だ

けではなくて、今はＤＸという形で推進をしていくという、もう国を挙げての方向性

があります。最終的には、例えば役場に来なくても様々な手続ができる、様々な相談

ができる、そういった方向性にだんだん行くということが今大きな流れでありますの

で、そういった点からも極めて適正な方向に進んでいるものと考えております。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 全然答弁が違っていて、例えば計画なんかを……

〇畠山美幸委員長 申し訳ございません。もう時間がないので……

〇渋谷登美子委員 そんなこと言われたって答弁が違うのだから。

〇畠山美幸委員長 でも、今町長が答弁されましたので。

〇渋谷登美子委員 全然違う答弁なのだけれども。分かった。ではよしにする。

〇畠山美幸委員長 本日、３番目の質疑者、小林智委員、どうぞ。

〇小林 智委員 それでは、総括質問させていただきます。

、 、いろいろ前段のお話も準備してきたのですけれども つながり一切はしょりまして

質問だけを申し述べます。町の財政規律に関連して、次の４点について伺います。

（１ 、健全化判断比率４指標及び水道下水道事業の資金不足比率の評価と見解に）

ついてお伺いします。

（２ 、千年の苑事業開始からの財政支出総額と財政への影響について伺います。）

（３ 、水道事業及び下水道事業の公営企業会計化による財務諸表等の活用とその）

効果について伺います。

（４ 、地方公会計制度に基づく財務諸表と財務報告書の活用の状況についてお伺）

いいたします。

以上４点です。

〇畠山美幸委員長 それでは、順次答弁を求めます。

杉田総務課長。
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〇杉田哲男総務課長 それでは、まず１つ目の町の財政規律につきましてお答えさせて

いただきます。

健全化判断比率４指標の評価と見解につきましてお答えさせていただきます。令和

３年度決算に基づく健全化判断比率につきましては、早期健全化基準、財政再生基準

を全て下回り、健全化法の上では財政状況は健全段階であるという結果が出ました。

評価と見解でございますが、実質公債費比率と連結実質赤字比率につきましては、数

値は計上されておりませんが、それぞれ数値が前年度に比べて低くなり、黒字化して

いることから、前年に比べ好転していると考えているところでございます。実質公債

費比率につきましては、３か年平均で、昨年と変わらず9.2％となったところでござ

いますが、普通交付税や臨時財政対策債の増加により分母に当たる標準的な財政規模

の数値が増加したことから、令和３年度の単年度数値の減少に大きく寄与しているた

め、公債費等の抑制については引き続き努めていかなければならないというふうに考

えてございます。将来負担比率につきましては、令和３年度は47.0％となり、前年度

と比較して18.1％の減少となったところでございます。財政調整基金等、基金への積

立てにより充当可能基金が増加したことが数値の減少に大きく寄与したわけでござい

、 、 、 、ますが 将来負担額につきましては 僅かではございますが 増加しておりますので

引き続き町債の現在高の抑制等に取り組み、数値の抑制に努めてまいりたいと考えて

ございます。

続きまして、質問項目（２）でございます。千年の苑事業は平成28年度より実施さ

れ 観光地域づくり法人推進事業までの令和３年度決算までの総事業費が３億6,674万、

4,471円で、うち補助金が１億8,332万7,589円であり、２分の１の補助金でございま

す。残りは一般財源となるわけでございますが、工事費等につきましては地方債を活

、 、用する等により交付税算入されますので 厳しい財政状況であるわけでございますが

財政的に有利となるよう進めております。

〇畠山美幸委員長 （４）どうぞ。４番目もお願いします。どうぞ。

〇杉田哲男総務課長 続きまして （４）の地方公会計制度につきましてお答えさせて、

いただきます。

地方公会計に基づく財務諸表と財務報告書につきましては、平成28年度決算分から

作成しているものでございます。毎年ホームページに財務諸表、財務諸表の分析、固

定資産台帳を公開して、町の財政状況を広く周知するために活用してございます。ま
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た、各種指標分析により、町の指標の推移等、状況の把握、固定資産台帳を活用した

施設の老朽化の度合いを把握し活用しております。昨年実施しました公共施設等総合

管理計画の改定につきましても固定資産台帳を活用したところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 清水上下水道課長。

〇清水延昭上下水道課長 それでは、まず初めに（１）の上下水道事業の資金不足比率

についてお答え申し上げます。

、 、 、こちらの比率につきましても一般会計の健全化比率同様 毎年算定し 監査を受け

そして公表しなければならないとされております。資金不足比率の算定の必要性でご

ざいますけれども、公営企業の資金不足額が公営企業の財政規模である、水道で申し

上げますと、水道料金、メーター加入金、それと検査手数料などから成る営業収益に

どれぐらい占めているのかを指標化いたして、経営状況の度合いを示すものでござい

ます。公営企業は独立採算制の原則から必要な費用は自身の料金収入によって賄わな

くてはならないとされておりますので、公営企業会計の赤字や借金が大きくなって一

般会計に大きな影響を及ぼさないように経営の状況を常にチェックして、健全化に努

めておるところでございます。

その資金の不足額につきましては、決算書の362ページの貸借対照表の中にござい

ます。端的に申し上げますと、流動負債から流動資産を差し引いた額が資金の不足額

となります。流動負債につきましては、会計年度の末日から、その後１年間に支払わ

なければいけない、例えば翌年度の企業債の償還金、または未払金、それと賞与引当

金などがこれに該当します 水道事業の決算書で申し上げますと こちらが１億450万。 、

円でございました。そこから流動資産、こちらにつきましても会計年度末の翌日から

起算して１年以内に現金として回収される資産でございまして、現金預金、未収金、

それと有価証券、貯蔵品などが該当します。こちらにつきましては水道事業会計の決

算書では17億7,000万円ございます。先ほど申し上げました流動負債１億450万円から

流動資産17億7,000万ということで、流動資産が圧倒的に多いために流動負債が賄え

、 。ないということが生じませんので 資金の不足額はゼロということになっております

ですので、資金不足比率につきましては、資金の不足額がないために、毎年数値のほ

うは計上されていないというのが嵐山町の実情でございます。

公営企業会計、全国でご参考までに申し上げますと、水道、下水、交通、ガス、電
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気、あと病院、観光施設等、公営企業はございますけれども、総務省が令和２年度の

。 、決算におけます資金不足団体について公表しております 下水道事業につきましては

全国で2,246団体ございます。そのうち３団体が資金不足比率の財政健全化基準20％

以上である団体が３団体でございました。そのうち、その全ては下水道事業の中の農

業集落排水事業の３団体でございました。今後とも先ほど申し上げたとおり経営状況

の確認に努めてまいる所存でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 小林委員の再質疑からどうぞ。

〇小林 智委員 まず （１）の健全化判断指標、なぜここでお聞きしたのかといいま、

すと、これの発端といいますか、私の中では、まず今回の決算においても監査委員の

意見書がきちんとついておりまして、その中でもなかなか厳しい、まとめの中でも今

後の状況を見るとなかなかきついことが想定されるというふうに言われておるので

す。これは昨年もそう言われております。そんな中で法定のこういった判断比率が出

。 、 、てくるのはこれしか実はないのです この指標しかなくて これは当然法定ですから

報告事項として本決算の審議のほかとは別の議案として報告をいただいています。本

来その場で質問すればよかったのかもしれませんけれども、この指標は当然ながらど

こを取っても悪い数字がない、非常に健全であるという判断ができてしまうのではな

いかなというのが一つ。そんな中で、決算の中で、どうしてそんなに嵐山町は厳しい

のという、これだけ見ればそうなのではないかなと思われてしまうのです。だから、

そんなわけで、要はこれってどんなふうに見ていけばいいのということでお聞きした

のです。実際のところは、何が質問したいかというと、実際の決算状況を見ているの

はこの指標だけではないでしょうというところでいろいろ見ていかなければいけない

のではないかなということで最初にこのお話を聞かせていただきました。これの指標

につきましては、実は再質問ございません。

（２）に行きます。千年の苑、財政規律に関連しての質問の中で、千年の苑事業開

始の財政支出総額をお聞きしたのは、直近の課題としてこれが財政へ与える影響って

どういうことになるのだろうかなという。今回の決算説明会の個別の質疑の中でも実

は担当課長のほうからラベンダー事業の本年度収支ということで、本当に概算数なの

、 。 、ですけれども ご報告いただきました 私も全部細かく数字記録していなかったので

本当の概算数で頭の中で聞いただけでお話しすると、収支が、入りが4,000数百、払
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いがそれより300万ぐらい少ない金額。それで、入りの中で売上げがたしか1,800前後

だったかと思います。その他収入という形で、そのほかに補助金が約1,800でしたっ

け、ちょっと数字は定かでない、そのぐらいだったと思うのです。それなので、収入

は4,000であると。支出のほうも4,000万近く、3,800万だったかな、そのぐらいの数

字出ているので、差引き300の黒字ですという概算数いただきました。私概算で十分

だと思います。細かい数字を申し述べるつもりはありません。この話を聞いたとき、

これ一応担当課としては事業を進める中で報告、概算いただいたのだと思うのですけ

れども、この報告を聞いて誰しもが多分思ったと思うのですけれども、売上げの中が

1,800で、4,000のうち約半分で、補助金が約半分だと。その他がちょっとありますけ

。 。 、 。れども 払いのほうは4,000万支出していると 普通考えて これ何でという話です

こういう捉え方を公表されたわけなのですけれども、これはやっぱり副町長の答弁に

もありましたけれども、これは来年以降補助金もない中で、今後どう組み立てていく

かと、どう収入を上げていくかということをご答弁いただきました。それはごもっと

もだと思います。

私、ちょっとここでやっぱり心配になったのが公会計といいますか、会計の中では

こういうふうに物事を捉えているのかなと思ってびっくりしたのです。収支、要はこ

の後公会計についてもちょっとお話聞きたいと思うのですけれども、単純に入りと出

だけで現金主義でやっていますというのが公会計だから、要は昔でいう大福帳みたい

な形で収支報告だけだと。その差額が収益だということなのですけれども、普通考え

ると、これって売上げ1,800で、支出が4,000で、赤字1,800というのが普通の考え方

かなと思うのです。その1,800をどうやって埋めたかといったら補助金、これは観光

協会でいえば町からの補助金で埋めましたというのが答えなのではないかなと。だか

らこの先どうするのという話になっているのではないかなと思ったのです。

逆に補助金ありきの話でなかったとしたら、支出のほうが問題だったのではないか

なと思うのです。支出4,000と簡単に、この内訳をお聞きする機会なかったので分か

らないのですけれども、本来であればこの中に補助金に相当する1,800から2,000万の

数字というのは投資額が入っているのではないかな。投資になっているのではないか

と思うのです。例えば今後ラベンダー園が順調に機能していくために補助金を使って

今設備投資していくのですよと、あるいは基盤整備しているのですよ、そういうこと

をやるのが補助金の使い道なのだろうと思うのです。ですから、4,000万の支出を聞
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かなかったのだけれども、本当はここが投資目的、投資だったというふうにお答えが

来るのであれば、なるほどそういうふうにやっているのか、そうすると来年以降は補

助金がなくてもこの投資が生んでいくのだろうねと。１年、２年は赤字になるけれど

も、先はこの投資したラベンダー園が立派な施設になった、あるいはバーベキュー場

がきれいになったとか、そういったことでどんどん新しい設備投資をしなくてもこれ

から黒字になっていくのだろうなと、こういう絵を描くのが普通なのだろうと思うの

です。そういうことで私、これこういう収支の考え方をしてしまうのだというのでび

っくりしたものですから、質問させていただきました。

そこで、千年の苑事業については別の観点から、私あまり細かい数字得意ではない

ので、別の観点からお聞きしたいのですけれども、そうすると観光協会に対する監査

というのは我々できない。今のところ時点ではしないわけです。できないのです。決

算審査というのはしないのです。でも、補助金を投入する団体というのは、例えば地

方自治法に言う財政援助団体、いわゆる出資団体です。それにこれ該当するとなれば

監査対象になるということなのだろうと思うのです。この辺について明確にこれ入っ

ているのか入っていないのかが分かるのだろうと思うのですけれども、私知らなかっ

たものですから、これがどうなっているのかお聞かせ願いたいということが２つ目で

す。なっているとしたら、その辺の趣旨、財政援助団体の内容の精査といいますか、

そういうことはどのように行われているのですかということをお聞きしたいなと思い

ます。私としては数字的なことよりも仕組みとして全体をどう見ているのかなという

ことに着眼して、その点についてお伺いさせていただきたいと思います。

続いて （３）番、水道事業及び下水道事業の公営企業会計化の、これも内容はお、

伺いしましたので、もちろんこれについて公営企業化されたので、特に問題ないので

はないかなと思うのですが、下水道もなってもう２年目になるのかな。水道と下水道

が両方なったのだけれども、これが公営企業会計化になったのだけれども、なかなか

それの帳票類の活用がうまくいっていないのではないかなと。というのは、報告とか

もいただいて、あるいは決算の中で出てくる資料なんかを見せていただくと、大変膨

大な資料が出てくるのですけれども、真に必要なところがちょっと分かりにくいな。

それから、中途で例えば補正予算を組むときなんかもこの資料が出てくのですけれど

も、必要な項目は最後の１ページだけで、それまでのところは決算資料のシミュレー

ションデータがそのまま出ているような気がして、それは必要なのかなというような
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ところもちょっと心配。それなので、全体でこれ公営企業会計化したのに、この財務

諸表等の使い方がまだまだこなれていないのかなというのが感じたものですから、そ

の辺について、もう一度お伺いしたいと思います。

もう一点、これについては見ていると、水道事業会計と下水道事業会計で中身、結

果は同じような数字が出るのですけれども、形態がいろいろ違うのです、書式が。こ

れってもしかして会計ソフトが違うのではないかな。別々なのではないかなと思うの

です。これ別々に出た帳票は見にくいなというのがあったので、これの統一化という

のはなかなかできないものなのかな。ちょっとこれ今さらソフトを変えるなんてでき

ないでしょうから、別々のソフト会社のためにこういう見にくい帳票になってしまっ

たのか、それとも同じソフト会社なのだけれども、これは制度によって中身、水道事

業会計と下水道事業会計、当然違うでしょうから、だからこういう厄介な表になって

のですよということなのか、この点についてお伺いしたいと思います。

それから、４番につきましては、これもいろいろお話しすると長くなってしまうの

で、嵐山町の財政報告書、これ立派な資料があります。これが活用されていないので

はないかなと。この場、なかなか私も委員としてこれを全部読み込んでいないのです

けれども、これ使い道がたくさんあるのではないかなと思いまして、どのように使わ

れているのかなというので、その使い方。

これ何点かだけ教えてください。作成の流れ、これ去年のを見ると、今年の令和４

年の３月頃できているのかな、できていると思います。決算認定は当然９月議会です

から、そのときに認定されて、その数字を基にこれも外部委託されて、多分これを作

ってのだと思うのです。だから、その年の３月頃が公表なのかなというふうに見ての

ですけれども、その辺のどうしてそうなっているのか。

コンサル会社は今年から違うのですけれども、前回までは表紙にもコンサル会社の

名前が入っているのです、これね。何だっけ……日本会計コンサルティング株式会社

という作成者名がこうなっていて、それでどんとそのまんま出ているので、ちょっと

あれと思ったのですけれども、今年からこの名前も消えているので、その辺も変わっ

たのかなと思うので、これも委託状況といいますか、どんな感じで委託されているの

かなと、どこまで委託しているのかなというのを伺いたいと。

最後にもう一個、公会計の中では、これ非常に民間の会社なんかで経験した人から

見ると、この財務報告書というのは非常に見やすいです。分かりやすいです。これっ
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て複式簿記のを焼き直したのですよね、今の会計制度はね。ここで決算で出てきた数

字をこれの形に焼き直しする委託をしているのだと思うのですけれども、これ国の方

針かどうか教えてもらいたいのですけれども、最終的には全部、出だしから複式簿記

化していくというふうな方向なのかどうか、その点だけちょっと。もし方向だとした

ら今どういう状況なのかというのをお聞かせ願いたいと思います。

すみません、長くなりましたけれども、以上です。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 それでは （２）につきましてお答えさせていただきたいと思い、

ます。

資産的なものというところで、これにつきましては特別委員会の参考資料という形

で皆様に企業支援課のほうから提示をさせていただきましたけれども、ＤＭＯ事業補

助金の中での支出の状況の中で、これから観光づくり法人として観光協会がやってい

くもの、お土産品の開発であったり、そういったものの、これから販売するであろう

そういったものにつきましても支出として含めさせていただいてございますので、そ

ういった意味では、財産的なもの、そういったものも当然この中で生まれてきている

のかなというふうには考えてございます。今単年度収支、補助金、売上げ、それが令

和３年度幾ら入って、幾ら支出をしたのかというところにつきましては、決算で申し

上げさせていただいた内容でございますけれども、含み財産といいますか、そういっ

たものもこういった中には含まれているというふうにご理解をいただければなという

ふうに考えてございます。観光協会につきましては、小林委員のご指摘のとおり、監

査のできる中には財政援助団体への監査、そういったものも当然ございます。年度は

令和元年だったか２年だったか明確でございませんけれども、観光協会につきまして

は補助団体の監査ということで実施をさせていただいているという経緯がございま

す。

続きまして、質問項目の４番目でございます。こちらにつきましては、国のほうで

示させていただいています統一的な基準による財務諸表の作成というところが示され

てございます。それに基づきまして、嵐山町につきましても委託をさせていただきま

して、こちらのほうの報告書を作成させていただきまして、決算終了後に公表してい

るというところでございます。こちらにつきましては、埼玉県内のほとんどの市町村
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がこういった財務諸表の委託、これは国のほうから求められてございますので、こう

いった手法においてある一定の時期に公表しているというところでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、清水上下水道課長。先ほどの答弁漏れがありましたら、それ

も併せてどうぞ。

〇清水延昭上下水道課長 先ほど答弁漏れがございまして、大変申し訳ございませんで

した。

（３）番の関係でお答え申し上げます。確かに水道と下水の決算書等で例を見ます

と、ばらばらになっているところもありますし、また附属資料のところでも帳票が違

うというところがございます。こちらにつきましては、水道と下水のシステムを利用

している違いもございますけれども、基本的に上下水につきましては、公営企業法、

または規則、政令等にのっとって財務諸表、損益計算書、貸借対照表、それと附属と

してキャッシュ・フロー計算書の財務諸表等は当初予算、補正予算、決算のときに必

ずその時点での経営状況を把握するために作成はしてございます。それによって、損

、 、 、 、益や正確な資産 負債の把握ができまして また毎年経営分析 経営比較分析を上水

下水、下水は公共下水と浄化槽それぞれ行っておりまして、それを毎年公開して、公

営企業の全面的な見える化に努めているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 大変失礼しました。答弁漏れがございましたので、補足させてい

ただきたいと思います。

あと、委託の内容でございますけれども、こちらにつきましては令和３年度決算に

おきまして、こちらの財務書類作成支援業務報告書ということで委託で出させていた

だいてございます。令和３年度８月25日から令和４年３月11日までの工期の中で73万

7,000円の請負金額で実施をさせていただいてございまして、税理士法人エム・エム

・アイというところが請け負っているものでございます。こちらにつきましては、先

ほど答弁させていただきましたけれども、統一的な内容ということで国で示されてご

ざいます内容につきましてが第１章から第５章までございます。財務諸表におきまし

ては一般会計等の貸借対照表から始まりまして附属の明細書まで、また全体会計とい

たしましての貸借対照表から同内容でございます。また、連結会計といたしまして同
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内容、また第２章といたしましてが財務諸表の分析の報告書ということで財務報告、

第３章といたしましてがこちらの公表書類ということで概要版を、また第４章といた

しまして財務書類の作成に係る資料ということで、決算の仕分表であったり資産債務

の内訳簿であったり、議事録等でございます。第５章といたしましてが固定資産台帳

、 。ということで こういった内容を報告の内容という形でさせていただいてございます

答弁漏れで大変恐縮でございます。よろしくお願いします。

〇畠山美幸委員長 小林委員の最後の質疑です。どうぞ。

〇小林 智委員 すみません、もうあれなのですけれども、先ほどちょっとお伺いした

公会計制度の中で、今後完全複式簿記化まで想定されているのかどうか、どなたか教

えていただければと思うのですけれども、それはないのでしょうか。

〇畠山美幸委員長 答弁を求めます。

杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 今こちらのほうの国で示されています統一的なこういったものが

指標という形で出てございますので、今後はそういった形になり得るなのかなという

ふうには考えてございます。ただ、いつからというところにつきましては、まだ明確

なものは来ていないというふうに認識してございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 もう終わり。大丈夫ですか。

〇小林 智委員 はい。

〇畠山美幸委員長 ここで休憩いたします。10分。35分までといたしたいと思います。

お願いします。

休 憩 午前１１時２５分

再 開 午前１１時３４分

〇畠山美幸委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

本日最後の質疑者は犾守勝義委員です。どうぞ。

〇犾守勝義委員 それでは、総括質問をさせていただきたいと思います。

私の質問は大きい項目で２つです。１つは基金について。これは決算書の349ペー

ジ、それから令和３年度定額基金運用状況調書、これを基に８つの小さい項目で質問

させていただきたいと思います。
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、 、 、 。まず ①なのですが 基本的なことで 基金設置のメリットを教えていただきたい

それから、②としては、定額基金というのはどういうものなのか教えていただきた

い。

それから、③は減債基金の積み上げ目標額をどのように考えているのか教えていた

だきたい。

それから、４番目はふるさとづくり基金の積み上げ金額が6,614万9,000円、このう

ちふるさと納税分の金額は幾らになっているのか、これを教えていていただきたい。

それから、５番目として、公共公益施設建設基金設置の経緯、また増減額がゼロ円

ということで、積み上げをしなかった理由、できなかった理由と言ったほうがいいの

か、その辺のことをお話しいただければと思います。

そして６番目として、これは基本的にもう議決している段階なのでというふうに思

ったのですが、一応、国民健康保険特別会計財政調整基金、これが1,746万9,000円の

減額、取崩しになっていると、この理由を聞いておきたい。

それから、７番目としては、令和３年度定額基金運用調書の土地開発基金の決算年

度中増減額の部分のところの詳細について聞いておきたい。

８番目として、令和３年度定額基金運用調書の奨学資金貸付基金運用額408万円、

貸付金が408万円です。これ６人分ということですが、この内容をお聞きしたいとい

うことです。

それから、大きい項目の２番として、平沢土地区画整理事業について、これは主要

な政策の説明書の115ページを基に質問をしております。１つは、平沢土地区画整理

地内、現在はこれ仮換地状態であるのかなというふうに思いますが、そこで営業して

いる事業者の法人税とか、また個人住宅の固定資産税と収税状況がどういう状況にな

っているのか。そして、それが町財政における効果としてどういう効果があるのか、

この辺のことをお聞きしたい。

それから、②としては、将来の、ちょうどこの区画整理地内です。この税収見通し

というのをどのように立てているのか、それを聞きたい。

そして、３番目として、事業完了までのこれからの課題です。それをどのように考

えているか。

そして、４番目として、これまでの事業評価をどういうふうに考えているのか。

以上、よろしくお願いいたします。
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〇畠山美幸委員長 それでは、順次答弁を求めます。

大項目の１の１、２、３、４、５、７を杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 それでは、私のほうから１番、２番、３番、４番、５番、７番に

つきましてお答えさせていただきます。

まず初めに、①の基金設置のメリットでございます。こちらにつきましては、財政

調整基金であれば、税収が減少するなどした場合に、年度間の財政の不均衡を調整す

ることができること、大規模災害など予期せぬ事態が発生した場合に即座に対応でき

る等のメリットがございます。また、減債基金につきましては、町債への償還を計画

的に行うことができるメリットがございます。その他の特定の目的基金につきまして

は、特定の目的に基づき積み立てる基金でございますので、メリットといたしまして

は基金を積み立てることにより施設を建設する際などに一般財源の持ち出しを減らす

ことができ、それらも目的を計画的に進めることができるということでございます。

続きまして、②定額基金につきましてお答えします。

定額基金につきましては、特定の目的のために定額の資金を運用するものでござい

ます。本町では土地開発基金、奨学資金貸付基金、介護保険高額介護サービス費貸付

基金を設置しております。それぞれの基金の額につきましては、土地開発基金が

5,000万円 奨学資金貸付基金6,400万円 介護保険高額介護サービス費貸付基金300万、 、

円となっております。

、 。続きまして ③の減債基金の積み上げ目標につきましてお答えさせていただきます

町債の償還を計画的に行うために設置されるものでございます。減債基金の積み上

げ目標額でございますが、本町では全体的に基金が少ない状況でございますので、ま

ずは財政調整基金の積立てをしっかりと行い、その次に公共公益施設建設基金などの

特定目的基金の積立てを行うという計画で基金の積立てをしている状況でございま

す。また、減債基金につきましては、満期一括償還の地方債がある場合には元利償還

分を定期的に積み立てる必要がございますが、本町におきましてはそういった条件で

借入れをしている町債はございませんので、減債基金につきましては目標額を設定し

ておりません。

続きまして、④につきましてお答えさせていただきます。

ふるさとづくり基金の積立金のうち令和３年度にふるさと納税分として積立てを行

、 、ったものにつきましては 令和３年度にふるさと納税として受けたものを2,890万円
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令和２年度にふるさと納税として受けたが、基金に積立てをしていなかった分58万

2,000円を合計した2,948万2,000円でございます。

なお、令和３年度にふるさと納税として受けたが、令和３年度に積立てが行えなか

ったものにつきましては、令和４年度の９月の補正予算で586万7,400円の積立ての予

算を計上しているところでございます。

また、決算審査におきまして答弁漏れであったケースでございますが、スポーツ振

興基金へも令和３年度に70万円、令和４年度に13万3,000円の合計83万3,000円の積立

てを行ってございます。

続きまして、⑤につきましてお答えさせていただきます。

公共公益施設建設基金につきましては、平成５年３月に条例設置をされた基金でご

ざいまして、それまで設置されておりました町民会館建設基金と住宅団地公共施設整

備基金を廃止し、公共公益施設建設基金に統合し、新たに目的に橋上駅舎及びその他

の施設の建設費を追加し、創設されたものでございます。令和３年度に積立てを行わ

なかった理由につきましては、先ほど申し上げさせていただきましたが、令和３年度

に、まずは財政調整基金の積立てをしっかりと行い、その次に公共公益施設建設基金

などの特定目的基金の積立てを行うという計画で基金に積立てを行ってまいりました

ので、積立てをできる財源がございませんでしたので、公共公益施設基金への積立て

は行いませんでした。

なお、令和４年度につきましては、９月の補正におきまして、こちらの基金へ約２

億円の積立てを計上しているところでございます。

続きまして、⑦につきましてお答えさせていただきます。

土地開発基金の令和３年度の増減につきましては、増の部分、先行取得した土地の

買戻しでございますが、２件ございます。１件目が武蔵嵐山駅西口広場整備事業、買

戻し面積152.06平米、土地代金1,034万80円でございます。もう１件が杉山駐車場整

備事業、買戻し面積1,546平米、土地代金278万2,800円、物件補償費25万4,800円、合

計303万7,600円でございます。減の部分につきまして、土地の先行取得分につきまし

ては２件ほどございます。１件目が町道１―３号、交差点改良工事分取得面積9.06平

米、土地代金４万770円、物件補償費５万3,100円、合計９万3,780円でございます。

もう１件が町道越畑306号線道路新設工事分といたしまして、取得面積356.48平米、

土地代金46万3,424円、物件補償費10万6,200円、合計56万9,624円でございます。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇畠山美幸委員長 次に答弁を求めます。

贄田町民課長。

〇贄田秀男町民課長 １の６番についてお答えいたします。

国民健康保険特別会計財政調整基金の1,746万9,000円の減額、取崩しについてです

が、令和３年度につきましては、積立金が5,555万4,938円でございました。基金繰入

れにつきましては、最終的には7,302万4,000円を取り崩すことになりましたので、積

立金との差額が1,746万9,062円となりました。内容につきましては、主なものは国民

健康保険税の収入の減や、県に支払う国保事業費納付金の増額等により取崩し等をし

たものでございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 次に、高橋教育委員会事務局長。

〇高橋喜代美教育委員会事務局長 私からは質問項目１の⑧につきましてお答えさせて

いただきます。

、 、令和３年度奨学資金貸付基金運用額408万円は 大学等在学中の貸与継続者３名分

164万円及び大学等進学の新規貸与者３名分、244万円の合計額でございます。

なお、新規貸与者には普通奨学資金に加え、入学初年度にのみ貸し付ける特別奨学

資金も貸し付けております。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 次に、伊藤まちづくり整備課長。

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、平沢土地区画整理事業の各質問項目につ

きましてお答えさせていただきます。

まず、最初の①の法人税の実績でございますが、令和３年度実績におきましては約

1,460万円でございます。個人住宅の固定資産税等の税収状況でございますが、なか

なか個別に出すのが難しくて、平沢土地区画整理全体から法人の固定資産税を引いた

額で答えさせていただきますと、それが約6,100万円でございます。町財政における

効果でございますが、平成23年度に一般質問で同様のお話しされまして、そのときに

お答えしているのが、土地家屋の固定資産税総額が年間約8,550万円、土地家屋の増

収が年間約8,550万円の増、法人町民税や償却資産を合わせると約１億1,040万円の増

というふうにその当時答えさせていただいています。それを令和３年度に当てはめま
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すと約8,000万円の税収増というものでございます。よって、令和３年度から法人町

民税や固定資産税の評価が変わりましたけれども、今現在でも8,000万円の増という

ふうになっているところでございます。

税収の今後の見通しでございますが、もう既に平沢土地区画整理事業については、

使用収益が発生しておりまして、全てが課税になっている状況でございますので、年

。間約8,000万円の増加が引き続き続くというふうになるというふうに考えております

また、法人町民税、法人税が景気がよくなれば、法人町民税も上がりますので、一番

のピークがプラス1,000万でございました そうすると 景気がよくなれば年間9,000万。 、

円の増収が見込めるかなと考えているところでございます。

事業完了までの課題でございますと、まず精算金の問題がございます。単価は会員

皆様の協力により1.8円というふうにさせていただきましたが、総額では4,130万円程

度の精算金がございます。これは徴収される方もいますし、交付される方もいますの

で、それからその分がプラス・マイナス・ゼロでございますが、その4,100何がしを

いただいて、その額をお支払いするその事務が今現在の平沢土地区画整理事業組合で

は最大の課題かなと考えているところでございます。

これまでの事業評価でございます。委員ご存じのとおり、平沢土地区画整理事業に

はスーパーもございます。今現在スーパー含めて60店舗ございます。このにぎわいも

この事業をしなければできなかったというふうに考えております。当時を知っている

方につきましては、不整形な農地で耕作も難しい、当時は不良耕作地もあったと、ま

た排水についても問題があったのではないかと言われて、その課題も全て解決して今

、 、のにぎわいがあったのではないかというふうに 当時から行っている方につきますと

そのような効果が上がるように考えています。土地利用についてもとても有益になっ

ていると考えているところでございます。

以上でございます。

〇畠山美幸委員長 犾守委員。

〇犾守勝義委員 それでは、再質問のほうはちょっと絞ってさせていただきたいと思い

ます。

、 、 、 、 、定額基金 これ②番なのですけれども 最初に基金金額 資金を 定額を設定して

当然それを運用していくと減っていくわけです。そうした場合に、例えば奨学資金な

んかは45万円積立てということで、設定した金額で減った分はこれは補てんをしてい
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くという考え方を定額基金の場合はしているという、そういう捉え方でいいのかどう

か、まずそれ確認です。

それから、あと減債基金の積み上げ目標額ということなのですが、順番的には、財

政調整基金をまず最初にというようなお話でした。それで、財務省の関東財務局が令

和２年度を対象にした財務状況把握の結果概要というのをインターネットから取り出

して見たのですけれども、おおむね令和２年度は財政状況、嵐山町は非常にいい状況

の評価になっているのかなというふうに思うのです。ただ、町債、地方債、それだと

令和５年度に向けては地方債の元金償還額の増加が見込まれているということで、償

還後の収支というのが再度赤字化の懸念もされるというふうに償還後の留意点という

のが書いてあるのです。そうした場合に減債、要するに基金ですか、この金額が今あ

るわけですけれども、これを使わないで、その状況というのを乗り切れる状況にある

のか、その見通しです。そうした場合には減債基金も重点的に少し積み上げるという

努力というのも必要なのではないのかなというふうに私自身は思ったのですが、その

辺の見解をお聞きしたいということです。

それから、次に公共公益施設建設基金についてなのですけれども、これから小中一

貫、再編というようなことで学校の部分、建設するのか、また耐震寿命化でやるのか

という、まだその結論は出ていないだろうと思うのですけれども、そうしたときに、

。 、一般の財源だけで到底収まらないだろうなというふうに思うのです そうしたときに

これ債権の部分のところと、それからこの公共公益施設建設基金というものを積み立

てていきながら、そしてそこから使っていくというような考え方をしていかなければ

ならないと思うのですけれども、そうした場合に優先順位として今回はゼロ円という

ような形になっているということですね。ですから、それが令和４年度には増えたと

いうふうにおっしゃっていましたけれども、そう辺の見解もお聞きしたいというふう

に思います。

〇畠山美幸委員長 その３点でよろしいですか。

〇犾守勝義委員 はい、それでいいです。

〇畠山美幸委員長 順次答弁を求めます。

杉田総務課長。

〇杉田哲男総務課長 ②のまず定額基金の関係についてお答えさせていただきます。

当然貸付けをさせていただければ、その分の原資が減るということで、それにつき
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ましては定額基金でございますので、一般財源のほうから補てんをされているという

ふうな考え方だと思います。

③番目の減債基金の関係でございます。町といたしましては、今地方債等々の借り

上げにつきまして満期一括償還、そういったものが発生する場合につきましては、そ

れに対応する減債基金というものを設置して、積立てをする必要があるかなというふ

うに考えてございますけれども、今特にそういったものがございませんので、これに

つきましては地方債等の借入れの期間であったり、そういったものをコントロールし

ながら負担のないような形で行っていく形になるかなというふうに考えてございま

す。

続きまして、５番目の関係でございますけれども、こちらにつきましては公共施設

の建設、長寿命化、そういった等々が考えられてございますので、今年度今９月議会

の中で積立てをお願いしていると。今後もそういった財源が持てる場合につきまして

は速やかに積立てを行っていく形になるのかなというふうに考えてございます。こう

いった基金だけでは当然建設はできませんので、事業債であったり、また有利な補助

金、そういったものを模索しながら、財政的な負担を極力減らしながらできるよう財

政当局としては研究してまいりたいというふうに考えてございます。

以上です。

〇畠山美幸委員長 いいですか。

杉田総務課長より、先ほどの犾守議員の総括質疑に対して、答弁の訂正を求められ

ておりますので、杉田総務課長お願いいたします。

〇杉田哲男総務課長 はい。貴重なお時間をいただきまして申し訳ございません。犾守

議員の３回目の質疑の中で、各基金の上限額につきまして、積み増しをするのかとい

うご質問の中で、私のほうで積み増しをするような表現がございました。こちらは、

、 、各条例の中で定められている金額が 貸付限度額の限度というところでございまして

積み増しをするという表現がございません。主要な施策の127ページの中で、教育の

奨学金の貸し付け、こちらの積立金につきましては、条例の中で返済に引き続き、嵐

山町に在住する方については、特別奨学金の貸付金が２分の１免除される、免除規定

がございますので、免除されることになります。積立金の免除額２分の１相当額を一

般会計のほうから、基金のほうに積み立てをする形になります。おわびして訂正を申

し上げます。
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〇畠山美幸委員長 以上で総括的な質疑を終了いたします。

これにて全ての質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇畠山美幸委員長 討論を終結いたします。

これより認定第１号 令和３年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇畠山美幸委員長 挙手多数。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

◎閉会の宣告

〇畠山美幸委員長 以上をもちまして、決算審査特別委員会に付託されました決算議案

６件並びに議案第39号及び議案第40号の審査は全て終了いたしました。

５日間にわたりまして、慎重審議大変にお疲れさまでした。

また、堀江代表監査委員、長島監査委員、佐久間町長をはじめとする町理事者の皆

様には大変ご多用のところご出席いただき、誠にありがとうございました。

お諮りいたします。決算審査特別委員会の審査報告の作成につきましては、正副委

員長に一任させていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任させてい

ただきたいと思います。

これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

（午前１１時５６分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

令和４年 月 日
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